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本書で引用した法令等は次のとおりである。 

 

法律 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年七月三十

日法律第百十七号）：以下「ＰＦＩ法」と略称。 

・地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号） 

・国家賠償法（昭和二十二年法律第百二十五号） 

・行政機関の保有する情報の公開に関する法律（昭和二十四年十二月十二日法律第二百五

十六号）：以下「情報公開法」と略称。 

・会計法（昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号） 

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成十二年十一月二十七日法律

第百二十七号）：以下「入札契約適正化法」と略称。 

・公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号） 

・政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十六

号）：以下「支払遅延防止法」と略称。 

・国有財産法（昭和二十三年六月三十日法律第七十三号） 

・国の債権の管理等に関する法律（昭和三十一年五月二十二日法律第一一四号） 

・建築基準法（昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号） 

・住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年六月二十三日法律第八十一号） 

・民法（民法第一編第二編第三編）（明治二十九年四月二十七日法律第八十九号） 

・会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六号） 

・建設業法（昭和二十四年五月二十四日法律第百号） 

・建築士法（昭和二十五年五月二十四日法律第二百二号） 

 

政令 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令（平成十一年九

月二十二日政令第二百七十九号）：以下「ＰＦＩ法施行令」と略称。 

・地方自治法施行令（昭和二十二年五月三日政令第十六号） 

・予算決算及び会計令（昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号）：以下「予決令」と略

称。 

・国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和三十一年十一月十日政令第三三七号） 

・建設業法施行令（昭和三十一年八月二十九日政令第二百七十三号） 

 

その他 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針（平

成十二年三月十三日総理府告示第十一号）：以下「基本方針」と略称。 
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・ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（平成十三年七月二十七日）：以

下「リスクガイドライン」と略称。 

・契約に関するガイドライン－ＰＦＩ事業契約における留意事項について－（平成十五年

六月二十三日）：以下「契約ガイドライン」と略称。 

・モニタリングに関するガイドライン（平成十五年六月二十三日） 

・公共工事標準請負契約約款（昭和二十五年二月二十一日中央建設業審議会作成 平成十

三年三月一日最終改正）・契約事務取扱規則（昭和三十七年八月二十日大蔵省令第五十二号） 

・政府契約の支払遅延防止に対する遅延利息の率を定める件の一部改正について（平成十

五年三月三日財務省告示第七十六号） 

・国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める

率を定める件及び国の債権の管理等に関する法律施行令第３７条第１項に規定する財務

大臣が定める率を定める件の一部改正について（平成十五年三月二十五日財務省告示一

二九号） 
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本書において使用されている用語の定義は次のとおりとする他、特に断りのない限り、Ｐ

ＦＩ法及び基本方針における定義に従うものとする。 

 

コンソーシアム構成企業：民間事業者の公募にあたり組成される法人格の無い共同企業体

（以下、「コンソーシアム」という。）の構成企業であり、選定事業の落札者とな

る企業。（選定事業者の設立にあたって出資を行うこととなり、選定事業に係る業

務を選定事業者から委託を受け、又は請け負うこととなる。）1 

受託・請負企業：選定事業にかかる業務を選定事業者から委託を受け、又は請け負う企業

（コンソーシアム構成企業を除く。） 

設計企業：コンソーシアム構成企業又は受託・請負企業のうち設計を行う企業 

建設企業：コンソーシアム構成企業又は受託・請負企業のうち建設工事を施工する企業 

維持・管理、運営企業：コンソーシアム構成企業又は受託・請負企業のうち維持・管理、

運営を実施する企業 

下請企業：選定事業にかかる業務をコンソーシアム構成企業又は受託・請負企業から委託

を受け、又は請け負う企業 

サービス対価：管理者等が、施設の設計・建設工事、施設の維持・管理及び運営の実施の

対価として、選定事業者がＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び自らの入札参加者

提案に従い業務を適切に実施していることを条件に選定事業者に支払う一定の金

額 

建設工事費：設計・工事監理費、建設工事費、設備工事費、建中金利等 

維持・管理費及び運営費：業務委託費、修繕費、人件費、物品購入費等 

ＢＯＴ方式：Build, Operate and Transfer の略称。民間事業者が施設を建設し、維持・

管理及び運営し、事業終了後に管理者等に施設所有権を移転する事業方式。 

ＢＴＯ方式：Build, Transfer and Operate の略称。民間事業者が施設を建設し、施設完

成直後に管理者等に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運営を行う事

業方式。 

（条項例） 

甲：公共施設等の管理者等 

乙：選定事業者 

その他、条項例中の用語については、末尾の「条項例で使用されている用語のリスト」を

参照されたい 

                                                  
1 条項例では、コンソーシアム構成企業、受託・請負企業はともに「協力企業」という名称を用いている。 
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まえがき 

 

１．ＰＦＩ事業契約に際しての基本的考え方とその解説作成の経緯 

平成１１年にＰＦＩ法が施行されてから９年近くが経過した。実施方針の公表件数は３

００件を超え、ＰＦＩは公共施設の整備の一手法として定着しつつある。 

一方、運営段階に入ったＰＦＩ事業においては、ＰＦＩ法第１０条第１項に定める協定

（以下「ＰＦＩ事業契約」という。）の運用や解釈等をめぐっていくつかの問題点が顕在化

している。例えば、事業の前提条件である事業環境が変化しても契約に定められた各種条

件の変更ができなかったり、モニタリングが適切に機能しなかったりといった問題である。

また、当事者間が事業契約の解釈等をめぐって対立した場合に、紛争解決が円滑に進まな

いという事態も一部に生じている。 

ＰＦＩ事業契約に関しては、平成１５年に「契約に関するガイドライン」（以下「契約ガ

イドライン」という。）が公表され、ＰＦＩ事業契約における留意事項が示されているとこ

ろである。ここで、契約ガイドラインは、施設の設計・施工、維持・管理業務を主たる内

容とした事業が想定されている。そのため、これら以外の業務を含むＰＦＩ事業において

生じている諸課題に対する考え方は十分に示されているとはいえない。 

民間資金等活用事業推進委員会（以下「本委員会」という。）は、平成１９年１１月に「本

委員会報告―真の意味の官民のパートナーシップ（官民連携）に向けて―」をとりまとめ

た。同報告では、公共施設等の管理者等（以下、「管理者等」という。）や経済界の喫緊の

ニーズに対応するため「重点的に検討し速やかに措置を講ずべき課題」が整理されたが、

その中で、事業環境変化への対応やモニタリングのあり方等が「個別具体のプロセスごと

の課題」として位置づけられた。さらに、同課題に対しては、横断的な受け皿となる「標

準契約書モデル及びその解説」等の検討を行うことが指摘されたところである。 

そこで、ＰＦＩ事業契約に関する重点検討課題として、以下５項目を取り上げ、ＰＦＩ

事業契約での規定の考え方につき整理を行った。その上で、契約ガイドラインに示された

各項目を一般的なＰＦＩ事業契約の構成に基づき再編成し、重点検討課題、その他記載の

充実を図るべきと考えられる事項につき追加を行い、「ＰＦＩ事業契約に際しての基本的考

え方とその解説（案）」（以下、「本書」という。）として取りまとめることとした。 

①事業環境変化に対応した柔軟なサービス内容・サービス価格の変更 

②管理者等の任意解除 

③中立的な第三者の関与を含む紛争調整メカニズム 

④法令変更 

⑤モニタリング・支払いメカニズムの充実 
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２．本書作成に当たっての基本的な考え方 

契約ガイドラインは、サービス提供業務（本書では、設計・施工が完了し、当該施設の

供用が開始された後の全ての業務を指す意味で用いる）の比重が軽い事業を念頭において

作成したが、本書では、サービス提供業務の比重が重い事業についても配慮している2。サ

ービス提供業務の比重が軽い場合、長期契約であっても社会、経済情勢の変化や法令変更

等が事業に与える影響が比較的小さいため、予め決定した諸条件が著しく合理性を欠く事

態になる可能性は、サービス提供業務の比重が重い事業に比べて小さかった。本書では、

サービス提供業務の比重が重い事業についても扱うこととしたため、これらに対応するこ

とを重視した。なお、サービス提供業務の比重が重い事業を対象とするとしても、本書で

主に想定しているのはサービス購入型であり、需要リスクを選定事業者に移転しない事業

であるが、需要リスクを選定事業者に移転する事業についても、本委員会での十分な議論

を経た上で対象範囲に含めていくことを想定している。そして、双方の本質的な違いを含

め理解した上で、それぞれの条項の在り方を検討する必要がある。 

これらの点も含め、本書作成にあたっては、以下を基本的な考え方として契約書に規定

すべき事項の検討を行った。なお、本書作成にあたっては、２００７年３月に刊行された

英国財務省の「Standardisation of PFI Contracts Version 4」(SoPC4)3を参考とした。 

 

（１）国民・市民のためのサービスの価値の最大化を目指して 

・ＰＦＩの本質は、国民・市民にとってより利便性の高いサービスをより低廉な費用で提

供するには何をするべきかを考えることである。したがってＰＦＩ契約の作成にあたっ

ては、財政等の制約の下で、国民・市民のためのサービスの価値を最大化することを基

本的な視点とすべきである。ＰＦＩ契約は、管理者等と選定事業者との間の契約である

が、以下に示す(2)から(8)について検討する際には、あくまで国民・市民のためのサー

ビスの価値を最大化することがＰＦＩの本質であることに常に立ち戻る必要がある。 

 

（２）官民のコミュニケーションの必要性 

・ＰＦＩは官民の協働事業であるため、お互いに協力し合うことが何より重要であり、そ

れが担保されるような仕組み（具体的な契約条項を含む）を作成することが必要である。

                                                  
2  一般に「運営業務の比重が重い」といわれる事業でも、事業の核となる業務は管理者等によ

って行われ、選定事業者に委託されるのは周辺業務のみである場合も少なくない。このよう

な場合に「運営業務の比重が重い」と表現すると、選定事業者が対象施設の運営を主体的に

行っているかのように誤解を招く可能性がある。したがって、本書では、「サービス(提供)業

務の比重が重い」という表現を用いることとした。 
3 英国では、ＰＦＩ事業契約をめぐり現下に生じている問題に対して課題志向型で新たな内容

を盛り込んだ「Standardisation of PFI Contracts」が１９９９年以来４版を重ねている（以

下「SoPC4」という）。ＰＦＩ事業契約の標準的な考え方が整理され、課題への対応について

も一定の方向性が示されているため、ＰＦＩ事業の関係者の認識のずれが生じにくくなり、

ＰＦＩの裾野拡大の一助となったと言われている。 
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選定事業者は自ら（究極的には構成企業の株主）の利益を最大にすることを目指し、管

理者等は少ない税負担で良質のサービスを得ることを目指しており、官と民では価値観

が大きく異なるのが現実である。また、メンタリティや行動原理にも相当の隔たりがあ

る。 

・しかしながら、財政等の制約の下で国民・市民のためのサービスの価値を最大化するた

めには、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力と管理者等の有する公共事業に関

するノウハウ等を結びつけ、その相乗効果を最大限発揮させる必要がある。このため、

官民の双方がお互いの相違点を理解した上で積極的にコミュニケーションを図り、連携

して両者の間にある障壁を乗り越え、国民・市民のためのサービスの価値の最大化を目

指していくことが重要である。 

 

（３）真の意味の官民のパートナーシップを目指して 

・ＰＦＩでは、ＶＦＭの最大化のために官民が良好なパートナーシップを形成することが

前提となる。そのためには、官民が対等な立場で事業の実施にあたる必要がある。 

・契約とは契約当事者間の「利害の調整」がその本来の目的の一つでもあり、契約の時点

では、明らかにこれら当事者間において、お互いの義務履行に係る合理的な期待感が存

在してはじめて、契約が成立する。ただし、必ずしも契約が完璧ではなかったり、時間

の経過と共に大きな環境変化があったりした場合、双方の理解や認識にギャップが生ま

れる。このギャップを埋め、問題を克服するための手法としてコミュニケーション、協

力、連携が重要となり、このようなことが可能となるような契約条項が求められる。 

・良好なパートナーシップの形成のためには、まず、お互いの情報を共有することが必要

である。特に共有されるべき重要な情報は、管理者等の情報に関しては、管理者等が目

指す事業のアウトカム（管理者等の政策目的や求める成果）やアウトカム実現に向けて

選定事業者に期待する役割であり、これらは事業者選定の段階で業務要求水準書等に明

確に示されるべきほか、事業の運営段階においても適宜情報の共有と議論がなされるこ

とが財政等の制約の下でＶＦＭを最大化するために有効である。一方、選定事業者の情

報に関しては、事業計画やそのベースとなる財務モデル（選定事業者の将来の収支等の

予想等を算定するためのワークシート・モデル）がある。特に財務モデルについては、

サービス内容の変更や契約解除時の損失補償額の算定などの際の根拠となることもある

ため、一定のタイミングで合意しておくことが有用である。 

・また、対等な立場という観点からは、例えば、両者に重大な影響を与えるような意思決

定をどちらか一方が行うこと等を出来る限り避けることが望ましい。公共サービスの性

格上、管理者等の意思が重視される場面も必要となるが、その場合は、選定事業者に対

する金銭面での補償の明確化等により、選定事業者の契約上の地位を守る観点から規定

を入れる必要がある。 

・中立的な第三者を紛争解決に関与させることにより、事業を継続したまま公平な解決を
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図る仕組みを工夫することも効果がある。 

 

（４）契約の柔軟性の確保 

・ＰＦＩでは、長期間にわたる契約及びこれに伴う選定事業者の長期にわたる投融資を前

提とし、選定事業者のノウハウを効果的に発揮させ、公共施設等の整備、維持管理、運

営等を実現する。しかし、長期にわたる運営期間中に当初定められた前提条件や前提と

なった環境が大きく変化する場合などの状況変化に応じて、契約条件の変更が必要にな

ることがある。また、変更が必要となった場合に予めルールを決めず当事者間の協議の

みで全てを決めることは、合意できなかった場合に困難が生じることに加え、透明性の

確保という観点からも望ましいとはいえない。したがって、状況が変化した場合に具体

的にどのように契約を変更していくのか、またどのように価格を決定していくのかとい

う変更メカニズムの規定を充実させることが必要である。この際、将来変化が予想され

る事態をできるだけ多く想定し、変化により影響を受ける業務領域、業務内容、並びに

契約上合意された指標及び基準について、事情変更事由に基づく変更の手順と要件を明

確に規定しておくことが重要である。英国の SoPC4 においても、変更メカニズムの部分

については大きく改訂され、充実が図られているところである。 

・契約の柔軟性は、長期にわたる状況変化に的確に対応することが目的であり、業務要求

水準等が不明確なまま入札を行って後に協議で変更するということを容認するためのも

のではない。したがって、当初の業務要求水準を明確に作成しなければ、変更の際の価

格算定の際に計算根拠も示せなくなるため変更も困難になること、透明性の確保、公正

な入札手続の確保（すなわち、落札できなかった応札者との関係でも不公平が生じない

こと）という点でも問題が生じることに留意する必要がある。 

・また、ＰＦＩの本質は、設計・施工・維持管理・運営を一体として発注することにある

ことについても留意すべきである。したがって、入札価格についても一体として発注す

ることを前提に決定しているのであり、一部分のみ切り離してマーケット価格と比較す

ることは本来的に難しいということについて理解される必要がある。よって、この観点

からも、あくまでも原則はできるだけ条件を変更しなくても済むよう当初の段階で条件

を決定するとの重要性が理解される必要がある。 

・なお、契約の柔軟性が高くても、契約変更に伴うサービス対価の増加分について管理者

等に負担能力がなければ機能しないことから、必要に応じて予算についても一定程度余

裕をみておくべきである。 

 

（５）当初の契約条件の明確化 

・ＰＦＩでは、性能発注により民間事業者の有するノウハウを効果的に発揮させ、民間の

創意工夫を最大限引き出すことを意図している。そのため、提案段階では詳細な内容が

詰まっておらず、事業者選定後に管理者等と選定事業者の間の協議を経て設計書や業務
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仕様が最終的に確定することもある。この際、選定事業者が想定していなかった様々な

要求が管理者等からなされ、対応を求められる場合が見られる。 

・しかし、原則として、契約締結時に業務要求水準を満足する選定事業者の提案内容に基

づく仕様を確定し、その後は価格改定を伴うサービス内容の変更（本書第８章参照）と

して対応する必要がある。 

 

（６）リスク分担に係る曖昧さの排除 

・ＰＦＩでは、官民のリスク分担を契約で明確に定め、リスクが顕在化した場合の責任の

所在を明確化することで、事業全体のリスクを最小化する考え方をとっている。しかし、

リスク分担の基本的な考え方が決まっていても、具体的な判断基準やプロセスが明確に

規定されていないために官民の認識の齟齬が生じ、紛争に発展する場合もある。その観

点から、可能な限りリスク分担が明確になるよう規定する必要がある。例えば、「著しい」

「過分の」「主要な」といった抽象的・主観的要件もできるだけ使用しないようにするこ

とが望ましい。 

 

（７）選定事業者の在り方と統括管理機能 

・ＰＦＩでは、入札説明書において、落札した民間事業者にＰＦＩ事業の実施のみを目的

とする株式会社の設立を義務づけていることが多い。このように特別の目的のみのため

に設立された会社は、特別目的会社（ＳＰＣ。「特定目的会社」と異なり、法令上の概念

ではない）と呼ばれ、このＳＰＣが選定事業者となる。 

・しかし、ＰＦＩでは選定事業者としてのＳＰＣは、資産を保有するのみならず、複数の

委託先を通じて業務を行うこと、これら契約を統括的に管理し、そして各業務間で調整

の必要が生じた場合にはＳＰＣが責任を担い、委託先との間で問題を解決することなど

が期待されている。すなわち公共サービスの提供に必要となる設計、施工、維持管理等

の業務を選定事業者に包括的に委託することで、選定事業者が総合的に関係者を管理す

ることが期待されている。したがって、証券化等で使用されているＳＰＣとは性格が異

なる。 

・こうした観点から、選定事業者の業務内容に統括管理機能を明確に位置づける取り組み

が一部の分野で進んでいるが、それ以外の分野の事業においてもこのような業務を含め

ることがＶＦＭの向上に寄与しないか検討すべきである。ただし、統括管理業務を明確

に位置づける試みは比較的最近始まったものであり、本業務の有効性及び在り方（条文

例を含む）については、今後検討する必要がある。 

・業務要求水準を満足するための設計、施工、維持管理等の業務の調達を総合的に管理す

る機能は、英国においても重視されているところであり、ＰＦＩにおいて個別の業務は

行わずＳＰＣへの出資とＰＦＩ全体の管理に特化してＰＦＩに参加している企業も存在

している。ＰＦＩ事業のＶＦＭをさらに高めていくためには、わが国においてもこうし
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た方法についての検討が行われることが望ましいと考えられる。 

 

（８）国民・市民の利益の観点からの事業の監視 

・ＰＦＩは、選定事業者が主体的に取り組む事業であると同時に、整備対象とする施設は

公共・公用・公益的施設であり、サービス購入型であれば納税者の負担により実施され

る事業である。 

・この観点からは、納税者たる国民・市民に対して、事業の成果を積極的に公表し、その

視点を取り入れることが必要である。具体的には、管理者等はモニタリングを責任をも

って主体的に行うことに加え、選定事業者の機密に属する事項を除き、モニタリング結

果をホームページ等により公表し、一般国民・市民から意見を求めることが考えられる。 

 

（９）不断の改善に向けて 

・実務に携わっている方々等の要望を踏まえて、本書を限られた時間の中で整理したが、

必ずしも十分とはいえない。したがって、今後パブリックコメントを通じ、ＰＦＩ事業

の現場で活躍されている実務家の皆様方の意見を真摯に伺うことにより、よりＰＦＩの

促進に役立つものに改善していく予定である。このためには、ＰＦＩ事業に関わる関係

者の皆様方等にご参集いただいて意見交換会を開催し、その場でご意見を伺うことも必

要と考えている。 

 

（１０）最後に 

・本書では、項目ごとに条文例を示すとともに、可能な限り早いタイミングで、パブリッ

クコメント、意見交換会の開催などＰＦＩ事業に関わる関係者との意見の交換及び本委

員会における十分な議論を経た上でＰＦＩ事業契約の例を添付することを想定している。 

・条文例については、実際は、案件ごとの特有の事情を踏まえた契約を作成する必要があ

ることから、ここにあげられている条文例をそのまま用いることを想定しているもので

はない。また、条文例は各項目で必要になる条項を網羅的に示したものではない。ただ

し、本書で示した条文例をベースとしてこれに修正を加える形で使うことにより、ノウ

ハウの共有が促進され、本書の改定を通じて内容が充実したものになっていくことが期

待される。 

・また、今後、事業分野ごとに、それぞれの事業にふさわしい事業契約書例を作成してい

くことが望まれる。 

・なお、本書は、契約書を作成する際の重要な留意点の一部を示したものであって、本書

のみで契約を作成できるようにすることを意図したものではない。個々のＰＦＩ事業に

おいて用いられる契約書の規定は、管理者等と選定事業者双方が、それぞれの責任にお

いて、本書を参考にしながらも、それぞれの事業に即した適切な内容となるように検討

を加えた上で取り決めて頂きたい。 
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３．前提となる諸条件 

本書は、国がＰＦＩ事業契約、直接協定、及び基本協定の締結にかかる検討を行う上で

の実務上の指針の一つとして、現在までに公表されている我が国のＰＦＩ事業契約等の規

定内容などを踏まえ、多くのＰＦＩ事業契約において規定が置かれることが想定される事

項ごとに、主たる規定の概要、趣旨、適用法令、留意点及び条文例等を解説したものであ

る。国がＰＦＩ事業を実施する場合、ＰＦＩ法及び基本方針にのっとった上で、本書に沿

ってＰＦＩ事業を実施することが望ましい。また、本書は、国以外の者が実施するＰＦＩ

事業においても参考となりうるものである。 

本書は、各省庁が、ＰＦＩ事業の円滑な実施のため、法及び基本方針にのっとった上で、

状況に応じて工夫を行い、本指針に示したもの以外の方法等によってＰＦＩ事業を実施す

ることを妨げるものではない。 

なお、国以外の者が参考とする上での便宜を図るため、国以外の者が実施する場合の適

用法令について、主に脚注において示している。 

本書の目次構成は、原則として、同法第２条第３項に定める公共施設等の管理者等が同

法第２条第５項に定める選定事業者に委ねる業務内容ごとに時系列で章立てるＰＦＩ事業

契約書に従っている。 

ＰＦＩ事業には、多様な事業スキームがありえるが、この解説にあたっては、 

① 性能発注方式を採用し総合評価一般競争入札方式により事業者を選定すること 

② コンソーシアムの構成企業等が出資により新たに株式会社を設立し、これが選定事業

者となること（但し、管理者等が、入札説明書等において必ずしもコンソーシアムの

すべての構成企業に対する出資を求めるものでないことを認めた場合は、出資しない

ことができる。なお、管理者等が入札説明書等においてその旨を明らかにする必要が

ある。）。 

③ 選定事業者は選定事業以外の事業を行わないこと 

④ 管理者等が所有する土地を選定事業の用に供するため選定事業者に対し貸し付ける

こと 

⑤ 施設の設計・施工、維持・管理及び運営業務を実施することによって公共サービスを

提供すること 

⑥ 選定事業の主たる資金調達手法は融資金融機関等によるプロジェクトファイナンス

方式によること 

＊ プロジェクトファイナンスとは、特定のプロジェクト（事業）に対するファイナンスであって、

そのファイナンスの利払い及び返済の原資を原則として当該プロジェクトから生み出されるキャッ

シュフロー（収益）に限定し、そのファイナンスの担保を当該プロジェクトの資産に依存して行う

金融手法。 

⑦ それら事業資金の回収は管理者等が支払う「サービス対価」によること 
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などを仮定している。 

これらの仮定は、ＰＦＩ事業契約を解説するにあたり、解説の対象となる事業スキーム

を一定程度特定化する必要性から置いたものであって、こうした事業スキームが、ＰＦＩ

の実施にあたって他の事業スキームに比べ、すべての点において望ましいという趣旨では

ない。なお、解説の便宜から対比することを目的として多様な事業スキームの可能性の一

部や公共工事標準請負契約約款の条項を紹介することもある。管理者等は、本解説を参考

にしつつ、自らの判断で、各選定事業の内容、規模、実施場所の地域特性等に照らして、

最も適した事業スキーム、ＰＦＩ事業契約の規定内容等を定める必要がある。 

ＰＦＩ事業契約は従来型の公共工事の請負契約と比して、長期に亘ることが通例であり、

また、選定事業者、コンソーシアム構成企業、受託・請負企業、及び融資金融機関等関係

者が多数に及ぶ。ＰＦＩ事業契約は、ＰＦＩ事業の中核をなす契約であり、ＰＦＩ事業契

約の一方の当事者となる選定事業者のみならず、コンソーシアム構成企業、受託・請負企

業及び融資金融機関等関係者にも直接的な影響を与えるものである。管理者等は、ＰＦＩ

事業にかかる契約関係の安定性の確保の観点から、これら関係者に与える影響にも配慮し

つつ、継続的かつ安定的な公共サービスの提供等を実現するＰＦＩ事業契約の規定につい

て検討する必要がある。 

なお、この解説は、現在までに公表されている我が国のＰＦＩ事業契約の内容等を参考

にして作成したものであり、今後、ＰＦＩ事業契約の規定は、事業内容の多様化、さらに

は、我が国の経済社会環境の変化等により、多様に変遷していく可能性がある点にも留意

が必要である。 

また、ＰＦＩ事業をめぐる管理者等、選定事業者、コンソーシアム構成企業、受託・請

負企業、及び融資金融機関等の選定事業関係者は以下のような契約関係にあることを想定

している。 

 

（１）ＰＦＩ事業契約 

・選定事業者は選定事業にかかる施設の設計、建設工事、維持・管理及び運営の業務並び

にかかる資金調達を行うことにより管理者等の要求する水準の公共サービスを管理者等

に対し提供する義務を負い、管理者等は選定事業者に対し提供される公共サービスの対

価を支払う義務を負うことなどを規定する、管理者等と選定事業者との間で結ばれる契

約。 

 

（２）基本協定 

・選定事業に関し、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、管理者等及

び当該コンソーシアムの義務について必要な事項を定める管理者等とコンソーシアムの

構成企業との間で結ばれる契約。落札者であるコンソーシアムの構成企業が選定事業者

となる株式会社を設立すべきことや選定事業の準備行為に関する取扱い等について規定
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される。 

 

（３）直接協定（Direct Agreement） 

・選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合などに、管理者等によるＰＦＩ事

業契約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金供給してい

る融資金融機関等による選定事業に対する一定の介入（Step-in）を可能とするための必

要事項を規定した管理者等と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定。業務要求水準

の未達や期限の利益の喪失（＊）等一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や、選定

事業者の発行する株式や有する資産への担保権の設定に対する管理者等の承諾などにつ

いて規定される。 

＊ 期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないというように、期限がま

だ到来していないことによって当事者が受ける利益である。期限の利益が債務者に認められる

のは、債権者が債務者を信用し履行の猶予を与えたのであるから、特約により、債務者に信頼

関係を破壊するような行為があった場合には、債務者に期限の利益を喪失、債権者は期限の到

来を主張し、ただちに履行を請求することができるものと定める場合がある。 

 

（４）事業関連契約（業務委託契約、業務請負契約など） 

・選定事業者がＰＦＩ事業契約に従い施設の設計、施工、維持・管理及び運営の業務を実

施し、公共サービスを提供するため、これら業務を第三者たるコンソーシアム構成企業

又は受託・請負企業に委託し、又は請け負わせる、選定事業者とコンソーシアム構成企

業又は受託・請負企業との間で結ばれる契約。及び、これら業務を委託された又は請け

負ったコンソーシアム構成企業又は受託・請負企業がこれら業務をさらに下請企業に委

託し、又は請け負わせる、受託・請負企業と下請企業との間で結ばれる契約。 

 

（５）融資契約 

・融資金融機関等が選定事業者に対して融資するにあたり、融資金融機関等と選定事業者

との間で締結される契約。主な規定内容としては、貸付合意、資金使途、貸付実行手続、

貸付実行前提条件、元本弁済、支払金利、遅延損害金、弁済充当方法、表明及び保証、

借入人誓約、期限の利益喪失事由等が想定される。 

 

（６）担保関連契約 

・融資金融機関等が選定事業にかかる資産及び権利について担保権を取得することを目的

とした契約。これらの担保設定は、担保権対象の売却を通じた融資回収を想定している

のではなく、選定事業の継続を図ることを通じた融資回収を想定し、事業修復を行うこ

とを企図しているものであり、担保権者として金融機関等が他の債権者に対する優先権

を保持して、他の債権者等が選定事業にかかる資産等を差し押さえる利益を失わせるこ
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とにより、第三者の介入を排除し、円滑な事業継続により融資回収を確実にすることを

目的としている。担保設定の対象としては、ＰＦＩ事業契約上の選定事業者の権利、選

定事業者の発行株式や事業用資産等が想定される。 

 

（７）債権者間契約 

・複数の融資金融機関等により融資機関団が組成される場合に、融資機関団の債権者とし

ての権利行使等にあたっての意思決定方法、担保権の実行方法等債権者間の基本的な権

利義務関係を定める債権者間で結ばれる契約。優先貸出人間でのみ締結される場合のほ

か、出資者による劣後貸付が行われる場合や選定事業者が融資に関連して金利スワップ

契約（＊）を結ぶ場合などには、優先貸出人間での「優先貸出債権者間契約」に加え、

出資者や金利スワップ契約の相手方を契約当事者に加えた「債権者間契約」を締結する

場合もある。 

＊ 金利スワップとは、選定事業者が変動金利で調達している場合にこれを実質的に固定金利の調達に

変換する金融手法である。選定事業者が変動金利による金利支払を行っている場合に、別途、金融機

関に対し固定金利を支払い、変動金利を受け取る契約を結ぶことにより、選定事業者が実質的に固定

金利による金利支払いを行っていることと同様の効果を得ることを目的とする。 

 

（８）出資者支援契約 

・融資金融機関等と選定事業者の株主となる出資者（コンソーシアム構成企業）との間で

締結される契約。主な規定内容としては、出資者による追加の資金拠出の義務（株式出

資又は劣後貸付）、選定事業者に対する支援協力義務等が想定される。 

 

（９）株主間協定 

・選定事業者の株主（コンソーシアム構成企業その他出資者）間で、当該株式会社の運営

や選定事業の運営にかかる責任分担等についての基本的な合意事項を定める協定。主な

規定内容としては、株主間の出資比率、株式会社の設立目的や事業内容、株式の譲渡等

処分制限、株主の業務分担、株主の劣後融資の分担等が想定される。 
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Ⅰ 事業契約 

第１章 総  則 

 

１－１ 事業全体にかかる事項（契約ＧＬ：１） 

 

１．概要 

・契約目的、契約書に用いる用語の定義、準拠法、事業概要、事業日程、契約書類相互間

の適用関係等、契約全体にかかる事項について規定される。 

 

２．ＰＦＩ事業契約書作成に関する法令等上の留意点 

・ＰＦＩ法第１０条第１項においては、「選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公

共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者

（当該施設の管理者である場合を含む。）が策定した事業計画に従って実施されるものと

する。」と規定されている。また、基本方針においては、「公共施設等の管理者等と選定

事業者との間の合意について、明文により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を

明確にすることが必須であり（契約主義）」（基本方針前文）と定められている。  

・会計法においては、契約担当官等は、政令の定めるところにより、契約の目的、契約金

額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成する

ものと規定されている（会計法第２９条の８第１項及び予決令第１００条）。 

・また、管理者等がＰＦＩ事業契約につき契約書を作成する場合においては、会計法の定

めに従い、契約担当官等が選定事業者とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約

は確定しない（会計法第２９条の８第２項）4。 

 

 

 

                                                  
4 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条第５項に同様の規定がある。 
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１－２ 契約の目的等（契約ＧＬ：１－１） 

 

１．概要 

・契約の目的が、管理者等及び選定事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するた

めに必要な一切の事項を定めることである旨規定される。 

 

２．趣旨 

・契約の目的の記載は、当事者の権利義務を規定するものではないが、当事者が契約を締

結する前提を確認する意義がある。 

・さらに、契約書の冒頭（又は最後）において、契約の解釈等に関する一般的条項が規定

される。 

 

３．関係法令の規定 

・会計法において、「契約の目的」が契約書を作成する際に必要な記載事項の一つと規定さ

れている（会計法第２９条の８第１項）。 

 

４．条文例 

 

（本契約の目的及び解釈） 

条文例 1.2.1 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施する

ために必要な合意事項について定めることを目的とする。 

２ 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別紙○［本解説末

尾参照］において定められた意味を有する。 

３ 本契約における各条項の見出しは、参照のための便宜のものであり、本契約の各条項

の解釈に影響を与えないものとする。 

 

（その他） 

条文例 1.2.2 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除

は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、当該請

求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。 

２ 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

４ 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、本契約、業務要求水準書、入

札説明書等、事業者提案又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４

年法律第 51 号）に定めるところによるものとする。 

５ 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、業務要求水準書、入札説明書
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等、事業者提案又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法（明治 29 年法律第 89

号）及び商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

６ 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。 
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１－３ 事業の趣旨の尊重（契約ＧＬ：１－２） 

 

１．概要 

・選定事業者は、選定事業の公共性を十分理解し、選定事業の実施にあたりかかる趣旨を

尊重すること、及び管理者等は、選定事業が民間事業者たる選定事業者によって実施さ

れることを十分理解しかかる趣旨を尊重することが、確認のために規定される。 

 

２．趣旨 

・基本方針において、ＰＦＩ事業は「公共性のある事業（公共性原則）を、民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用して（民間経営資源活用原則）、民間事業者の自主性と創

意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施する（効率性原則）」（基本方針

前文）ものであると定められており、この趣旨に従った規定である。 

 

３．条文例 

 

（公共性、経済性及び民間の趣旨の尊重） 

条文例 1.3 乙は、本件施設等が［     ］としての公共性を有することを十分理解し、

本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。 

２ 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重す

るものとする。 
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１－４ 事業概要（契約ＧＬ：１－５） 

 

１．概要 

・選定事業者がＰＦＩ事業契約等に従って実施する義務を負う選定事業の概要が、当事者

の確認のために規定される。 

・例えば、ＢＴＯ方式の選定事業の場合には、施設の設計、施設の建設工事、管理者等に

対する施設の譲渡、施設の維持・管理、運営、事業実施のための資金調達などといった

事業内容の概要が規定される。 

 

２．事業内容の詳細 

・事業概要は、技術的な内容を含むことなどから、ＰＦＩ事業契約書の別紙に記載するこ

とが多い。さらに、管理者等の求める業務要求水準を含む事業内容の詳細は、技術的な

内容を含む書類となるため、ＰＦＩ事業契約書の付属資料としてまとめられることが通

例である。（関連：１－９ 規定の適用関係） 

 

３．関係法令の規定 

・支払遅延防止法においては、「給付の内容」が政府契約の必要的内容事項の一つと規定さ

れている（支払遅延防止法第４条）。 

・ＰＦＩ法においては、選定された民間事業者が行う事業は、ＰＦＩ法第１０条第１項に

規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整

備等であることから、選定事業者が行う選定事業の内容等をＰＦＩ事業契約等において

特定する必要がある（ＰＦＩ法第７条第２項）。 

 

４．条文例 

 

（本事業の概要） 

条文例 1.4 本事業は、［        ］業務及びこれらの業務実施に係る資金調達か

ら構成される。 

２ 乙は、本契約、業務要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従って、本事業を遂

行しなければならない。 
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１－５ 事業日程（契約ＧＬ：１－４） 

 

１．概要 

・選定事業の履行にあたって重要な期日（例えば、施設の設計着手日、建設工事着工日、

完工確認及び運営体制確認日、引渡し予定日、維持・管理、運営開始日、維持・管理、

運営期間終了日、譲渡前検査及び施設譲渡日等）を事業日程として明示し、選定事業者

がこれに従って選定事業を実施する義務が規定される。 

 

２．趣旨 

・事業日程の規定は、選定事業の各段階の履行期限を明示するものであり、管理者等によ

る選定事業の日程管理及び履行遅延等による増加費用が発生した場合等の当事者間の権

利義務発生の基準時を画する意義を有する。重要な期日の徒過をＰＦＩ事業契約の解除

事由とすべき場合もあるので、解除事由との関連についても留意する必要がある。但し、

ＰＦＩ事業契約上の明確な基準時点（例えば、施設の完工、施設の引渡し（又は運営開

始））を除き、選定事業者に対し、詳細な事業日程に従った設計、建設工事、維持・管理、

運営業務の履行を義務付けることは必ずしも適切ではないこともある。管理者等が必ず

しも重要ではない日程までをも詳細に選定事業者に対して義務づけた場合、それに対処

するための費用が契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに留意が必要である。 

・リスクガイドラインにおいても「公共施設の管理者等は、個々の選定事業に則して、選

定事業者に対する関与を必要最小限のものとすることに配慮しつつ、その権利義務を協

定等に明確に規定し、関与の選定事業に与える影響の程度に応じて、公共施設等の管理

者等のリスク分担を検討することが望ましい」と定めるとともに、「運営開始までの工程

で見込んだ設計等の工程が遅延する場合や設計等費用が見込み金額を超過する場合であ

っても、選定事業者の対応能力に応じ、運営開始までの間その自主的な業務の施工に委

ねることで選定事業全体に与える影響が小さいと見込まれるときには、（中略）管理者等

による細かな報告の求め、指示等が不適当な場合があることに留意することが望まし

い。」と定めている（リスクガイドライン二１（２）（参考）②）。 

 

３．関係法令の規定 

・会計法において、「履行期限」が契約書を作成する際に必要な記載事項の一つに規定され

ている（会計法第２９条の８第１項）。 

・支払遅延防止法においても、「給付の完了の時期」が政府契約の必要的内容事項の一つと

規定されている（支払遅延防止法第４条）。 
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４．条文例 

 

（事業日程） 

条文例 1.5 乙は、別紙○に定める日程に従って本事業を実施するものとする。 

 

別紙○ 日程表 

業  務  等 期  日 

設計図書の提出予定日 平成○年○月○日 

本件工事着工予定日 平成○年○月○日 

本件工事対象施設の引渡予定日 平成○年○月○日 

サービス提供業務開始予定日 平成○年○月○日 

サービス提供業務等終了日 平成○年○月○日 
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１－６ 履行保証（契約ＧＬ：６－４） 

 

１．概要 

・選定事業者は、契約保証金の納付、又は、契約保証金の納付の代替として履行保証保険

を付保する等の義務を負う旨規定される。履行保証保険の付保に関する規定は以下のと

おりである。 

 

２．会計法令等の規定 

・会計法は、契約上の義務の完全な履行の担保と損害の填補の手段として、契約担当官等

は、国と契約を結ぶ者をして、①契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めさ

せなければならないとし、原則として契約保証金制度を採用している。（会計法第２９条

の９第１項）。また、②国債等の有価証券や金融機関の保証等を担保として提供すること

によって契約保証金の納付に代えることができることとされているほか（会計法第２９

条の９第２項、予決令第１００条の４及び契約事務取扱規則第１６条）、③履行保証保険

契約が締結された場合等には、契約保証金を免除できる（会計法第２９条の９第１項但

し書及び予決令第１００条の３）と規定されている5。 

 

３．設計・建設工事業務の履行保証保険 

・管理者等が、施設の建設工事の施工期間中の選定事業者のＰＦＩ事業契約上の義務の履

行の担保や選定事業者の債務不履行による契約解除に対して備える目的で、建設工事の

再度発注等に要する費用を填補するために、選定事業者に対し履行保証保険への加入義

務を課すことが規定される。 

・①選定事業者が施設の建設工事について、管理者等又は選定事業者を被保険者とする履

行保証保険契約を締結しなければならないこと、②選定事業者は、施設の建設工事の着

工までに履行保証保険契約を締結し、かかる保険証券又はその写しを速やかに管理者等

に提出すること、③選定事業者は、履行保証保険にかかる保険金請求権に、ＰＦＩ事業

契約が選定事業者の責めに帰すべき事由により解除された場合に管理者等が選定事業者

に対して有する違約金支払請求権を被担保債権とする質権を管理者等のために設定する

こと等が規定される。 

 

４．維持・管理業務及び運営業務の履行保証保険 

・維持・管理、運営業務の履行保証保険の付保については、①選定事業者により提供され

る公共サービスの水準が業務要求水準を満たさない場合には一定の手順を経て「サービ

ス対価」の減額措置を実施すること、②選定事業者の債務不履行により契約解除に至っ

                                                  
5 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条の 2第 2項及び地方自治法施行令第１６

７条の１６において、契約保証金について規定されている。 
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た場合には選定事業者に対し違約金等が課されること、③契約解除時の違約金等債権回

収の実現可能性等を踏まえつつ、会計法等適用法令に基づき管理者等が自らの責任によ

り合理的に判断する必要がある。（関連：４－２「サービス対価」の減額、５―５ 違約

金） 

 

５．履行保証保険の内容等 

・契約保証金の納付の代替として選定事業者に建設工事業務の履行保証保険に加入させる

場合、建設工事の履行保証保険は、建設工事期間中を付保期間とし、建設工事費に相当

する額の１００分の１０（場合によってはこれ以上に相当する額）を保険金額とするこ

とが通例である。 

・履行保証保険の対象契約については、ＰＦＩ事業契約とする場合と、選定事業者と建設

企業との間の請負契約とする場合がある。前者の場合には、管理者等が被保険者となる

が、後者の場合には、選定事業者が被保険者となるので管理者等には保険金請求権がな

い。したがって、後者の場合には、管理者等は選定事業者の保険金請求権に質権を設定

する規定を置く必要がある。 

・選定事業者は履行保証保険の内容について管理者等の確認を受けてから加入することと

し、その保険証券の写しを管理者等に提出するなどの規定を置く必要がある。 

・維持・管理、運営期間に維持・管理及び運営業務の履行保証保険を選定事業者に加入さ

せる場合、その付保期間を一年間とし、毎年更新すること、填補限度額を一事業年度の

維持・管理費及び運営費に相当する額の１００分の１０以上を保険金額とすることを義

務付ける場合もある。管理者等は、履行担保のための保険料負担が契約金額に転嫁され

る結果ともなり得ることに留意しつつ、選定事業者に対して付保を義務付ける履行保証

保険の内容について、選定事業者の履行能力を評価の上、その効果とかかる費用とを見

極めて個々に検討することが望ましい。 

 

６．条文例 

 （管理者等によって異なるため省略） 
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１－７ 許認可の取得（契約ＧＬ：１－９） 

 

１．概要 

・選定事業の実施に必要な許認可等の選定事業者による取得義務及びそれに対する管理者

等の協力義務、並びに、管理者等による同取得義務及びそれに対する選定事業者の協力

義務が規定される。 

 

２．許認可取得の責任分担 

・許認可取得の責任と費用負担の義務が選定事業者にあることを規定することにより、選

定事業者が必要な許認可の一部を取得できないことを理由としてＰＦＩ事業契約上の義

務を履行できない場合には、その責任を選定事業者が負うこととなる。具体的には、選

定事業者による許認可取得の遅延に伴う増加費用の負担、許認可取得の遅延を原因とし

た施設完成遅延に対する遅延損害金の支払等が考えられる。また、管理者等は選定事業

者から許認可の取得に協力を求められた場合、必要な資料の提出など、必要に応じて、

これに協力する義務を負う旨規定される（そもそも民間事業者が監督官庁の事業許認可

を得るいわゆる各業法に係る事業等の許認可については、民間事業者のみが自己の責任

をもって取得すべきことは当然であるが、各業法の適用を受けない公共施設等の整備に

係る許認可については、公共が主体であるため不必要であった許認可を選定事業者が取

得すべき場合等において、管理者等が必要に応じ協力することとなる。）。但し、管理者

等が取得すべき許認可については、管理者等がこれを取得する義務を負い、選定事業者

はこれに協力する義務を負う旨規定される。なお、管理者等による許認可の取得遅延が

あった場合は、引渡し（又は運営開始）予定日を延期する等の対応が考えられる。 

・リスクガイドラインにおいては、許認可等の取得について、「工事の着手、運営の開始ま

でに経ておくべき法令等に定められた手続の完了の遅れ、又はその更新の遅れ、手続を

経た結果による公共施設等の内容の変更、また工事の着手、運営の開始までに経る地元

関係者との交渉等の完了の遅れ、当該交渉等による公共施設等の内容の変更によって、

設計等、用地確保、建設、維持管理・運営の各段階の中断・遅延や、各段階で必要とな

る費用が約定金額を超過することが起こることがある。したがって、どの段階でどのよ

うな手続等が必要であるか、手続等が必要である場合又は必要となった場合に当該手続

等を公共施設等の管理者等と選定事業者のいずれが責任をもって行うか、その遅延、公

共施設等の内容の変更に係る措置をあらかじめ検討し協定等に規定しておくことが望ま

しい。」と定められている（リスクガイドライン二６（４））。 
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３．条文例 

 

（許認可及び届出等） 

条文例 1.7 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自己の

責任及び費用により取得するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するた

めに必要となる一切の届出及び報告は、乙がその責任において作成し、提出するものと

する。ただし、甲が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、甲が必要な措置

を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるも

のとする。 

２ 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得について、法

令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。 

３ 乙は、第１項ただし書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認

可の取得・維持に関する責任及び損害（許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。

以下、本条において同じ。）を負担するものとし、その遅延が当該許認可権限を有する者

の責めに帰すべき事由による場合には、［甲及び乙の間でその責任及び損害の負担につい

て協議するものとする。］ 

４ 甲が、その単独申請又は届出に係る許認可の取得又は届出若しくは報告を遅延した場

合又は甲が第２項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき許認可の取得又は届出若し

くは報告が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。 

５ 乙は、本事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについ

ては、その写しを保存するものとし、事業期間終了時に甲に提出するものとする。 

６ 乙は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、［甲の要請があった場合には］原本

を提示し、又は原本証明付の写しを甲に提出するものとする。 
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１－８ 選定事業者の資金調達（契約ＧＬ：１－７） 

 

１．概要 

・選定事業者の資金調達義務について規定される。また、選定事業に対する財政上又は金

融上の支援の適用について選定事業者の努力義務が規定される場合、かかる手続きに対

する管理者等の協力義務が規定されることもある。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業においては、従来型の公共工事の請負契約と異なり、施設の建設工事等選定

事業の実施に必要な資金調達のリスクを選定事業者が担う。すなわち、管理者等からの

「サービス対価」は公共サービスの提供が開始された後に、一般的には平準化して支払

われるため、施設の設計・施工業務、維持・管理業務及び運営業務の実施による公共サ

ービス提供にかかる必要な資金は自己の責任において調達することを基本とする。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、請負者は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律第２条第４項に規定する保証事業会社と保証契約を締結して発注者に対し前払金

を請求できること（公共工事標準請負契約約款第３４条第１項）、出来形部分と一定の工

事材料について部分払の請求を行うことができること（公共工事標準請負契約約款第３

７条）、施設の完成検査合格後、請負者の発注者に対する請負代金の支払い請求から４０

日以内に発注者が請負代金を支払うことが規定されている（公共工事標準請負契約約款

第３２条）。また、請負者が建設工事期間中に負う費用についても、建設工事の完工前に

出来形部分等に相当する額の部分払いを請求できる制度（公共工事標準請負契約約款第

３７条）等があることから、請負者のかかる負担は大きくない。 

・ＰＦＩ事業は民間の資金を活用する事業であることから、選定事業者は選定事業の実施

に係るすべての費用にかかる資金調達は自らの責任において行うことを基本とする。但

し、管理者等はＰＦＩ事業契約の当事者双方の対応が、選定事業者による資金調達の金

額、期間、費用その他の条件に大きな影響を与えることに留意し、適切かつ明確な規定

内容とするよう努める必要がある。 

 

３．資金調達の考え方 

（１）資金調達の手法 

・選定事業を実施するために新設された株式会社が選定事業者である場合、コンソーシア

ム構成企業等の出資や劣後融資、加えて、金融機関等からの融資によって、選定事業に

要する資金調達を行うことが通例である。ここで、管理者等は、選定事業者の自己資本

比率が、選定事業者の事業に要する費用に影響を与え、ひいては契約価格にも影響を与

える可能性がある点に留意が必要である。 

・特に、コンソーシアム構成企業による出資額の多寡は、選定事業者の融資の元利返済の
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負担に影響を与えるとともに、選定事業への一定の関心又は関与を保証する役割を果た

すことから、管理者等は留意する必要がある。 

・選定事業者が金融機関等からプロジェクトファイナンスにより資金調達を行う場合は、

金融機関等は、原則として、選定事業から生じるキャッシュフローを借入元本返済及び

利払いの原資とする融資を行い、その担保を当該選定事業に関連する資産に依拠するこ

ととなる。しかしながら、選定事業に関連する資産は、融資金融機関等が担保権を取得

していても売却処分により融資を回収することが困難なものであることが多い。このた

め、金融機関等は、選定事業者のキャッシュフローが安定的であることを融資の重要な

条件と考えて、ＰＦＩ事業契約等の内容、なかでも、「サービス対価」の支払メカニズム

に関する規定や選定事業が停滞した場合に管理者等が講じる措置に関する規定を一層重

視する傾向がある。 

・ここでキャッシュフローの安定性確保の観点から、金融機関等は、「サービス対価」の支

払いとともに、ＰＦＩ事業契約上発生する増加費用を管理者等が負担する場合の支払い

時期及び方法についても重視する。選定事業者が余剰資金を保持しておらず、加えて、

不足資金を補填する仕組みが不十分な場合、管理者等が負担する増加費用が適時に支払

われない時に、選定事業者は資金不足に陥り、選定事業全体の運営に支障が生じるリス

クがある。一方、管理者等による増加費用の支払い時期及び方法については、当然に、

予算措置に応じたものである点に留意が必要である。 

・なお、プロジェクトファイナンスの組成には相当の期間を要する。そこで、管理者等は、

選定事業者の公募からプロジェクトファイナンス組成に関連する諸契約の締結に至るま

で関係者間の調整に要する期間が確保されるよう努める必要がある。 

 

（２）金利の固定 

・管理者等は、財政支出の平準化を図るため、選定事業者に対して支払う借入金利相当の

対価を一定期間固定する場合が多い。この場合、選定事業者は、事業期間中の借入金利

水準の変動による自らの借入金利負担の変動を回避するため、固定金利による資金調達

を行うことが通例である。 

・管理者等が選定事業者に対して支払う対価のうちの金利相当額を取り決めるにあたって

は、①融資金融機関等は、選定事業者に対する融資の可否及び融資条件（貸出金利の水

準及び償還条件等）を決定するため、ＰＦＩ事業契約の詳細について十分な審査を必要

とすること、②選定事業者による固定金利での資金調達の期間には市場の制約がかかる

ことに留意する必要がある。また、融資金融機関等による貸出金利が確定する日は融資

実行日であり、貸出金利は金融市場の動向に従って（金利スワップによる金利固定化を

行う場合には金利スワップ市場の動向も加味され）定まるものであることにも留意が必

要である。 

・管理者等が支払う選定事業者による借入金利相当の対価は、融資金融機関等による貸出
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金利を前提として決定される。融資金融機関等により貸出金利が確定される日は、融資

実行日であり、融資実行は施設の引渡し日など、ＰＦＩ事業契約締結日からは相当の期

間が経過していることが通例である。その間、市場の金利は日々変動するため、ＰＦＩ

事業契約締結日には、選定事業者は融資金融機関等により確定される貸出金利を正確に

想定することが困難である。しかしながら、仮に、ＰＦＩ事業契約締結日に、管理者等

から選定事業者に支払う借入金利相当の対価を固定することとした場合、選定事業者は、

この時点において、融資金融機関等により確定される貸出金利について想定値をおかざ

るを得ない。このため、実際の融資金融機関による貸出金利が、この選定事業者による

想定値とは異なるものとなる。金利上昇局面においては、選定事業者がその金利差相当

を負担することにより資金調達費用を高めるリスクが存在し、ひいては、こうしたリス

クが契約金額に転嫁される結果ともなり得る。この間の金利変動リスクの管理は管理者

等自らが担うこととし、管理者等が選定事業者に支払う借入金利相当の対価を確定する

日を、ＰＦＩ事業契約締結日以降において別途定める日（基準日）とし、かつ、その基

準日を融資金融機関等により貸出金利が確定される日に出来るだけ近接した日に設定す

る考え方もある。 

 

（３）関心表明書 

・民間事業者の公募の際、管理者等は入札参加者に対し、金融機関等の関心表明書の提出

を義務付けることがある。入札参加者による提案の提出の段階においては、金融機関等

はプロジェクトファイナンスの組成に向けた選定事業のリスク分析や当該選定事業に関

連する諸契約の交渉等を行なうために必要な情報が揃わないことから、関心表明書は融

資予約の性格を有するものとはならない。したがって、関心表明書の提出をもって当該

金融機関等による融資が確約されたものではない点に留意する必要がある。 

 

４．選定事業者に対する補助金交付等支援措置 

・選定事業に対する財政上又は金融上の支援の適用について選定事業者の努力義務が規定

される場合、かかる手続きに対する管理者等の協力義務が規定されることもある。 

・適用可能な補助金等の交付若しくは公的金融機関等による無利子融資又は低利子融資の

交付に関するリスク分担については、入札参加者間の競争条件の確定等のため、民間事

業者の提案の前提条件として管理者等が入札説明書等に提示することが望ましい。 

・民間事業者の公募からＰＦＩ事業契約の締結までの間に、補助金等の交付等支援措置が

可能となった場合、これによる金融費用の減少分の「サービス対価」への反映方法等に

ついても、管理者等が入札説明書等に提示することが望ましい。 

・補助金交付等支援措置の有無により、選定事業者が想定していた融資金融機関等からの

借入金額を変更する場合に留意を要する点は以下のとおりである。 

 ①必要な借入金額が増加した場合、融資金融機関等は与信判断の前提としていた資金調
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達計画に齟齬をきたし、改めて与信判断を行う必要がある。この場合、新たな与信判

断に時間を要するばかりでなく、場合によっては融資が困難になる可能性もある。 

②融資実行後に借入金額を変更する場合、それに伴い発生する増加費用（融資解約手数

料、金利スワップ解約費用等）がある。 

・公的支援の実現の可否は、民間事業者の入札参加者提案の提出時までに確定されないこ

とにも留意し、適切なリスク分担（選定事業者に生じた資金調達のための増加費用や資

金調達の遅延に対する対応）をあらかじめ検討し、入札説明書等に明示することが望ま

しい。 

 

５．管理者等に対する交付金等支援措置 

・管理者等に対して、交付金等の財政上の支援措置が適用される場合、かかる手続きに対

する選定事業者の協力義務が規定されることもある。ただし、交付金の交付に関するリ

スクは管理者等とするのが通常であり、選定事業者の協力内容に明らかな瑕疵（書類提

出の遅延等）がない限り、選定事業者はリスクを負わない。 

 

６．税制関連法令の適用 

・民間事業者の公募の段階においては、選定事業について、税制関連法令の適用される事

実関係が判然としない場合がある。このような場合であって、かつ当該税務に関する入

札参加者間の競争条件の確定を図ることが相当と認められる場合には、管理者等は全て

の入札参加者が税制関連法令の適用に関し共通の解釈に基づく提案ができるよう、こう

した税目に関連する法令について、税務当局が最終的な解釈を行うこととなるものの、

一定の前提を置かざるを得ない。その上で、この前提が実現しなかった場合に生じる増

加費用の当事者間での分担については、あらかじめ検討し、入札説明書等に明示するな

どの措置を講じることも考えられる。（以下の条文例は、特に問題がない場合の規定であ

り、ここに記載したような問題が生じる可能性がある場合には、別途規定する必要があ

る） 

 

７．条文例 

 

（乙の資金調達） 

条文例 1.8.1 本事業の実施に関連する一切の費用は、本契約において甲が負担する費用を

除き、すべて乙が負担する。 

２ 本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任及び費用において行うものと

する。ただし、甲の協力が必要な場合、甲は可能な限りその協力を行うものとする。 
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（起債･補助金申請への協力） 

条文例 1.8.2 乙は、甲による本事業に係る起債又は補助金の申請について、書類作成等へ

の協力を行う。 

２ 乙の責に帰すべき事由により、乙が前項の規定に従い作成又は作成に協力すべき書類

の提出を遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。 

３ 前項の場合を除き、甲が行う本事業に係る起債又は補助金申請に関して損害が発生し

た場合の責任は、甲が負うものとする。 

 

（公租公課の負担） 

条文例 1.8.3 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、

すべて乙の負担とする。 
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１－９ 規定の適用関係（契約ＧＬ：１－６） 

 

１．概要 

・選定事業にかかるＰＦＩ事業契約等の各種規定の適用関係を整理する規定がされる。 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従って選定事業を

実施するものとした上で、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案の内容に

相違が生じる場合を想定し、これらの文書の適用関係が規定される。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業においては、管理者等が民間事業者の募集にあたって示した入札説明書等、

選定事業者が管理者等に提出した入札参加者提案、ＰＦＩ事業契約、選定事業者がＰＦ

Ｉ事業契約等に従って作成する設計図書の順に、選定事業の内容を、順次、詳細かつ具

体的に補完することとなる。このため、これらの文書の記載内容に相違が生じる事態を

想定し、あらかじめＰＦＩ事業契約にこれらの文書の適用関係を規定することが望まし

い。 

 

３．適用関係 

・ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案の内容に相違がある場合、ＰＦＩ事

業契約、入札説明書等及び入札参加者提案の順に優先して適用されるものとすることが

通例である。 

・また、入札参加者提案と入札説明書等の業務要求水準書との適用関係については、入札

参加者提案において提案されたサービス水準が入札説明書等のそれを上回る場合に限り、

入札参加者提案が優先して適用される旨規定することにより、管理者等が入札説明書等

の業務要求水準書に示したサービス水準と選定事業者が提案したサービス水準に相違が

ある事項についていずれか高い水準を確保することができる。 

・なお、入札説明書等の質問回答書は入札説明書等と一体のものと考えられる。 

 

４．条文例 

（優先関係） 

条文例 1.9 本契約、業務要求水準書、入札説明書等及び事業者提案の記載内容に矛盾又は

齟齬がある場合は、この順に優先して適用されるものとする。 

２ 入札説明書等の各書類間で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議のうえ、

かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。 

３ 事業者提案と業務要求水準書の内容に差異があり、事業者提案に記載された性能又は

水準が、業務要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、第１項の規定にか

かわらず、その限度で事業者提案の記載が業務要求水準書の記載に優先するものとする。 
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１－１０ 統括管理業務（新設） 

 

１．概要 

・選定事業者は、事業期間中、ＰＦＩ事業契約、業務要求水準書、事業者提案等に従い、

自らの責任と費用負担において、設計・施工、運営業務等、選定事業者が実施すべき業

務を負っているが、これらの業務を「統合的に管理」（統括管理）する義務が別途規定さ

れる場合がある。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業のうち、比較的サービス提供業務の比重の軽い案件では、業務仕様書（５－

５参照）が固定的で調整の必要性が低い、運営業務（多くは維持管理業務）が定型的で

選定事業者によるセルフモニタリングの役割が小さい、長期にわたる状況変化も小さい

等の特徴があり、選定事業者の役割は全般的に小さい。また、運営の観点から設計の見

直しを実施する必要性も低いため、本項で規定する統括管理業務の規定を明確に位置づ

けなくても問題は生じにくい。 

・一方、それ以外の案件では、選定事業者が主体的に運営業務の調整、充実したセルフモ

ニタリングとセルフモニタリング結果を踏まえた改善、状況変化への柔軟な対応等を行

うことが期待される。また、運営を行いやすいよう詳細設計を管理することも求められ

る。このような場合には、選定事業者が構成企業等への委託等により実施する業務を選

定事業者が統合的に管理し、ＰＦＩ事業契約に規定されるサービスの履行を果たすよう

規定することが望ましい。 

 

３．統括管理業務の対象範囲 

・選定事業者が行う統括管理業務は、設計、施工、サービス提供業務の全てを対象とする

ことが考えられる。特に、整備対象施設が複雑で高度な工法が必要になる場合や、運営

の観点から設計を行う必要性の高い案件においては、設計、建設に統括管理業務の規定

を入れることも有効である。 

・一方、設計、施行については選定事業者自身ではなくコンソーシアムの構成員である設

計会社、建設会社が主体的に実施し、サービス(提供)業務にのみ統括管理業務の規定を

入れることも考えられる。 
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第２章 施設整備業務（施設整備に係る設計） 

 

２－１ 施設の設計にかかる事項（契約ＧＬ：２－２） 

 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等、及び入札参加者提案に従って、自らの

責任と費用負担において施設の設計を実施する義務を負う旨規定される。 

 

２．条文例 

 

（設計業務の実施） 

条文例 2.1 乙は、本契約締結後速やかに、設計協力企業をして、本契約、業務要求水準書

及び事業者提案に従って、本件工事対象施設の設計業務を実施せしめる。 
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２－２ 施設の設計、設計図書の提出（契約ＧＬ：２－１－１） 

 

１．概要 

・①選定事業者から管理者等への設計図書の提出及び確認、②提出図書の内容と入札参加

者提案等との不一致の場合の当事者の対応、③施設の設計の第三者への委託等について

規定される。 

・本項については、建設モニタリングの構成（４－１）も参照のこと。 

 

２．設計図書の提出及び確認  

・選定事業者は、自らの責任と費用負担において、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入

札参加者提案に従って施設の設計を行う義務を負う。選定事業者は、設計の開始後、管

理者等による設計の状況についての確認を受けつつ、又は管理者等と設計の状況につい

て打ち合わせを行ないつつ、設計を行う旨規定される。基本設計及び実施設計が選定事

業に含まれる場合には、選定事業者は基本設計及び実施設計のそれぞれが完成した段階

で、管理者等にそれぞれの設計図書等を提出し、管理者等による確認等を受けることが

規定される。管理者等は一定期間以内に又は速やかに確認等を行ない、選定事業者によ

り提出された図書の内容がＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に適合し

ていることを確認した上で、その旨通知する。 

・一方、選定事業者の提出図書の内容とＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提

案の間に不一致があることが判明した場合、管理者等は、選定事業者に対して速やかに

かかる不一致の内容を通知するものとする。管理者等は、打ち合わせを行ったこと、図

書を受領したこと、ＰＦＩ事業契約等と提出された図書との間の不一致の内容を通知し

たことのいずれを理由としても、施設の設計及びかかる設計に基づく建設工事について

何らの責任を負担するものではない旨規定される。 

 

３．設計図書の提出義務及びＰＦＩ事業契約等と内容不一致の場合の是正責任 

・選定事業者については、基本設計図書及び実施設計図書のそれぞれが完成した段階で速

やかに管理者等にこれらを提出し、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案

との整合性について確認を受けること、管理者等による確認通知を受領した段階で、選

定事業の次の工程に着手できることが規定される。一方、管理者等については、選定事

業者から提出を受けた図書の内容を一定の期間以内又は速やかに確認し、選定事業者の

提出した設計図書の内容とＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案との間に

不一致があると判断した場合、その不一致の内容を選定事業者に通知することが規定さ

れる。 

・選定事業者の提出した設計図書の内容とＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者

提案との間に不一致が判明した場合、選定事業者が不一致の内容についてその責任と費
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用負担により是正し、是正したものを管理者等に再度提出し、確認を受けることが規定

される。選定事業における設計図書は、工程を経るなかで順次詳細化及び補完されてい

くことから、管理者等による内容の不一致の判断について当事者間で合意が得られない

場合が想定される。このため、設計期間中に当事者が定期的に打ち合わせを行うこと等

が規定されるとともに、管理者等が通知した不一致の内容に対し、選定事業者が意見を

述べること、及び管理者等が選定事業者の意見が合理的と認めた場合には、選定事業者

は是正を行う必要のないことなどの規定が置かれることが通例である。 

・また、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案と基本設計図書の内容又は実

施設計図書の内容との不一致の是正等に起因し、設計の後段階の事業日程が遅延する場

合の措置、当事者間の責任分担、増加費用負担についてＰＦＩ事業契約に規定される。

設計段階において、選定事業者の責に帰すべき事由により施設の引渡し（又は運営開始）

といった設計の後段階の事業日程が遅延するとき、その責任とかかる増加費用を選定事

業者が負担すること、管理者等がかかる遅延による損害金の請求権を得ることが規定さ

れる。 

 

４．設計図書の確認と設計にかかる責任との関係 

・管理者等が、①設計の状態について確認すること又は設計の状態について選定事業者と

打ち合わせをすること、②選定事業者から提案を受けた設計図書の内容を確認等した旨

通知すること、③選定事業者から提案を受けた設計図書の内容とＰＦＩ事業契約等との

間の不一致の内容について選定事業者に通知すること、④選定事業者のＶＥ（value 

engineering）提案に対する審査をすること等をもって、選定事業者の施設の設計及びか

かる設計に基づく建設工事についての責任が軽減又は免除されるものではない旨規定す

る必要がある。 

 

５．設計の第三者への委託等 

・第三者たる設計企業に設計を委託し、又は請け負わせることについて、管理者等への事

前の通知又は管理者等の承諾を義務とする旨規定される。 

・選定事業者が設計をコンソーシアム構成企業（又は受託・請負企業）の設計企業に委託

し又は請け負わせる場合、その設計業務委託契約などの規定にかかわらず、管理者等と

の関係では当該設計企業の責めに帰すべき事由は全て選定事業者の責めに帰すべき事由

とみなされる旨規定される。 

・さらに、選定事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業

者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うものとすることなどが規

定される。 
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６．共通仕様書 

・選定事業者が設計において達成すべき整備水準については、ＰＦＩ事業契約において関

係法令に関する規定の他、施設に求める機能、性能等の設定を目的として、共通仕様書

等の各種技術基準を参考にすること等が考えられる。 

・なお、公共建築に関する事業においては、対象施設に求められる要件を考慮のうえ、官

庁営繕関係統一基準を参考にすることも考えられる。 

 

７．選定事業者によるＶＥ提案 

・ＰＦＩ事業における設計業務については、ＰＦＩ事業契約、設計条件を含む入札説明書

等及び施設の基本的な考え方やデザイン等いわゆる企画設計図書を含む入札参加者提案

に従って、選定事業者が施設の設計を選定事業内容の一部として行うことが基本である。 

・しかしながら、施設の設計業務を選定事業の内容に含めず、あらかじめ管理者等から示

す施設の基本設計図書及び実施設計図書をＰＦＩ事業契約書の一部又は付属資料とし、

かかるＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従って、選定事業者が施設

の建設工事を施工する旨規定された上で、選定事業者がＶＥ提案によって管理者等の示

した設計図書を変更することができる旨規定される場合（契約後ＶＥ）もある。 

・上述のＰＦＩ事業契約締結後の選定事業者のＶＥ提案は、民間技術の積極的活用により

建設工事、維持・管理、運営の費用の縮減を図ることを狙いとしている。ＶＥ提案を求

める範囲は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ、設計図書に定める工事の目的物

と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものとする。 

・選定事業者のＶＥ提案により実現できる建設工事費用の縮減金額のすべてを「サービス

対価」のうち建設工事費に相当する支払い対価の減額に反映させるならば、選定事業者

がＶＥ提案を行う経済的動機付けを失ってしまう可能性がある。このため、ＶＥ提案に

より減額する建設工事費に相当する支払い対価の一定割合に相当する金額を減額しない。

例えば、ＶＥ提案により請負代金が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する金

額（「ＶＥ管理費」という。）を削減しないこととする取り決めも考えられる。 

 

８．条文例 

 

（設計業務の進捗状況の確認） 

条文例 2.2.1 乙は、甲に対し、毎月１回以上、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わ

なければならない。 

２ 甲は、本件工事対象施設が本契約、業務要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び

設計作業工程表に基づき設計されていることを確認するため、乙に対し事前に通知した

うえで、本件工事対象施設の設計状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等

を求めることができる。 
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３ 乙は、前項に規定する設計状況その他の事項についての説明及び甲による確認の実施

につき、甲に対して協力し便宜を図るものとする。また、設計協力企業をして、甲に対

して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。 

４ 甲は、前３項の規定に基づく説明、書類の提出等又は報告を受けたときは、それらの

内容を検討し、指摘すべき事項があると認める場合には、乙に対してその是正を求める

ことができ、乙はこれに従わなければならない。 

 

（設計図書の提出） 

条文例 2.2.2 乙は、設計業務の完了後遅滞なく、別紙○に規定する設計図書を甲に提出し、

設計協力企業をして、設計図書の内容を説明させなければならない。設計図書の変更を

行う場合も同様とする。 

２ 前項の場合における設計図書の提出は、別紙○の日程表［条文例 1.5］に従うものとす

る。 

３ 甲は、第１項に基づき提出された設計図書が本契約、業務要求水準書、入札説明書等、

事業者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、

又は提出された設計図書では、本契約、業務要求水準書、入札説明書等、事業者提案若

しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項において要求される仕様を満た

さないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正を求めることができ

る。甲は、かかる修正を求めない場合は、提出された設計図書の確認を乙に通知するも

のとする。 

４ 乙は、甲からの指摘（前項による甲の修正の求めを含む。）により、又は自ら設計に不

備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、

修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・

不具合を発見した場合も同様とする。 

５ 前項に規定する修正の結果、本件工事対象施設の引渡しが遅延した場合には、［条文例

3.16 第４項］の規定を適用する。 

 

（設計業務の第三者による実施） 

条文例 2.2.3 乙は、設計協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない

事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

２ 乙は、設計協力企業が第三者に本件工事対象施設の設計業務の全部又は主たる部分を

委託し又は請け負わせないようにしなければならない。 

３ 本件工事対象施設の設計業務実施に関する設計協力企業その他第三者の使用は、すべ

て乙の責任において行うものとし、設計協力企業その他設計業務の実施に関して乙又は

設計協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰す

べき事由とみなして、乙が責任を負う。 



 

 42

２－３ 設計の変更（契約ＧＬ：２－１－２） 

 

１．概要 

・①管理者等又は選定事業者からの求めによる設計変更が可能な範囲、②設計変更が求め

られた場合の相手方による当否の検討、承諾等の手続き、③設計変更が行われた場合の

増加費用の負担割合等について規定される。併せて、法令変更に伴う設計変更による増

加費用の分担等について規定される。 

・なお、法令変更による設計の変更ついては、（第１２章）を参照のこと。 

 

２．管理者等の求めによる設計変更 

・管理者等は、必要があると認める場合、設計変更を選定事業者に求めることができる旨

規定される。その際、設計変更の限界として、民間事業者の入札参加者提案を逸脱する

設計変更、又は工期の変更を伴う変更を求めることはできない旨規定されることが通例

である。場合によっては、工期の変更を伴う設計変更等に関し、管理者等が選定事業者

に対し協議を求めることができる旨の規定が置かれる場合がある。 

・具体的な手続きについては、管理者等が選定事業者に対し設計変更を求めた場合、選定

事業者は当該変更の当否の検討を行ない、その結果を一定期間以内に管理者等に通知し

（ここで、選定事業者は当該変更の当否とともに、当該変更により予想される増加費用

等についても検討し、その内容を通知内容に含めることが考えられる。）、管理者等はこ

れを踏まえて設計変更の要否を決定し、選定事業者に通知することとされ、選定事業者

はこれに従うものと規定される。 

・管理者等の求めによる設計変更に起因する増加費用については、選定事業者との帰責の

割合に応じて、管理者等と選定事業者がかかる費用を分担して負担する旨規定されるこ

とが通例である。設計変更に起因する増加費用としては、設計費用、建設費用、将来の

維持・管理、運営にかかる費用及び金融費用（追加の資金調達に要する金利負担等の各

種費用）などが想定される。なお、選定事業者が作成した設計図書の内容とＰＦＩ事業

契約等、入札参加者提案又は入札説明書等との間に不一致がある場合は、当然ながら管

理者等の帰責性は認められず、この場合、選定事業者は自己の費用と責任において当該

不一致を是正することとなる。 

・管理者等の求めによる設計変更があった場合、それに起因する増加費用とあわせて、引

渡し（又は運営開始）予定日の延期についての検討が同時に必要である点に留意を要す

る。対応の選択肢としては、当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、

その引渡し（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提とした増加費用

を管理者等が負担するという対応と、逆に合理的な期間、引渡し（又は運営開始）予定

日を延期した上で、その引渡し（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを

前提にした増加費用を管理者等が負担する、という対応が考えられる。一定の期日まで
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に施設の運営を開始することを重視するならば、前者が選択される。但し、この場合、

増加費用の負担は相対的に大きくなることが一般に予想される。これに対し、後者を選

択した場合、引渡し（又は運営開始）予定日を延期する以上、当然に「サービス対価」

の支払開始も遅れることになる。従って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選

定事業者による融資返済にどのような影響を与えうるのかについて留意する必要がある。 

・上記に関し、引渡し（運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、運

営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せず、

維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題について検討を要する。

前者を選択した場合、維持・管理、運営の期間は変わらないが、「サービス対価」の支払

が全体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選定事

業者が失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要する。（関

連：１－５ 事業日程） 

・管理者等の求めによる設計変更に起因して、選定事業者が負担すべき施設整備にかかる

費用が減少した場合は、合理的な範囲内において当該費用の減少分を「サービス対価」

から減額することが考えられる。 

・管理者等の求めによる設計変更を認めない場合、管理者等が望まない施設が建設される

ことも想定され、これは経済合理性に欠くといえる。このため、工期の変更を伴わない

範囲の設計変更については、増加費用を管理者等が負担する限り、選定事業者の承諾は

必要とされないと考えられる。 

 

３．選定事業者の求めによる設計変更 

・選定事業者の求めによる設計変更については、提案審査の公平性の確保等を勘案して、

上記の入札参加者提案からの逸脱の有無等に関わりなく、管理者等の事前の承諾が必要

とされる。また、かかる設計変更に起因して選定事業者に生じた増加費用については、

管理者等と選定事業者が、帰責の割合に応じて、かかる費用を分担して負担する旨規定

されることが通例である。 

 

４．増加費用の負担に代える設計変更 

・管理者等が契約上の別の規定により増加費用を負担すべき事実が生じた場合、特別な理

由があるときは、予算執行上の観点から当該負担に代えて、減額を目的とした実施設計

図書の変更ができる旨規定することも考えられる。 

 

５．公共工事標準請負契約約款上の規定（参考） 

・従来型の公共工事の請負契約においては、発注者は、必要があると認めるときは、設計

図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができ、この場合におい

て、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は
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請負者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならないとしている（公共工

事標準請負契約約款第１９条）。また、請負代金額の変更に代える設計図書の変更につい

て、発注者は、請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別

の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を

変更することができ、設計図書の変更内容は、請負者と協議して定めるとしている（た

だし、協議開始後一定期間に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知す

るとしている）（公共工事標準請負契約約款第３０条）。 

 

６．条文例 

 

（甲の指示による事業者提案又は設計の変更） 

条文例 2.3.1 甲は、乙に対し、事業者提案又は設計図書の変更が必要であると認めるとき

は、施工計画書の変更を伴わずかつ事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、乙に対して

事業者提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を通知し、事業者提案又は設計図書

の変更を求めることができる。この場合、乙は、当該書面を受領した日から［ ］日以

内にその事業者提案又は設計図書の変更の当否を甲に対して書面により通知しなければ

ならない。甲は、当該通知を受領した日から[ ]日以内に、事業者提案又は設計図書の

変更の要否を決定し、乙に通知する。乙は、かかる甲の決定に従うものとする。 

２ 前項の規定に基づき、乙が事業者提案又は設計図書の変更を行う場合において、当該

変更により乙に増加費用が生じたときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場

合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたとき

は施設整備業務費の支払額を減額する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、基本設計完了前に甲の要求により入札説明書等及び事業

者提案に基づく設計条件の主旨を損ない又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場

合、甲と乙は、当該設計条件の変更に係る本件工事対象施設の施設整備業務費の調整に

関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、

超過部分の費用を、本件工事対象施設の施設整備業務費に加算して支払う。 

 

（乙による事業者提案又は設計の変更） 

条文例 2.3.2 乙は、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、事業者提案又は設計図書の変

更を行うことはできない。 

２ 前項の規定に従い乙が甲の承諾を得て事業者提案又は設計図書の変更を行う場合にお

いて、当該変更により乙に増加費用が発生したときは、乙が当該増加費用を負担するも

のとし、費用の減少が生じたときは協議により施設整備業務費の支払額を減額するもの

とする。 
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第３章 施設整備業務（施設整備に係る建設） 

 

３－１ 国有地の貸付け（契約ＧＬ：１－８） 

 

１．概要 

・管理者等である国は、事業期間中、国有地を選定事業者に貸し付ける旨規定される。 

 

２．土地の貸付契約6 

・管理者等から選定事業者に対する土地の貸付けについては、ＰＦＩ事業契約とは別途に

契約を締結することが多い。土地の貸付けに関しては、 

１）貸し付ける土地の用途を選定事業の履行の範囲とすること 

２）土地の貸付期間 

３）土地の貸付けが有償の場合には、貸付料と借地権利金の額 

４）選定事業者が管理者等の承諾を得ずに土地にかかる権利譲渡等を行うことの禁止 

５）選定事業者が善良な管理者としての注意をもって貸し付けられた土地を維持保全す

る義務（民法第４００条） 

６）ＰＦＩ事業契約が解除された場合、ＰＦＩ事業契約の終了と同時に当該土地の貸付

契約が終了となること 

等の規定が考えられる。 

 

３．土地の使用に関する関連法令 

（１）国有地の使用の対価 

・ＰＦＩ法第１２条の規定により、管理者等たる国が必要があると認めるときは、選定事

業の用に供する間、国有地を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させること

ができる7。このため、ＰＦＩ事業契約と別途に管理者等と選定事業者との間で国有地を

無償又は時価より低い対価で選定事業者に貸し付ける契約を締結した場合、ＰＦＩ事業

契約が解除に至ったときには、選定事業者はその地位を失うことからこの貸付契約は解

除となる。 

 

（２）行政財産である土地の貸付け 

・行政財産については、国有財産法により私権の設定等が制限されているが、ＰＦＩ法第

１１条の２の規定により、管理者等が必要があると認める場合、行政財産である土地を、

その用途又は目的を妨げない限度において、選定事業者に対し貸し付けることができる

                                                  
6 地方公共団体が管理者等となる場合において、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、条例で

定める場合を除くほか、適正な対価なくして財産を貸し付けることは、議会の議決事件とされている。 
7 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３７条第２項の規定による。 
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（他の法律に特別の定めがある場合を除く）。 

 

（３）普通財産である土地の貸付け 

・普通財産については、国有財産法の規定により私権の設定等ができることから、管理者

等は、普通財産である土地を選定事業者に対し貸し付けることができる（国有財産法第

２０条）8。但し、国の普通財産である土地の貸付期間は、３０年を超えることができな

い（国有財産法第２１条第１項第２号）。 

 

（４）民法の規定 

・行政財産又は普通財産である国有地を選定事業者に貸し付ける場合、当該土地の貸付け

行為は民法の適用を受け、有償貸付けは賃貸借（民法第６０１条）に、無償貸付けは使

用貸借（民法第５９３条）に基づくものとなる。 

 

４．条文例（ＢＯＴ方式の場合の条文例） 

 

（本件土地の使用） 

条文例 3.1.1 乙は，本契約に基づく義務を履行するため，甲の行政財産である本件土地（た

だし，民間収益施設のために利用する部分を除く。）を無償で使用することができる。た

だし，本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は，乙の責任及び費用負担において

行う。 

２ 甲と乙は，前項の規定に基づき，別紙○の様式に従い，土地使用貸借契約を別途締結

する。当該土地使用貸借契約は，本契約の終了までの間双方共に解約できない。ただし，

甲は，必要と認める場合には，本件土地のうち本事業の実施に支障を来さない範囲内の

土地について土地使用貸借契約を解約することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，本契約の終了後においても，甲の本契約に基づく支払義務

が存続し，かつ本施設に甲がその設定を承諾した第三者の制限物権が正当に存する場合

には，甲は前項の土地使用貸借契約を一方的に解約しない。 

４ 乙は，使用貸借を受けた本件土地に係る補修費等の必要費，改良費等の有益費その他

費用の追加的な支出が発生した場合であっても，これを甲に請求しない。ただし，○○

事業 施設整備・維持管理業務要求水準書第○編の本件土地に関する資料（以下「本件

土地に関する資料」という。）からは乙が合理的に予想できない土壌汚染，地中障害物，

埋蔵文化財等があったことに起因して，本件土地にかかる補修費，地盤改良費等が必要

となった場合には，当該費用は甲が負担する。ただし，第○条第○項[土壌汚染，地中障

害物，埋蔵文化財等が発見された場合に関する甲の費用負担に関する規定]の適用を受け

る場合にはこの限りでない。 

                                                  
8 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３８条の５の規定による。 
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３－２ 土地の引渡し（契約ＧＬ：２－２－２） 

 

１．概要 

・管理者等が選定事業の用に供する目的のため、選定事業者に対し貸し付ける土地（以下、

「事業用地」という。）の引渡しの時期、引渡し時の事業用地の状態、及び引渡し後の選

定事業者の事業用地にかかる善良なる管理者としての注意義務について規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業がＢＯＴ方式又はＢＴＯ方式であるかにかかわらず、選定事業者が管理者等の

所有する土地上で選定事業を実施する場合、建設工事の着手等事業用地を使用する業務

を開始させるため、管理者等は事業用地を選定事業者に引き渡す必要がある。事業用地

の引渡しの時期及び引渡し時の事業用地の状態は、施設の建設工事の着手、その後の維

持・管理、運営の開始等事業の工程、事業費用等事業内容に影響を与える場合があるこ

とから、具体的かつ明確に規定する必要がある。 

 

３．引渡し期日 

・事業用地の引渡し期日の規定については、事業内容等に応じて、具体的かつ明確に規定

することが重要である。規定例については以下のとおりである。 

１）特定の年月日 

２）ＰＦＩ事業契約の締結日 

３）別途締結する土地の使用貸借契約で定める日 

４）測量等土地調査の開始日 

５）建設工事の着工日 

・事業用地の引渡しの時期については、ＰＦＩ事業契約書の別紙として日程表に記載され

る場合もある。 

 

４．引渡し時の土地の状態 

・管理者等から選定事業者に対する事業用地の引渡しの状態については、現状で引き渡す、

施設の建設工事の施工が可能な状態で引き渡す等と規定されることが通例である。 

・引渡しの土地の状態は、選定事業者が建設工事費を算出するための前提条件として重要

な要素であるため、民間事業者の募集の際に管理者等が入札説明書等において具体的に

示すことが求められる。 

・引渡し時の事業用地の状態があらかじめＰＦＩ事業契約に定められた状態と異なる場合

や、引渡しの遅延による工期の変更や増加費用の負担についても、管理者等と選定事業

者の帰責性に応じて規定を置くことが考えられる。 
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５．土地にかかる選定事業者の善管注意義務 

・土地の引渡し後の選定事業者の土地にかかる善良なる管理者としての注意義務について

規定される（民法第４００条）。なお、公共工事標準請負契約約款第１６条第２項におい

ても、請負者の事業用地にかかる善管注意義務の規定が置かれている。 

 

６．条文例（ＢＴＯ方式で、貸付契約書を別紙として添付している場合。抄） 

 

別紙○ 行政財産無償貸付契約書 

 

（貸付期間） 

第○条 貸付物件の貸付期間は、平成○年○月○日（本件工事着工日）から、事業契約に

基づき整備する本件工事対象施設の引渡日までとする。 

 

（貸付物件の引渡し） 

第○条 甲は、前条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡したものとする。 

 

（貸付物件保全義務等） 

第○条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければな

らない。 

２ 乙は、貸付物件に関わる土地の工作物の設置保存の瑕疵によって、第三者に損害を与

えた場合には、その賠償の責任を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責任を果たし

た場合には、乙に求償することができる。 

３ 第１項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請

求をすることができない 

 



 

 49

３－３ 建設工事に伴う各種調査（契約ＧＬ：２－２－３） 

 

１．概要 

・施設の建設工事のために必要な測量、地質調査等の調査が選定事業に含まれる場合、選

定事業者は、その調査を実施する義務を負い、当該調査の不備及び誤謬等から生じる責

任と増加費用を負担すること等が規定される。また、当該調査により土地の瑕疵が判明

した場合、その修補のためにかかる増加費用の負担、事業工程の遅延に係る措置等につ

いて規定される。 

 

２．調査の不備等の責任と費用負担 

・施設の建設工事のために必要な測量、地質調査等の調査が選定事業に含まれる場合、選

定事業者は自らの責任と費用負担において、必要な調査を実施し、その不備及び誤謬等

から生じる一切の責任及び増加費用を負う旨規定される。 

・管理者等は、民間事業者に対し、入札説明書等において選定事業の履行条件として土地

に関する資料を提示し、民間事業者は当該資料に基づき、設計費及び建設工事費等の積

算を行う。その後、選定事業者は選定事業の業務の一部として施設の建設工事に必要な

調査を自ら実施し、自ら実施した調査に従って施設の設計及び建設工事を施工すること

となる。 

・このため、選定事業者が土地にかかる調査等を自ら実施した結果、管理者等が入札説明

書等において提示した土地に関する資料から合理的に予測又は想定できない瑕疵がある

ことが判明した場合、及び、管理者等の提示した土地にかかる資料と選定事業者の実施

した調査等結果との間で著しい差異がある場合等については、管理者等が選定事業者に

生じた合理的な増加費用を負担すること、必要に応じた事業日程の変更等の措置を講じ

ることを規定することなどが考えられる。 

・特に、施設の建設工事に必要となる土地にかかる調査のうち、埋蔵文化財及び土壌汚染

の調査については、これらの調査により判明される土地の瑕疵が、事業費用及び事業の

工程に対し特に大きな影響を与える可能性があり、瑕疵の内容によっては、ＰＦＩ事業

契約の解除に至るおそれがあることから、当事者間で具体的かつ明確なリスク分担を規

定する必要性が高い。 

・リスクガイドラインにおいては、調査・設計に関するリスクとして、「選定事業に測量若

しくは地質等調査又は設計（以下「設計等」という。）の一部又は全部が含まれる場合に

「設計等の完了の遅延」、「設計等費用の約定金額の超過」、「設計等の成果物の瑕疵」等

が主なものとして想定される。」と定められている。従来型の公共工事の請負契約におい

ても、工事現場の形状、地質等が設計図書と異なる場合、監督員への通知、調査を経て、

工期の延長を認める規定が置かれる（公共工事標準請負契約約款第１８条）。 
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３．その他施設の建設工事に必要な調査等 

・選定事業者が建設工事の必要に応じて実施する調査等としては、測量及び地質調査に加

え、周辺地域に対する家屋影響調査、工事に係るテレビ電波障害の現況調査等が考えら

れる。個々の施設及び建設工事の内容や地域特性に応じて選定事業者が判断する必要が

ある。 

 

４．調査等実施の手続き 

・選定事業者が調査を実施するときは、管理者等に事前に連絡する義務を課す、又は、速

やかな事業の実施のため、事業用地の引渡し前に選定事業者が管理者等に事前連絡を行

ない、管理者等の承諾を得た上で調査等を実施することができる旨規定することが通例

である。 

 

５．条文例 

（建設に伴う各種調査） 

条文例 3.3 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従って、［○○（業務要求水準上調査

義務を課している調査を記載）］の調査に係る業務を実施する。また、乙は、自らの責任

及び費用負担において、本件工事対象施設の設計及び施工に必要な測量及び調査（以下、

本項前段の調査とあわせて「調査等」という。）を実施することができる。 

２ 乙は、前項に定める調査等を実施する場合は、調査等に着手する前に、本契約、業務

要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従って、調査計画書を作成し、甲に提出し

なければならない。また、調査等に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び

誤り等から生じる一切の責任及び費用は、乙の負担とする。 

３ 乙は、第１項に定める調査等を終了したときは、調査報告書を甲に提出しなければな

らない。 

４ 乙は、[行政財産無償貸付契約]に基づく本件土地の引渡し又は本件解体工事若しくは

本件改修工事に先立って調査等を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ甲に

連絡し、その承諾を得た上で調査等を行うことができる。 

５ 甲は、調査計画書又は調査報告書を受け必要があると判断したときは、乙に対し、調

査等の内容及び方法その他当該報告又は記録等に合理的に関連する事項について、協議

又は説明を求めることができる。 

６ 乙が第１項の規定に従って調査等を行った結果、本件土地又は本件解体工事対象施設

若しくは本件改修工事対象施設に関して、入札説明書等において明示されていない又は

入札説明書等に明示されていた事実と異なる本件土地又は本件解体工事対象施設若しく

は本件改修工事対象施設の瑕疵が存在し、乙が本契約及び業務要求水準書に従って本事

業を実施することができない場合又は乙が本事業を実施することができても乙に著しい

損害（増加費用を含む。以下同じ。）が発生することが判明した場合、乙は、その旨を直
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ちに甲に通知しなければならない。これに起因して乙に損害が発生した場合、甲は、合

理的な範囲における当該損害額を負担するものとする。また、これに起因して乙に費用

の減少が生じた場合、甲及び乙は協議のうえ、施設整備業務費を減額するものとする。 

７ 前項の場合、乙は、当該損害の発生を防ぎ、また拡大を低減するよう最大限努力しな

ければならない。 
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３－４ 近隣説明（契約ＧＬ：１－１０） 

 

１．概要 

・選定事業者は、適用法令及び条例に従い、選定事業のうち施設の建設工事についての近

隣住民に対する説明と、施設の建設工事の近隣住民の生活影響に与える調査等を自らの

責任と費用負担において実施する義務を負う旨規定される。併せて、管理者等は、必要

と認める場合には、選定事業者等が近隣住民に行う説明に協力する義務を負う旨規定さ

れる。 

 

２．趣旨 

・選定事業の実施にあたっては、選定事業のうち建設工事の施工による騒音、交通渋滞等

近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、近隣説明を実施する必要がある。この近隣

説明等については、選定事業者の費用と責任において実施する旨規定される。併せて、

管理者等は、必要と認める場合には、選定事業者等が近隣住民に行う説明に協力する義

務を負うことが規定される。なお、近隣住民が、ＰＦＩ事業の実施によって損害を被っ

た場合の賠償責任については、３－１３ 第三者に与える損害（設計・施工期間）と、

５－７ 第三者に与える損害（維持・管理、運営期間）において解説する。 

・また、選定事業者に対し、近隣説明等の実施について、事前及び事後に管理者等にその

内容や結果等を報告する義務を課す規定をおくことが通例である。 

 

３．建設工事が近隣住民の生活環境に与える影響 

・施設の建設工事が近隣住民の生活環境に与える影響としては、騒音、悪臭、光害、粉塵

発生、交通渋滞、汚濁水発生、振動、地盤沈下、地下水の断絶等が考えられる。 

 

４．近隣対策を求められる範囲   

・選定事業者の義務となる近隣対策の範囲については、合理的に要求される範囲等と限定

する旨規定されることが通例である。 

 

５．条文例 

（近隣対応） 

条文例 3.4.1 乙は、本契約の締結日後適切な時期に、自己の責任及び費用において、本事

業の概要、日程及び工事実施計画等（施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、

解体撤去工事に係る計画を含む。以下、本条において「工事実施計画等」という。）の近

隣説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。甲は、必要と認める場合には、

乙が行う説明に協力しなければならない。 

２ 乙は、前項の説明に先立って、乙が実施しようとする説明の方法、時期及び内容につ
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いて、甲に説明しなければならない。また、乙は、前項の説明の後、その内容及び結果

を甲に報告しなければならない。 

３ 甲は前項の説明又は報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、施工、近

隣対応その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることが

できる。 

４ 乙は、自己の責任及び費用において、近隣調整を行う。 

５ 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、工事実施計画等の変更

をすることはできない。この場合、甲は、乙が工事実施計画等を変更せず、更なる調整

によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画

等の変更を承諾する。 

６ 近隣調整の結果、本件工事対象施設の竣工の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は、協

議のうえ、速やかに本件工事対象施設の竣工予定日及び引渡予定日を変更することがで

きる。 

７ 近隣調整の結果乙に生じた費用（その結果、本件工事対象施設の竣工予定日及び引渡

予定日が変更されたことによる増加費用も含む。）については、乙が負担するものとする。

ただし、甲が設定した条件に直接起因するものについては、甲が負担する。 

８ 乙が本条の規定に基づき合理的な近隣調整を実施したにもかかわらず、当該近隣住民

等の反対等により、本事業の実施が不可能若しくは著しく困難又は事業者提案の範囲を

超える設計変更が必要となった場合には、甲は、乙と協議のうえ、本契約を解除するこ

とができる。かかる解除については、［条文例 13.1.4］の規定を適用する。 

（周辺影響調査･対策業務） 

条文例 3.3.2 乙は、本事業に起因する騒音、振動、悪臭、粉塵、アスベスト、真菌、地盤

沈下、地下水位低下、地下水の断絶、電波障害その他本件工事が周辺環境に与える影響

を調査、分析及び検討（以下本条において「周辺環境調査等」という。）し、適切な対策

を講じるものとする。 

２ 乙は、前項の周辺環境調査等及び対策に先立って、乙が実施しようとする周辺環境調

査等及び対策の方法、時期及び内容について、甲に説明しなければならない。また、乙

は、前項の周辺環境調査等及び対策の後、その内容及び結果を甲に報告しなければなら

ない。 

３ 甲は、前項の説明又は報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、周辺影

響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について、協議することを求め

ることができる。 

４ 第１項の周辺環境調査等及び対策並びに前項の協議に要する費用は、乙が負担するも

のとする。また、乙は、第１項の周辺環境調査等及び対策の不備、誤謬等に起因する一

切の追加費用を負担するものとする。ただし、甲が設定した条件に直接起因するものに

ついては、甲が負担する。 
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３－５ 工事監理者の設置（契約ＧＬ：２－２－６） 

 

１．概要 

・選定事業者は、建築基準法の定めに従い施設の建設工事に着手する前に自らの費用負担

により工事監理者を設置する義務を負う旨規定される。また、選定事業者は、設置した

工事監理者の名称を管理者等に通知し、当該工事監理者に報告を行わせる義務を負うこ

と等が規定される。 

・本項については、条文例を含め、建設モニタリング（第４章）を参照のこと。 
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３－６ 施設の建設工事にかかる事項（契約ＧＬ：２－２） 

 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、自らの責任

と費用負担において施設整備を行う義務を負う旨規定される。併せて、選定事業者は、

施設の施工方法その他施設を完成するために必要な一切の手段を自己の責任において定

めることについて規定される。 

 

２．施設の建設工事にかかるリスク 

・施設の建設工事にかかるリスクとしては、①施設の完工遅延、②施設の建設工事費の増

加、③施設にかかる業務要求水準未達、④施設の建設工事につき第三者に与える損害等

が想定される。こうしたリスクは、予定どおりに施設を引渡し、運営を開始できなかっ

たことによる得べかりし公共サービスの逸失利益、工期遅延等による増加費用負担、第

三者に対し損害を与えた場合の損害賠償等として顕現化する。 

・これらの損害等をもたらす要因は、①選定事業者の責めに帰すべきもの、②管理者等の

責に帰すべきもの、③選定事業者及び管理者等の双方の責めに帰すべきもの、④選定事

業者又は管理者等の責めに帰すことができないものに分類できる。 

・なお、建設工事の段階で発生した事由により、ＰＦＩ事業契約が解除されることも想定

しうるが、これについては、別途、「第 10 章 契約の終了」において解説する。 

・選定事業者が施設を完工し、公共サービスの提供を開始しない限り、基本的には管理者

等の「サービス対価」支払い義務は生じず、選定事業者はこれを受領できないことから、

選定事業者は施設を完工させ、公共サービス提供を開始することに対し、大きな経済的

動機付けを保持している。選定事業者にとって自らの責任による施設の完工遅延及び公

共サービス提供の遅延は、従来型の公共事業以上に大きなリスクとなる。 

 

３．条文例 

 

（建設業務の実施） 

条文例 3.6.1 乙は、建設協力企業をして、本契約、業務要求水準書、事業者提案及び設計

図書に従って、建設業務を実施せしめる。 

 

（本件解体工事の実施） 

条文例 3.6.2 乙は、建設協力企業をして、本契約、業務要求水準書、事業者提案、設計図

書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件解体工事を遂行させる。 

２ 乙は、各本件解体工事対象施設の解体工事に着手しようとするときは、本件解体工事

対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。 
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３ 本件解体工事対象施設の現況が入札説明書等で示されたものと著しく異なるときは、

［条文例 3.3 第６項及び第７項］の規定に従う。 

 

（本件新設工事の実施） 

条文例 3.6.3 乙は、建設協力企業をして、本契約、業務要求水準書、事業者提案、設計図

書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件新設工事を遂行させる。 

２ 仮設工事、施工方法その他本件新設工事対象施設を安全に工期内に完成するために必

要な一切の手段については、本契約、業務要求水準書、事業者提案、設計図書及び施工

計画書に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては乙が自己の

責任において行い、その費用を負担する。 

３ 乙は、各本件新設工事対象施設の建設工事に着手しようとする場合には、本件新設工

事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。 

 

（本件改修工事の実施） 

条文例 3.6.4 乙は、建設協力企業をして、本契約、業務要求水準書、事業者提案、設計図

書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件改修工事対象施設の建設工事を遂行

させる。 

２ 仮設工事、施工方法その他本件改修工事対象施設を安全に工期内に完成するために必

要な一切の手段については、本契約、業務要求水準書、事業者提案、設計図書及び施工

計画書に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては乙が自己の

責任において行い、その費用を負担する。 

３ 乙は、各本件改修工事対象施設の建設工事に着手しようとする場合には、本件改修工

事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。 

４ 本件改修工事対象施設の現況が入札説明書等で示されたものと著しく異なるときは、

［条文例 3.3 第６項及び第７項］の規定に従う。 
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３－７ 第三者による実施（建設工事）（契約ＧＬ：２－２－５） 

 

１．概要 

・①選定事業者は、施設の建設工事を第三者に委託し又は請け負わせることができるもの

とすること、但し、かかる委託又は請負は全て選定事業者の責任において行うこと、②

選定事業者は、施工体制台帳等を管理者等に提出する義務を負うこと等が規定される。 

 

２．選定事業者の責任の範囲 

・コンソーシアム構成企業が株式会社を新設し、当該株式会社が選定事業者となる場合、

選定事業者は、通例、コンソーシアム構成企業（又は受託・請負企業）の建設企業に建

設工事を委託し又は請け負わせる。但し、選定事業者は、建設工事を建設企業に委託し

又は請け負わせる場合においても、その建設請負契約などの規定にかかわらず、管理者

等との関係では、建設企業その他の選定事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由

は全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみなされることが規定される。 

・建設業法において、建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってす

るかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならないとし、建設業を営む者は、建設

業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならないと規定し

ている（建設業法第２２条第１項及び第２項）。また、同法において、一括下請負の禁止

の例外として、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、同法第

２２条第１項及び第２項の規定は適用されない（建設業法第２２条第３項）。このため、

選定事業者が建設企業に建設工事を請け負わせる等した場合で、この建設企業が第三者

に一括して請け負わせること（一括下請負）の承諾を選定事業者に求めた場合には、そ

の承諾を与えてはならないことを規定する場合がある。 

・ちなみに、参考として、公共工事においては、発注者の承諾の有無とは無関係に一括下

請負を禁止されるべきであることから、入札契約適正化法において、公共工事において

は建設業法第２２条第３項を不適用とし、一括下請負が認められる場合が存在しないこ

とが規定されている（入札契約適正化法第１２条）。 

 

３．施工体制台帳等の管理者等に対する提出 

・ＰＦＩ事業においては、実質的に建設工事を施工する企業を管理者等が把握するため、

入札参加者提案において建設工事を施工する建設企業を示すことが通例である。 

・一般に建設工事の施工は、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組み合わせにより

成り立っているため、建設業法において、発注者から直接請け負った建設工事を一定額

以上の下請契約を締結して施工しようとする特定建設業者に対し、施工体制台帳及び施

工体系図の作成等を義務付けている（建設業法第２４条の７及び建設業法施行令第７条

の４）。ちなみに、参考として、入札契約適正化法が適用される場合には、発注者への施
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工体制台帳の写しの提出が義務付けられている（入札契約適正化法第１３条第１項）。 

・上述のとおり、選定事業における建設企業が特定建設業者であって、管理者等から直接

請け負った建設工事を一定額以上の下請契約を締結して施工しようとする場合には、当

該建設企業には建設業法の定めにより施工体制台帳等の作成が義務付けられている。し

たがって、管理者等が、工事の適正な施工の確保がなされているかを確認するため、Ｐ

ＦＩ事業契約締結後から建設工事の着工までの間に、選定事業者に対して建設企業から

施工体制台帳等の提出及びこれらについての報告を求めることができること、下請業者

の内容が変更された場合には管理者等に通知することが規定される。 

 

４．条文例 

 

（建設業務の第三者による実施） 

条文例 3.7.1 乙は、建設協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない

事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

２ 乙は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 22 条３項の承諾を与えてはならない。 

３ 乙は、本件工事着工予定日までに、建設業法第 24 条の７及び業務要求水準書に基づく

施工体制台帳及び施工体系図の写しを甲に提出し、確認を受けなければならない。その

内容を変更するときも同様とする。 

４ 建設業務実施に関する建設協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において

行うものとし、建設業務実施に関して乙又は乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべ

き事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。 
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３－８ 施工計画書の提出（契約ＧＬ：２－２－４） 

 

１．概要 

・選定事業者が施設の建設工事の工程などを記載した施工計画書を作成し、管理者等に対

して提出する義務を負うこと、及び工事記録を整備する義務を負うこと等が規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業における施設の建設工事については、通常総額によりＰＦＩ事業契約を締結す

る方法がとられ、選定事業者は、全体の工期内に建設工事を完成する義務を負うだけで

あり、特段の合意がない限り、施工計画書等に記載のとおりに個々の工種ごとにその工

事細目を一定の期日までに完成する義務を負うものではない。施工計画書等は、管理者

等が選定事業者による建設工事の進捗状況の把握等の目安として取り扱うものである。

（関連：１－５ 事業日程） 

・選定事業者の対応能力に応じ、その自主的な建設工事の施工に委ねるとしても、必要に

応じて管理者等の関与が必要な場合がある。しかしながら、選定事業全体に与える影響

が小さいと見込まれるときには、管理者等の過度の関与が不適当な場合があることに留

意し、事業日程に規定された施設の完工期日又は施設の維持・管理、運営開始期日まで

に選定事業者により建設工事が施工され、サービス提供の準備が完了することに主眼を

置くことが望ましい。 

 

３．公共工事標準請負契約約款上の規定（参考） 

・公共工事標準請負契約約款第３条第２項において、工程表は、この約款の他の条項にお

いて定める場合を除き、当事者を拘束するものではないと定めている。 

 

４．施工計画書等の提出 

・選定事業者は、①工事全体の工程表を含む施工計画書、及びこれを補足する月間工程表

又は週間工程表を作成すること、②建設工事の着工前に、工事全体の工程表を含む施行

計画書を管理者等に提出すること、③月間工程表又は週間工程表を一定の期日に、又は

管理者等が求めたときに提出する等の規定を置くことが通例である。 

・選定事業者が管理者等に提出する施工計画書等に対する管理者等の確認等の要否（「サー

ビス対価」を変更する場合の算定の基礎に活用するかなどを考慮する）については、当

事者があらかじめ検討し、ＰＦＩ事業契約に規定することが望ましい。 

・工期中の工事記録の整備については、選定事業者が、実際に施設の建設工事を請け負う

又は受託する建設企業にその義務を移転する場合、その旨規定される。 
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５．条文例 

 

（施工計画書等） 

条文例 3.8.1 乙は、本件工事着工予定日の前日までに、本契約、業務要求水準書、事業者

提案及び設計図書に従って、全体工事工程表を作成して甲に提出し、確認を受けなけれ

ばならない。 

２ 乙は、本件工事対象施設の着工予定日の［ ］日前までに、本契約、業務要求水準書、

事業者提案及び設計図書に従って、施工計画書（工事工程表及び施工要領書を含む。）そ

の他甲の指定する書類を作成して甲に提出し、確認を受けなければならない。 

３ 乙は、仮設工事を行う場合、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従って、仮設

計画書を作成し、仮設工事開始までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。 

４ 乙は、別途甲と協議により定める期限までに月間工程表を作成し、甲に対して提出す

るものとする。 

５ 前３項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該書面の

修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。 
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３－９ 保険加入義務（施工期間中）（契約ＧＬ：６－５） 

 

１．概要 

・選定事業者が、自らの費用負担において自らが加入する、若しくは、コンソーシアム構

成企業又は受託・請負企業等に加入させる義務を負う保険の種類及び内容について規定

される。 

 

２．趣旨 

・近年、火災保険、地震保険に加え、天候保険等が商品化され、保険・金融技術の向上や

市場の整備等に伴ってリスクを軽減することが可能な範囲が広がっていることから、適

宜、当該時点でのリスク軽減措置について幅広く検討（リスクガイドライン６（１）参

考③）し、付保にかかる費用を勘案しても契約の両当事者が負うリスクを除去するため

に保険に加入することに合理性があると判断できる場合には、選定事業者に当該保険の

加入を義務付ける必要がある。 

 

３．加入すべき保険の種類及び内容 

・選定事業者に加入を義務付ける保険は事業内容、事業場所等により異なるものの、通例、

ＢＴＯ方式及びＢＯＴ方式の双方の選定事業において、履行保証保険、建設工事保険、

第三者損害賠償責任保険等の付保を義務付けることが通例である。 

・管理者等が、入札説明書等において選定事業者が付保すべき保険の内容等を提示し、こ

れ以外の保険の付保を民間事業者から提案させる場合がある。この場合、管理者等は選

定事業者が自ら提案した保険についても加入を義務付けなければならないことに留意が

必要である。 

・選定事業者が付保すべき保険の種類とそれぞれの保険内容（保険対象、被保険者名、保

険期間、填補限度額等）について、ＰＦＩ事業契約書に規定される。保険の種類は各民

間保険会社により名称が様々であり、また、新たな保険商品の開発も想定されることか

ら、特定の保険商品の名称を規定するのではなく、選定事業者が様々な保険商品のなか

から付保目的に照らして最適な商品を選択できるよう規定を工夫することが望ましい。 

 

４．付保の義務付けの可否 

・選定事業者に付保を義務づける保険については、一般に民間保険会社による対応が可能

とされている火災、暴風雨、洪水については、リスクを選定事業者に負わせることが適

切な場合が多いと考えられる。しかし、対応が制約的とされている地震、噴火、津波、

テロ行為及び対応が困難とされている戦争、内乱、放射能汚染については、リスクを選

定事業者に負わせることは、選定事業者の倒産リスクを増加させ資金調達を困難にする

おそれを高めることになる。なお、付保が可能である場合であっても、選定事業固有の
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リスク等によって保険料が著しく高くなる場合には、選定事業者への付保の義務付けは

結果的に事業費用の増加を招き、ひいては契約金額に転嫁される結果ともなり得ること

にも配慮する必要がある。 

 

５．付保手続き 

・選定事業者が保険加入義務を履行していることを確認するため、選定事業者は保険契約

の内容について管理者等の確認を受けてから保険に加入し、その保険証券の写しを管理

者等に提出することとされる。 

 

６．コンソーシアム構成企業、受託・請負企業等第三者の付保 

・また、ＰＦＩ事業ではコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請企業等選定事

業者から業務を受託し又は請け負った第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業

者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うことから、原則として選

定事業者が付保する旨規定することが望ましい。但し、選定事業者が設計・施工業務を

受託・請負企業等第三者に一括発注する場合等においては、この限りではなく、受託・

請負企業等第三者が付保する旨規定される場合もある。 

・選定事業者の受託・請負企業等第三者が付保する旨規定した場合、複数の受託・請負企

業等第三者がそれぞれ付保することもあり、補償内容が十分ではないものとなるおそれ

や、損害発生時の調査を複数の保険会社が実施することによる処理の煩雑化等が生じる

こともありえる。このため、事業内容が複雑な選定事業などにおいて、受託・請負企業

等が複数になることがあらかじめ想定される選定事業については、選定事業者が付保す

る旨規定することが望ましい。 

 

７．条文例 

 

（施工期間中の保険） 

条文例 3.9.1 乙は、施工期間中、別紙○の第１に定める保険に加入し又は建設協力企業を

して加入させ、保険料を負担し又は建設協力企業をして負担させるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は建設協力企業をして保険契約を

締結させたときは、その保険証券の写しを直ちに甲に提出しなければならない。 

 

別紙○ 乙が加入すべき保険 

 

第１ 施設整備業務に係る保険 

１ 建設工事保険 

(1) 保険種類 
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建設工事保険（又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。） 

(2) 保険内容・目的 

本件工事対象施設の施工期間中に発生した工事目的物及び工事材料の損害を担保する。 

(3) 付保条件 

① 担保範囲は、本件工事のすべてとする。 

② 保険期間は、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までとす

る（各本件工事対象施設の着工日から当該施設の引渡日までの期間を対象とする複数

の保険に加入することは差し支えない。）。 

③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。 

④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。 

⑤ 保険金額は、再調達価格に相当する額とする（各本件工事対象施設の工事費を保険

金額とする複数の保険に加入することは差し支えない。）。 

 

２ 第三者賠償責任保険 

(1) 保険種類 

第三者賠償責任保険（又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。） 

(2) 保険内容・目的 

本件工事の遂行に伴って派生した第三者（甲の職員、患者、来訪者、通行者、近隣住

民その他の第三者）に対する対人及び対物賠償損害を担保する。 

(3) 付保条件 

① 担保範囲は、本件工事のすべてとする。 

② 保険期間は、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までとす

る（各本件工事対象施設の着工日から当該施設の引渡し日までの期間を対象とする複

数の保険に加入することは差し支えない。）。 

③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。 

④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。 

⑤ 保険金額は、対人にあっては１名当たり［ ］円以上及び１事故当たり［ ］円以

上とし、対物にあっては１事故当たり［ ］円以上とする。 

 

第２ サービス提供業務等に係る保険（略） 

第３ 前記各保険以外の保険 

前記各保険以外に、事業者提案において乙により付保することとされた保険については、

事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あら

かじめ甲と協議しなければならない。 

なお、乙が当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に

提示しなければならない。 
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３－１０ 管理者等による確認（契約ＧＬ：２－３，２－３－１） 

 

１．概要 

・建設工事の段階において、ＰＦＩ事業契約等に従った適正な建設工事の施工を確保する

ため、管理者等によって選定事業者が行う建設工事の施工状況等の確認にかかる事項に

ついて規定される。 

・本項については、条文例を含め、建設モニタリング（第４章）を参照のこと。 
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３－１１ 完工検査（契約ＧＬ：２－３－２） 

 

１．概要 

・選定事業者及び管理者等がそれぞれ行う施設の完工検査の方法及びその効果について規

定される。 

・本項については、条文例を含め、建設モニタリング（第４章）を参照のこと。 
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３－１２ 工期の変更（契約ＧＬ：２－２－７） 

 

１．概要 

・当事者の一方が施設の建設工事の工期の変更を求めた場合、当事者間の協議により当該

変更の当否を定めた後（協議が不調に終わった場合は、管理者等が合理的な工期を定め、

選定事業者はこれに従う。）、当該変更の対応に要する増加費用の負担については当事者

間の協議により決定する旨規定される。 

 

２．工期の変更と事業日程の遅延との関係 

・工期の変更が行われても、管理者等への施設の引渡し（又は運営開始）等の事業日程は

遅延されない場合もあり得る。工期の変更による増加費用の負担については、事業日程

の遅延による違約金支払いなど損害の負担の規定とは区別し、かつ、両者の整合性を確

保する必要があることに留意が必要である。 

・工期の変更により、選定事業者から管理者等への施設の引渡し（又は運営開始）等の事

業日程が遅延したときの損害の負担については、具体的かつ明確な規定が置かれる。（関

連：３－１６ 引渡し（又は運営開始）の遅延） 

 

３．工期の変更による増加費用の負担 

・建設工事の工期の変更による増加費用の負担については、当該変更が選定事業の用に供

する土地の瑕疵又は管理者等の責めに帰すべき事由による場合は、管理者等が合理的な

範囲で負担し、当該変更が選定事業者の責めに帰すべき事由による場合は、選定事業者

が負担することが原則となる。 

・設計変更の場合（２－３）と同様に、工期の変更があった場合、それに起因する増加費

用とあわせて、引渡し（又は運営開始）予定日の延期についての検討が同時に必要であ

る点に留意を要する。管理者等の帰責事由による工期の変更への対応の選択肢としては、

当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、その引渡し（又は運営開始）

予定日までに施設を完成させることを前提とした増加費用を管理者等が負担するという

対応と、逆に合理的な期間、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した上で、その引渡

し（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提にした増加費用を管理者

等が負担するという対応が考えられる。一定の期日までに施設の運営を開始することを

重視するならば、前者が選択される。但し、この場合、増加費用の負担額は相対的に大

きくなることが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡し（又は運

営開始）予定日を延期する以上、当然に「サービス対価」の支払開始も遅れることにな

る。従って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者による融資返済に与

える影響、ひいては、管理者等の負担に与える影響について留意する必要がある。 

・上記に関し、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、
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運営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せ

ずに、維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題についても検討を

要する。前者を選択した場合、維持・管理、運営の期間は変わらないが、「サービス対価」

の支払いが全体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、

選定事業者が失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要

する。（関連：１－５ 事業日程） 

 

４．関係法令の規定 

・建設業法において、「当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部

若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は

損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」及び「天災その他不可抗力による

工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め」が建設工事の請負契約

の締結に際に必要な記載事項の一つに規定されている（建設業法第１９条第１項第５号

及び第６号）。ＰＦＩ事業契約においても、工期が変更されたときの増加費用の分担につ

いて規定する必要がある。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、工期の変更方法について、発注者と請負者が

協議して定めることを原則とし、一定期間以内に協議が整わない場合には、発注者が決

定して請負者に通知することとしている（公共工事標準請負契約約款第２３条第１項）。 

・工期の変更に関連して発生しうる「工事の完成の遅延」は建設工事にかかる主なリスク

として想定される（リスクガイドライン二３）ことから、管理者等と選定事業者は、Ｐ

ＦＩ事業契約において、かかるリスクが顕在化した場合の増加費用の分担を含む措置に

ついて、できる限り曖昧さを避け、具体的かつ明確に規定する必要がある。 

・工事の完成の遅延には、選定事業者の不適切な工程管理等による遅延、管理者等の何ら

かの事由による設計変更等による遅延、当該管理者等あるいはその他の者の選定事業に

係る公共施設等に密接に関連する施設の整備の遅れによる遅延、不可抗力等協定等の当

事者の合理的な措置にかかわらず避けられない双方の責めに帰しがたいものによる遅延

等がある。工事の完成が遅延する場合には、選定事業者には労務費等の増加負担、借入

金利子払増等の損失が、公共施設等の管理者等には代替サービスの購入費等の損失が発

生する場合がある。なお、選定事業者が公共施設等の完成の通知をした場合において、

設備、機器の試運転の結果、当該公共施設等の状況によっては協定等や仕様書等で示さ

れた提供されるべき公共サービスの水準を達成することができない場合には、工事は完

成しておらず、その修補の完了が工事の完成となることを協定等で合意しておく必要が

ある。（リスクガイドライン二３（１）参考①） 
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５．条文例 

 

（工期の変更） 

条文例 3.12.1 甲が乙に対し工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の

当否を定めるものとする。 

２ 不可抗力若しくは法令変更又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守

できないことを理由として乙が工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該

変更の当否を定めるものとする。 

３ 前２項において、甲と乙の間において合理的な期間内に協議が整わない場合、甲が合

理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。 

 

（工事の中止） 

条文例 3.12.2 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、本件工事

の全部又は一部を一時中止させることができる。 

２ 甲は、前項の規定により本件工事を一時中止させた場合であって、必要があると認め

るときは工期を変更することができる。 

 

（工期の変更に伴う費用負担等） 

条文例 3.12.3 前２条に基づき工期が変更された場合で、乙に損害が生じる場合、かかる

損害の負担については次のとおりとする。 

(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用を甲が負担する。 

(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は、すべて乙が負担する。 

(3) 法令変更又は不可抗力による場合は、別紙［(法令変更の際の費用負担に関する別

紙の番号を記載)］及び別紙［（不可抗力の際の費用負担に関する別紙の番号を記載）］

の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。 
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３－１３ 第三者に与える損害（設計、施工段階）（契約ＧＬ：２－２－８） 

 

１．概要 

・選定事業者が行う施設の建設工事により第三者に与える損害等については、選定事業者

がそれを負担する旨規定される。但し、当該損害のうち管理者等の責めに帰すべき事由

により生じた損害等については、管理者等がこれを負担する旨規定される。 

 

２．近隣対策にかかる費用負担 

・事業の実施そのものについての近隣調整は管理者等に責任の所在があるものの、近隣調

整の不調については、その理由が事業の実施そのものであるのか、若しくは、選定事業

者による建設工事の影響であるのか、必ずしも判然としない場合が生じうると想定され

る。この場合には、責任の所在と費用負担について当事者間で協議を行う必要が生じる

ものと考えられる。 

・なお、管理者等は、当該施設の立地条件、事業内容等の観点から、近隣住民の生活環境

に相当な程度の影響を与えることがあらかじめ想定される事項については、その対応に

かかる責任の所在と費用負担のあり方を入札説明書等に明記することが望ましい。 

 

３．第三者に対する損害賠償責任 

・施設の建設工事により第三者に損害を与えた場合、選定事業者は当該損害を当該第三者

に対して賠償する旨規定される。但し、管理者等の責めに帰すべき事由の場合には、管

理者等が当該損害を当該第三者に対して賠償する旨規定される。 

 

４．通常避けることのできない理由による損害 

・施設の建設工事に伴い通常避けることができない騒音等の事由により第三者に与える損

害等の負担については、その他事由による負担とは別に規定が置かれることが通例であ

る。 

・建設工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理

由により第三者に損害を与えた場合については、その損害賠償責任が選定事業者にある

とする考え方と、管理者等にあるとする考え方がある。ＰＦＩ事業契約の締結にあたり、

当事者間で、いずれの考え方が当該選定事業に相応しいかを検討し、ＰＦＩ事業契約に

おいて適切に規定することが望ましい。但し、上記の理由が選定事業者の建設工事にお

ける善管注意義務違反を原因としている場合には、選定事業者が損害賠償責任を負うこ

とになる。また、これらの問題は、建設工事に伴う各種調査に関する問題とも関連する

ため、ＰＦＩ契約上相互の規定の整合性につき留意が必要となる。（関連：３－３ 建設

工事に伴う各種調査） 

・他の民間事業者が実施しても回避することが見込めない事由である場合、選定事業者に



 

 70

そのリスクを全て負担させることにつき合理的な理由が見いだせないという考え方もあ

る。特に、事業用地を管理者等が事前に指定している場合、そのような事情は強まると

思われる。しかしながら、管理者等が損害賠償を負担するとした場合、選定事業者は消

極的に善管注意義務を果たすにとどまり、損害防止のために積極的により優れた技術を

用いるという経済的動機付けを失う可能性があるという側面にも留意が要する。 

・公共工事標準請負契約約款第２８条第２項においては、建設工事に伴い通常避けること

のできない騒音、振動、地盤沈下等の理由により第三者に損害を与えた場合、発注者が

その損害を負担すると定められている（但し、善管注意義務を怠った場合は請負者がそ

の損害を負担するとされる。）。その理由として、請負者が損害の負担部分を契約額の中

であらかじめ留保することなどから契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに加え、

公共工事が仕様発注方式をとり、かつ、公共は工事請負契約の発注者の立場になること

から、発注者たる公共が負担するとしているものと考えられる。一方、ＰＦＩ事業にお

いては、性能発注方式をとり、かつ、管理者等にとっては契約の相手方である選定事業

者が発注者の立場になって、請負人である建設企業の間で施設の工事請負契約等が締結

されるため、選定事業者が負担することも考えられる。但し、ＰＦＩ事業を選定事業者

に一括して委ねる者は管理者等であることを理由に、又はＶＥ提案等の仕様発注に近い

方法を採用する場合等において、管理者等が負担することも考えられる。 

 

５．関係法令上の責任 

・以下は、ＰＦＩ事業において管理者等が問われる可能性のある法律上の責任を例示した

ものである。 

１）公の営造物又は土地の工作物にかかる責任（国家賠償法第２条第１項又は民法第７

１７条第１項）：国家賠償法第２条第１項において「公の営造物の設置又は管理に瑕

疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する

責めに任ずる。」と規定されている。また、民法第７１７条第１項は、土地の工作物

の設置又は保存の瑕疵により第三者に損害を与えた場合、かかる工作物の占有者が

その損害について責任を負うとし、同項但し書は、占有者が損害の発生を防止する

ために必要な注意をなしていたときは、占有者は免責されて、所有者が責任を負う

と定めている。 

２）共同不法行為者の責任（民法第７１９条）：建設工事に関し、管理者等と選定事業者

の双方が共同して第三者に損害を与えた場合、管理者等と選定事業者の行為は民法

第７１９条に規定される共同不法行為となり、被害者は、管理者等と選定事業者の

各自に対して生じた損害の全額の賠償を求めることが可能である。そして、共同不

法行為者の一人が被害者に全部の賠償をした場合には、他の者に対して本来負担す

べき責任の割合に応じて求償権を持つことになるが、かかる損害の分担方法につい

てあらかじめ当事者間で合意しておくことも可能である。したがって、ＰＦＩ事業
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契約においても、事業の委託者である管理者等と受託者である選定事業者の間にお

ける損害の分担方法についてあらかじめ合意しておくことが考えられる。 

 

６．第三者賠償責任保険の付保義務 

・第三者に対する損害賠償については、保険による填補が経済的に合理的なリスク軽減等

の手段になる選定事業が多いことから、選定事業者にかかる付保を義務付け、ＰＦＩ事

業契約の別紙として付保内容の明細を記載し、その内容及び基本条件につき規定するこ

とが通例である。また、被保険者として選定事業者、選定事業者と契約する建設企業、

建設企業の下請企業等を含めることが可能である。（関連：３―９ 保険加入義務（施工

期間中）） 

 

７．条文例 

 

（第三者に発生した損害等） 

条文例 3.13 本件工事について第三者に損害（［本件工事に伴い通常避けることのできない

騒音、振動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含み、］［条文例 3.9.1］の規

定により付された保険により填補された部分を除く。）を発生させた場合には、乙がその

損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によ

り生じたものについては、甲が負担する。 

２ ［条文例 2.3.1］又は［法令変更に伴う設計変更に関する規定を挿入］の設計変更に起

因して第三者に損害を与えた場合、甲がその損害を賠償しなければならない。 

３ 甲は、第１項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償

した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支

払わなければならない。 
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３－１４ 不可抗力による損害（設計、施工段階）（契約ＧＬ：２－２－９） 

 

１．概要 

・施設の設計、施工段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設

計・施工業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時における

債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、不可

抗力に起因する損害等の分担、施設の引渡し（又は運営開始）予定日の変更などについ

て規定される。 

 

２．不可抗力の定義の考え方 

・不可抗力とは、協定等の当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で通常必要と認

められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものと考えられる。管理者等及

び選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等、具体的には、暴風、豪雨、洪水、

高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生等の自然災害に属するものと、

騒乱、暴動、戦争、テロ行為等の人為災害に属するものとに分類できる。最終的には当

事者間の合意するところに委ねられる（参考：リスクガイドライン二６（１））。（関連：

１３－１ 不可抗力による損害への対応） 

 

３．不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設計又は建設工事業務の全部又

は一部の履行が不能となった場合、選定事業者はその履行不能の内容の詳細及びその理

由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、

この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履行期日に

おけるＰＦＩ事業契約等に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける

範囲において業務履行義務が免除される。但し、選定事業者は損害を最小限にする義務

を負う。 

・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状

況の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。ま

た、管理者等は、設計や建設工事等の内容の変更、引渡し（又は運営開始）の遅延、当

該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担等対応方法につき選定事業者と

協議を行うことが規定される。 

・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、かかる対応方法に従

い選定事業を継続する義務を負うことが規定される。また、選定事業者の履行不能の状

態が永続的なものと判断されるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときなど

には、管理者等は、選定事業者と事業の継続の是非について協議の上、ＰＦＩ事業契約
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の一部又は全部を解除できることが規定される。なお、管理者等と選定事業者の当事者

双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

４．不可抗力による損害等の分担 

・設計、施工段階に、不可抗力の発生により施設及び仮設物、工事現場に搬入済みの工事

材料、その他建設機械器具等に対し損害が生じた場合、選定事業者に不可抗力等による

損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与えるため、生じた損害又は増加費用の一部

を選定事業者が負担することとし、その余を管理者等が負担する規定を置くことが通例

である。例えば、同期間中の累計で建設工事費に相当する金額に一定比率を乗じた額に

至るまでの額、又は一定金額に至るまでの額を選定事業者の負担とし、これを超過する

部分については、「合理的な範囲」で管理者等が負担すると規定されることが考えられる。

選定事業者の負担割合の検討にあたっては、選定事業者がより多くの不可抗力の損害金

を負担することとした場合、不可抗力のリスクを適正に定量化できないこと及び保険技

術上の制約から、選定事業者が不可抗力のリスクを負担するための費用が過大となり、

結果として、かかる費用が契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに留意する必要

がある。なお、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する

損害等については、選定事業者が負担するものと規定される。 

・ここでの損害の範囲について検討が必要である。具体的には、損害の範囲を積極損害（施

設、仮設物等のみを対象とした損害）のみとするか、あるいはこれらに関連する選定事

業者の損害と増加費用一般まで含むか、という点を明確にすることが望ましい。 

・建設工事費に相当する額に一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分について、

「合理的な範囲」で管理者等が不可抗力による損害又は増加費用を負担する旨規定され

ることが通例である。この場合、この一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分

についても選定事業者が不可抗力による損害等を負担することが想定され、かかる負担

についてできる限り具体的に規定することも考えられる。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、請負代金額の１００分の１を超える部分を発

注者が負うことにより請負者の負担を軽減している（公共工事標準請負契約約款第２９

条第４項）。かかる規定は、不可抗力による損害の負担をすべて請負者に帰するのではな

く、何らかの形で発注者が負担しているという実態をも考慮し、請負契約における片務

性の排除、建設業の健全な発達の促進をも考慮して、損害の負担を転嫁している。 

 

５．引渡し（又は運営開始）予定日の変更 

・上記の損害の範囲と関連する問題として、不可抗力に起因する損害負担とあわせて、引

渡し（又は運営開始）予定日の延期について検討が必要である点に留意が必要である。

対応の選択肢としては、当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、その

引渡し（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提とした損害額（増加
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費用等を含む）を負担の基礎とするというものと、逆に合理的な期間、引渡し（又は運

営開始）予定日を延期した上で、それを前提とした損害額（積極損害のみ）を負担の基

礎とする、というものが考えられる。一定の期日までに施設の運営が開始されることを

重視するならば、前者が選択されることになる。この場合、負担の基礎となる損害額は

相対的に大きくなることが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡

し（又は運営開始）予定日が当初より遅れる以上、当然に「サービス対価」の支払開始

も遅れることになる。従って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者に

よる融資返済に与える影響、ひいては、管理者等の負担に与える影響について留意する

必要がある。 

・上記に関し、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、

運営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せ

ず、維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題について検討を要す

る。前者を選択した場合、維持・管理、運営期間は変わらないが、「サービス対価」の支

払が全体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選定

事業者が失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要する。

（関連：１－５ 事業日程） 

 

６．保険金の不可抗力による損害等の分担額からの控除 

・不可抗力に起因して損害が生じたことにより選定事業者が施設の保全に関する保険の保

険金を受領した場合で、当該保険金の額が選定事業者の負担する損害等の額を超えると

きには、当該超過額は管理者等が負担すべき損害等の金額から控除するものとする（選

定事業者の負担とし、保険金から支払われるようにする）規定を置くことが通例である。 

 

７．条文例 

 

（不可抗力による損害） 

条文例 3.14 乙が本件工事対象施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本件工事対象

施設（建設中の出来形を含む。）に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにそ

の状況を甲に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、

その結果を乙に通知する。 

３ 第１項に規定する損害（乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを

除く。）については、別紙○の負担割合に従い合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。 
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別紙○ 不可抗力による損害等の負担割合 

 

１. 不可抗力による損害の対象 

不可抗力による損害の対象は、以下のとおりとする。 

① 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備業務費及びサービ

ス提供業務費 

② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び事

業者提案又は設計図書の変更等に伴う増加費用 

③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用 

④ 損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費

用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用 

⑤ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う各種契約条件変更及び解除

に伴う増加費用 

⑥ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損害及び出費（経

常費、営業継続費用等。ただし、乙の逸失利益は除く。） 

 

２. 不可抗力による損害の分担 

(1) 設計・施工期間 

設計・施工期間中に不可抗力が生じ、施設整備業務に関して事業者に損害が発生した場

合、合理的な範囲における当該損害に関しては、設計・施工期間中の累計で施設整備業務

費相当額の[ ]分の[ ]に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については甲が

負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金

相当額のうち設計・施工期間中は施設整備業務費等相当額の［ ］分の［ ］を超える部

分を甲の負担部分から控除する。 

(2) 運営期間中 

（略） 

(3) 前２号に定める金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。 
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３－１５ 施設の引渡し（契約ＧＬ：２－４，２－４－１） 

 

１．概要 

・選定事業者が建設工事を施工した施設の管理者等に対する引渡しにかかる事項について

規定される。ＢＴＯ方式の選定事業においては、完工確認通知後に施設の引渡しが行わ

れ、一方、ＢＯＴ方式の選定事業においては、契約期間終了時に施設の引渡しが行われ

る旨規定される。 

・ＢＴＯ方式の選定事業においては、完工確認など施設の状態の確認を経て選定事業者か

ら管理者等に施設が引き渡される際の手続きについて規定される。（関連：４－６ 完工

検査、１０－８ 契約期間終了前の検査） 

 

２．趣旨 

・施設の引渡しに際して、管理者等は、ＰＦＩ事業契約等に従って施設が完成しているこ

と等を確認し、一方、選定事業者は、建設工事に関して瑕疵担保責任等を負う場合を除

き、施設の建設工事の履行義務が完了したことを確認することとなる。 

 

３．施設の引渡しに伴う諸手続き 

・①管理者等から選定事業者に対する施設の完工確認通知を交付し、選定事業者から管理

者等に対する維持・管理、運営業務の開始が可能になった旨の通知を行う。その後、選

定事業者が管理者等に対して竣工図書と施設の引渡しを行ない、その直後から選定事業

者が維持・管理業務及び運営業務を開始することが規定されることが通例である。但し、

施設の完工確認後、引渡し（又は運営開始）予定日までに一定期間を設け、この期間中

に選定事業者が運営業務に必要な職員の確保及びその訓練を実施する規定を置く場合も

ある。 

・引渡しに伴う完工確認又は施設の所有権の移転の時期については、事業日程に具体的か

つ明確に規定される。 

・施設の建設工事の完工及び施設の引渡しに伴う登記手続が必要となる場合には、その手

続き及びこれに要する費用を選定事業者が負担する旨規定される（ＢＯＴ方式の選定事

業についても、契約期間終了前に施設の所有権を管理者等に移転する際、同様に登記に

かかる手続きが必要となる場合には、これに要する費用を負担する旨規定される）。 

 

４．条文例 

 

（１）ＢＴＯ方式の場合の条文例 

（本件新設工事対象施設の引渡手続） 

条文例 3.15.1 乙は、甲から本件新設工事対象施設の竣工確認通知を受領したときは、本
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件工事対象施設の引渡予定日（ただし、甲の本件工事対象施設の竣工確認通知が当初の

引渡予定日より遅延した場合は竣工確認後速やか）に、別紙○に記載する竣工図書とと

もに、本件新設工事対象施設の所有権を甲に移転するものとする。乙は、本件新設工事

対象施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転

するものとする。 

２ 乙は、甲が本件工事対象施設の所有権の保存登記を行う場合には、これに協力する。 

 

（本件改修工事対象施設の引渡手続） 

条文例 3.15.2 乙は、甲から本件改修工事対象施設の竣工確認通知を受領したときは、本

件工事対象施設の引渡予定日（ただし、甲の本件工事対象施設の竣工確認通知が当初の

引渡予定日より遅延した場合は竣工確認後速やか）に、別紙○に記載する竣工図書とと

もに、各本件改修工事対象施設の占有権を甲に移転するものとする。なお、本件工事期

間中に当該建物に附合した動産の所有権に関しては、当該附合時において乙から甲に所

有権が移転するものとする。 

 

（２）ＢＯＴ方式の場合の条文例 

（乙による本施設の原始取得） 

条文例 3.15.3 甲と乙は，甲が第○条第○項の規定により本施設完成確認書を交付したこ

とにより，本施設が完成したものとし，乙が本施設の所有権を原始的に取得することを

確認する。 

２ 乙は，自らの費用負担において，本施設の所有権保存の登記と同時に，甲への所有権

移転の仮登記を行うものとし，その手続について甲に協力しなければならない。 

３ 前項の仮登記は，他のいかなる担保権設定の登記より優先する順位保全効を持つもの

とする。 
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３－１６ 引渡し（又は運営開始）の遅延（契約ＧＬ：２－４－２） 

 

１．概要 

・施設の引渡し（又は運営開始）が、管理者等の責めに帰すべき事由により遅延する場合、

又は、選定事業者の責に帰すべき事由により遅延する場合、引渡し（又は運営開始）予

定日の変更の有無や、管理者等と選定事業者の間での帰責事由等に応じた損害の負担に

ついて規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業者から管理者等への施設の引渡し（又は運営開始）の期日が遅延した場合、当

該遅延を原因として一定の損害が発生することが考えられる。このため、管理者等と選

定事業者は、ＰＦＩ事業契約において、このリスクが顕在化した場合の損害の負担を含

む措置について、できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確に規定する必要がある。

そこで、ＰＦＩ事業契約で定められた引渡し（又は運営開始）予定日から、施設の引渡

し（又は運営開始）が遅延した場合の損害の負担等について、帰責事由に応じた負担が

定められる。なお、施設の引渡し（又は運営開始）の遅延は、工期の変更と密接に関連

している。（関連：３－１２ 工期の変更） 

・ここで引渡し（又は運営開始）の遅延に伴う直接的な損害と、個々の遅延の原因（設計

変更や工期の変更等）に応じて発生した増加費用（設計費用、建設費用、将来の維持・

管理、運営にかかる費用及び金融費用（追加の資金調達に要する金利負担等の各種費用）

など）とはＰＦＩ事業契約の規定上区別する必要があることに注意を要する。すなわち、

引渡し（又は運営開始）の遅延に伴う損害とは、遅延自体を原因とする損害であり、具

体的には遅延している期間、管理者等が代替施設を利用した場合の費用といった遅延し

ている期間、公共サービスが提供されないことによる損害等である。他方、個々の遅延

の原因に応じて発生した増加費用は、あくまでその遅延の原因に伴う費用であり、引渡

し（又は運営開始）の遅延とは直接の関係を持たない。逆に言えば、実際に引渡し（又

は運営開始）が遅延したかにかかわらず、設計変更や工期の変更により、増加費用は常

に発生し得る。従って、これらの増加費用はあくまで、遅延の原因となりうる事項に関

する規定で規律される問題であり、引渡し（又は運営開始）の遅延に関する規定は、あ

くまで当該遅延による直接的な損害の問題として区別しなければならない。 

 

３．関係法令の規定 

・会計法令等においては、契約担当官等は、履行の遅滞における違約金について、契約の

適正を期する観点から、契約書に明記するものとされており（予決令第１００条第１項

第４号及び支払遅延防止法第４条第３号）、ＰＦＩ事業契約において管理者等は、施設の

引渡し（又は運営開始）の遅延における違約金等について規定することが求められてい
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る。 

 

４．遅延防止努力義務 

・施設の引渡しの遅延、又は維持・管理業務及び運営業務の開始の遅延のおそれを選定事

業者が認知した時点において、引渡し（又は運営開始）予定日の一定期間前までに、選

定事業者が遅延の原因及び対応計画を通知し、遅延の発生を回避する又は軽減するため

の措置を講ずる義務を負う旨規定される。 

 

５．選定事業者の帰責事由による引渡し（又は運営開始）の遅延 

・選定事業者の責めに帰すべき事由により管理者等への施設の引渡しが遅延し、または施

設の運営開始が遅延した場合などには、選定事業者は当該遅延に伴い管理者等に発生し

た損害額に相当する額を負担することとなる。公共サービスの提供を予定通りの時期に

開始できないという管理者等の損害の発生及びその額を証明することが困難である一方、

選定事業者に対し引渡し（又は運営開始）日の遵守を経済的動機付ける必要性から、選

定事業者が管理者等に対し、引渡し（又は運営開始）予定日から実際の引渡し（又は運

営開始）日までの遅延日数に応じ、建設工事費（又は未完成部分の建設工事費）に相当

する額に一定比率を乗じた額を違約金として支払う旨規定し、損害賠償額の予定とする

ことが通例である。なお、違約金を超える損害が管理者等に生じたときは、選定事業者

はその超過額をも支払う旨規定することも考えられる。 

 

６．管理者等の帰責事由による引渡し（又は運営開始）の遅延 

・設計の変更（２－３）、工期の変更（３－１２）、法令変更（第 12 章）及び不可抗力（第

13 章）に関連して記したとおり、管理者等の帰責事由により引渡し（又は運営開始）の

遅延の原因となり得る事態が発生した場合、管理者等は、引渡し（又は運営開始）予定

日（延期された場合も含み）までに施設を完成させるために要する費用を負担すること

を前提としている以上、その増加費用を負担する限り、その負担後の引渡し（又は運営

開始）の遅延は、選定事業者の帰責事由による場合以外考えられないということになる。

但し、管理者等による増加費用の負担をもってしても引渡し（又は運営開始）の遅延を

回避できない場合については、管理者等の責めに帰すべき事由により管理者等への施設

の引渡し（又は運営開始）が遅延したものとして、選定事業者が負担した増加費用及び

損害を合理的な範囲で賠償することが規定される。 

・管理者等の帰責事由による引渡し（又は運営開始）の遅延自体を原因とした選定事業者

の合理的な増加費用及び損害としては、引渡し（又は運営開始）の遅延があっても運営

期間が延長されない場合には、それにより支払われなくなった「サービス対価」、あるい

は、引渡し（又は運営開始）の遅延による「サービス対価」の支払開始の遅延の結果、

選定事業者の融資返済に支障が生じた場合に関連する金融費用等が考えられる。なお、
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個別の実損害の賠償という扱いではなく、引渡し（又は運営開始）予定日から実際の引

渡し（又は運営開始）日までの遅延日数に応じた額の違約金の支払いを定め、損害賠償

額の予定とする場合もある。 

 

７．条文例 

 

（引渡し等の遅延） 

条文例 3.16 乙は、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、本件工事対

象施設の引渡予定日の［ ］日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知

しなければならない。ただし、条文例 4.6.2 第５項による修補を行うため遅延が見込ま

れる場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項に規定する対応計画において、本件工事対象施設の可及的速やかな引渡し

に向けての対策及び想定される運営期間の開始までの予定を明らかにしなければならな

い。 

３ 甲の責めに帰すべき事由、又は甲が本事業の入札手続において提供した本件土地、本

件工事対象施設に関する資料において明示されていない本件土地又は本件工事対象施設

の瑕疵に起因して、本件工事対象施設の引渡しが遅延する場合、甲は、当該遅延への対

応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。 

４ 乙の責めに帰すべき事由によって、本件工事対象施設の引渡しが遅延する場合、乙は、

当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、本件工事対象施設の引渡予定日から実

際に本件工事対象施設の引渡しを受けた日までの日数に応じ、施設整備業務費（支払利

息相当額を除き、消費税及び地方消費税相当額を含む金○円。）に年［ ］％の割合で計

算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。［この場合において、甲は、当

該違約金を超える損害があるときは、その損害額を乙に請求することができる。］ 

５ 法令変更又は不可抗力によって、本件工事対象施設の引渡しが遅延する場合は、［法令

変更の章を挿入］又は[不可抗力の章を挿入]の規定による。 
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３－１７ 施設の瑕疵担保（契約ＧＬ：２－４－３） 

 

１．概要 

・選定事業者により管理者等に引き渡された施設等目的物に瑕疵があった場合、管理者等

は、相当の期間を定めて、選定事業者に対して施設の瑕疵の修補を求め、又は修補に代

え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる旨規定される。 

 

２．会計法令の規定 

・予決令上、瑕疵担保責任について、契約の性質又は目的に応じ、契約書に明記するもの

と規定されており（予決令第１００条第１項第６号）、ＰＦＩ事業契約において、選定事

業の用に供する施設に関する瑕疵担保責任について、必要に応じ規定される。 

 

３．関係法令の規定 

・民法上、請負人の瑕疵担保責任の存続期間は目的物の引渡しの時から１年とされており

（民法第６３７条第１項）、目的物が土地の工作物である場合には、工作物又は地盤の瑕

疵につき、普通の工作物については５年、石造、土造、煉瓦造又は金属造の工作物につ

いては１０年とされている（民法第６３８条第１項）。但し、請負人の瑕疵担保責任の存

続期間は、普通の時効期間内に限り特約により伸張できる旨規定されている（民法第６

３９条）。なお、住宅を新築する建設工事の請負契約の場合、住宅の構造耐力上主要な部

分等基本構造部分に係る瑕疵については、民法第６３８条第１項の特例として瑕疵担保

責任の存続期間を一律１０年としている（住宅の品質確保の促進等に関する法律第９４

条第１項）9。 

・瑕疵担保については、選定事業に建設工事の一部又は全部が含まれる場合に「工事目的

物の瑕疵」が建設工事に係るリスクとして想定されるため、「選定事業の事業期間中に公

共施設等の所有権が公共施設等の管理者等に移転する場合等においては、公共施設等の

瑕疵が維持管理・運営の段階に影響を与える場合があることから、選定事業者への瑕疵

の修補、損害賠償の請求期間を定めるとともに、当該瑕疵の修補に要する期間に応じた

措置をあらかじめ検討し、協定等に規定しておくことが望ましい。」とされている（リス

クガイドライン二３（１）（参考）③）。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、瑕疵担保責任の存続期間は、原則として、木

造の建物等の建設工事の場合には引渡しから１年間、コンクリート造等の建物等又は土

木工作物等の建設工事の場合には２年間とし、但しその瑕疵が請負者の故意又は重大な

過失による場合にはたとえば１０年間としている（公共工事標準請負契約約款第４４条）。  

                                                  
9 また、平成２１年度 10 月 1 日以降に請負業者から発注者に引き渡す新築住宅については、住

宅品質確保法で定められた瑕疵担保責任を履行するため、請負業者に保険加入又は供託による

資力の確保が義務付けされている。（特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第 3
条） 
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４．瑕疵担保責任の内容 

・選定事業者により引き渡された施設等目的物に瑕疵があった場合、管理者等は、相当の

期間を定めて、選定事業者に対して施設の瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは

修補とともに損害の賠償を求めることができる旨規定される。選定事業者の負担能力を

考慮して、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときには、管理

者等は選定事業者に対して施設の瑕疵の修補を求めない旨規定することも考えられる。 

 

５．瑕疵担保権の行使期間 

・ＢＴＯ方式の場合、施設がＰＦＩ事業契約等に従って施工されない場合に備えて、選定

事業者に瑕疵担保責任を負わせることが通例である。瑕疵担保権の行使期間は施設の引

渡しの日あるいは完工確認書交付の日から１０年、５年、２年等とされることが通例で

ある。 

・一方、ＢＯＴ方式の場合、施設の所有権が移転する選定事業終了時以降の選定事業者が

負う瑕疵担保責任の規定は、施設の瑕疵と維持・管理業務の不完全履行又は経年劣化と

を明確に区分することが難しいことから、その適正な適用が困難な場合が多い。これを

反映して瑕疵担保権の行使期間は９０日、１８０日、１年等とされることが通例である。 

・なお、ＢＯＴ方式の場合、この瑕疵担保権の行使期間と関連して、施設の所有権移転後

一定期間が経過するまで、選定事業者は解散してはならない旨規定することも考えられ

る。 

 

６．瑕疵担保債務の履行保証 

・選定事業者が、建設企業をして、本瑕疵担保債務を履行する旨を定めた保証書を管理者

等に提出させる義務を負うことを規定することも考えられる。 

 

７．条文例 

 

（１）ＢＴＯ方式の場合の条文例 

（瑕疵担保） 

条文例 3.17 甲は、本件工事対象施設（本件工事改修施設については、乙による本件改修

工事部分に限る。以下本条において同じ。）に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間

を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を

請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要

するときは、甲は修補を請求することができない。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、［条文例 3.15.1 及び条文例

3.15.1］の規定による引渡しを受けた日から［ ］年以内に、これを行わなければなら
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ない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を

行うことのできる期間は、［ ］年とする。 

３ 甲は、本件工事対象施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規

定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の

請求をすることはできない。ただし、乙が当該瑕疵のあることを知っていたときは、こ

の限りではない。 

４ 甲は、本件工事対象施設が第１項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第２項に定

める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から［ ］月以内に第１項の権利を行使し

なければならない。 

５ 乙は、本条の乙の債務を保証する保証書を建設協力企業から徴求し、本件工事対象施

の引渡しのときまでに甲に差し入れる。保証書の様式は、別紙○に定める様式による。 

 

（２）ＢＯＴ方式の場合の条文例 

（本施設の瑕疵担保） 

条文例 3.17-2 (BOT 方式の場合) 甲は，本施設に瑕疵があるときは，乙に対し，甲が本

施設の所有権を取得した日から［ ］日以内に限り，相当の期間を定めて，当該瑕疵の

修補（備品にあっては交換とする。）を請求し，又は修補に代えて，若しくは修補と共に

損害の賠償を請求することができる。ただし，乙が悪意である場合，当該瑕疵が乙の故

意又は重大な過失により生じた場合，又は住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

11 年法律第 81 号）第 87 条第１項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入

を防止する部分について生じた場合（構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除

く。）には，当該請求を行うことのできる期間は，［ ］年間とする。 

２ 甲は，本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは，前項に規定する期間内で

あって，甲がその滅失又は毀損を知った日から[ ]日以内に前項の権利を行使しなけれ

ばならない。 
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第４章 建設モニタリング 

 

４－１ 建設モニタリングの構成（新設） 

 

１．問題状況 

・設計・施工段階のモニタリング（いわゆる建設モニタリング）については、実際にＰＦ

Ｉ施設において事故が起きた教訓を踏まえ、安全性や環境への配慮等の観点から、その

重要性が指摘されている。 

・また、ＢＴＯ方式については、完工検査において瑕疵が発見される事例もある。 

 

２．基本的な考え方 

・ＰＦＩにおいては、設計・施工・維持管理・運営は、選定事業者により行われるもので

あり、第一に選定事業者によるセルフモニタリングによって対応する枠組みとする必要

がある。 

・ただし、管理者等の技術的ノウハウの活用や、重要な部分については管理者等自らがモ

ニタリングを行うことによりモニタリングの実効性を高めることが考えられる。 

・なお、建設モニタリング実施の結果、ＰＦＩの対象である施設自体に業務要求水準未達

部分の存在することが判明した場合、管理者等は選定事業者に対し当該箇所の修補を求

め、業務要求水準を満たした状態でのＰＦＩ施設の引渡を求めることになる。業務要求

水準を満たした施設をＰＦＩ事業契約上の引渡期日（猶予期間がある場合には猶予期間

の満了日）までに引渡しが完了した場合、施設整備費は減額されない。 

 

３．具体的な規定の内容 

・設計・施工段階のモニタリングは、以下から構成されるものとし、事業の性質や設計・

施工業務の難易度等を踏まえて必要に応じて規定する。 

 

(1)設計段階 

・選定事業者はセルフモニタリングの一環として必要な確認を行う。管理者等も、設計

図書が業務要求水準に合致しているかどうかについて確認する（２－２ 施設の設計、

設計図書の提出参照） 

・この際、過去の教訓等を踏まえ、専門職員や外部専門家等の助言・支援を受けるなど、

必要に応じて設計内容を評価できる体制を整えることが必要である。 

 

(2)施工段階 

①工事監理：選定事業者は工事監理者を定める（４－２ 工事監理者の設置参照）。 
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②セルフモニタリング：選定事業者は、施工会社による建設業務や工事監理者による工

事監理業務につき、セルフモニタリングを行い、的確に実施されているかどうかを確

認する（４－３ 選定事業者によるセルフモニタリング参照）。 

③管理者等によるモニタリング：ＰＦＩではセルフモニタリングが基本となるものの、

管理者等が特に重要と考える点については、管理者等自らモニタリングを行うべきで

ある（４－４ 管理者等によるモニタリング参照）。また、事業の性質に応じて、中間

確認等の検査を行うことも考えられる（４－５ 中間確認）。 

④完工検査：管理者等は、選定事業者による完工検査の後、施設が業務要求水準等を満

たしていることを確認するための検査を実施する（４－６ 完工検査）。 

 

図表：建設モニタリングの全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事監理は、設計会社が行う場合（上記の図の実線）と、設計会社とは別の会社が行う

場合（上記の図の点線）がある。 

 

３．留意点 

・上述した仕組みを機能させるにあたり、管理者等、民間事業者、建設会社、設計会社、

工事管理会社等の関係者が一同に会する場を設置することも考えられる。 

・設計段階・施工段階、運営段階を問わず、モニタリングに必要となる費用の負担者につ

いては、明確に規定しておく必要がある。 

・専門的な知識を有する第三者を活用することも考慮すべきである。 

管理者等

選定事業者

設計会社 施工会社工事監理

工事監理計画書等の提出 特に重要な事項は
中間確認等により
直接モニタリング

セルフモニタリングセルフモニタリング

設計図書の確認

施工段階のモニタリング設計段階のモニタリング

（工事監理会社）
（工

事監理）
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※本章の内容は、ＰＦＩ事業契約書では別紙に詳細に規定されるべき部分であり、また案

件による差も大きく、現段階で標準的な条項例を示すことは困難である。本章で紹介する

条文は、一部の条項の紹介に止まる。 

 

【建設モニタリングに関する実務上のポイント】 

建設モニタリングについても、選定事業者によるセルフモニタリングの明確化や、重要

な点について管理者等が直接関与することで、質を確保することが必要である。 
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４－２ 工事監理者の設置（契約ＧＬ２－２－６） 

 

１．基本的な考え方 

・建築基準法に定める建築物の工事にあたっては、選定事業者が工事監理者を定める必要

がある。 

・工事監理者は、「設計図書どおりに施工されているかどうかを確認する」ため、工事監理

業務が適正に実施されることが重要である。このため、管理者等が発注する公共工事に

おいて工事監理業務を委託する場合の各種規定等から必要な手続きや規定等を抽出し、

業務要求水準等で明確に提示することが必要である。 

 

２．具体的な規定の内容 

・選定事業者は、建設工事の着工前に工事監理者を設置することとともに、設置後速やか

にその名称を管理者等に宛て通知する。また、工事監理者の設置にあたり、管理者等の

承認を必要とすることも考えられる。 

 

３．工事監理者の監理報告 

・選定事業者が、工事監理者をして、管理者等に対する定期的な報告を行わせる義務を負

うこと、又は、施工状況把握のため、必要に応じ、管理者等が工事監理者からの報告を

求めることができるとすることも考えられる。 

 

４．建築基準法等の規定（参考） 

・建築士法において、工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、

それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することと規定されている（建

築士法第２条第６項）。 

・建築基準法において、建築主は建築士法第３条から第３条の３までに規定する建築物の

工事をする場合には、それぞれ建築士法第３条第 1 項、第３条の２第１項若しくは第３

条の３第 1 項に規定する建築士又は同法第３条の２第３項の規定に基づく条例に規定す

る建築士である工事監理者を定めなければならないと規定されている（建築基準法第５

条の４第４項、建築士法第３条から第３条の３）。 

・したがって、ＰＦＩ事業においても建設基準法に定める建築物の工事を実施する場合に

は、建築主である選定事業者は当該建設工事の工事監理者を定める必要がある。 

 

５．条文例 

 

（工事監理業務の実施） 

条文例 4.2.1 乙は、工事監理協力企業をして、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に
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従って、本件工事に係る工事監理業務を実施せしめる。 

 

（工事監理業務の第三者による実施） 

条文例 4.2.2 乙は、工事監理協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得

ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでは

ない。 

２ 乙は、工事監理協力企業が第三者に工事監理業務の全部又は主たる部分を委託し又は

請け負わせないようにしなければならない。 

３ 工事監理業務実施に関する工事監理協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任

において行うものとし、工事監理協力企業その他工事監理業務の実施に関して乙又は工

事監理協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰

すべき事由とみなして、乙が責任を負う。 

 

（工事監理者） 

条文例 4.2.3 乙は、工事監理協力企業をして、本件工事着工前に、業務要求水準書及び事

業者提案に従い、建築基準法第５条の４第２項に定める工事監理者を設置させるものと

し、設置後速やかに甲に対して工事監理者の氏名、その者の所属する企業名、保有する

資格その他必要な事項を通知する。なお、工事監理業務と建設業務を同一の企業が実施

することはできない。 

２ 乙は、施工期間中、第１項に基づき通知した工事監理者を変更できないものとする。

ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面

による承諾を得た場合はこの限りではない。 

３ 甲は、第１項の規定により通知がなされた工事監理者の変更を希望するときは、その

理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、工事監理者の変

更に関し協議を行う。 

４ 乙は前項に基づき設置した工事監理者をして、設計図書に従って工事監理業務を行わ

せるものとする。 

５ 乙は、工事監理者をして、乙を通じ毎月１回以上、工事監理の状況を甲に報告させる。 

６ 乙は、工事監理者をして、乙を通じ適宜日報、月報、四半期報告書、年度報告書、各

種検査報告書等の必要書類を甲に提出させる。 

７ 乙は、工事監理者をして、定期的に、甲による工事監理状況の確認を受けさせる。 

８ 乙は、前３項に加え、甲が要請したときは、工事監理者をして、本件工事の事前説明

及び事後報告並びに本件工事現場での施工状況を速やかに報告させ、甲による確認を受

けさせるものとする。 

９ 乙は、工事監理者が前５項の行為を行う上で必要となる協力を行う。 
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４－３ 選定事業者によるセルフモニタリング（新設） 

 

１．基本的な考え方 

・民間事業者は、施工会社による建設業務や工事監理者による工事監理業務につき、セル

フモニタリングを行い、的確に実施されているかどうかを確認する。 

・管理者等は、入札段階でどのような基準を用いるべきか等について、入札段階で管理者

等の意図を示すことなどにより、実効的なモニタリングの仕組みを構築することが適切

である。 

 

セルフモニタリングに用いられる基準：管理者等の技術的ノウハウを反映させること

によりセルフモニタリングをより効果的なものとするため、入札段階で管理者等の意

図を示し、これに合わせてセルフモニタリングの方法を提案させ、それを実施するこ

とにより効果的なものとすることが考えられる。具体的には、設計・施工モニタリン

グの視点をより明確に伝達するため、設計業務・工事監理業務・建設業務のモニタリ

ングの手続きや特に重点的に工事監理を行う必要がある工種・工程等を業務要求水準

書で示した上で、事業者選定において工事監理計画書の概要の提案等の提出を求める

こととすることが考えられる。 

 

２．留意点 

・選定事業者が行う施工モニタリングについては、施工会社の影響下に行われるとなると実効

性は確保されない可能性がある。したがって、施工会社から独立して施工を管理する責任者

を確保し、施工会社から一定程度の独立性を確保した上でモニタリングを行うことも考えら

れる10。さらに、より独立性を高くするため、施工モニタリングを行う者について設計会社か

らの独立性も要求すべきとの考え方もあるが、これが必要かは事業の規模や設計会社・建設

会社の関係など様々な事情にも影響されると考えられ、今後更に検討を要する。 

・ＩＳＯ9000 に従った管理を施工者に行わせることによって、工事監理業務の負担を減ら

す方法もある。 

 

                                                  
10 例えば英国で行われている慣行も踏まえ、管理者等、選定事業者、工事監理会社の三者間契

約とし、費用は選定事業者が最終的な責任を担うが、管理者等が工事監理会社を管理すると

いうスキームも考えられる。工事監理会社に対する支払行為を利害関係者となる設計会社や

選定事業者とせず、管理者等とする、あるいは管理者の変わりに融資金融機関が選定事業者

の費用負担でこの任を担う等も考えられる（資金の流れと契約上の作業命令権が利害関係者

に集中していれば、いかなる独立性も保持できないことから、これを切り離す）。 
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４－４ 管理者等によるモニタリング（契約ＧＬ２－３、２－３－１） 

 

１．基本的な考え方 

・ＰＦＩの場合は、セルフモニタリングが基本となるものの、管理者等が特に重要と考え

る点については、管理者等自らモニタリングを行うべきである。 

・管理者等は、選定事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、適

正な公共サービスの提供を担保するため、選定事業者から、定期的に協定等の義務履行に

係る事業の実施状況報告の提出を求めることができる（基本方針三２（３）（ロ））。 

・管理者等によるモニタリングの対象としては、以下のものが考えられるが、以下のうち

どれを対象とするか、あるいはその他の内容も含めるかについては、事案の性質に応じ

て決定すべきである。 

・完工後の瑕疵発見が困難かつ重要な事項（躯体状況等）等  

・瑕疵があった場合の出戻りの影響が大きい事項（重要な機械設備の出荷検査等） 

・施設の安全性に直接関わる事項（天井の振れ止め等） 

・地域の環境保全に大きな影響を与える事項（アスベストを含む旧施設の解体等） 

・特に契約書等で明示されたもの以外でも、管理者等が必要と判断した場合には、建設現

場において自ら立会いの上確認する等、モニタリングを行うことができる旨契約書に規

定することが望ましい11。ただし、選定事業者の費用に影響する事項（例えば破壊検査につ

いて選定事業者の費用負担で実施する等）はＰＦＩ事業契約で定めておくことが必要である。 

 

２．具体的な規定の内容 

・管理者等が直接行うモニタリングの対象、具体的な工種・工程等を予め例示しておくこ

とが望ましい。 

・①管理者等は、施設の建設工事の施工状況等について、事前に通知し（又は通知せずに）

選定事業者又は建設企業に対し説明を求めることや、建設現場において建設工事の施工

状況を自ら立会いの上確認することができること、②選定事業者からの説明又は管理者

等の確認の結果、施設の建設工事の施工状況が設計図書等を逸脱していることが判明し

た場合、管理者等は、選定事業者に対してその是正を求め、選定事業者は、これに従う

ものとすること、③選定事業者は、施設の建設工事の施工の進捗状況に関し適宜管理者

等に対して報告を行うこと、④管理者等は、選定事業者の説明、若しくは管理者等の確

認の実施又は選定事業者からの報告の受領を理由として、施設の建設工事の施工につい

て何らの責任を負担するものではないことなどが規定される。 

 

３．関係法令の規定 

・会計法令においては、契約内容の適正な実現を期するため、「契約担当官等は、工事又は

                                                  
11 英国 SoPC4 においても、類似の規定がある。 
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製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、

自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければな

らない」と規定しており（会計法第２９条の１１第２項）12 、また、監督の円滑な実施

を期するため、契約の相手方の協力を得るようにしておくことが必要であることから、

監督について、契約の性質又は目的に応じ、契約書に明記するものと規定されている（予

決令第１００条第１項第３号及び契約事務取扱規則第１３条）。 

・また、監督の実施方法について、会計法令において、監督職員は、必要があるときは、

仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又

は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならないとし、ま

た、監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履

行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、

契約の相手方に必要な指示をするとしている（予決令第１０１条の３及び契約事務取扱

規則第１８条第１項及び第２項）13 。なお、従来型の公共工事の請負契約においては、

監督員は設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の

試験若しくは検査等を行うことができるものと規定されている（公共工事標準請負契約

約款第９条第２項）。 

・ＰＦＩ事業契約は、契約内容の実現により公共施設等の整備等を図る契約であることか

ら、上記会計法令の趣旨に準じて、管理者等は、ＰＦＩ事業契約に基づく債務の履行を

確保するため必要な措置として、施設の建設工事の施工状況等について、実施設計に従

い建設工事が施工されていることを確認するため選定事業者又は建設企業に対し説明を

求めることや、建設現場において建設工事の施工状況を自ら立会いの上確認することが

できることなどと規定される。 

 

４．留意点 

・管理者等によるモニタリングが過剰であると、コストの増加を招き、逆に VFM が減少し

てしまうことにも留意すべきである。 

 

５．条文例 

 

（甲の説明要求等） 

条文例 4.4.3 甲は、本件工事が本契約、業務要求水準書、事業者提案、設計図書（甲と乙

の打ち合わせの結果を含む。以下同じ。）及び施工計画書に従い実施されていることを確

認するために、本件工事の状況及び品質管理について、乙に事前に通知したうえで、乙

又は建設協力企業に対して説明を求め、確認することができる。この場合において、本
                                                  
12 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条の２において、同様の規定がある。 
13 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法施行令第１６７条の１５において、監督又は検査の

方法について規定されている。 
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件工事の現場において実施状況を確認するときは、乙及び建設協力企業が立ち会うもの

とする。 

２ 乙は、前項に規定する説明及び確認の実施について、甲に対して可能な限りの協力を

行うとともに、建設協力企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わ

せるものとする。 

３ 前２項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の状況及び品質管理が本契約、業務

要求水準書、事業者提案、設計図書若しくは施工計画書に従っていない、又は本契約、

業務要求水準書、事業者提案、設計図書若しくは施工計画書に規定する水準又は使用を

満たさないと甲が判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、

これに従わなければならない。 

４ 甲は乙から施工体制台帳（建設業法第 24 条の７に規定する施工体制台帳をいう。）及

び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。 
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４－５ 中間確認（新設） 

 

１．概要 

・管理者等は、建設が適切に行われていることを確認するため中間確認を行うことができ

ること、また、必要と判断した場合に出来形部分を最小限度破壊して検査することがで

きることが規定される。 

 

２．趣旨 

・管理者等の選定事業者に対する関与を必要最小限にする観点から、管理者等による建設

モニタリングは完工検査のみで十分と考えもあった。しかし、完工検査の段階で施工段

階の瑕疵が発見され、工事がやり直しとなった場合、多額の費用を要することに加え、

選定事業者にとっては事業契約に定められた事業日程を履行できず事業に悪影響が生じ、

また管理者等にとっても、事業スケジュールが遵守できないという問題が発生する。特

に建築物の内部の施工状況は、中間確認における破壊検査を実施しなければ発見するこ

とが難しく、完工検査のみでは不十分であると考えられる。このため、工事対象物の規

模や難易度も考慮しつつ、中間確認の規定を活用することが考えられる。 

 

３．公共工事標準請負契約約款上の規定 

・監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合

において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度破壊して検査す

ることができると規定されている。また、この場合の破壊検査に係る費用及び復旧にか

かる費用は請負人が負担するものとされている。 

 

４．条文例 

 

（中間確認） 

条文例 4.5 甲は、第○条に定める［   ］において、乙と協議により時期を定め、主要

な工程に係る工事の終了時に、書面によるほか実地における中間確認を実施することが

できる。 

２ 甲、中間確認を実施することとされているにもかかわらず、中間確認を受けることな

く次の工程の施工がされた場合、又は工事の施工部分が業務要求水準若しくは設計図書

に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められると

きは、その理由を乙に通知し、当該施工部分を最小限度破壊して、確認することができ

る。 

３ 中間確認の結果、工事の施工部分が業務要求水準又は設計図書に適合しないと認めら

れる場合は、甲は乙に対して是正を求めることができる。 
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４ 甲は、中間確認の実施を理由とする本件施設の建設の全部又は一部についての責任を

一切負わない。 

５ 乙は、第 2 項の確認及び復旧に直接要する費用又は第 3 項の是正に要する費用を負担

しなければならない。 

 

（中間確認） 

条文例 4.5-2 甲は、本件工事対象施設が本契約、業務要求水準書、入札説明書等、事業者

提案、設計図書及び施工計画書に従い建設されていることを確認するために、施工期間

中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。この場合において、必要が

あると認められるときは、甲は、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊

して確認することができる。 

２ 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 甲は、第１項の中間確認の結果、本件工事の状況が本契約、業務要求水準書、事業者

提案、設計図書若しくは施工計画書に従っていない、又は本契約、業務要求水準書、事

業者提案、設計図書若しくは施工計画書に規定する水準又は使用を満たさないと判断し

た場合、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。 
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４－６ 完工検査（契約ＧＬ：２－３－２） 

 

１．概要 

・選定事業者及び管理者等がそれぞれ行う施設の完工検査の方法及びその効果について規

定される。 

 

２．趣旨 

・管理者等の選定事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、適正

な公共サービスの提供を担保する（基本方針三２（３））ため、選定事業者及び管理者等

の行う完工検査について規定される。 

 

３．完工検査の方法 

（選定事業者が行う完工検査） 

・施設の建設工事にあたっては、選定事業者が発注者として建設企業と工事請負契約を締

結し、また当該工事請負契約に基づき施設の完工について検査を行い、建設企業から施

設の引渡しを受ける。このように、選定事業者は、自己が行う完工検査を経た後、ＰＦ

Ｉ事業契約に基づき管理者等へ施設を引き渡すことから、選定事業者が行う完工検査は、

ＰＦＩ事業契約の適正な履行のために必要な検査といえる。そこで、ＰＦＩ事業契約に

おいて、選定事業者が、自己の費用と責任において、施設の完工検査を行うものとし、

管理者等に対して検査の結果を報告する旨規定される。 

・建設業法において、建設工事の請負契約の当事者は、契約の内容となる一定の重要な事

項として、工事の完成を確認するための検査の時期及び方法を請負契約書に記載するこ

とと規定している（建設業法第１９条第１項第１０号）。したがって、選定事業者と建設

企業の間において締結される施設の建設工事の請負契約において、施設の工事完成検査

が行われることが規定される。なお、選定事業者が建築基準法上の建築主であり、かつ

施設が建築基準法第６条第１項第１号から第３号までに掲げる建築物である場合、工事

完成検査の前に、選定事業者は建築基準法第７条に基づき施設の完了検査を受ける必要

がある。 

・そこで、選定事業者と建設企業の間において締結される施設の建設工事の請負契約に基

づいて選定事業者が行う施設の完工検査を、選定事業者が自らの責任と費用において実

施し、完工検査を完了した旨を管理者等に通知することがＰＦＩ事業契約において規定

される。 

 

（管理者等が行う完工検査） 

・管理者等は、選定事業者から上記の検査の報告を受けた日から一定期間以内に、施設が

ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い業務要求水準の内容を満たし
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ていることを確認するための検査を速やかに実施し、検査の結果、施設がＰＦＩ事業契

約、入札説明書等及び入札参加者提案に従っていることが確認できたときは、管理者等

は速やかに選定事業者に対して完工確認書を交付することが規定される。また、施設が

ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従っていないことが判明した場合、

管理者等は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、選定事業者に対して期間を定め

てその是正を求めることができ、選定事業者はこれに従うものとすることが規定される。 

・会計法令においては、契約において定めた目的物を債務者である相手方が給付する場合、

その給付が契約の内容に適合したものであるか否かを確認するため、「契約担当官等は、

（中略）自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認のため必要な検査をし

なければならない」と規定しており（会計法第２９条の１１第２項）14、また、検査の円

滑な実施を期するため、契約の相手方の協力を得るようにしておくことが必要であるこ

とから、検査について、契約の性質又は目的に応じ、契約書に明記するものと規定され

ている（予決令第１００条第１項第３号及び契約事務取扱規則第１３条）。同様に、支払

遅延防止法において、「契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期」が政府契約の

必要的内容事項の一つと規定されている（支払遅延防止法第４条）。ＰＦＩ事業において

も、管理者等は、ＰＦＩ事業契約に基づく給付の完了の確認をするために必要な検査と

して施設の完工検査を行う必要があり、その旨ＰＦＩ事業契約において規定される。 

・検査の方法については、会計法令において、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類

に基づいて行うこと（予決令第１０１条の４）15としている。そして、契約事務取扱規則

第２０条は、検査職員は、給付の完了の確認に付き、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなわなければならないとして

いる（同条第１項）。検査の時期及び効果について、支払遅延防止法において、国が相手

方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については１４日以内の日としなけ

ればならないと規定し（支払遅延防止法第５条第１項）、国が相手方のなした給付を検査

しその給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又は不当であることを発見したときは、

国は、その是正又は改善を求めることができると規定している（支払遅延防止法第５条

第２項）。なお、従来型の公共工事の請負契約においては、請負者は、工事が完成したと

きは、発注者に通知するものとし、発注者は、通知を受けた日から１４日以内に完成検

査をし、検査結果を請負者に通知しなければならず、検査に合格しているときは、工事

目的物の引渡しを受けなければならないとしており、請負者は、完成検査に合格しない

ときは、不合格部分を修補して再検査を受けならず、検査又は復旧に直接要する費用は、

請負者の負担としている（公共工事標準請負契約約款第３１条）。 

・ＰＦＩ事業においては、管理者等は選定事業者から施設が完成した旨の通知を受けた日

から一定期間以内に、ＰＦＩ事業契約、ＰＦＩ事業契約の関係書類である入札説明書等

                                                  
14 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条の２において、同様の規定がある。 
15 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法施行令第１６７条の１５第２項において、同様の規

定がある。 
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及び入札参加者提案に基づき完工検査を行い、検査結果を選定事業者に対して通知する

こと、及び、完工検査の結果、施設がＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提

案に従っていないことが判明した場合、管理者等は、判明した事項の具体的内容を明ら

かにし、選定事業者に対してその是正を求めることできる旨規定される。  

 

４．選定事業者による完工検査への管理者等の立会い 

・選定事業者は、完工検査を行う旨について一定期間前に管理者等に通知するものとする

ことが規定される。 

・管理者等は、選定事業者が行う完工検査への立会いを求めることができる旨規定される

ことが通例である。但し、管理者等は、かかる立会いを理由として、何らの責任を負担

するものではないものとする旨規定される。 

 

５．管理者等が行う完工検査への選定事業者等の立会い 

・管理者等が行う完工検査を円滑に実施するため、選定事業者は管理者等が行う完工検査

に立ち会うものとすることが規定される。また、工事監理者が、管理者等が行う完工検

査に立ち会うものとすることが規定されることも考えられる。 

 

６．完工確認書交付による責任 

・管理者等は、完工確認書の交付を行ったことを理由として、施設の建設、維持・管理、

運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではないものとすることが規定

される。 

 

７．完工確認書の交付 

・管理者等の選定事業者に対する完工確認書の交付は、選定事業者から管理者等への施設

の引渡し（又は運営開始）を行うにあたっての主要な要件であることから、かかる完工

確認書の交付条件（提出書類の様式を含む。）について具体的かつ明確に規定する必要が

ある。 

 

８．条文例 

 

（乙による本件対象施設の竣工検査） 

条文例 4.6.1 乙は、本件工事対象施設が竣工した後速やかに、自己の責任及び費用負担に

おいて、本件工事対象施設の竣工検査を行うものとする。 

２ 甲は、前項に規定する竣工検査への立会いを求めることができる。 

３ 乙は、竣工検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず、甲に対して、竣工検査の

結果に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えたもの（以下「建設業務完
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了報告書」という。）を提出しなければならない。 

 

（甲による本件工事対象施設の竣工確認） 

条文例 4.6.2 甲は、前条第３項に規定する建設業務完了報告書を受領してから 14 日以内

に、本件工事対象施設の竣工確認を行う。乙は、甲の竣工確認に際して、現場説明、施

工記録等の資料提供等により、甲に協力しなければならない。この場合において、必要

があると認められるときは、甲は、その理由を乙に通知して、本件工事対象施設を最小

限度破壊して確認することができる。 

２ 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 甲は、第１項に定める竣工確認により本件工事対象施設が、本契約、業務要求水準書、

入札説明書等、事業者提案及び設計図書どおりに建設されていると認めるときは、本件

工事完了の承諾を行わなければならない。 

４ 甲は、本件工事対象施設が本契約、業務要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び

設計図書どおりに建設されていないと認めるときは、不備、不具合等の具体的内容を明

らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。 

５ 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、そ

の完了後あらためて甲の確認及び承諾を得なければならない。この場合には、本条第１

項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。 

６ 前項に規定する修補の結果、本件工事対象施設の引渡しが本件工事対象施設の引渡予

定日よりも遅延した場合は、［条文例 3.16］第４項の規定を適用する。 

 

（甲による本件工事対象施設の竣工確認通知） 

条文例 4.6.3 甲は、前条第３項に規定する本件工事の完了の承諾を行った後、本件工事対

象施設の引渡予定日までに乙に対し竣工確認通知を行うものとする。 

２ 甲は、前項に規定する竣工確認通知を行ったことを理由として、建設業務及びサービ

ス提供業務等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、

その提供するサービス提供業務等が業務要求水準を満たさなかった場合において、甲が

前項に規定する竣工確認通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。 
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第５章 運営・維持管理業務 

 

５－１ 維持・管理、運営業務体制の確保（契約ＧＬ：２－３－３） 

 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約等に従った施設の維持・管理、運営業務が可能となった

時点において、管理者等に対してその旨を通知することが規定される 

 

２．運営業務体制の確保 

・特に、サービス提供業務の比重が重い選定事業の場合においては、施設の利用可能性の

確保のみならず、業務要求水準に従った運営業務体制の確保をもって、公共サービスの

提供が開始できることになる。このため、管理者等が運営開始までのスケジュールを設

定する際、選定事業者が運営業務を実施するための体制確保に必要な期間を設ける必要

がある。 

・中でも、業務が多岐にわたる事業や、廃棄物処理施設等の高度な技術力を必要とする事

業では、運営に必要な職員数が多くその確保に時間を要することや、研修・訓練にも相

応の時間を要することを踏まえ、十分な準備期間を検討する必要がある。 

・従来、運営業務が多岐にわたる事業においては、公共側の職員は本来の業務以外に様々

な業務を行わなければならず、効率性や生産性に課題があった。ＰＦＩ方式を採用する

ことで、公共側の職員をこれらから解放し、本来業務に集中できる体制となることも期

待される。ただし、この場合、民間に委託する業務を特定することにより、入札段階で

予め業務範囲を明確化する必要がある。 

 

３．管理者等による確認手続 

・施設の維持・管理業務及び運営業務の開始が可能となった時点において、管理者等に対

してその旨を通知することが規定される。この際、特に、サービス提供業務の比重が重

い選定事業の場合等においては、管理者等による確認の手続きを規定することが考えら

れる。管理者等による確認の手続き及び確認の要件について具体的かつ明確に規定する

ことが望ましい。 

 

４．条文例 

 

（サービス提供業務開始準備） 

条文例 5.1.1 乙は、サービス提供業務開始予定日から確実にサービス提供業務を開始でき

るよう、サービス提供業務開始予定日までに、自己の責任及び費用において、必要なサ
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ービス提供業務を開始するための準備を行わなければならない。 

 

（サービス提供業務実施体制の確認） 

条文例 5.1.2 乙は、本件施設のサービス提供業務の全部又は一部をサービス提供業務協力

企業その他第三者に委託する場合は、別途甲との協議により定める日までに、本契約、

業務要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、各サービス提供業務を実施する

サービス提供業務協力企業を決定し、甲の確認を受けなければならない。 

２ 乙は、別途甲との協議により定める日までに、本契約、業務要求水準書、入札説明書

等及び事業者提案に従い、サービス提供業務協力企業、人員配置、訓練の状況及び［  ］

を記載したサービス提供業務実施体制確認申請書を策定して甲に提出し、甲の確認を受

けなければならない。甲は、サービス提供業務実施体制確認申請書が本契約、業務要求

水準書、入札説明書等又は事業者提案と一致していない場合、乙に対しその修正を求め

ることができる。 

３ サービス提供業務協力企業等の構成又はサービス提供業務実施体制確認申請書に記載

した事項に変動があった場合、乙は、当該変動を反映したサービス提供業務実施体制の

変更に関する届出書を、当該変動後速やかに、甲に対して提出するものとする。 
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５－２ 維持・管理、運営の実施（契約ＧＬ：３－１） 

 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、自らの責任

と費用負担において施設の維持・管理、運営を実施する義務を負う旨規定される。 

 

２．業務内容等の内容 

・維持・管理業務及び運営業務の内容、実施基準、実施の確認方法等については、維持・

管理、運営業務開始前に定める必要がある。 

・対象の施設を民間が主体的に運営を行うのではなく、むしろ公共側の職員が運営の中心

を担う事業など、管理者等の職員と選定事業者の職員とが役割分担しながらも協働して

維持管理、運営する事業では、選定事業者の業務内容を業務要求水準において明記する

必要があるが、その際は業務の漏れが生じないよう留意する必要がある。 

・通常の業務過程の他、緊急時の対応についても併せて規定されることが多い。ただし、

内容について明確に定めることが困難なことも多く、更に検討を要する部分である。 

 

３．条文例 

 

（○○業務の実施） 

条文例 5.2.1 乙は、運営期間において、本契約、業務要求水準書、事業者提案、事業計画

書及び年度サービス提供業務計画書に従い、業務要求水準を満たすよう、自らの責任及

び費用負担において、自ら又はサービス提供業務協力企業等をして、次の各号に掲げる

業務を実施し又は実施せしめる。ただし、業務要求水準書において甲の責任及び費用負

担とされているものは、この限りでない。 

(1) ［以下業務を列挙］  
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５－３ 第三者による実施（維持・管理、運営）（契約ＧＬ：３－２） 

 

１．概要 

・施設の設計（関連：２－２ 施設の設計、設計図書の提出）、施設の建設工事（関連：３

－７ 第三者による実施（建設工事））と同様に、選定事業者から第三者への施設の維持・

管理業務及び運営業務の委託等について規定される。 

 

２．維持・管理、運営業務の第三者への委託等 

・施設の維持・管理業務及び運営業務をコンソーシアム構成企業（又は受託・請負企業）

である維持・管理、運営企業に委託し、又は請け負わせる場合、その維持・管理、運営

業務委託契約などの規定にかかわらず、管理者等との関係では当該維持・管理、運営企

業の責めに帰すべき事由は全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみなされる旨規定さ

れる。 

・さらに、選定事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業

者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うものとすることなどが規

定される。 

 

３．維持・管理、運営企業の提示・変更 

・管理者等は、維持・管理業務及び運営業務を委託又は請け負わせる主要な維持・管理、

運営企業を入札参加者提案に明示することを求め、これら企業について必要な資格審査

を実施することが通例である。ここで資格審査を経た企業の経営能力、技術的能力等の

特性、水準等を前提に後述の業務別仕様書が作成され、これに従って業務を実施するこ

とにより、業務要求水準を達成するよう画されている。このため、選定事業者が入札参

加者提案に維持・管理、運営業務を担当する者として示した主要な維持・管理、運営企

業以外の第三者に維持・管理、運営業務を委託し、又は請け負わせる場合には、事前に

管理者等の承諾が必要とされる。但し、管理者等は、合理的な理由がない限り承諾を拒

まないことが期待される。 

・さらに、管理者等は、維持・管理、運営業務を担当する企業の名称等を明らかにするた

め、選定事業者と変更後の維持・管理、運営企業との間、又は変更後の維持・管理、運

営企業とその下請企業との間の業務委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出を求め

る規定を置くことが考えられる。  

・特に、企業の経営能力や技術的能力等が重視される運営業務を含む選定事業については、

事業開始後、選定事業者による経営が安定した状態に至るまでの一定期間はコンソーシ

アムが入札参加者提案に示した運営企業に運営業務を実施させることが適切な場合もあ

る。このため、運営開始から一定期間、管理者等の承諾（管理者等は、合理的な理由が

ある場合のみ変更の承諾を行う。）なくして選定事業者による主要な運営企業の変更を認
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めない旨規定することも考えられる。 

・なお、選定事業者が維持・管理、運営企業の変更を行う場合には、選定事業者に対し、

当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないよう留意させる必要があり、その旨規定を

置くことも考えられる。 

 

４．統括管理業務を含める場合の規定 

・１－１０及び５－４に示す統括管理業務を選定事業者が担う場合、維持・管理及び運営

を実施する企業の経営能力、技術的能力等は選定事業者が統括することとなる。そこで、

委託先の変更については一定の裁量を認め、維持・管理及び運営企業の変更に際して、

管理者等の承諾を義務づけないことが考えられる。ただし、管理者等が維持・管理及び

運営の体制を把握しておく必要があることから、例えば、変更にあたっての通知義務が

規定され、また管理者等に疑義がある場合は説明を要求することができる旨規定するこ

とが考えられる。 

 

５．条文例 

 

（１）統括管理業務を入れる場合の条文例 

（第三者に対する委託） 

条文例 5.3 乙は、本件施設等のサービス提供業務の全部又は一部を[条文例 5.1.2]に基づ

き甲が確認したサービス提供業務協力企業に委託し、又は請け負わせることができる。 

２ 乙は、別紙○に定める手続に従い、自己の裁量と責任において、[条文例 5.1.2]に基づ

き甲が確認したサービス提供業務協力企業を随時変更することができる。 

３ 本件施設のサービス提供業務実施に関するサービス提供業務協力企業その他第三者の

使用は、すべて乙の責任において行うものとし、サービス提供業務協力企業その他サー

ビス提供業務の実施に関して乙又はサービス提供業務協力企業が使用する一切の第三者

の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。 

別紙○ サービス提供業務協力企業の変更 

１ 乙は、[条文例 5.1.2]に基づき甲が確認したサービス提供業務協力企業の変更を行おう

とするときは、２に定める要領によりサービス提供業務協力企業変更通知を作成し、変

更日の[  ]前までに甲に交付又は送付する。 

２ サービス提供業務協力企業変更通知には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、(4)

に掲げる事項を証する書面及び乙と変更後のサービス提供業務協力企業との間の契約案

を添付する。 

(1) 変更しようとするサービス提供業務協力企業に係る業務、変更予定日及び移行方法 

(2) 現在のサービス提供業務協力企業及びサービス提供業務協力企業になろうとする

者の名称、担当者、所在地及び連絡先 
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(3) 変更を要する理由 

(4) サービス提供業務協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい

能力を有している旨の説明（各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な

許認可が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。） 

(5) 業務方法の変更の要否 

(6) その他甲が定める事項及び特記事項 

３ 甲は、サービス提供業務協力企業変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該

サービス提供業務協力企業変更通知を受領後[ ]日以内に乙にその旨を書面により照会

することができる。乙は、当該照会を受領した日から[ ]日以内に回答書を甲に提出す

る。 

４ 乙は、３の回答に必要であると判断する場合、サービス提供業務協力企業になろうと

する者をして３の回答書を補充説明させることができる。 

５ ３及び４に定める手続は複数回行うことができる。 

６ 乙は、サービス提供業務協力企業を変更した場合は、変更後[ ]日以内に、次に掲げ

る事項を記載したサービス提供業務協力企業変更届出書により甲に提出する。ただし、

業務の受託に許認可を要するときは、当該許認可を受けたことを証する書面の写しを当

該サービス提供業務協力企業変更届出書に添付することを要する。 

(1) 変更後のサービス提供業務協力企業に係る業務及び変更日 

(2) 変更前及び変更後のサービス提供業務協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先 

(3) 業務方法の変更の要否 

(4) その他甲が定める事項及び特記事項 

７ サービス提供業務協力企業の変更により、サービス提供業務方法の変更を要するとき

は、別紙[(業務運営方法の変更に関する別紙の番号を記載)]の手続にも従うことを要す

る。 

 

（２）統括管理業務がない場合の条文例 

(第三者への委託等) 

条文例 5.3-2  乙は，維持管理業務を維持管理担当者に委託し，又は請負わせるものとし，

維持管理担当者以外のものに，維持管理業務を実施させてはならない。  

２ 乙及び維持管理担当者は，事前に甲の承諾を得たときは，維持管理業務の一部を第三者

に委託し，又は請負わせることができる。当該第三者が，自己以外の第三者に委託し，

又は，請負わせる場合も同様とする。 

３ 前 2項の規定による維持管理担当者及び維持管理担当者以外の第三者の使用は，すべて

乙の責任において行うものとし，維持管理担当者その他維持管理業務に関して使用する

一切の第三者の責めに帰すべき事由は，すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして，乙

が責任を負うものとする。 



 

 105

５－４ 統括管理業務（新設） 

 

１．概要 

・サービス提供業務の比重が重いといわれる事業において、選定事業者は、事業期間中、

ＰＦＩ事業契約、業務要求水準書、事業者提案等に従い、自らの責任と費用負担におい

て統括管理業務を実施する義務を負う旨規定される場合がある。その他、第三者（受託・

下請企業）への委託の可否及び方法、統括管理業務責任者の配置、要件、変更の可否・

要件等についても規定されることが多い（１－１０参照）。本業務を含めることは新しい

試みであり、本業務の有効性及び在り方（条文例を含む）については、今後検討をする

必要がある。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩは、その事業対象となる業務を選定事業者に包括的に委託し、選定事業者がその

事業における個別の業務を総合的に管理することにより、その効果を最大限に発揮させ

ることを狙いの一つとしている。 

・統括管理業務が必要になる可能性のある業務は以下のような特徴を有する業務である。 

１）維持管理・運営業務範囲が広範多岐にわたり、かつ各々の業務の専門性が高いこと。 

２）日々の業務内容に流動性があること。 

３）将来的に事業環境が著しく変化する可能性が高く、業務内容、施設設備に対し対応

が求められること。 

４）民間事業者と公共側職員が協働しなければならない業務が多いこと。 

・このような特徴を有するＰＦＩにおいては、サービス提供業務の範囲が広範多岐にわた

り、かつ各々の業務の専門性が高いため、かかる業務を総合的に管理するには、選定事

業者自身に管理能力が備わっており、かつ、選定事業者側に対象事業に精通している人

間が存在することが必要であると初期の案件の経験から認識されるようになった。そこ

で、最近の一部のＰＦＩ事業においては、統括管理業務にも要求水準を設定し、管理者

等が選定事業者に求める能力を明確に示すとともに、民間事業者の管理能力を評価でき

る仕組みを導入するようになった。 

・ここでいう「統括管理」とは、主に、選定事業の範囲に含まれる個別の業務を統括する

こと（セルフモニタリングを実施し、官に対して要求水準を満たすサービスを提供し続

けることや、維持管理・運営業務を適切に再構築・グルーピングすること（ＢＰＲ）も

含む。）を意味しているが、その他、将来の環境変化等に柔軟に対応すること等も含めて

考えられることもある。 

・統括管理業務の具体的な内容は、要求水準書に記載されるため、事業契約においては、

選定事業者が事業期間中、ＰＦＩ事業契約、要求水準書、事業者提案等に従い、自らの

責任と費用負担において統括管理業務を実施する義務を負うことが規定される。 
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３．統括管理業務の第三者への委託等 

・統括管理業務を第三者に委託することができるか否かは、事業の性質に応じて判断すべ

きである。 

・選定事業者以外の第三者が統括管理業務の一部を受託することが予定されている場合は、

応募段階において、当該第三者をコンソーシアムの構成企業になることを義務づけ（た

だし当該企業に対しては出資を義務づけないことが多い。）、事業契約締結後、当該コン

ソーシアム構成企業を追加・変更する場合は、管理者等の事前の承諾が必要である旨規

定される。さらにこの場合、その委託契約などの規定にかかわらず、管理者等との関係

では当該構成企業の責めに帰すべき事由は全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみな

される旨規定される。 

・さらに、選定事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業

者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うものとすることなどが規

定される。 

 

４．統括管理責任者等の通知等 

・選定事業者は、業務要求水準書や事業者提案に従い、自らの費用負担により統括管理責

任者等を設置する義務を負う旨規定される。また、選定事業者は、設置した統括管理責

任者等の名称その他必要な事項を管理者等に通知する義務を負うこと等が規定される。 

・前述のとおり、選定事業者が維持管理・運営業務を総合的に管理するには、選定事業者

の中に当該事業に精通している人間を配置することが望ましい。この当該事業に精通し

ている人を統括管理責任者と位置づけ、事業期間中、選定事業者と管理者等との間、選

定事業者と受託・請負企業との間で行われるさまざまな交渉・協議について、その者を

責任者として円滑に実施することが期待されている。 

・統括管理責任者に求める資質・経験等の詳細は、業務要求水準書に記載される。また、

統括管理責任者の下に配置することを求める地位や人材の要件の詳細も要求水準書に記

載される。ただし、統括管理責任者になるための要件を厳しくしすぎると、提案に参加

できる民間事業者の数が限定されてしまう可能性もある。たとえば組織の管理（当該事

業分野に限らず）に精通した者を統括責任者とし、当該事業分野に精通した者が補佐す

ることも可能とするなど、状況に応じて工夫することが期待される。 

・統括管理業務の中心は、前述のとおり、選定事業の範囲に含まれる個別の業務を統括す

ることにあるから、統括管理業務の実施に際し、選定事業者と受託・請負企業との間に

生じる利益相反を可能な限り防止し、当該業務の実効性を確保する必要がある。そこで、

かかる観点から統括管理責任者の配置等について最低限遵守すべき事項は業務要求水準

書に規定されるが、業務要求水準書に記載されていない事項であっても、選定事業者に

おいて当該利益相反を回避し統括管理業務を実効的なものにするような提案が求められ

ている。 
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・統括管理業務は必要なノウハウ・専門知識等を有する者によって行われることが重要で

あるため、統括管理責任者の変更については、一定の制限をかけることが考えられる。

例えば、分野によっては、維持管理・運営業務開始後２年程度かけて、実際の維持管理・

運営業務の実施方法や選定事業者と管理者等との連携手法が確立されるため、その間、

原則として、統括管理責任者の変更ができないこととされていることがある。その後の

統括管理責任者の変更については、新たな責任者となる者が業務要求水準を満たしてい

る者かどうか、管理者等やその職員とのコミュニケーションに問題がないかといったこ

とを管理者等の側でも確認する必要があるため、選定事業者において自由に変更するこ

とはできず、管理者等の事前の承諾により変更することができると規定されている。 

 

５．条文例 

 

（統括管理業務） 

条文例 5.4.1 乙は、事業期間中、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、自ら又は

管理業務協力企業をして、統括管理業務を実施し又は実施せしめる。ただし、統括管理

業務協力企業をして、統括管理業務の全部又は主たる部分を実施せしめてはならない。 

 

（統括管理業務の第三者による実施） 

条文例 5.4.2 乙は、統括管理業務を実施する統括管理業務協力企業を変更又は追加しては

ならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承

諾を得た場合はこの限りではない。 

２ 乙は、統括管理業務協力企業が協力企業等（ただし、統括管理業務協力企業を除く。

以下、本項において同じ。）に対し、乙から受託し又は請け負った管理業務の全部又は一

部を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。また、乙は、統括管理業務

協力企業が協力企業等以外の第三者に乙から受託し又は請け負った統括管理業務の全部

又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。 

３ 統括管理業務実施に関する統括管理業務協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の

責任において行うものとし、統括管理業務協力企業その他統括管理業務の実施に関して

乙又は統括管理業務協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて

乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。 

 

（統括管理責任者等の通知等） 

条文例 5.4.3 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、統括管理

責任者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならな

い。 

２ 乙は、事業期間中、統括管理責任者を配置しなければならない。 
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３ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、第１項に基づき甲に通知した統括管理責任

者を変更することができる。ただし、乙は、サービス提供業務開始日後２年が経過する

日まで、統括管理責任者を変更しないよう努めるものとする。 

４ 甲は、第１項に基づき乙から通知がなされた統括管理責任者の変更を希望するときは、

その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、統括管理責

任者の変更に関し協議を行う。 

５ 統括管理責任者は、統括管理業務担当者又は施設整備業務及びサービス提供業務の総

括責任者若しくは業務担当者を兼務してはならない。 

６ 乙は、本契約締結後速やかに、業務要求水準書及び事業者提案に従い、統括管理業務

担当者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならな

い。 

７ 乙は、管理の対象となる施設整備業務及びサービス提供業務が実施されている期間中、

それぞれ各業務の統括管理業務担当者を配置しなければならない。 

８ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、第６項に基づき甲に通知した統括管理業務

担当者を変更することができる。 

９ 甲は、第６項に基づき乙から通知がなされた統括管理業務担当者の変更を希望すると

きは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、統括

管理業務担当者の変更に関し協議を行う。 

10 統括管理業務担当者は、施設整備業務及びサービス提供業務の業務担当者を兼務して

はならない。 
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５－５ 業務別仕様書（契約ＧＬ：３－３） 

 

１．概要 

・業務要求水準を満たす詳細な業務内容を規定する業務別仕様書について規定される必要

のある場合、管理者等は、選定事業者から業務別仕様書の提出があった時点において、

業務別仕様書の内容が業務要求水準書等の内容を満たしているかについて確認を行い、

これを満たしていない場合、選定事業者に対して修正を求めることができる旨規定され

る。 

 

２．業務別仕様書の作成・提出 

・ＰＦＩ事業契約締結時までに維持・管理、運営業務の詳細が決定されていない場合やサ

ービス提供業務の比重が重い選定事業においては、選定事業者が業務別仕様書を作成す

べきことが規定される。この業務別仕様書は、管理者等が業務要求水準を確保するため

に実施するモニタリングの基準として参考となるものである。 

・選定事業者は、①入札説明書等、入札参加者提案及びＰＦＩ事業契約に従い、管理者等

と協議のうえ、施設の維持・管理、運営にかかる各業務につき、業務要求水準を満たす

業務の実施を確保するために必要かつ適切な形式及び内容の業務別仕様書を作成し、管

理者等に提出すること、②選定事業者の提出した業務別仕様書の全部又はその一部が業

務要求水準を満たさないと合理的に判断した場合、管理者等は、選定事業者に対し、当

該業務別仕様書の該当箇所を特定し、その旨通知すること、③この場合、選定事業者は、

管理者等と協議のうえ、選定事業者の責任及び費用負担において、当該箇所につき業務

要求水準を満たすよう修正し、管理者等に対して提出することなどが規定される。 

・業務マニュアルの作成・提出手続が規定されることもある。 

 

３．業務別仕様書の変更 

・長期に亘るＰＦＩ事業契約については、維持・管理、運営企業受託・請負企業の変更や

状況変化等により業務別仕様書の見直しが必要となる場合が想定される。このような場

合に備え、当事者のいずれか一方が業務要求水準を満たす業務を履行するために必要か

つ適切と合理的に判断した場合、随時、協議により業務別仕様書を変更できる旨規定さ

れる。 

・なお、１－１０及び５－４に示す統括管理業務を選定事業者が担う場合、５－３に規定

するとおり、選定事業者は維持・管理、運営企業の変更に一定の裁量が認められる。 

 

 

 

 



 

 110

４．条文例 

 

（業務仕様書等の作成） 

条文例 5.5.1 乙は、本契約、業務要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、サー

ビス提供業務開始予定日の属する事業年度の前年度の[ ]月末までに、各サービス提供

業務につき、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要かつ適切な甲が合

理的に満足する形式及び内容の業務仕様書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなけ

ればならない。 

２ 甲は、前項により提出された業務仕様書が、本契約、業務要求水準書、入札説明書等

又は事業者提案と一致していない場合その他合理的な必要がある場合にのみ、乙に対し

その修正を求めることができる。 

３ 甲及び乙は、業務仕様書の作成にあたって協議することができる。かかる協議を行っ

た場合、乙は、その協議の結果に従って業務仕様書を作成しなければならない。 

４ 乙は、本契約、業務要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び業務仕様書に従い、

サービス提供業務開始予定日の属する事業年度の前年度の[ ]月末までに、各サービス

提供業務につき、同項の業務仕様書の内容を具体化し、業務要求水準を満たす業務の遂

行を確保するために必要かつ適切な、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務マニュ

アルを作成し、甲に提出する。 

５ 甲は、前項により提出された業務マニュアルが、本契約、業務要求水準書、入札説明

書等、事業者提案又は業務仕様書と一致していない場合その他合理的な必要がある場合

にのみ、乙に対しその修正を求めることができる。 

 

（乙の都合による業務仕様書等の変更） 

条文例 5.5.2 乙は、業務仕様書及び業務マニュアルを変更することが必要と判断するとき

は、業務要求水準書を満たす限りにおいて、別紙○に定める手続に従い、随時業務仕様

書及び業務マニュアルを変更することができる。 

２ 前項に規定する業務仕様書及び業務マニュアルの変更（甲の責めに帰すべき事由によ

る変更及び前条に基づく業務要求水準書の変更に伴う変更を除く。）により、増加費用が

発生する場合には、当該増加費用は別紙○に別段の定めのある場合を除き、乙負担とす

る。 

 

別紙○ 業務仕様書及び業務マニュアルの変更手続 

 

１ 乙は、業務仕様書又は業務マニュアル（以下、「業務仕様書等」という。）を変更する

ことが必要と判断するときは、業務要求水準を満たす限りにおいて、自己の裁量と責任

により、随時業務仕様書等を変更することができる。 



 

 111

２ 乙は、業務仕様書等を変更することが必要であると判断するときは、業務仕様書等変

更通知書を作成し、当該業務仕様書等の変更予定日の[ ]月前までに（ただし、乙の責

めに帰すことができない事由により、かかる期限を遵守することができないときは、で

きるだけ早期に）甲に送付又は交付する。 

３ ２の業務仕様書等変更通知書には、次の(1)から(9)に掲げる事項を記載し、かつ、当

該業務仕様書等の変更に伴い、サービス提供業務等協力企業との契約内容を変更すると

き（サービス提供業務等協力企業を変更するときを除く。）は、乙とサービス提供業務等

協力企業との間の変更後の契約案、及び５の許認可を受けたことを証する書面がある場

合は、当該書面の写しを添付する。 

(1) 対象業務、変更内容、変更予定日及び移行方法 

(2) 変更を要する理由 

(3) サービス提供業務等協力企業等の変更の要否 

(4) 業務仕様書等の変更に係る許認可の要否 

(5) 業務仕様書等の変更により許認可を要する場合は当該許認可の有無又は取得見込

み 

(6) 業務仕様書等の変更により本件施設に係る事業に与える影響 

(7) 業務仕様書等の変更によるサービスの対価の変更の希望の有無並びに希望がある

場合はその理由及び見積り 

(8) モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案 

(9) その他甲が定める事項及び特記事項 

４ 甲は、業務仕様書等変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務仕様書等

変更通知を受領後[ ]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、

当該照会を受領した日から[ ]日以内に甲に回答書を提出する。 

５ 乙は、４の回答に必要であると判断する場合、サービス提供業務等協力企業等をして

前項の回答書を補充説明させることができる。 

６ ４、５に定める手続は複数回行うことができる。 

７ 乙が業務仕様書等変更通知においてサービスの対価の変更を希望する旨を記載した場

合、甲は、業務仕様書等変更通知の受領後[ ]日以内に、サービスの対価の変更に関す

る協議に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。 

８ ７の規定により甲が乙に対しサービスの対価の変更に関する協議に応じる旨を通知し

た場合、甲と乙は、サービスの対価の変更について協議する。当該協議において合意が

成立しない場合、甲がサービスの対価の変更の可否及び変更する場合はその変更された

サービスの対価を決定し、乙に通知する。 

９ 法令変更、不可抗力又は本件施設に係る事業の規模の変更により業務仕様書等を変更

することを要する場合であって、甲がサービスの対価の変更に関する協議に応じない旨

を通知したとき又は、前項の規定により甲が通知した変更後のサービスの対価に不服が
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あるときは、乙は、[ ]月以上前に甲に対してその旨及び理由を記載した書面により通

知することにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解

約日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかか

る業務遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければな

らない。 

10 甲は、法令変更、不可抗力、本件施設に係る事業の規模の変更又は技術革新等により、

業務仕様書等を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、対象業務、変更内容、

変更希望日、変更後のサービスの対価を変更する意思の有無及び業務仕様書等の変更を

求める理由を記載した書面により、随時業務仕様書等の変更を求めることができる。こ

の場合の手続きは、別紙［(サービス内容変更手続に関する別紙の番号を記載)］に定め

るところによる。ただし、法令変更及び不可抗力の場合の増加費用の負担については、

それぞれ別紙［(法令変更の際の費用負担に関する別紙の番号を記載)］及び別紙［(不可

抗力の際の費用負担に関する別紙の番号を記載)］に定めるところによる。 
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５－６ 保険加入義務（維持・管理・運営段階）（契約ＧＬ：６－５） 

 

１．概要 

・選定事業者が、自らの費用負担において自らが加入する、若しくは、コンソーシアム構

成企業又は受託・請負企業等に加入させる義務を負う保険の種類及び内容について規定

される。 

 

２．趣旨 

・近年、火災保険、地震保険に加え、天候保険等が商品化され、保険・金融技術の向上や

市場の整備等に伴ってリスクを軽減することが可能な範囲が広がっていることから、適宜、

当該時点でのリスク軽減措置について幅広く検討（リスクガイドライン６（１）参考③）

し、付保にかかる費用を勘案しても契約の両当事者が負うリスクを除去するために保険に

加入することに合理性があると判断できる場合には、選定事業者に当該保険の加入を義務

付ける必要がある。 

 

３．加入すべき保険の種類及び内容 

・選定事業者に加入を義務付ける保険は事業内容、事業場所等により異なるものの、通例、

ＢＴＯ方式及びＢＯＴ方式の双方の選定事業において、第三者損害賠償責任保険等の付

保を義務付け、加えて、完工後も選定事業者が施設を所有するＢＯＴ方式の選定事業に

ついては、火災保険等の施設の物件保全に関する付保を義務付けることが通例である。 

・管理者等が、入札説明書等において選定事業者が付保すべき保険の内容等を提示し、こ

れ以外の保険の付保を民間事業者から提案させる場合がある。この場合、管理者等は選

定事業者が自ら提案した保険についても加入を義務付けなければならないことに留意が

必要である。 

・選定事業者が付保すべき保険の種類とそれぞれの保険内容（保険対象、被保険者名、保

険期間、填補限度額等）について、ＰＦＩ事業契約書に規定される。保険の種類は各民

間保険会社により名称が様々であり、また、新たな保険商品の開発も想定されることか

ら、特定の保険商品の名称を規定するのではなく、選定事業者が様々な保険商品のなか

から付保目的に照らして最適な商品を選択できるよう規定を工夫することが望ましい。 

・ＢＴＯ方式の選定事業においては、施設が管理者等に引渡された後、その施設には火災

保険が付保されないか、若しくは、管理者等を被保険者とした共済又は民間保険会社の火

災保険等に加入する措置を講じられる。民間保険会社の火災保険普通保険約款や店舗総合

保険普通保険約款等に従った火災保険契約には求償権不行使条項が用意されていること

から、選定事業者（借家人）の帰責事由によって失火等が生じた場合にも、民間保険会社

から選定事業者に対し求償権は行使されない。但し、選定事業者の故意又は重大な過失に

よる場合はこの限りではない。 
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・ＢＯＴ方式の選定事業において、維持・管理、運営期間中、施設について火災保険が付

保され、実際に保険事故が発生した場合、その保険金の扱いについて留意を要する。こ

の保険金請求権については、融資金融機関等が担保権を設定することが通例である。融

資金融機関等は、火災により施設の重要な部分が損壊した場合、選定事業が終了したも

のとみなして、この保険金を融資の弁済に充当したいと要請し、他方、この保険金を施

設の復旧に充て、公共サービス提供の継続を図ろうとする管理者等の要請と対立するこ

とが想定されることから、直接協定においてこの対応を明記することが望ましい。 

 

４．付保の義務付けの可否 

・選定事業者に付保を義務づける保険については、一般に民間保険会社による対応が可能

とされている火災、暴風雨、洪水については、リスクを選定事業者に負わせることが適

切な場合が多いと考えられる。しかし、対応が制約的とされている地震、噴火、津波、

テロ行為及び対応が困難とされている戦争、内乱、放射能汚染については、リスクを選

定事業者に負わせることは、選定事業者の倒産リスクを増加させ資金調達を困難にする

おそれを高めることになる。なお、付保が可能である場合であっても、選定事業固有の

リスク等によって保険料が著しく高くなる場合には、選定事業者への付保の義務付けは

結果的に事業費用の増加を招き、ひいては契約金額に転嫁される結果ともなり得ること

にも配慮する必要がある。 

 

５．付保手続き 

・選定事業者が保険加入義務を履行していることを確認するため、選定事業者は保険契約

の内容について管理者等の確認を受けてから保険に加入し、その保険証券の写しを管理

者等に提出することとされる。 

・また、維持・管理、運営業務の履行保証保険契約については、現在の我が国の保険市場

においては、契約期間が一年間とされることが通例である。保険契約期間が付保に必要

な期間よりも短い場合、その保険契約期間を踏まえた保険契約の更新と、その更新ごと

に管理者等に保険証券の写しを提出させることを選定事業者に義務付ける規定を設ける

必要がある。また、更新に際し保険料が値上げされた場合の増加費用の負担についての

検討が必要である。 

 

６．コンソーシアム構成企業、受託・請負企業等第三者の付保 

・また、ＰＦＩ事業ではコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請企業等選定事

業者から業務を受託し又は請け負った第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業

者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うことから、原則として選

定事業者が付保する旨規定することが望ましい。但し、選定事業者が維持・管理、運営

業務を受託・請負企業等第三者に一括発注する場合等においては、この限りではなく、
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受託・請負企業等第三者が付保する旨規定される場合もある。 

・選定事業者の受託・請負企業等第三者が付保する旨規定した場合、複数の受託・請負企

業等第三者がそれぞれ付保することもあり、補償内容が十分ではないものとなるおそれ

や、損害発生時の調査を複数の保険会社が実施することによる処理の煩雑化等が生じる

こともありえる。このため、事業内容が複雑又はサービス提供業務の比重の重い選定事

業などにおいて、受託・請負企業等が複数になることがあらかじめ想定される選定事業

については、選定事業者が付保する旨規定することが望ましい。 

 

７．条文例 

 

（１）ＢＴＯ方式の場合の事例 

（本件施設完成後の保険） 

条文例 5.6 乙は、運営期間開始日から運営期間終了日まで、自己の責任及び費用において、

別紙○に定める保険に加入し、又はサービス提供業務等協力企業等をして加入させるも

のとする。 

２ 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又はサービス提供業務等協力企業等

をして保険契約を締結させたときは、保険契約締結後速やかにその保険証券の写しを甲

に提出しなければならない。 

 

別紙○ 乙が加入すべき保険 

 

第１ 施設整備業務に係る保険（略） 

 

第２ サービス提供業務等に係る保険 

(1) 保険種類 

 第三者賠償責任保険（又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。） 

(2) 保険内容・目的 

 本件施設等の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者（甲の職員、患者、来訪者、

通行者、近隣住民その他の第三者）に対する乙又はサービス提供業務等協力企業等（利便

施設の運営を直接実施している協力企業を含む。）の負う対人及び対物賠償損害を担保する。 

(3) 付保条件 

① 担保範囲は、本件施設等を対象とする。 

② 保険期間は、サービス提供業務開始日から事業契約終了日までとする。なお、[ ]年

程度の期間ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。 

③ 保険契約者は、乙又はサービス提供業務等協力企業等とする。 

④ 被保険者は、甲、乙、サービス提供業務等協力企業等及びそれらの使用する一切の第
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三者とする。 

⑤ 保険金額は、対人にあっては１名当たり[ ]円以上及び１事故当たり[ ]円以上とし、

対物にあっては１事故当たり[ ]億円以上とする。 

 

第３ 前記各保険以外の保険 

前記各保険以外に、事業者提案において乙により付保することとされた保険については、

事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あら

かじめ甲と協議しなければならない。 

なお、乙が当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に提

示しなければならない 

 

（２）ＢＯＴ方式の場合の事例 

（維持管理・運営期間中の保険） 

条文例 5.6-2) 乙又は受託者等は，自らの責任及び費用負担において，維持管理・運営期

間中，別紙○に規定する保険に加入しなければならない。 

 

別紙○ 

１．略 

２．維持管理・運営期間中の保険 

(1) ○○施設の維持管理・サービス提供業務 

乙又は受託者等は，維持管理・運営期間中，本施設に関して次の要件を満たす保険に

加入しなければならない。また，保険契約は[ ]年ごとの更新でも認めることとする。 

(a) 普通火災保険 

保険契約者：乙又は受託者等 

保険期間：維持管理・運営期間 

てん補限度額（補償額）：本施設の再調達価格 

補償する損害：火災を含む不測かつ突発的な事故による損害 

被保険者：乙又は受託者等 

以下略 

 

 



 

 117

５－７ 第三者に与える損害（維持・管理、運営段階）（契約ＧＬ：３－５） 

 

１．概要 

・選定事業者が行う施設の維持・管理、運営に伴い第三者に与える損害等の負担について

規定される。但し、当該損害等のうち管理者等の責めに帰すべき事由により生じたもの

については、管理者等がその損害を負担する旨規定される。 

 

２．近隣対策にかかる費用負担 

・事業の実施そのものについての近隣調整は管理者等の責任となるものの、近隣調整の不

調については、その理由が事業の実施そのものであるのか、若しくは、選定事業者によ

る施設の維持・管理、運営業務の影響であるのか、必ずしも判然としないことも想定さ

れる。この場合には、責任の所在及び費用分担について当事者間で協議を行う必要が生

じるものと考えられる。 

・なお、管理者等は、当該施設の立地条件、事業内容等の観点から、近隣住民の生活環境

に相当な程度の影響を与えることがあらかじめ想定される事項については、その対応に

かかる責任の所在と費用分担のあり方を入札説明書等に明記することが望ましい。 

 

３．第三者に対する損害賠償責任 

・施設の維持・管理、運営業務の実施に伴い第三者に損害を与えた場合、選定事業者はそ

の損害を当該第三者に対して賠償する旨規定される。管理者等の責めに帰すべき事由の

場合には、管理者等がその損害を賠償する旨規定される場合がある。 

・施設の運営に伴い通常避けることができない騒音等の理由により第三者に損害を与えた

場合の賠償責任についても規定される。 

 

４．第三者損害賠償保険への加入義務 

・第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者（第三者に委託した場

合は当該第三者が契約者となる場合もある）が加入する義務が規定されることが通例で

ある。当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意

を必要とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・

管理、運営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる。 

 

５．関係法令上の責任 

・「３－１３ 第三者に与える損害（設計、施工段階）」に解説のとおり。 
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６．条文例 

 

（第三者に発生した損害等） 

条文例 5.7 乙は、運営期間中、サービス提供業務等の実施により、第三者に損害を発生さ

せた場合（本件施設等のサービス提供業務等に伴い通常避けることのできない騒音、振

動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含む。）、自己の責任及び費用におい

て、当該第三者に対し、かかる損害（[条文例 5.6]に基づき乙が加入した保険により填補

されるものを除く。）の賠償をしなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに

帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 

２ 甲は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償し

た金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払

わなければならない。 
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５－８ 不可抗力による損害（維持・管理、運営段階）（契約ＧＬ：３－６） 

 

１．概要 

・施設の維持・管理、運営段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従

った維持・管理、運営業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発

生時における債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の

手続き、不可抗力に起因する損害等の分担などが規定される。 

 

２．趣旨 

・維持・管理、運営期間中における天災等による施設の滅失等の不可抗力事由による損害

は、管理者等と選定事業者の間でその損害負担につき紛争が生じやすい事項であり、あ

らかじめ損害が発生した場合の負担方法につき規定が設けられる（関連： ３－１４ 不

可抗力による損害（設計、施工段階））。 

・「管理者等及び選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等の不可抗力事由によって、

（中略）維持管理・運営段階における施設の損傷が生じ、（中略）必要となる費用が約定

金額を超過することが起こるなど、（中略）維持管理・運営のいずれの段階においても、

選定事業の実施に影響を与えることがあることから、その場合の追加的支出の分担のあ

り方（中略）についてあらかじめ検討し」（リスクガイドライン二６（１））、できる限り

曖昧さを避け、具体的かつ明確に規定する必要がある。（関連：３－１４ 不可抗力によ

る損害（設計、施工段階）） 

 

３．不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った維持・管理業務又は運営業務の

一部又は全部の履行が不能となった場合、選定事業者は、その履行不能の内容の詳細及

びその理由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事

業者は、この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履

行期日におけるＰＦＩ事業契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を

受ける範囲において業務履行義務が免除される。但し、選定事業者は、損害を最小限に

する義務を負う。 

・管理者等は、業務履行不能の状態が存続している間、選定事業者が業務を履行できなか

ったことによって免れた費用を控除して選定事業者が実際に行ったその他の業務の内容

に応じた支払いを行う旨規定されることが考えられる。 

・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状

況の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。ま

た、管理者等は、業務内容の変更、当該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用

の分担等対応方法につき選定事業者と協議を行うことが規定される。 
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・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、この対応方法に従い

選定事業を継続する義務を負う。また、選定事業者の履行不能が永続的であると判断さ

れるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときには、管理者等は、選定事業者

と協議の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部を解除できることとなる。なお、管理者等

と選定事業者の当事者双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

４．不可抗力による損害の分担 

・維持・管理、運営期間中に、不可抗力事由の発生による損害が生じた場合、選定事業者

に対し不可抗力による損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与える必要がある。そ

こで、不可抗力に起因する選定事業者の損害又は増加費用のうちの一部を選定事業者が

負担し、それを超過する部分について、合理的な範囲で、管理者等が負担する規定を置

くことが通例である。選定事業者の負担する損害等の額としては、 

１）維持・管理、運営期間中の累計で、維持・管理、運営期間中の維持・管理費及び運

営費の総額に相当する額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

２）一事業年度中に生じた不可抗力に起因する損害金の累計で、一事業年度の維持・管

理及び運営費に相当する金額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

３）定額 

等が考えられる。 

・但し、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害につ

いては、選定事業者が負担することが規定される。 

 

５．条文例 

 

（甲又は乙に発生した損害等） 

条文例 5.８ 本契約に別段の定めがある場合を除き、サービス提供業務等について、甲又

は乙に増加費用又は損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。 

(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を甲が負担する。 

(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を乙が負担する。 

(3) 法令変更又は不可抗力による場合は、別紙［(法令変更の際の費用負担に関する別

紙の番号を記載)］及び別紙［(不可抗力の際の費用負担に関する別紙の番号を記載)］

の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。 

 

別紙○ 不可抗力による損害等の負担割合 

１. 不可抗力による損害の対象 

不可抗力による損害の対象は、以下のとおりとする。 
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① 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備業務費及びサービ

ス提供業務費 

② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び事

業者提案又は設計図書の変更等に伴う増加費用 

③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用 

④ 損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費

用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用 

⑤ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う各種契約条件変更及び解除

に伴う増加費用 

⑥ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損害及び出費（経

常費、営業継続費用等。ただし、乙の逸失利益は除く。） 

 

２. 不可抗力による損害の分担 

(1) 設計・施工期間 

（略） 

(2) 運営期間中 

運営期間中に不可抗力が生じ、サービス提供業務等に関して乙に損害が発生した場合、

合理的な範囲における当該損害に関しては、事業年度ごとに累計し、当該事業年度の統括

マネジメント業務費相当額及びサービス提供業務費相当額の合計額（別紙[(サービス対価

に関する別紙の番号を記載)]の改定がなされ、かつ別紙[(サービス対価に関する別紙の番

号を記載)]の減額がなされていない金額とする。以下本号において「サービス提供業務費

相当額」という。）の[ ]分の[ ]に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額につい

ては、甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、

当該保険金相当額のうちサービス提供業務費相当額の[ ]分の[ ]を超える部分は甲の負

担部分から控除する。 

(3) 前２号に定める金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。 
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第６章 モニタリングの実施 

 

６－１ モニタリングとは 

 

１．モニタリング 

・「公共施設等の管理者等は、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配

慮しつつ、適正な公共サービスの提供を担保するため」、「選定事業者から、定期的に協

定等の義務履行に係る事業の実施状況報告の提出を求めることができること。」（基本方

針三２（３）（ロ））と定められており、管理者等が選定事業の実施状況について速やか

に認知できるよう、維持・管理、運営段階における選定事業者の業務履行状況のモニタ

リングの基本的な手法の１つとして、選定事業者に対し業務の実施状況報告を作成し、

提出を求められることが規定される。 

・モニタリングとは、管理者等が、選定事業者から提出を受けた実施報告をもとに、選定

事業者が業務要求水準書に従ってＰＦＩ事業契約上の義務を適切に履行しているかどう

かを確認する行為を指す。モニタリング結果は選定事業者に対する「サービス対価」の

支払いに反映させる。（関連：７－３ 「サービス対価」の減額） 

・詳しくは、モニタリングガイドラインを参照。 

 

２．問題状況 

・モニタリングは、業務要求水準書に従ってＰＦＩ事業契約書上の民間事業者の義務が適

切に履行されているかを確認するものである。モニタリングの結果、その義務が適切に

履行されていないことが判明した場合には、その重要度、影響度、深刻度に応じてサー

ビス対価が減額されるというメカニズムを採用することにより、民間事業者に適切な義

務の履行を促すことが想定されている。 

・しかしながら、わが国においては運営段階の契約管理の実務的なノウハウの蓄積がいま

だ十分でない。 

 

※本章の内容は、実際のＰＦＩ事業契約書では別紙に規定される部分であり、また案件に

よる差も大きく、現段階で標準的な条項例を示すことは困難である。本章で紹介する条

文は、一部の条項の紹介に留まる。 
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６－２ モニタリング計画（新設） 

 

１．概要 

(1)業務要求水準、モニタリング、支払メカニズムの一体的な検討 

・支払いメカニズムは、業務要求水準と連動している必要があり、業務要求水準の達成状

況を確認するためのモニタリングも含めて一体的に作成される必要がある。このため、

事業目的およびそれに基づき作成された業務要求水準書に従い、モニタリング指標の優

先順位付けや絞込みを行うとともに、これらの優先順位が選定事業者に伝わり機能する

ような支払いメカニズムを構築することが必要である16。（詳細は、モニタリングに関す

るガイドライン P3～P8 参照） 

・業務要求水準書作成段階において、モニタリング、支払メカニズムも同時に検討し、少

なくとも重要な部分、すなわち、リスクと費用を応札者が評価し、価格決定するにたる

必要かつ十分な情報については、入札段階で応札者に開示すべきである。 

 

(2)実効的なモニタリングの仕組みの構築： 

・(1)を踏まえて、入札段階でモニタリングの基本な計画を入札時に示すことし、これに基

づき運営開始までに具体的なモニタリング実施計画を作成することが有効である。 

・サービス提供業務の比重の重い事業や複数の機能から構成される事業等においては、供

用を開始した後に新たに判明または生じる事項も多く、供用開始後一年程度かけてモニ

タリングの項目、手法等につき、実情にあわせて適合させていく仕組みを導入すること

が有効である。ただし予め規定された基本の権利義務関係から大きく逸脱する場合、モ

ニタリングに伴う追加費用などが係争の対象になりうる可能性が大きいこと、したがっ

て、この実情に合わせる調整についても、対象となる部分は限定されることについて認

識する必要がある。 

・また、サービス提供業務の比重の重い事業や複数の機能から構成される事業等において

は、選定事業者による管理能力の強化、またこれに対応した管理者等側の契約管理体制

の充実を図ることも重要である。 

・ＰＦＩ事業であっても、納税者に対する説明義務を果たすためには、当該選定事業の実

施に係る透明性を確保する必要があるので、モニタリング内容や結果等を住民等に対し

公表することが重要である。ただし、公表することにより選定事業者の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれのある事項については、あらかじめＰＦＩ事業契

約等で合意の上、これを除いて公表することが必要である（モニタリングに関するガイ

ドライン 六２参照）。 

・当初見込んだＶＦＭが達成できているかどうかを確認するため、サービス水準の向上に

                                                  
16 具体的な重み付けの手順としては、例えば①対象、範囲を特定する、②一定の範囲の中で（業務要素を

区分けできる場合には、これを区分けし）、重要度、影響度の在り方をレベル分けする、③この区分けご

とにペナルティ等の重み付けを行う、ことが考えられる。 
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ついて検証する必要がある。そのための方法として、利用者に対する満足度調査もある

が、例えば指定管理者制度では、住民利用施設に関して第三者機関による評価を行って

いる事例があり、事業の性質によっては、こうした事例を参考にすることも考えられる。 

 

２．具体的な規定の内容 

特にサービス提供業務の比重が重い事業については、以下の例のように、早い段階でモ

ニタリングの内容を示し、かつ一定の調整期間を設けるなどして、実効的なモニタリン

グの仕組みを構築できるよう工夫する必要がある場合も多い。（一般的な考え方について

は、モニタリングガイドライン P3-8 参照） 

 

(a) モニタリング基本計画の策定： 業務要求水準書で提示したアウトプット仕様に対

して、それらの達成状況を計測するためのモニタリング指標を予め検討し、業務要

求水準書の作成と一体的に作成することが必要である。公募段階において、業務要

求水準書の提示とあわせて、アウトプット仕様ごとに、達成状況を見るためのモニ

タリング指標と、計測の方法、計測の頻度を示す「モニタリング基本計画書」を作

成し、提示する。 

(b) モニタリング実施計画書の策定： モニタリング基本計画書、業務要求水準書、事

業者提案、業務仕様書及び契約書に規定されたサービス対価の算定及び支払方法に

従い、運営業務開始予定日の［ ］月前までにモニタリング実施計画書を両当事者

の協議により策定する。 

(c) 定期的な評価のための協議： 1(2)に示したとおり、サービス提供業務の比重が重

い事業や複数の機能から構成される事業等については、管理者等および選定事業者

により、定期モニタリングにおける事実認定及び評価の確定行為をする場として、

協議を行う場を整えること（例えば定期モニタリング委員会の設置あるいは既存の関

係者協議会の活用など）が有効である。協議においては、セルフモニタリングの結果

及び管理者等の評価を対照させながら、両者の認識を一致させ、モニタリングの基

準を共同で作成していくことが想定されている。また、例えば初めの１年間は一定

の範囲内の業務要求水準未達については原則ペナルティを課さないとすることも考

えられる。協議・定期モニタリング委員会は、定期的に開催される他、必要に応じ

て随時開催される。 

(d) モニタリングの実施： モニタリング実施計画書に基づき、モニタリングを実施す

る。 

業務改善のための手続： モニタリングガイドライン三参照。この点については、引続き検

討をする必要があるが、その際には、例えば①モニタリングによる問題の察知、②お互い

の認識、③影響度・深刻度・重要度に応じた対応措置、④治癒・修復に向けての選定事

業者による努力、⑤これら結果を反映したペナルテイ・ポイントの付与、猶予などの事
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前段階における関係当事者の努力といった初期段階のプロセスが重要であることについ

て考慮する必要がある。 

 

モニタリングの結果のうち、特に提供されたサービスの質に関する部分については、ホ

ームページ等で公表することを原則とすべきである。その際、民間事業者の機密に触れ

ないようにするとともに、公表内容については一般の方に分かりやすいよう提示する必

要がある。 

 

また、サービス水準の向上について検証するため、事業の性格に応じて第三者機関によ

る評価を導入することが適切である事例もあると考えられる。 

 

３．条文例 

 

（モニタリング実施計画書の策定） 

条文例 6.2 甲は、乙と協議のうえ、本契約のうち別紙○のモニタリング基本計画書、業務

要求水準書、事業者提案及び業務仕様書に従い、サービス提供業務開始予定日の[ ]月

前までにモニタリング実施計画書を策定する。 
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６－３ 選定事業者によるモニタリング（新設） 

 

１．概要 

・選定事業者が行うモニタリング業務について、その趣旨、目的や実施内容を規定する。

選定事業者が行うモニタリング業務で重要であるのは、選定事業者による業務報告であ

り、その６－４を参照されたい。 

・サービス提供業務の比重が重い事業など、選定事業者の業務範囲が広範に及び、委託先

が多岐にわたる場合等においては、各種運営業務を横断的に統括し、情報を一元的に管

理した上で問題が生じた場合に対処する機能を選定事業者に持たせることが有効である

こともある。 

 

２．英国の事例 

・英国では、選定事業者が各構成企業からは一種独立した立場から全業務を見渡した上で

管理をすることが求められている。このような民間事業者の組織管理能力をどのように

モニタリングの仕組みに組み込むかも重要な課題であり、英国では、このような業務に

ついて指標が設定されている他、業務全体の傾向をみる指標としてＫＰＩ17も活用されて

いる。また、英国においては、ＳＰＣにこのような運営業務を横断的に見ているファシ

リティー・ディレクターが置かれている。 

 

３．留意点 

・契約管理を実効的に行う観点からは、管理者等においても、契約管理を継続的に行う体

制（スタッフ、組織、マニュアルの作成等）を確保していく必要がある。 

 

                                                  
17 ＫＰＩ：Key Performance Indicator の略。英国では、パフォーマンス指標（各アウトプット仕様に対

応するもの）と同様の意味で用いられる場合と、業務要求水準の各項目をみるのではなく、業務全体の

「傾向」をみる指標という意味で用いられる場合がある。後者の場合、例えば苦情処理の状況やスタッ

フの定着率などが対象となる。ここでは、後者の意味で使っている。 
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６－４ 業務報告（契約ＧＬ：３－４） 

 

１．概要（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

・管理者等が維持・管理、運営業務に係る履行状況を確認するための手法の一つとして、

選定事業者は業務報告書の作成と管理者等に対する定期的な提出の義務等を負う旨規定

される。 

 

２．提出手続き 

・選定事業者は、①施設の維持・管理業務及び運営業務の実施状況を記載した業務日誌を

作成し、一定期間保管し、管理者等の求めがあるときには、閲覧に供すること、②選定事

業者は、ＰＦＩ事業契約の終了に至るまで、定められた一定の頻度で維持・管理、運営業

務の実施状況を業務日誌に基づき記載した業務報告書を管理者等に提出して、履行確認を

受けること、③管理者等は、選定事業者から提出を受けた業務報告書を確認し、定められ

た一定期間以内にその結果を選定事業者に通知すること、④業務報告書を選定事業者が業

務要求水準を達成しなかった場合の「サービス対価」の減額等の措置のための判断材料と

して活用する方法等が規定される。また、業務報告書の記載内容についても定められる。 

 

３．趣旨 

・「公共施設等の管理者等は、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配

慮しつつ、適正な公共サービスの提供を担保するため」、「選定事業者から、定期的に協定

等の義務履行に係る事業の実施状況報告の提出を求めることができること。」（基本方針三

２（３）（ロ））と定められており、管理者等が選定事業の実施状況について速やかに認知

できるよう、維持・管理、運営段階における選定事業者の業務履行状況のモニタリングの

基本的な手法の１つとして、選定事業者に対し業務の実施状況報告を作成し、提出を求め

られることが規定される。 

・管理者等は、選定事業者から提出を受けた実施報告をもとに、選定事業者による事業の

履行状況を確認し、これを選定事業者に対する「サービス対価」の支払いに反映させる。

（関連：７－３ 「サービス対価」の減額） 

 

４．選定事業者による業務報告書の作成及び管理者等による履行確認の頻度 

・選定事業者に対し、毎月及び四半期又は半期ごとに業務報告書の作成、提出を求め、業

務履行状況の確認を行うことが通例である。併せて、日常の維持・管理、運営状況を記録

する日報、業務日誌等の作成義務を課し、これを管理者等が常時閲覧できるよう管理・保

管させることも考えられる。 

 

 



 

 128

５．その他の業務履行状況の確認方法 

・維持・管理、運営業務の履行状況を確認する方法は、上記の選定事業者による業務報告

書の提出・報告にとどまらず、管理者等による施設の現場での検査、施設利用者からア

ンケート調査の実施及び報告など他の手法も想定されるため、管理者等が対象となる施

設の特性を考慮し、その方法を追加することが望ましい。なお、モニタリングに必要以

上に費用（及び時間）をかけることは、事業全体の効率性の面から問題であることに留

意を要する。 

 

６．モニタリングのフォーム 

・モニタリングの手段として例えば管理者等による日報の閲覧があるが、必ずしも管理者

等のモニタリングにとって有用な形に整理されておらず、しかも膨大な量の情報が含ま

れるため、管理者等によるモニタリングの手段として実効性に疑問があるなど、モニタ

リングのための有効なフォームが作成されていない場合がある。モニタリングの際に作

成される書類について、両者にとって効果的、効率的なモニタリングが行えるような形

でレポートを作成するかについては、定期的な評価のための協議の場で、効率的、効果

的にモニタリングを行うフォームを作成していくことが考えられる。ただし、この際は、

フォームを作ること自体が目的ではなく、内容こそが重要であることについて留意すべ

きである。 

・例えば、日報の閲覧などはコンピュータ化し、自動的にスキャンし、問題点のみをピッ

クアップするとか，①作業手順や、やり方、アプローチを変えてみる、合理化する、②

毎日同じ定性的な文章の羅列とならない仕組みや工夫を取り入れ、実態を把握できるよ

うにするなど、様々な工夫を行うことが考えられる。 

 

７．虚偽報告を防止する仕組み 

・虚偽報告への対応については、定期的検査及び抜き打ち検査、ヘルプデスク、顧客満足

度調査等の複合的な手法を組み合わせることで防止することが必要である。虚偽が発見

された場合には、それ自体をペナルティの対象とすべきである。 

※ペナルティを考慮する際には、故意によるものと過失によるものにわけ、前者につい

ては特に厳しいペナルティを課すべきである（７－３参照）。 

※管理者等が行う各種検査においては、技術的なノウハウのある専門家を活用すること

も考えられる。 

 

８．条文例 

 

（サービス提供業務等に係る日報・月報の提出） 

条文例 6.4.1 乙は、運営期間中（統括管理業務については当該業務が行われている期間も
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含む。）、サービス提供業務等ごとに、本件施設のサービス提供業務の実施状況及び業務

要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の

サービス提供業務等に係る日報を作成及び保管し、甲の閲覧に供しなければならない。 

２ 乙は、運営期間中、業務要求水準書に基づき、サービス提供業務等ごとに毎月、当該

月の翌月の[ ]日（当日が閉庁の場合は、その直後の開庁日とする。）までに、前項の日

報に基づき、本件施設のサービス提供業務等の実施状況及び業務要求水準書に規定され

るその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容のサービス提供業務等に

係る月報を作成し、甲に提出しなければならない。 

 

（サービス提供業務等に係る四半期報告書の提出） 

条文例 6.4.2 乙は、運営期間中（統括管理業務については当該業務が行われている期間も

含む。）、業務要求水準書に基づき、毎四半期終了後[ ]日以内に、サービス提供業務等

の月報をまとめた甲が合理的に満足する様式及び内容の四半期報告書を作成し、甲に提

出しなければならない。 

 

（サービス提供業務等に係る年度報告書の提出） 

条文例 6.4.3 乙は、運営期間中（統括管理業務については当該業務が行われている期間も

含む。）、業務要求水準書に基づき、毎事業年度終了後速やかに、第○条に規定する年度

サービス提供業務等計画書に対応するものとして、甲が合理的に満足する様式及び内容

のサービス提供業務等に係る年度報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 

 

（サービス提供業務等のモニタリングの実施） 

条文例 6.4.4 甲は、自らの責任及び費用において、統括管理業務及びサービス提供業務に

ついては運営期間中、業務要求水準書に規定する水準の業務が提供されているかどうか

を確認するために、モニタリングを実施する。 

２ モニタリングの項目、方法及び評価の方法並びに乙のサービス提供業務等の不履行に

対するサービス対価の減額等の手続については、別紙[(サービス対価に関する別紙の番

号を記載)]として添付するサービス対価の算定及び支払方法並びに前条に基づき策定す

るモニタリング実施計画書による。 

３ 甲は、第１項に規定するモニタリングの実施を理由として、本事業実施の全部又は一

部について、何らの責任を負担するものではない。 
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＜参考＞英国の状況 

 

定期的検査、
抜き打ち検査

定期的検査、
抜き打ち検査

モニタリング体制の
検査

モニタリング体制の
検査

追加モニタリング
（費用は民間負担）

追加モニタリング
（費用は民間負担）

日常的なモニタリング
（基本）

日常的なモニタリング
（基本）ヘルプデスクヘルプデスク 顧客満足度調査顧客満足度調査

発注者によるモニタリング

民間事業者によるモニタリング

報告 評価 問題が発見された場合

利用者からの情報利用者からの情報
 

 

(1)モニタリングの実施者： 

・ 日常のモニタリングはセルフモニタリングが基本 

但し ①発注者による定期的検査及び抜き打ち検査、モニタリング体制の検査の実施 

   ②利用者からの情報を収集する仕組みの構築(ヘルプデスク、顧客満足度調査) 

   ③問題が発見された場合のモニタリング範囲拡大 

により、モニタリングの実効性を保っている。 

※ An Introduction to Building Schools for the Future では、コスト削減のため殆

どのモニタリングが「セルフモニタリング」であるが、モニタリングの成功に重要

であるのは「ヘルプデスクシステム」（利用者からの苦情等を一元的に受け付ける窓

口）であるとされている。 

 

(2)モニタリング費用： 

・ セルフモニタリング活用による費用節約 

・ モニタリングの実施者がそれぞれ負担する。ただし、受注者のパフォーマンスが一定の

水準に満たない為に行う追加モニタリング又は監査により発注者に発生する負担は、受

注者が負担する。 

 

(3)モニタリング指標の在り方： 

・ 単純なもの：「初期のプロジェクトにおけるパフォーマンス規定の多くは、複雑に構築
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し過ぎた結果効率が悪く、中には日常的手続きの機能性への配慮に欠けるものがあった。

原則として、シンプル・イズ・ベスト（簡素が一番）であり、支払メカニズムで目指す

べきは『少ない対象を効果的に測る』ことである。」（SoPC4 7.3.1） 

・ 性能（アウトプット）を測る：「インプット仕様からアウトプット仕様への移行を発注

者が承認していない場合にも、不必要な複雑さが発生し得る。支払メカニズムはインプ

ットではなくアウトプットを測ることに集中すべきである。」（SoPC4 7.3.1） 

 

(4)質のモニタリングの在り方： 

・ 以下のように、SoPC4 では顧客満足度調査を行い、支払メカニズムに連動させる（但し

通常は少額）ことが推奨されている。 

7.9.2 （一部省略）複雑な状況下で提供されるサービスの質は、現実的にアベイラビ

リティ（利用可能性）及びパフォーマンス基準などにすべてをまとめることは

できない。 

7.9.3 これを測定する最も簡単な手法は通常の顧客満足度調査を行い低い得点又は

不合格点に対し減額を適用する方法である。顧客満足度調査は、測定可能な明

白な事実ではなく個人の感覚に基づくので、結果には幅があり操作されやすい

ため、金銭的補償の根拠とすることは難しいとよく言われる。しかし、このよ

うな調査はパフォーマンスを監視するのに有用な方法であり、減額が最高でも

ユニタリーチャージ（サービス対価）全体に対し通常比較的小さい要素である

とは言え、様々な分野における数多くのプロジェクトでうまく利用されてい

る。例としては、学校事業における校長の満足度が低かったための減額、住宅

事業において利用者満足度調査で点数が低かったための減額、そして調査結果

の点数が低かった際は受注者にパフォーマンス監査の実行と是正計画の立案を

要求する等が含まれる。このようなシステムの長所は、入手したフィードバッ

クが非常に利用価値の高いものであり、優れたサービス提供へのインセンティ

ヴになるという点である。 

 

(5)モニタリングの実施にあたっての留意点 

・契約締結段階までに以下のことを決定 

①発注者から受注者へ、モニタリング条件の提示 

②受注者からセルフモニタリング方法の提案、合意 

・契約締結後の発注者の実施内容 

①モニタリングに係るマニュアル・ユーザーガイドの整備 

②モニタリングのための研修の実施 

③契約締結以前から当該ＰＦＩ事業に関与した担当者の配置 

④運営段階に入る前のモニタリングの試行 
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【モニタリング・支払メカニズムに関する実務上のポイント】 

ＰＦＩ事業では、業務要求水準を満たすサービスの履行を促す実効性のある仕組みを構

築する必要がある。そのためのポイントは以下のとおり。 

 ①業務要求水準、モニタリング、支払メカニズムを一体的に検討し、入札段階でモニ

タリングの基本的な計画を示す。 

 ②管理者等にとっての重要度、事象の影響度、深刻度に応じて、支払メカニズムを構

築する。 

③サービス提供業務の比重の重い事業等では、一定の調整期間を設けたり、協議の場

において認識のすり合わせを行ったりすることが望ましい場合もある。 

④モニタリング結果は公表するとともに、事業の性格に応じて第三者機関による評価

を行うことも考えられる。 

⑤建設モニタリングについても、選定事業者によるセルフモニタリングの明確化や、

重要な点について管理者等が直接関与することで、質を確保することが必要であ

る。 
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第７章 サービス対価の支払 

 

７－１ ＰＦＩ事業における「サービス対価」の考え方（新設） 

 

１．概要 

ＰＦＩ事業の運営方法としては、一般的に、①最終利用者からの利用料をもとに選定事

業を実施する方法、②選定事業者が最終利用者から利用料を徴収できない場合等に、選定

事業者がサービス（施設の設計・施工、維持・管理、運営業務）に対して管理者等が支払

う「サービス対価」をもとに選定事業を実施する方法、③両者の混合形態である方法に分

類しうる。②又は③の方法により選定事業を実施する場合に、管理者等は選定事業者に「サ

ービス対価」を支払う。 

 

２．留意点 

公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するための措置等として、サービス対価の減

額（支払留保を含む）、是正通告、契約解除などを規定する場合には、以下の点に留意しつ

つ検討する必要がある(モニタリングガイドライン 三１より)。 

①サービス対価の減額の規定は、適切な改善を促すための経済的動機付けとして、規定

されなければならない。なお、適正なサービス確保に資する場合には、必要に応じ一

定の改善期間を設定することも考えられる。 

②サービス対価の減額の仕組みによっては、選定事業者の財務状況を短期間のうちに悪

化させ、管理者等が求めるサービス水準が確保しえなくなる要因になりうることに留

意する必要がある。 

③民間事業者の自主性と創意工夫を尊重するという基本原則に則り、選定事業者が債務

不履行確認時に自らの責任でこれを改善することを前提にスキームを構築することが

望ましい。また、このための手続を事前に明確化することが重要である。 

④ＰＦＩ事業契約において債務不履行事由を明確にするとともに管理者等及び選定事業

者が関与する場合の手順等を規定しておくことが必要である。 

 

※本章の内容は、実際のＰＦＩ事業契約書では別紙に規定される部分であり、また案件

による差も大きく、現段階で標準的な条項例を示すことは困難である。本章で紹介す

る条文は、一部の条項の紹介に止まる。 
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７－２ 「サービス対価」の支払（契約ＧＬ：４－１） 

 

１．概要 

・管理者等は、選定事業者に対して、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案

に従った施設の設計、建設工事、維持・管理及び運営の業務の実施により、要求された

水準（内容・質）の公共サービスを提供する対価として一定の金額（「サービス対価」と

いう。）を支払う義務を負う旨規定される。（関連：１－９ 規定の適用関係） 

 

２．事業費回収方法によるＰＦＩ事業の分類 

・ＰＦＩ事業の運営方法としては、一般的に、①最終利用者からの利用料をもとに選定事

業を実施する方法、②選定事業者が最終利用者から利用料を徴収できない場合等に、選

定事業者が施設を使用し提供する公共サービス（施設の設計、施工、維持・管理、運営

業務）に対する対価として管理者等が支払う「サービス対価」をもとに選定事業を実施

する方法、③両者の混合形態である方法に分類しうる。 

・②又は③の方法により選定事業を実施する場合に、「サービス対価」の構成、支払額、支

払方法、減額方法、改定方法等について規定される必要がある。 

 

３．関係法令の規定 

・基本方針において、「選定事業者により提供されるサービスの内容と質、サービス水準の

測定と評価方法、料金及び算定方法等、協定等の当事者双方の負う債務の詳細並びにそ

の履行方法に加えて、当事者が協定等の規定に違反した場合に、選定事業の修復に必要

な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置等を規定すること」

と定められている。 

・また、予決令においても契約代金の支払又は受領の時期及び方法を契約書に記載するこ

と（予決令第１００条第１項第２号）とされている。 

・支払遅延防止法においても同趣旨の規定がなされている（支払遅延防止法第４条第２号） 。 

 

４．「サービス対価」の考え方  

・「サービス対価」の考え方を例示すると以下のとおり。（参考：モニタリングに関するガ

イドライン） 

１）公共サービスの提供に必要な建設工事費と、維持・管理費及び運営費とを不可分の

「サービス対価」とする考え方。 

２）「サービス対価」のうち、選定事業者が負担する各費用項目（建設工事費、支払利息、

維持・管理費及び運営費等）に相当する額をそれぞれ支払うとする考え方。 

・なお、「サービス対価」の支払額は、計算式により示されることが多く、この場合、その

詳細はＰＦＩ事業契約書の別紙に記載されることが多い。 
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５．支払手続き 

・上述のとおり、「サービス対価」の支払い対象期間については、３ヶ月間（年４回払い）

又は半年間（年２回払い）と規定されることが通例である。 

・各期ごとの「サービス対価」の支払いについては、①「サービス対価」の支払い対象期

間に係る管理者等による選定事業者の業務履行状況の確認及びその通知､②あらかじめ

定められた不履行・欠落等の場合の減額措置の適用と確定及びその通知、③疑義のある

場合の協議、④管理者等からの通知に基づき算出した「サービス対価」の支払い対象期

間に係る「サービス対価」の請求、⑤管理者等による「サービス対価」の支払い、とい

う手続きを経ることになり、かつ減額確定の前に選定事業者による修復の機会や一定の

猶予期間を設けること等が通例である。 

・なお、「サービス対価」の支払期日については、支払期日が閉庁日（行政機関等の休日に

関する法律に定める行政機関の休日）の場合に、その前日までに支払う等の規定を置く

こともある。 

 

６．虚偽報告の場合の「サービス対価」の返還 

・選定事業者が管理者等に提出する業務報告書に虚偽の内容が含まれていた場合、選定事

業者が受領した「サービス対価」のうち不当に得た額を返還すべき義務が規定されるこ

とが通例である（民法第７０３条）。返還対象額は、虚偽がなければ減額されえた「サー

ビス対価」の額と規定される場合が多い。選定事業者が不当に得た額は、虚偽報告が意

図的であると、過失によるとを問わず、返還義務が規定される。なお、選定事業者が意

図的に虚偽の報告を行った場合には、更に損害賠償義務を負担させ（民法第７０４条）、

また、その程度が重要である場合等には、管理者等に解除権が付与される旨規定するこ

とも考えられる。 

 

７．条文例 

 

（サービス対価の支払） 

条文例 7.2.1 甲は、乙に対し、別紙[(サービス対価に関する別紙の番号を記載)]に記載す

る方法、金額及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものとする。 

 

（サービス対価の返還） 

条文例 7.2.2 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽

の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価

から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス対価相当額に［条文例 11.1 第１項］

に定める利率で計算した額の損害金を加えた額を減額することができる。 
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２ 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価が当該虚偽

記載がなければ甲が減額し得たサービス対価及び前項の損害金の合計額に不足するとき

は、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。 
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７－３ 「サービス対価」の減額（契約ＧＬ：４－２） 

 

１．概要 

・管理者等は、モニタリング（選定事業者により提供されるサービス水準を監視（測定・

評価））を実施し、選定事業者の業務履行状況が業務要求水準を満たさず、ＰＦＩ事業契

約に従わなかったといえる場合には「サービス対価」の減額又は支払留保を行う旨規定

される。（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

・管理者等による「サービス対価」の減額や支払い留保という措置をあらかじめ定めてお

くことにより、選定事業者が業務を適正に実施することへの経済的動機付けとなる。な

お、「サービス対価」の支払留保がなされる場合は、管理者等からの利息や遅延損害金の

支払いがなく、選定事業者にとっては、新たに金利負担が発生するという点で経済的動

機付けとなる。 

 

２．問題状況 

・性能発注の場合、業務要求水準の規定と修復条件（修復期間など）がセットになってい

るため、モニタリングの仕組みがあって初めてサービスの性能発注が可能になる。そし

て運営段階に至った事業が半数を超え、また、サービス提供業務の比重が重い事業が増

加している今日、モニタリングと支払いメカニズムを適切に構築し、運営していくこと

の重要性が増している。 

 

３．基本的な考え方 

(1)業務要求水準、モニタリング、支払メカニズムの一体的な検討 

・６－１(1)参照 

(2)適切な支払メカニズムの構築 

・減額規定の設定方法：  

民間事業者によるサービス提供のインセンティブを働かせるため以下の点に配慮して、

減額規定を作成すべきである。 

・ 減額幅、是正期間等を決定する際には、管理者等にとっての重要度、事象の影響度、

深刻度に応じて適切に決定する。 

・ ペナルティが、民間事業者の業務要求水準未達を是正するための動機付けとして十

分な内容であるかを検討する。BOT 方式においてはユニタリーペイメント を積極的

に採用する。 

・利用量に応じた適切な調整の必要性： サービス購入型で、かつ利用者数など利用量に

よって選定事業者のコストが大幅に増額する場合、支払いメカニズムが有効に機能する

ためには、サービス提供量（例：入場者数等）の増大によるコストの増加をサービス対

価により適切にカバーする枠組みを構築する必要がある。 
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４．減額等を行う際の手続き 

・管理者等が行う業務確認（関連：６－４ 業務報告）により、「サービス対価」支払い対

象期間の維持・管理、運営業務について業務要求水準を満たしていない事項が存在する

ことが判明した場合、管理者等はまず、改善すべき行為に関する通知を行うものとされ

る。この通知に是正期間を指定する場合もある。あるいは選定事業者自ら行うサービス

水準の測定の結果、業務要求水準を満たしていない場合、改善措置を自ら講じようとす

る場合もある。この是正期間の経過後も、選定事業者の提供する公共サービスが業務要

求水準を満たしていない場合、この時点以後到来する最初の「サービス対価」支払い時

に「サービス対価」の減額又は支払留保が行われる旨規定される場合が多い。 

 

（減額方法） 

・減額を行う場合、①施設を利用に供することができなかった日数に応じて日割りで「サ

ービス対価」を減額する場合と、②上記是正期間終了後もサービス水準が改善されない

場合に、あらかじめ定めたペナルティポイント算定ルールに基づいて減額額を算出する

場合がある。 

 

（減額分の翌期以降の取り扱い―支払留保措置） 

・「サービス対価」の減額が行われた場合、当該減額部分については以後サービス水準が改

善した場合でも支払われないものとされるのが通例であるが、「サービス対価」全額の支

払いが停止された場合は、翌「サービス対価支払い対象期間」にサービス水準が一定以

上に回復することを条件に本来当該期間に支払われるべき「サービス対価」に加算して、

支払いが停止された前期分の「サービス対価」のうちの一定割合（減額後の「サービス

対価」に相当）が支払われる旨、規定される例もある。 

 

（サービス水準が翌期以降も改善しない場合の取り扱い） 

・サービス水準が翌「サービス対価支払い対象期間」以降も改善しない場合については、

管理者等に解除権が付与（是正通告等段階を踏んだ後実行）される旨、規定される場合

もある。 

 

５．適切な支払メカニズムの構築 

1) サービス水準を維持するための実効性のある動機づけの確保 

適切な支払メカニズムを構築するためには、事業目的等に従って重み付けを行うこと

（場合によっては、施設整備費相当分の減額も含む）、各指標間の関係を整理すること

が必要である。 
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① 重み付け： ペナルティを考える際には、事業目的等に沿った重み付け（減額

までの期間や減額幅の設定）を行い、管理者等の考える重要度が民間事業者に伝

わり、機能するような支払いメカニズムとすることが必要である。 

② 各指標間の関係： 一つの事由（違反）が複数の指標に関連する場合、二重に

減額するのかなど各指標間の関係を明確にする必要がある。例えば、アベイラ

ビリティ（施設を利用することができる状態に置かれていない場合アベイラビ

リティなしとされる）とパフォーマンス（施設を利用することができるが業務

要求水準が満たされていない場合で、アベイラビリティ違反に比べてペナルテ

ィは小さいのが一般である）という概念を用いる場合、同じ事項について二重

に減額されることがないように、どのような場合にアベイラビリティに基づく

減額のみがなされ、どのような場合にアベイラビリティとパフォーマンスの双

方に基づく減額がなされるのかを明確に規定しておくことが望ましい（例：エ

レベーターが利用できなくなった場合の「アベイラビリティ」に基づく減額が、

周辺施設のパフォーマンスの低下を考慮した上で決定されているのであれば、

周辺施設でパフォーマンスについての違反があっても減額の対象としない）。ま

た、選定事業者の債務不履行との関係、瑕疵担保責任との関係についても明確

に記載しておくことが望ましい。 

③ 施設整備費部分の扱い： 業務要求水準を達成しない事象が起きたときのサー

ビス対価の減額幅を検討するにあたっては、施設整備費部分も減額の対象とな

りえるような仕組み（いわゆるユニタリーペイメント）を導入するかどうかが

問題となる。ＢＴＯについては確定債権として減額の対象とはならないが18、

ＢＯＴ方式については、サービス水準維持への強い動機付けをはかるため、ユ

ニタリーペイメントについて積極的に導入をはかる必要がある。なお、この場

合、事業の性格に応じ、必要な場合は減額する場合についても一定の限度に留

める等の条件を付すことをあわせて検討する必要がある。 

④ リカバリーポイント： いわゆるポイント制（業務要求水準未達に対して減額

ポイントを付与し、一定の点数以上になったときに実際に減額する仕組み）を

利用する場合は、業務要求水準に規定されたサービス水準を越えた場合にリカ

バリーポイントを付すことによって、より柔軟なサービスに対するインセンテ

ィブシステムを構築することも考えられる。英国ＳｏＰＣ４においても、減額

ポイントと相殺するためにのみ使うことのできる「リカバリーポイント」を付

与することは許容されるとされている。さらに、事業の性質によっては、相殺

のみならずサービス対価の増額につながるボーナスポイントを付与することも

                                                  
18 確定債権となるＢＴＯの場合にも、民間事業者の適切な業務の履行のためのインセンティヴとして、選

定事業者の債務不履行時における管理者等の選定事業者に対する損害賠償権や施設に関する選定事業者

の瑕疵担保責任の規定等を活用することで、より強い動機付けを働かせることが可能となる。（なお、Ｂ

ＴＯの場合でもこれらとサービス購入料を相殺することが禁止されているわけではない） 
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考えられる19。 

 

2) 利用量に基づく調整 

 

サービス購入型で、かつ利用者数など利用量によって民間事業者の費用が増加する場合

には、原則として利用状況に応じてサービス対価が増加する仕組みとする。 

 

具体的には、入場者数が増えることによる民間事業者のコスト増加をカバーできるレ

ベルで、サービス対価の増額規定を設ける。この際、施設の収容能力に見合った上限

金額を設定するとともに、利用者数の制限を認めるなど、民間事業者がとれないリス

クを負うことのないような仕組みを設けることが必要である。このメカニズムが当初

意図したとおりに機能するためには、利用量に応じたサービス対価の増減額の大きさ

について、民間事業者のコスト構造の変化を踏まえた設計が必要である。そのために

は、支払メカニズムの検討段階において、民間事業者のコスト構造について十分なシ

ミュレーションを行っておく必要がある。 

 

６．虚偽報告の場合の「サービス対価」の返還 

・選定事業者が管理者等に提出する業務報告書に虚偽の内容が含まれていた場合、選定事

業者が受領した「サービス対価」のうち不当に得た額を返還すべき義務が規定されること

が通例である（民法第７０３条）。返還対象額は、虚偽がなければ減額されえた「サービ

ス対価」の額と規定される場合が多い。選定事業者が不当に得た額は、虚偽報告が意図的

であると、過失によるとを問わず、返還義務が規定される。なお、選定事業者が意図的に

虚偽の報告を行った場合には、更に損害賠償義務を負担させ（民法第７０４条）、また、

その程度が重要である場合等には、管理者等に解除権が付与される旨規定することも考え

られる。 

 

７．条文例 

 

（サービス対価の減額） 

条文例 7.3.1 甲は、サービス提供業務等について、条文例 6.4.4 に基づきモニタリングを

実施し、業務要求水準書に規定する業務要求水準を満たしていない事項が存在すると判

断した場合、別紙［(サービス対価に関する別紙の番号を記載)］及びモニタリング実施

計画書に従い、改善勧告、サービス対価の減額、本契約の解除等を行うことができる。 

２ 前項による改善勧告、サービス対価の減額等は、乙の債務不履行による甲の損害賠償

                                                  
19 ただし、安易にこのようなポイントを付与すべきでないという考え方もあり、付与する場合には慎重に

検討する必要がある。 
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請求を妨げるものではない。また、前項のサービス対価の減額は業務の不履行による減

額であり、損害賠償の予約を定めてこれをサービス対価から減額するものと解してはな

らない。 

３ ［条文例 12.1.1 第 6 項］若しくは［条文例 13.1.1］の規定又は甲の責めに帰すべき事

由により乙がサービス提供業務等の全部又は一部の履行を免れた場合、乙が履行を免れ

たことにより不要となった費用に相当する金額をサービス対価から減額するものとする。

ただし、甲の責めに帰すべき事由により乙がサービス提供業務等の全部又は一部の履行

ができなかったことによる乙の損害賠償の請求を妨げない。 

 

条文例 7.2.2 も参照 
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第８章 サービス内容及びサービス対価の変更等 

 

８－１ 長期継続契約であるＰＦＩ事業契約の変更の考え方（新設） 

 

１．長期継続契約に関する基本的な考え方 

ＰＦＩ契約の事業期間は長期にわたるものであることから、当初定められた前提条件や

前提となった環境が大きく変化する場合などに柔軟に対応できる内容である必要がある。

そのためには、業務要求水準が明確に記載されていること、事業の性質に応じて公平で

透明性の高い変更手続が規定されることが必要である。この場合、どのような変更メカ

ニズムが必要となるかは、事業類型、サービス内容により異なる。また、どのような変

更でも許されるわけではなく、契約の目的から大きく乖離することがないようにするこ

とに留意する必要がある。さらに、変更に関する合意を契約条件変更として、文書化し

ておくことが重要である。 

 

(1)ＰＦＩの特徴との関係 

ＰＦＩの特徴の一つとして、設計、施工、維持管理等、事業のライフサイクルを一括

して選定事業者に発注することがある。これにより、選定事業者への適切なリスク移

転を可能とし、またこれを通じて民間の創意工夫及び合理的リスク管理を促している

ものであり、ＰＦＩ事業契約は、このような期間中を通じた権利義務関係（リスク分

担）についての両当事者の合意を示しているものである。しかしながら、ＰＦＩの事

業期間は長期にわたることから、契約上の権利義務関係を修正することがより合理的

と判断される場合に備えて、変更を行うメカニズムを設ける必要がある。また変更メ

カニズムは、適切に運用されれば、サービス内容や支払条件をより実態に即したもの

とし、民間事業者が提案の際に予備費として価格を上乗せするのを防止し、ＶＦＭの

向上に資するものと考えられる。この場合、官民の適切なリスク分担を図るという目

的から逸脱しないようにすること、契約の目的から大きく離れないようにすることに

ついて留意する必要がある。 

 

(2)変更メカニズムの基本的な考え方 

 

以上のような点を考慮すると、変更メカニズムは特に以下の点に配慮して作成するこ

とが必要となる。 

①業務要求水準を明確に規定する必要性 

契約締結時点で業務要求水準の内容が曖昧であると、変更する場合にも何を基準に

変更価格を算定すればよいのかが曖昧になり、変更も困難になることに留意する必
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要がある（すなわち、変更前に何が求められているかが不明確であると、変更後の

業務要求水準が決定されても変更に要する価格の算定が困難になる）。 

②公平性・透明性の確保 

ＰＦＩ事業契約上の変更メカニズムの規定においては公平性、透明性を確保する必

要があり、また実際の変更の適用に際しても、公平性、透明性が求められる。した

がって、どのような場合にどの変更・調整手続きが適用されるのか、そして各変更・

調整手続きの内容を明確に規定する必要がある。また、サービス内容を変更する場

合には、変更の前後で、管理者等、選定事業者双方とも有利にも不利にもならない

ようにすることが重要である。ただし、変更の実施に関して、選定事業者が創意工

夫・努力により付加価値を創出できる場合には、そのメリットを選定事業者が享受

できるインセンテイブを保持することは許容されるべきであろう。 

③リスク管理との関係 

変更メカニズムを規定する目的は、リスクを回避することではなく、リスクを管理

することである。したがって、合理的に選定事業者が一定のリスクをとることがで

き、そして、これを管理できる場合は、選定事業者がリスクを負担するという選択

肢を否定するものではない。ただし、この場合には金融機関の観点からも、リスク

管理の妥当性に関する評価・検討がありうることに留意する必要がある。 

④事業類型・サービス内容との関係 

どのような変更メカニズムが必要となるかは、事業類型、サービス内容等により異

なる。例えば、専ら施設整備を中心としたＰＦＩ案件の場合には運営業務の全体に

対する影響は限定され、単純な物価連動方式や簡素化された調整メカニズムで足り

る場合もある。 

⑤合意を文書化する必要性 

変更に関する合意を契約条件変更として、文書化しておき、後日に担当者が変更さ

れた場合に、選定事業者が義務を負う範囲が不明確になり、その結果モニタリング

も困難になるということが生じないようにする必要がある20。 

 

２．契約条件の見直しの方法 

 

契約条件の見直しの方法は、様々な考え方があり、それぞれの特性を理解した上で、事

業内容に応じて、変更規定を組み合せていくことが考えられる。 

 

①価格の自動調整メカニズムの組込み 

一定の指標（インデックス）等を予め定め、これらに基づき、対価を定期的に調整す

る方法である。ただし、指標の変化が時間の経過と共に対象となるサービスの市場実

                                                  
20 議会の議決との関係については今後検討する必要がある。 



 

 144

勢価格の変化とずれるというリスクはあると共に、指標を使って連動させても、現実

に増減する費用の連動とは一定の差異が生じることも多い。この場合、下記④などと

組み合わせることが考えられる。 

②一定の時点での見直し、調整 

初期段階で現実と規定の大きな乖離が生じることが予想される場合などに、一定の時

点でサービス内容などを見直し、これに応じて調整する方法である。これは、先例が

少ない分野の案件や、入札から実際のサービスが提供されるまでに長期の時間を要す

るため契約締結時点でできる限り明確に業務要求水準を規定したとしてもサービス提

供時点で調整が必要になるような案件に適用されるもので、すべてのＰＦＩ案件で必

要というわけではない。この方法を採用する場合には、リスク及び価格をどの段階で

どう固定することが合理的か等を考慮した上で、採否及び条件を決定すべきである。 

③変更、調整手続を開始する事由を規定する方法 

法令変更、不可抗力事由など一定の事由が生じた場合の手続・効果（リスク分担）を

規定する方法である。 

④一定期間経過後の価格の見直し 

例えば供用開始後５年目など、一定の期間経過後に価格等の条件を見直す方法である。

資本的支出を伴わず、資本的投資との関連性も低いサービス（ソフトサービス。Ⅳ参

照）については、4～5 年の期間は前述（①）の指標等による調整のみで十分である可

能性が高いが、これ以上長い期間となると、市場価格から乖離する可能性が高くなる。

そこで、4～5 年毎に価格等の条件を改定することを前提に、適用される手法等を予め

契約で定める。 

⑤契約の部分解除、サービス変更等 

時間の経過に伴い、サービス自体が不要になったり、サービス提供のあり方に根本的

な修正が必要になったりする可能性が少なくないサービスについて、契約の一部解除

や変更規定で対処するものである。 

 

３．変更に伴う価格変更の方法・サービス対価調整規定における調整額決定方法 

価格決定の方法としては価格算定のための算定式を予め合意しておく方法、ベンチマー

キング、マーケットテスティング、中立的な専門家による判断などが考えられるが、こ

れについてはⅡ３(2)、Ⅳ３を参照されたい。 

 

４．財務モデル及びその他の条件の合意 

サービス内容変更に伴うサービス対価の変更額、サービスの一部解除の際のサービス対

価の変更額及び補償額の算定を客観的に行うために必要な限りにおいて、財務モデル

（事業計画）21、下請先との契約条件、費用の明細等について予め合意することが有効

                                                  
21 財務モデルとは、ワークシートとして構成される計算モデルをいい、単純な形式から複雑な
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であることもある。現在、我が国ではこれらについて予め合意するという慣行は存在し

ないが、今後は財務モデルを合意する慣行を形成していくことも一つの選択肢となる22。 

なお、財務モデル等の合意を行う目的は、合意した一定の条件が契約解除の際の補償

額の算定に合理的に用いられること等にあり、よって財務モデルを組成する条件が将来

に渡り固定することを意味するものではないことに留意する必要がある。また、サービ

ス購入型でも比較的単純な事業については、入札時に提出した事業計画をベースに算定

することも考えられる。 

 

① 費用の明細に関する情報や財務モデルを共有することの共有の有用性 

・サービス内容の変更、定期的なサービス対価の変更の際の変更額の算定については、

費用の明細について予め合意しておくことが有効である。また、管理者等による任

意解除、管理者等の債務不履行による解除の際に、変更額等を客観的に算定するた

めには、財務モデル等の合意も一つの効果的な手法と考えられる。法令変更又は不

可抗力による一部・全部解除の場合にも使用することが考えられる。 

 

② 費用の明細に関する情報や財務モデル等の合意手続 

・これらを合意していく手順（対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、

その後の合意手順等）については、入札段階で予め示す必要がある。 

 

③ 財務モデル等の内容についての留意点 

・財務モデル等を合意する際には、コストの部分は実態に即したものとすること、そし

てコストの部分と選定事業者の株主に対する収益の部分を明確に区別することが基

本となる。ただし、現状では単純に費用と収益を区別することが困難である例も多

いことに留意する必要がある（例えば、株主が劣後貸付をしている場合、劣後貸付

けは準資本～Quasi-Equity～とも呼ばれ、単純な貸付とはみなされないことがある）。 

・サービス内容やサービス価格が変更になった際に、財務モデルのどの部分が適用にな

るのかも意識した上で項目を定め、前提条件の変更が生じた際にも財務モデルが適

切に機能する必要がある。 

・管理者等による任意解除の際の算定方法については、これらの財務モデル等にはよら

ずに、別途算定方法を合意するという方法もありえる。 

・財務モデル等の合意手続は、あくまでも選定事業者側が将来支出する費用の内訳を決

                                                                                                                                                  
形式まで多様な考え方がある。通常、契約締結から終了まで事業期間にわたる年度毎の貸借

対照表、利益計算書、キャッシュフロー表、これらの前提条件となる費用や諸条件表などか

ら構成され、全てが連動して計算される論理を含むものになる。 
22 具体的にどのような事項を合意すべきか（サービス変更や契約解除の際の補償の際の金額の

算定の際に必要となりうる程度の情報を契約締結までに合意できるか）、財務モデルと現実の

乖離をどこまで認めるかなどについては、引続き検討を要する。 
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定していく手続であり、管理者等から選定事業者への支払は入札手続に従って決定

された額で変更されない。 
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８－２ 物価及び金利の変動に伴う「サービス対価」の改定（契約ＧＬ：４－３） 

 

１．概要 

・物価の変動、金利の変動等による選定事業者の費用増減に対応して「サービス対価」を

一定の頻度で改定することが規定される。 

 

２．趣旨 

・事業期間が長期に亘るＰＦＩ事業契約においては、物価の変動、金利の変動等が選定事

業者の費用増やその利益の減少の原因となり得ることから、変動等の選定事業に与える

影響の程度を勘案し（リスクガイドライン二６（２））、「サービス対価」を一定の頻度で

改定することが規定される。この際、規定すべき事項としては、「サービス対価」のうち

改定対象とする費用項目、改定の基準とする経済・金融指標、改定の算定式及び改定時

期等があげられる。 

 

３．物価の変動による改定 

・「サービス対価」の改定の基準とする物価指数としては、企業向けサービス価格指数、勤

労統計調査の実質賃金指数、消費者物価指数、卸売物価指数、建設物価指数(修繕費に対

応)などがある。対象業務ごと、対象費用項目ごとに、上記の指数を対応させる場合もあ

る。 

・「サービス対価」の改定の基準とする物価指数の採用にあたっては、選定事業者が実際に

用いる財・サービスの市場価格が的確に反映される指数を採用することにより、選定事

業者の負担する物価変動リスクを減じることができる。 

・「サービス対価」の改定は、基準とする指標の変動の多寡にかかわらず、一定期間（毎年

又は３年ごととする場合が多い）に定期的に実施する場合と、基準とする指標が一定割

合以上変動している場合にのみ改定する場合がある。 

 

４．金利の変動による改定 

・選定事業者は、固定金利による資金調達を金利スワップ契約によって行うことが通例で

あり、現在のところ、金利スワップ市場では、１５年までのものの取引が大半といえる。

このため、これを超える融資期間を前提とする案件の場合、将来の金利変動を「サービ

ス対価」に反映する仕組みを織り込むことが通例である。金利変動リスクを「サービス

対価」の改定に反映する方法としては、１０年を経過時に、残存期間に相当する固定金

利を基準に「サービス対価」を改定する方法、あるいは、５年を経過するごとに、その

後５年間の「サービス対価」を改定する方法等が考えられる。金利変動リスクを「サー

ビス対価」の改定に反映しない場合は、そのリスクは選定事業者が負うこととなるが、

金利上昇局面においては、そのリスクが金融費用に反映されて、契約金額に転嫁される
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結果ともなり得ることに留意する必要がある。なお、金利の変動による「サービス対価」

の改定を行うか否かの検討にあたり、融資額が比較的少額の場合、当事者双方の実質的

な面での手続き費用を考慮することも考えられる。 

 

５．条文例 

 

（サービス対価の改定） 

条文例 8.2 甲及び乙は、別紙［(サービス対価に関する別紙の番号を記載)］の規定に従い、

物価変動等、需要変動又は税制度の変更に伴うサービス対価の改定を行う。 
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８－３ 物価の変動に伴う施設整備費の改定（新設） 

 

１．概要 

インフレや特定の材料の価格変動などによって、建設に要する費用が増加する場合のサ

ービス対価の調整が規定される。 

 

２．問題状況 

昨今の建設関連資材の高騰により、建設費が著しく増大しているケースが見られるが、

現在のＰＦＩ契約においては建設費にかかる物価高騰リスクは選定事業者の負担とされ

ていることが多い。これらの物価高騰リスクについては、ＰＦＩ事業は、契約締結日か

ら竣工までの期間が長期であることから、通常の公共事業よりも問題が深刻であり選定

事業者にとって大きな負担となっている。 

 

３．基本的な考え方 

(1)リスク分担の在り方との関係：ＰＦＩの基本はリスクを最も良く管理することができ

る者が当該リスクを分担するというものである。通常の請負工事と異なり、性能発注で

あるＰＦＩの場合は、民間の創意工夫により物価変動による影響を緩和していくことが

期待されている。すなわち、施設整備費の総額を如何に管理し、予め固定し、かつその

費用超過を防止するかは、ＰＦＩ事業契約の中でも最も重要なリスク分担事項を構成す

る。よって、コスト管理は選定事業者のリスクとなることが原則であり、通常の範囲内

での物価変動は選定事業者のリスクとなる。しかし、応札時点において選定事業者では

管理できないと判断するような急激な物価高騰が生じた場合については、事業構造が脆

弱になるおそれがある。そこで、特定材料の著しい物価変動（いわゆる単品スライド）

リスク、及び急激なインフレまたはデフレによる物価変動（いわゆるスーパーインフレ）

リスクについては、公共工事標準請負契約約款と同様の規定を入れることが考えられる。 

(2) 通常の範囲内のインフレ：一方、通常の範囲内のインフレについては(1)に記載のと

おり選定事業者リスクが原則となるものの、大型事業で契約締結日から竣工までの期間

が長期にわたる場合は、管理者等が負うことも考えられる23。 

(3)いずれにせよ、官にとって有利な契約を作るか、民にとって有利な契約を作るかとい

うよりむしろ、民にとってリスクが大きい契約は価格も高くなる可能性が高いというこ

                                                  
23 英国財務省が 2006 年に公表した Application Note— Interest-Rate & Inflation Risks in PFI 

Contracts では、ＰＦＩの場合でも通常は受注者が建設費に関するインフレリスクをとること

とされている。しかし、ファイナンシャルクローズから建物の完工（又は建物の着工）まで

の期間が特に長いプロジェクトにおいて、発注者が物価変動リスクをとる方が、物価変動リ

スクを民間が提案価格に織り込ませるよりＶＦＭが大きくなると考えられる場合が例外とし

て考えられるとしている（p13）。このような考え方に基づき、大型事業で契約締結日から竣

工までの期間が特に長期にわたる場合（例えば５年以上の場合）は、５年経過した時点でそ

れ以降の建設費用について発注者がリスクをとり、全額負担している事業がある。 
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とを踏まえ、リスクを選定事業者に移転するメリットと価格の上昇というデメリットの

どちらが大きいかという観点を軸に判断すべきである。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

わが国の公共工事標準請負契約約款では、①１年を超える契約における 1.5％以上の物価

変動（スライド）、②主要な工事材料の著しい物価変動（単品スライド）、③急激なイン

フレまたはデフレによる物価変動（スーパーインフレ）の場合について、発注者、受注

者双方から工事請負代金額の変更を求めることを認めている。２．に示したＰＦＩの基

本的考え方を踏まえ、②及び③について同様の条項をＰＦＩ事業でも採用することが最

低限必要である。「主要な工事材料」については、工事に必要な資材及び機材の双方が含

まれると解釈される。 

 

(1)基準の明確化：ＰＦＩの基本理念からは、上記②、③の各々の場合において、どのよ

うな条件に至った場合に変更をし、どのように建設費の変更額を決定するかについて、

予め合意した客観的な指標を用いて決定することが望ましいと考えられる。しかし、

指標が何％変動した場合に建設費を変更するかについて一つの数値を決定するのが難

しいこと、特定材料の著しい価格変動については客観的な指標が乏しいこと等の事情

があり、事例の蓄積が十分でない現段階において標準的なルールを一つに決めるのは

難しい。今後、事業ごとに、使用する客観的な指標や変更を可能とする変動幅につい

て明確化することが望ましい。対象期間等、具体的算定方法については今後検討を要

する。 

(2)実際のコスト変動との誤差：指標のみで機械的に計算した場合、当然実際のコスト変

動との誤差が生じることにも配慮する必要がある。 

 

５．留意点 

(1)支払方法 

物価変動により建設費を増額変更する場合、増加分のコストを管理者等が一括支払いす

ることは難しい場合があると考えられる一方、一括払いとすれば資金調達に与える影響

を最小限にすることができるため、一概に分割、一括のどちらが適切とはいえない。 

(2)債務負担行為 

管理者等は、建設費の増額に備えて、債務負担行為の設定額には一定の余裕を持たせる

ことが望ましい。 
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６．条文例 

 

(物価の変動に伴う施設整備費の改定) 

条文例 8.3 甲又は乙は、次の各号に掲げる場合には、契約内訳の施設費相当額（以下、「施

設費対価」という。）の見直しについて相手方に請求することができる。 

 ア 特別な要因により建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい

変動を生じ、施設費［及び解体撤去費］が不適当となったと認めた場合24 

 イ 予期することのできない特別の事情により、建設期間内に日本国内において急激な

インフレーション又はデフレーションを生じ、施設費［及び解体撤去費］が著しく不

適当となったと認めた場合 

2  前項の場合において，施設費対価の変更額については，甲及び乙が協議して定める。

ただし、協議開始の日から[ ]日以内に協議が整わない場合にあっては、［条文例

14.1.1 以下］に定める紛争解決手続によるものとする。 

3  前項の協議開始の日については，甲が乙の意見を聴いて定め，乙に通知しなければな

らない。ただし、甲が第 1 項の請求を行った日又は受けた日から[ ]日以内に協議開

始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができ

る。 

 

【建設費の改定に関する実務上のポイント】 

建設資材等の物価高騰に対しては、ＰＦＩ事業におけるリスク分担の考え方に従い、以下

のとおり整理することが考えられる。 

 ①契約時点で想定できなかった特定材料の著しい物価変動及び急激なインフレまたはデ

フレによる物価変動があった場合は、建設費の改定を行う規定を設ける。 

 ②上記規定においては、用いる指標や改定の判断基準等を明確化することが望ましい。

 ③通常の範囲内での物価変動リスクは選定事業者が負担する。 

                                                  
24 具体的な規定方法について様々な考え方があるところであり、今後早急に検討することが望ま

れる。 
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８－４ 物価及び金利の変動以外による「サービス対価」の改定（特にソフトサービス）（新

設） 

 

１．概要 

ソフトサービス（資本的支出を伴わず、資本的投資との関連性も低いサービス）に関し

ては、例えば５年ごとに市場実勢価格にあわせてサービス対価を改定する調整規定につ

いて、具体的な方法を含めて規定する。 

 

２．問題状況 

ソフトサービスについては、物価変動による指標による調整のみでは市場価格と乖離が生

じてしまうため、例えば５年ごとに市場実勢価格との乖離を防ぐためのサービス対価の調

整規定が設けられるが、具体的方法（内容の妥当性、透明性、迅速性を確保するための方

法）が課題となっている。 

 

３．基本的な考え方 

(1)指標による調整のみでは一定期間以上の価格増減リスクを選定事業者がとることがで

きない業務については、別の調整メカニズムが存在しない場合、民間事業者が提案の際

に予備費として価格を上乗せすることにつながり、ＶＦＭの最大化を妨げることになる。

そこで、市場実勢価格に応じたソフトサービスの対価の増減額の規定を入れることが望

ましい25。 

(2)ハードサービス（資本的支出を伴う、又は資本的投資との関連性が高いサービスで、主

に施設の維持管理）は、当該サービスのみを取り出して市場価格と比較することはでき

ないため、原則として対象外とする。 

対価の見直し規定は、柔軟性のない価格設定が官民の双方にとって高いリスクとなる

ため規定されるものである。どちらかに有利な結果になることを意図するものではな

い。また、そもそもＰＦＩの業務の範囲は常に広ければ広いほどよいというものでは

なく、民間事業者が負担することの困難なリスクを含む業務については、はじめから

ＰＦＩの対象外とすることも考えられる。ここで規定するサービス対価の改定方法は、

あくまでもその業務のみ切り離して市場実勢価格と比較する（あるいは入札にかけ

る）ことができるような場合を想定しており、対象となる業務は限定される。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

                                                  
25 英国 SoPC4 では、ハードサービスを資本的投資に関連するサービス、ソフトサービスをそれ

以外のサービス（清掃、警備、給食など）とした上で、ソフトサービスについてマーケット

テスティングなどによる価格見直しの対象としている（15.3）。 
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(1)価格変更の対象としてのサービス 

価格変更の対象としてのサービスについては、基本的にはソフトサービスとすべきである

が、ソフトサービスに該当するか否かのみで一律に割り切ることは適切でなく、多額の初

期投資を伴うものであるか否か、建物等の建設・大規模修繕と分離して発注することが合

理的であるか否か、競争市場があるか、代替性があるか等も考慮した上で決定すべきであ

る。 

 

①多額の初期投資を伴うものであるか否か。すなわち、見直しのタイミングまでに、初期

投資を回収することが可能であるか。また、コストのうち変動費と固定費の割合はどの

ようになると想定されるか（固定費部分が多いと、価格調整が難しくなる）。 

②建物等の建設、大規模修繕と分離して発注することが合理的であるか否か。例えば、施

設の維持管理のうち、コストが建物の状態により非常に左右されるものについては、分

離して発注することはＰＦＩのメリットを失わせることになる。 

③競争市場があるか、代替性があるか。存在しない場合、市場実勢価格の情報の入手も、

マーケットテスティングも困難になる。 

 

(2)価格改定方法 

見直しの方法としては、ベンチマーキング、マーケットテスティング、中立的な専門家

の活用、一部業務の契約期間短縮・一部解約権の付与などが考えられ、それぞれの方法

を理解した上で、サービスの性質に応じて適切なものを選定する。 

 

①ベンチマーキング（市場価格を調査し、それに応じて対価を調整する方法） 

 

・選定事業者の委託先の変更に伴う問題が生じない（現行の業者が引続き行う）とい

うメリットがあるが、適切なデータの入手およびその客観性の判断が困難26というデ

メリットがある。 

・十分なデータが得られず合意できない場合に備えて、合意できない場合は管理者等

が最終価格を呈示する（ただし、選定事業者はこれを拒否し契約の一部解除を行うこ

とができるものとする）方法など他の手法を使うことができる旨規定しておくことが

望ましい。 

 

                                                  
26 英国では、価格改定手続きにおいて競争性を確保することができなければ現行の委託先が強

い立場になること、ベンチマーキングにおいて、マーケットテスティングに存在している競

争性を「複製」(replicate)するためには、同種の業務を行っている他の業者から提供された

情報など十分なデータに基づいて受注者と交渉を行うことができる必要があると指摘されて

いる。（House of Commons, Committee of Public Accounts: HM Treasury: Tendering and 

benchmarking in PFI P5、p8、） 
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②マーケットテスティング（特定のサービスについて、選定事業者が入札にかける方法。

入札の結果、選定事業者は委託先を落札者と交代させることもありうる） 

  

・競争による価格低下が期待されるというメリットがあるが、選定事業者の委託先と

なりうる企業の参加意欲の減退、競争市場の有無（当該サービスについて競争市場が

存在しないと逆に価格が高くなるリスクがあり、英国でも競争的な市場が期待できな

い場合はマーケットテスティングは適切でないとされる）、新しい委託先の不履行リ

スクの選定事業者による評価と入札参加者の範囲の関係についても留意する必要が

ある27。 

・見直しが合理的であるように、対象業務の選択、見直しまでの期間等を決定する必

要がある28。 

 

③一部契約期間短縮又は一部解除権付与 

 

・当該サービスについての契約期間の短縮（ソフトサービスの契約期間をＰＦＩ事業

期間より予め短く設定）または一部解除権の付与（ソフトサービスの価格変更に合意

できない場合に当該ソフトサービスを業務範囲から除外する）という方法を採用した

場合、競争による価格低下が期待されるというメリットがある。ただし、これに相応

しいサービスは、基本的には、サービスの一時的・短期的な欠落が生じることにより

致命的な影響をもたらさないことが必要であり、さらに原則として、(i)管理者等自

らがサービスを提供し、代替できる能力がある場合、(ii)競争市場において常に代替

事業者が存在している場合、(iii)サービスの提供そのものが管理者等にとり必要性

がなくなった場合、のいずれかに該当する場合に限り適切な方法となると考えられる。 

・一部のソフトサービスをはじめからＰＦＩ契約の対象外とすることも考えられるが、

ソフトサービスをＰＦＩの一部とすることにより、ソフトサービスを念頭において施

設の設計をするというメリットがあることに留意する。 

・一部契約解除や契約期間短縮は、選定事業者や融資金融機関に対する影響度も大き

いため、その妥当性、手順、効果等に関しては、慎重な判断を必要とすることに留意

する。 

 

５．留意点 

(1)初回の見直しまでの期間 

価格の見直しの対象とした場合でも、ある程度初期投資がある場合には、その程度に応

                                                  
27 英国 SoPC4 ではマーケットテスティングを原則としているところであるが、受注者にとって

必ずしも有利に働くものではないことから、反対論も強いことにつき、留意する必要がある。 
28 業務体制（選定事業者からの委託先）の変更は、選定事業者に融資をしている金融機関等に

も影響を与える可能性がある点に留意する必要がある。 
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じて対象から除外したりすることにより、あるいは１回目の見直しまでの期間を長くし

たりすることにより（例えば７年から 10 年など）、選定事業者に不当な不利益を及ぼさ

ないように工夫すべきである。 

・初回の見直しまでの期間は業務ごとに個別の事情に応じて判断すべきである。例え

ば、変化が激しい分野では、短めに設定する方が現実的である。 

(2)創意工夫との関係 

選定事業者や委託先の創意工夫がコスト削減に寄与できる分野において管理者等が選定

事業者の努力の結果をすべて奪ってしまうことがないよう工夫する必要がある。このよ

うな分野については、見直しの対象外とすることや、テストの結果を全て管理者等によ

る選定事業者に対する支払に連動させるのではなく一部のみ連動させること等も考えら

れる。 

 

６．条文例（ベンチマーキングを活用した例） 

 

（サービス対価の改定） 

条文例 8.4 甲及び乙は、以下のサービス提供業務に関するサービスの対価を、それぞれ以

下に規定する時期に、直近の改定時からの類似の内容の業務における委託費の市場実勢

価格の推移を考慮した上で、改定のための協議を行う。 

  ①［   ］業務：サービス提供業務開始後[ ]年後、その後は[ ]年ごと 

  ②［   ］業務：サービス提供業務開始後[ ]年後、その後は[ ]年ごと 

  ③（以下対象となる業務を列挙） 

２ 乙は、市場実勢価格を示すための客観的資料を甲に対して提供するものとする。 

３ 甲および乙の協議が整わなかった場合、以下に従うものとする。 

  ①[   ]業務、[   ]業務については、甲は乙に対して最終価格を通知する。乙

がこれに不服がある場合には、［   ］日以内に、［条文例 14.1.1］に定める紛争調

整会議の開始の通知を送付するものとする。。 

  ②[   ]業務、[   ]業務については、甲は乙に対して最終価格を通知する。乙

がこれに不服がある場合には、乙は当該業務について本契約を終了させることができる

ものとする。この場合、乙は新たな受注者の選定及び事業の引継に協力する義務

（[    ]に関する情報の開示を含む）を負うものとする。ただし本号は、甲が当該

業務について公募を行う場合、乙又は乙からの下請業者が参加することを妨げない。 

 

【ソフトサービス等の価格変更に関する実務上のポイント】 

資本的支出を伴わず、資本的投資との関連性も低い、いわゆる「ソフトサービス」につい

ては、市場実勢価格との乖離を防ぐための調整を規定する。調整規定のポイントは以下の
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とおり。 

 ①ソフトサービスの各々について、市場実勢価格との比較を行うタイミングを規定する

（例えば、５年程度が考えられるが、サービスの属性に応じて決定する必要がある）。

 ②調整のための方法としては、ベンチマーキングのほか、マーケットテスティング（選

定事業者による入札の実施）、ソフトサービスの契約期間の短縮・契約の一部解除等が

あるが、それぞれの方法の特徴を理解した上で、業務の性質に応じて適切に組み合わ

せていくことが必要である。 
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８－５ サービス内容変更とそれに伴うサービス対価の改定（新設） 

 

１．概要 

将来の状況の変化に応じてサービス内容を変更することが必要となることがある。また、

事業によっては、初期段階（例えば、運営の開始前後）で現実と当初の想定との乖離が

判明することも多い。このような場合に備え、変更のための手続及び価格決定の方法が

規定される。 

 

２．問題状況 

現在のＰＦＩ契約においては、複雑な事業の場合は、サービス内容の変更について、管

理者等による変更要求通知、選定事業者からの回答書の提出、これらに基づく協議を軸

として比較的細かい規定が定められていることが多い。一方、比較的単純な事業では具

体的な手続規定がないことも多い。この場合、①手続の明確化（特に規定がない場合）、

②特に価格算定プロセスにおける双方の手続負担軽減及び透明性の向上、③曖昧な事実

上の業務要求水準等の変更の防止（十分な予算を確保しないまま追加の負担を強いるな

ど不適切なサービス対価の調整（書面の欠如などによる）、モニタリング基準の不明確化）、

④競争性の確保などの課題に対応していく必要がある29。 

 

３．基本的な考え方 

(1)８―１ １(1)記載のとおり、当初定められた前提条件や前提となった環境が大きく変

化する場合などにサービス内容を変更できる仕組みを作ることが重要であることを認識

する。すなわち、変更の必要性が生じることが常に問題というわけではなく、変更の必

要性が生じているのに放置することが問題であるという発想の転換が必要である。 

(2)ＰＦＩは、官民の対等なパートナーシップが基本となっている。その観点からは、不合

理な変更を官が民に強いるようなことは厳に慎まなければならない。一方、管理者等が

変更にかかる費用を負担する場合、納税者に対して説明できる必要がある。そこで、透

明性および公平性の高いサービス内容の変更手続きを規定する必要がある。 

(3)管理者等からの要請によるサービス内容の変更によって増加する費用は管理者等が負

担する。一方、費用が減少した場合には、サービス対価についても変更がなされるべき

である。 

(4)現実に変更手続が適切に活用されるためには、特に小規模の変更については当事者の負

担が少ない現実的な手続が必要である。この場合透明性が高くかつ迅速に対応可能な価

格決定メカニズムを盛り込むことが重要である。 

(5)変更への心理的抵抗により必要なサービス内容の変更手続が行われないという状況を

                                                  
29 選定事業者は、業務要求水準等に違反しない限り、その都合により（インプット）仕様の変

更を行うことができる(業務仕様書の変更手続)。この場合には、対価の変更はない。 
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避けるよう、例えば、開業直前、開業１年後等、当初想定したサービス水準と実態との

ギャップが顕在化しやすいタイミングでサービス内容のレビューを確実に行い（業務要

求水準書に記載されていない内容で、両当事者が合意する必要のある事項のレビューを

含む。）、必要に応じてサービス内容の変更及びそれに伴う価格の変更が実施できるよう

な仕組みを盛り込むことも考えられる。ただし、このような規定の趣旨は、契約締結時

までに決定することができるサービス等について、変更手続により対応することを推奨

するものではない。このような規定を挿入する場合でも、「後で決めればよい」といった

考え方によって、契約条件が曖昧なまま契約を締結することは厳に慎むべきである。 

(6)プロジェクトファイナンスは、契約初期条件を変更しない（そうしないと想定したキャ

ッシュフローが実現しない）という前提を基本としているので、契約変更が及ぼす事業

キャッシュフローへの影響など金融機関の立場も考えて、契約条項を作成していく必要

がある。 

(7)選定事業者から変更を提案する手続についても規定することが望ましい。30 

 

４．具体的な規定の内容 

(1)通常変更 

具体的規定内容は、事業の性質に応じて決まるべきものであるが、運営重視型の手続き

の一例として、以下のようなものがある（条文例は基本的に以下の考え方によっている）。 

 

①管理者等による変更要求通知 

②選定事業者による仮見積の提出（管理者等に概算を伝えることにより、変更を中止

したり、変更内容を見直したりする機会を与える。選定事業者が必要と考えるとき

に提出。）31 

③選定事業者による仮対案の提出（選定事業者の創意工夫により、よりよい変更にし

たり、より安価な方法を提案したりすることが想定されている。選定事業者が必要

と考えるときに提出。） 

④拒否事由（後述） 

⑤選定事業者による回答書の提出 

⑥協議 

⑦変更の実施 

                                                  
30 英国 SoPC4 においては、一般的には受注者はサービス内容の変更を提案する権利を有するべ

きであるが、発注者はそれを承認するか否かについて決定する絶対的な権利（但し法令変更

を理由とする場合を除く）を有するべきであるとされている（13.2.5）一方、BPR を考慮した

合理的なサービス内容変更や費用縮減などの民間提案もありうるため、このような民間提案

は考慮されるべきであろう。 
31 ②③については、管理者等の側からも仮見積、仮対案を求めることができるような規定にす

ることも考えられ、この点についてはさらに検討を要する。 
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⑧対価の支払（後述） 

 

(2)簡易変更（一定の規模以下の変更について、価格算定のための算定式を予め合意する方

法） 

３．(4)に示されたとおり、特に小規模の変更については当事者の負担が少ない価格決

定メカニズムを盛り込んだ現実的な手続が必要である。そこで、８－１ ３に記載さ

れた価格算定のための算定式を予め合意しておく方法、すなわちサービス内容の変更

に伴う価格について予め（調整可能な）単価/量等の必要要素と算定式を合意しておく

ことにより、できるだけ機械的に算定できるメカニズムを導入することが考えられる32。

ただし、予め合意した調整可能な単価と算定式を用いることで市場価格と大きく乖離

しないことが見込まれる事項に限り利用すべきであり、すべてのＰＦＩ事業で必要と

いうわけではない。また、このような規定が機能するかは状況によって異なると考え

られ、わが国の実情に即した実践を重ねていく必要がある。 

 

(3)定期的な見直し規定 

特に複雑な案件で契約時点で選定事業者が履行義務を負うサービスの内容の詳細を決定

することが困難である事業については、例えば開業直前、開業の約１年後に見直す旨の

規定を挿入することなどが考えられる。ただし、このような規定を挿入する場合でも、「後

で決めればよい」といった考え方によって、契約条件が曖昧なまま契約を締結すること

は厳に慎むべきである。 

 

さらに、その後も調整の必要性が高いと予想される案件については、定期的に業務要

求水準を見直す旨の規定を設けることも考えられる。見直しの頻度については、個別

のサービスの属性やリスク分担の合理性、費用への影響の度合い等も勘案して決定す

る必要がある。 

 

(4)対価の支払 

①資本的支出等相当分（調整、変更が資本的支出増を伴う場合） 

 

変更の実施のために資本的支出や初期投資を伴う場合、必要となる資金調達を誰が、

どう実施するかという点と共に、管理者等から選定事業者への対価及びその支払時期

を併せて検討する必要がある。選定事業者が資金調達等を担うことになると、追加的

に金利等の調達費用を必要とし、全体費用や支払対価を調整せざるを得ないため、追

                                                  
32 英国 SoPC4 は、①事前に価格を決定できるものについては、変更内容およびその価格を記載

した一覧表を作成する方法、②一覧表の作成ができない部分については、一種のオープンブ

ック方式によって対応する方法（入札時にできる限り単価の開示を求め、この単価に応じて

変更時の対価を計算する）が採用されている。 
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加的資本支出を一括して、サービス対価とは別途、支払うことが手続き上簡易になる。

しかし、ある程度の大きさの資金が必須な場合には、選定事業者が資金調達を担いサ

ービス内容の変更後に、当該資金調達にかかるコストも勘案した上で定期的に支払う

対価を変更するという方法もあり得るため、一概にどちらの方法が優れているとはい

えない。 

 

後者の方法による場合、金融機関の合意を取得することが前提となる。一方、既存

のファイナンスの枠組みに大きな影響をもたらさない手法（例えば、資金調達を金

融機関からの貸付等に劣後するローンとして構成株主企業から調達するなど）を用

いることにより、既存のファイナンスへの影響をできるだけ少なくすることも考え

られる33。勿論この場合でも、当該費用は対価に転嫁され、管理者等の負担になる。 

 

②資本的支出相当分以外（調整、変更が資本的支出増を伴わない場合） 

 

この場合、一括払いはなく将来のサービスの対価の調整のみとなり、維持管理、運営

費相当分のサービス対価に反映させる。 

 

(5)手続に要する費用 

変更手続に要する費用（手続きにあたり必要となる専門家や弁護士の費用等34）について

も規定を設けて置くことが望ましい。 

 

管理者等からの要求に基づく場合は当該費用を管理者等が負担することが原則ではあ

るが、事前に具体的金額や予算上の上限等について合意することなどにより、過大な

負担が生じないようにすることが望ましい。 

 

(6)拒否事由 

 

①拒否事由 

 

管理者等によるサービス内容の変更要求に対しては、拒否事由に該当する場合を除き、

選定事業者はこれに応じなければならないとすることが考えられる。但し、このよう

な方法が合理的か否かは、案件によることに留意する必要がある。 

 

                                                  
33 案件によっては、対価を増やすことなく、（債務負担行為の変更等必要な手続を経た上で）契

約期間を延長して、事業者による収益機会を増やすことで対価を回収させる方法もある（こ

の場合、将来の収入を現在価値へ割引く方法も考慮する必要がある）。 
34 どのような費用が生じるかについては、変更の内容によって異なる。 
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・このような規定を入れるかは将来において管理者等が変更を要求せざるを得な

くなる状況が生じる可能性と、かかる規定が存在することによって選定事業者が

負うことになるリスク等を考慮して決定すべきである。拒否事由を検討する際に

は、経済的合理性のない変更を選定事業者に強いることのないようにする必要が

ある。 

・プロジェクトファイナンスの貸付人（金融機関）が変更に伴う影響を許容でき

るかという問題があり、金融機関が判断するためには技術コンサルタント等によ

るデューデリジェンス（変更による影響を精査する）を必要とする場合（時間、

コストがかかる）もある。この評価や協議の内容次第では、事業への影響があり

うることを認識すべきであろう。また、管理者等の要求により変更を行う場合に

は、これに要する合理的費用を管理者等が負担することになることに留意する必

要がある。 

 

サービス内容変更要求と選定事業者による拒否の流れ（条文例参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②拒否事由がある場合の一部解除及び一部解除時の補償 

 

拒否事由に該当する場合、管理者等に契約を一部解除する権利を与えることが考えら

れる。この場合、適切な額の補償についても規定すべきである。ただし、選定事業者

が如何なる解除条件で委託先と契約しているのかは、サービスの属性や内容、業態、

市場における代替性の有無等によっても異なりうること、従って委託先との契約の内
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容によっては補償する必要がない場合もあることに留意する必要がある35。 

 

・一部解除ができる場合：これが可能であるのは、選定事業者に重大な悪影響を与

えず、かつ、原則として、①管理者等に自らサービスを提供する能力がある場合、

②当該業務を第三者に委託することができる（かつ、競争的価格での委託が可能

である）場合、又は③業務そのものが不要となった場合に限られる36。また、①②

については、業務の承継が円滑に遂行できるよう配慮することが望ましい。 

・損失補償の内容：一部解除時の損失補償については、一律に決めることは困難で

はあるものの、管理者等による変更の理由に応じて判断することが考えられる。

すなわち、やむをえない事由による変更要求通知であれば、選定事業者に実際に

生じる損害につき損失補償する考え方となるが、管理者等の自己都合に近い事由

による変更要求通知であれば、管理者等の任意解除と同様の考え方が適用され、

解除に伴う逸失利益も一部含めて損失補償することが考えられる。 

・損失補償算定のための重要な事項の合意、あるいは管理者等による内容の把握：

一部解除時の損失補償を客観的に算出するため、契約の締結時点までに、選定事

業者と運営協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容に

ついて合意すべきである。これらを合意していくプロセス（対象事項、提案の際

に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意プロセス等）については、入

札段階で予め示す必要がある。あるいは代替的に、運営協力企業との契約の写し

を契約締結後、管理者等が取得することにより、同等の効果を得ることもできる。 

 

(7)紛争解決 

 

対価の支払、手続費用、拒否事由に該当するか否かなどについて合意ができなかった場

合は、紛争解決プロセスを利用することが考えられる。 

 

(8)選定事業者からの提案 

                                                  
35 長期継続契約の条件を協力事業者にパススルー（同一条件で契約条件を転嫁すること）する

枠組みもあれば、パススルーせずに、あるいは、長期継続契約を前提とせずに、一端選定事

業者がリスクを支え、任意解除条件を協力事業者との間で保持するという枠組みもありえ、

これら条件次第では、管理者にとっての費用は変わりうる。この意味では、協力事業者との

関係で選定事業者が負担なき任意解除権を保持していれば、大きな費用負担なしに、解除で

きることもありうる。この場合、選定事業者に損失補償が必要か否かも、状況によるところ

があり、これらの点についても更に検討を要する。 
36 いかなる場合に選定事業者に「重大な悪影響を与える」といえるかについては、選定事業者

が全体の業務を提供することにより適正な利益水準を確保していることが多く、一部解除を

行った場合の適正な損失補償額を客観的に示すことは困難であるという問題があり、財務モ

デル等の情報の共有に加え、複数の業務を一括して請け負うことによる費用が削減されてい

る場合の効果との関係も含めて、更に検討を要する。 



 

 163

 

選定事業者による提案の手続について規定する。 

 

５．留意点 

 

(1)予算との関係 

サービス内容の変更が管理者等の支払い額の増加につながる場合、予算がないと契約上

の規定があっても実行できない。こうした事態を防ぐため、管理者等は、債務負担行為

の設定額には一定の余裕を持つ必要がある。 

・この際、債務負担行為の文言を工夫することも考えられるが、文言の工夫によりどこま

で対応できるかについては別途検討する必要がある。 

・また、単年度の予算額についても、一定の予備費を確保することが望ましい37。 

 

(2)拒否事由に該当せず、選定事業者が価格見積を提出したにもかかわらず価格に合意でき

なかった場合の一部解除規定 

３に示す変更の規定を盛り込んでも、両当事者にとって納得のできる条件を見いだすこ

とができないことも考えられるため、合意できない場合の業務の一部解除の規定を盛り

込むことが考えられる。 

・解除は両当事者に与える影響が大きいことから、双方ができる限り妥協し、協議によ

り合意し、問題を解決することが望ましい。これができない場合でも、別途定める紛

争解決手続を介在させることにより解決を図ることが望ましく、一部解除の規定が濫

用されないように配慮すべきである。 

 

(3)通常変更の場合の価格決定 

通常変更についても、価格の決定手続を盛り込むことが望ましいが、どのような方法を採

用するのかについては慎重な検討が必要である。①ベンチマーキング（市場価格を調査し、

それに応じて対価を調整する方法）、②マーケットテスティング（特定のサービスの市場価

格を確認するために、選定事業者が対象のサービスを入札にかける方法）、③中立的な専門

家の活用（適格性を有する独立した技術アドバイザーに、参考価格の作成（への助言）や

選定事業者の見積の精査を委ねる方法）などが考えられる38。

                                                  
37 変更に必要な予算が確保できない場合に、事実上契約に規定された変更手続を無視し、予算

本位で処理するようなことは厳に慎むべきである。曖昧なサービス内容の変更は、後日紛争

を生じさせるリスクが高いことを認識する必要がある。 
38 英国 SoPC4 では、これらの３つの方法が挙げられているが、学校ＰＦＩを除き、この部分は

各分野の標準契約の具体的プロセスはまだ公表されていないので、具体的にどのように規定

されていくかは明らかではない。英国財務省から 2007 年８月に公表された Change Protocol 

Principle （主に学校ＰＦＩを想定）は３つの方法が併記されている。同じく財務省から 2007

年 12 月に公表された Variations Protocol for Operational Projects（entered into prior 
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６．条文例 

 

別紙○ 業務要求水準書の変更手続 

 

以下、簡易変更の規定を入れた場合の例を示すもの。簡易変更の規定の必要性及びその内

容については、簡易変更のための手段の実用性の有無、事業の性質等に応じて判断される

べきである。 

 

※以下の用語を事業の性質に応じて定義規定で定義する。 

「簡易変更」―― 一定の規模（金額）以下のサービス内容の変更 

「通常変更」―― 一定の規模（金額）を上回るサービス内容の変更 

「簡易変更価格一覧」―― 将来の変更のために作成した資材、日当等及び各項目に使用

すべき指標等の一覧で、事業者提案に添付し、順次更新。 

「原価一覧」―― 積算根拠として事業者提案に添付。（※Ⅳ４(2)の注釈参照。一種のオ

ープンブック方式を想定） 

 

Ⅰ サービス内容変更要求通知 

 

１ 甲は、サービス内容を変更しようとするときは（但し、変更内容が簡易変更価格一覧

に記載のあるもののみである場合を除く）、随時２(1)から(5)に掲げる事項及び甲と乙が

合意する事項を記載したサービス内容変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付するこ

とにより、サービス内容の変更（業務要求水準書、提案書及びその後の甲乙間の合意に

基づき、乙が甲に対して履行する義務を負う業務の内容の変更をいい、業務要求水準書、

業務範囲の変更を含む。）を求めることができる39。乙は、業務内容の変更に伴い［サー

ビス提供業務等協力企業／受託・請負企業］の変更を行う場合には、別紙○に定める手

続を行う必要はない。 

 

２ サービス内容変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。 

(1) 変更要求事項 ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、業務要求水準書又は

その他の文書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又は修正履歴を表示するこ

                                                                                                                                                  
to Standardisation of PFI Contracts version 4）（草案）でも、３つの方法が記載されて

おり、どれを原則にすべきかについては明記されていない（2.19-2.26）。一方、自治体によ

るＰＦＩについて、各分野の標準契約に変更手続（Change Protocol）が盛り込まれるまで使

用されることになっている 4ps:Model Change Protocol for Accommodation PFI projects に

おいては、マーケットテスティングが望ましい方法とされている。 
39 簡易変更に該当する場合以外について、どのような場合に変更を要求することができるのか

について規定すべきとの考え方もあり、この点については更に検討を要する。 
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とにより該当部分を明確にしなければならない。 

(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、サービス内容変更要求通知の到達の

日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。 

ア 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託するサ

ービス提供業務等協力企業等において新たに設備の購入、サービス提供業務等協力

企業等若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、

[ ]月間 

イ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託するサ

ービス提供業務等協力企業等において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契

約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、[ ]月間 

ウ ア及びイのいずれにも該当しない場合は[ ]月間 

(3) サービスの対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額 

(4) 変更を要求する理由 

(5) その他必要事項 

 

Ⅱ 仮見積り及び仮対案の提出 

 

１、簡易変更に該当する場合を除き、乙は、甲に対し、サービス内容変更要求通知受領後[ ]

日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案

を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束

しないものとする。 

２ １の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提

出を受けた日から[ ]日以内に、乙がサービス内容変更要求通知に回答する必要がある

か否かを通知する。ただし、甲が[ ]日以内に通知を行わない場合は、サービス内容変

更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。 

３ 甲がサービス内容変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通

知を受領後[ ]日以内に、Ⅳの要領に従い甲に回答書を提出する。 

４ １から３に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。 

５ 甲がサービス内容変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、甲は、３の

仮対案を、これを基に更にサービス内容変更要求通知を作成するためにのみ使用するこ

とができる。 

６ １から５の手続は、両当事者が書面にて合意した場合、簡易変更についても用いるこ

とができる。 
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Ⅲ 変更の拒否 

 

１ 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該

当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務内容の変更を拒否することができ

る40。拒否できる事由の有無について甲及び乙の間に争いが生じたときは、［条文例 14.1.1

以下］に定める紛争解決手続によるものとする。 

  (1) 違法となるとき 

(2) 乙又はサービス提供業務等協力企業等の許認可の取消原因となるとき 

(3) 乙又はサービス提供業務等協力企業等が合理的に判断して取得不能な許認可の取

得が必要となるとき 

(4) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき 

(5) 変更が実施された場合に本事業の根本的な部分の変化を招来するとき 

(6) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき。 

(7) 前各号に準じるような重大な悪影響を乙に及ぼすとき 

(8) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき 

(9) サービス内容変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき 

(10) サービス内容変更要求通知に記載された変更開始希望日から[ ]日以内に乙が変

更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき 

２ 前項にかかわらず、乙が前項(10)に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否

の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で、変更開始希

望日を変更したサービス内容変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更され

た当該サービス内容変更要求通知の受理後[ ]日以内に更に回答を求めることができる。 

３ ［乙が第１項(1)から(7)に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提

出した場合においては、以下のすべての要件を満たす場合に限り、甲は[ ]日以内に、乙

と協議のうえ、本契約の一部解除を行うことができる。解除について乙に異議がある場合

には、［条文例 14.1.1 以下］に定める紛争解決手続によるものとする。41。なお、本項は、

第 96 条に基づく甲による任意解除を妨げないものとする。 

(1) サービス内容変更要求通知に記載された変更を第三者又は甲自らが適法に行うこ

とができると合理的に認められること 

(2) 一部解除により本事業の根本部分に変化を及ぼさないこと 

                                                  
40 記載された拒否事由の例については、具体化、明確化に向けて今後さらに検討を要する。 
41 第３項に規定する管理者等からの解除権については、将来変更が必要になる可能性の大小、

一部解除が現実的に可能か、一部解除された場合の事業者への影響等、諸般の事情を考慮し

て、かかる規定の必要性の有無を判断すべきである。なお、この条項を挿入しない場合には、

拒否事由をより限定することも考えられる（例えば、英国 SoPC4 にも同様の拒否事由の規定

があるが、下請先が許認可を有していないことは拒否事由にあげられていない。したがって、

第１項第２、３号を修正することも考えられる）。 
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(3) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼさないこと] 

４ [前項により本契約の一部が解除された場合、以下に従ってサービス対価の減額及び補

償を行うものとする。42 

(1) 解除された業務の内容に応じて、サービス対価を減額するものとする。減額幅を算

定する際には、複数の業務を一括して請け負うことによる費用が削減されている場

合の効果についても配慮する。 

(2) ［特段の事情43がある場合を除き、統括管理業務の対価相当分については、減額し

ないものとする。］44 

(3) ［特段の事情がある場合を除き、［株主への利益相当分］45については、減額しない

ものとする。］ 

(4) 甲は、別紙○4647に記載された契約条件に基づき、乙が［サービス提供業務協力企業］

に支払う必要のある額を乙に補償するものとする。 

(5) (その他必要な調整項目を記載)] 

５ [以下の各号のいずれかに該当する場合には、前項第 3号は適用しないものとする。 

(1) (事業の性質に応じてやむを得ない事由を具体的に記載) 

(2) ・・・] 

 

Ⅳ 乙による回答書の提出 

 

１ Ⅲの(1)から(10)に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、２に掲げる事項を記載し

た回答書により以下の期限までに回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、

                                                  
42 具体的にどのような算定方法が合理的かについては議論の途上であること、さらに合理的な

方法については個別の状況によっても異なりうることから、本項の規定方法については更に

検討を要する。 
43 特段の事情としては、例えば統括管理業務に必要である人員を削減できる場合を想定してい

る。この部分については、予め特定できる事由については、特定することも考えられる(第 3

号も同様)。 
44 統括管理業務がない場合には、本号を削除するか、修正する必要がある。 
45 株主の利益分を明示した財務モデル等をあらかじめ合意していることを前提としている。 
46 契約の締結時点までに、選定事業者と運営協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関

係するものの内容（かかる契約書の写しを開示すべきであるとの意見もある。）を別紙として

添付する方法を想定している。これらを合意していくプロセス（対象事項、提案の際に提案

すべき事項、提案内容の条件、その後の合意プロセス等）については、入札段階で予め示す

必要がある。尚、代替的に運営協力企業との契約書案を後刻管理者等に提出する義務を規定

することにより、同じ効果をもたらすことができるとの意見もある。 
47 本別紙作成の際、初期投資（契約締結等に要する費用も含む）を伴うものについてはこれが

回収できるような金額を入れること（公共による買取により回収できる部分を除く。）、また

初期投資を伴わない場合については、一定の期間（たとえば半年以上）前に通知した場合に

は補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。また、本別紙は、Ⅲ４、５、Ⅳ６

で使用されることが想定されているが、それぞれの場合で状況が多少異なるため、どれが適

用される場合かにより金額を変えることも考えられる。 
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甲の変更要求通知記載の条件をすべて承諾したものとみなす。 

(1)通常変更：サービス内容変更要求通知受領後[ ]日以内 

(2)簡易変更（簡易変更対価一覧記載以外の変更）：サービス内容変更要求通知受領後[ ]

営業日以内 

(3)(1)及び(2)にかかわらず、Ⅱに従い仮対案又は仮見積りが提出された場合には、Ⅱに

記載された期限 

２ 前項の回答書には、以下の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 変更方法 

(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用 

(3) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日 

(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び業務要求水準書

中関連する条項の変更案 

(5) 変更により本件施設の利用不能又は不便を招来するか否か 

(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響 

(7) サービス提供業務等協力企業等の変更の見込み 

(8) その他甲が定める事項及び特記事項 

３ 簡易変更の場合の費用算定方法 

(1) 簡易変更価格一覧に含まれる部分については、同一覧により決定する。 

(2) これ以外については以下に従い算定する48。 

① 簡易変更価格一覧に含まれない部分については、原価一覧に応じて計算（以下の

例による）。 

工事・設計 同種の工事のユニット当たりの単価に変更対象工事
のユニット数を乗じた額 

施設にかかる維持管
理業務 

同種の設備の更新サイクル及びメンテナンス費用の
単価を基準に算定した額 

サービス提供業務 同種の業務の面積当たり、時間当たり、又は業務当
たりの単価を用いて計算した額 

② 原価一覧記載の業務に比べ、高い質の業務の提供を甲が要求した場合、合理的範

囲内で増額。 

③ 原価一覧記載外の業務は市場価格（乙が客観的な資料を提出） 

④ 乙の管理費（上記の額に原価一覧に記載された割合を乗じる） 

⑤ ［甲及び乙が予め合意した範囲内における見積書作成費用。］ 

                                                  
48 上記は英国 SoPC4 に準拠して作成された Change Protocol Principles（英国財務省より 2007

年８月公表）の中規模変更の規定をベースに作成したものである（主に学校ＰＦＩを想定し

て作成）。しかし、これが実際に機能するかは現段階では不明であり、日本において採用する

場合、このような方法が可能か、可能であるとすればどのような調整事項が必要かについて

も別途検討する必要がある。いずれにせよ、価格決定の方法については英国、日本ともに確

立した方法はなく、どのような方法であれば、透明性、公平性及び迅速性を確保できるのか

について、広範に議論をしていく必要がある。 
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⑥ (その他必要な調整条項を記載) 

(3) 指標による調整：簡易変更価格一覧及び原価一覧に記載された金額については、運営

期間開始後[ ]年ごとに別紙○に記載された指標に応じて修正されるものとする。 

(4) 簡易変更価格一覧の更新：甲及び乙は、運営期間開始前及び運営期間開始後各年度の

始めまでに簡易変更価格一覧に追加が必要な項目を甲及び乙の合意により追加する

ものとする。また、指標による調整をしてもなお同一覧に記載された単価が合理性を

欠くと認められる場合については、変更を希望する当事者は客観的な資料を示した上

で、変更を求めることができる（市場価格に幅がある場合、甲にとって最も有利な価

格を基準とする）。 

４ 甲は、１の回答書を受領後又は１の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直

ちに、乙との間で、業務要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限

日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至

った場合、甲及び乙は変更を証するため、変更確認書を作成する。 

５ ４の合意が協議開始後[ ]日以内に成立しなかった場合、［条文例 14.1.2］に定める

紛争解決手続により合意を図るものとする。同条に求める手続によっても合意できなか

った場合、甲は乙に対して甲の最終案を通知する。乙がこれに不服がある場合には、乙

は、甲と協議の上、変更と不可分の部分（甲乙の協議により定める）について本契約を

終了させることができるものとする。この場合、乙は新たな受注者の選定に協力すると

ともに、事業の引継に協力する義務（[    ]に関する情報の開示を含む）を負うも

のとする。 

６ 一部解除を行った場合のサービス対価の変更及び補償については、Ⅲ第４項を準用す

るものとする。ただし第３号を除く。 

 

Ⅴ 乙からの提案 

 

乙は、随時、変更内容及びⅣ２(1)から(8)に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した

書面により業務内容の変更を提案することができる。甲は、乙の当該提案について協議

に応じるか否かを決定し、[ ]日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案に

ついて協議に応じる場合は、Ⅳ３から６の規定を準用する。 

 

Ⅵ．定期的変更協議 

 

(1) 甲及び乙は以下の期日（以下「定期的変更協議開始日」という）から、サービス内容

の変更の必要性について、協議を行なうものとする。両当事者は、定期変更協議開始日

までに、必要に応じてアンケート、インタビュー等を行なった上で、変更検討事項報告

書（別紙○の様式による）を他方に対して提出するものとする。 
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① 運営開始日の［ ］月前の日 

② 運営開始後［ ］月を経過した日 

③ 運営開始後［ 年、 年、 年、 年、 年］を経過した日 

(2) 甲は、協議の結果変更が必要との結論に至った場合には、本別紙Ⅰ以下の規定し従っ

て変更要求通知を送付する。 

  

Ⅶ 簡易変更価格一覧のみに基づく変更 

 

１．甲は、簡易変更価格一覧に記載のある変更のみを希望するときは、以下の事項を記載

した変更要求通知を乙に送付するものとする。 

(1) 変更要求事項  

(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、サービス内容変更要求通知の到達の

日から少なくとも[ ]月間を経過した後の日を記載することを要する。但し、Ⅰ２

（２）ア又はイ該当する場合には、[ ]月間を経過した日以降とする。 

２．乙は、サービス内容変更通知到達の日から［ ］日以内に簡易変更価格一覧により算

定された変更に要する額、変更方法及びその他甲が定める事項を記載した回答書を甲に

送付する。甲は変更価格に異議がある場合については、[ ]日以内に乙に通知するもの

とし、協議を行うものとする。協議開始後[ ]日以内に成立しなかった場合、［条文例

14.1.1 以下］に定める紛争解決手続によるものとする。 

３．乙は、所定の期日までに変更を実施するものとする。甲は、［   ］までに、変更に

要した額を支払うものとする。 

 

【サービス内容の変更に関する実務上のポイント】 

ＰＦＩは長期契約であるため、将来の事業環境の変化に対して、サービス内容の変更及び

それに伴うサービス対価の変更手続きを規定する。変更規定のポイントは以下のとおり。

 ① 変更手続が機能するためには、まずは当初の条件が明確である必要がある。当初の条

件が曖昧である場合、変更手続も機能しない。 

 ② 変更額や補償額の算定を客観的に行うためには、財務モデルあるいは費用の内訳、解

除時の条件等について、必要な範囲内で合意しておくことが望ましい。財務モデルを

活用することも一つの効果的な手法となる。この際以下のことに留意する。 

(1)これらの合意はあくまでも算定のための方法についての合意であること 

(2)また現在選定事業者が開示している各業務の費用については、様々な事情により

市場価格を反映していない場合もあることに留意すること（例えばひとつの事業者が

複数のサービスを提供して、それぞれのサービスコストに乗せる利益の幅を意図的に

変えて、総体として利益を確保している場合など）。しかし、このような状況は客観
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的価格算定を困難にするものであり、できるだけ実態に近い価格が提出されるように

なることが望まれること。 

(3)財務モデル等は、契約締結時までに確定することが原則となる。困難である場合、

契約締結後に詳細を詰めていくことも想定できないことはないが、あくまで重要な事

項は契約締結までに決定されるべきで契約締結後の決定は例外であること、また、管

理者等から選定事業者への支払は入札手続に従って決定された額で変更するもので

はないこと。 

③管理者等が要請してサービス内容等を変更する場合、増加コストは管理者等が負担す

る。 

 ④小規模な変更に関しては、予め（契約締結時等）価格改定のための算定式を合意して

おくことが考えられる。 

 ⑤運営開始の直前や、運営開始１年後など、定期的に事業契約に定められたサービス内

容と実態を見直す規定を設けることも考えられる。 
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第９章 表明及び保証等 

 

９－１ 表明及び保証等（新設） 

 

１．概要 

・選定事業者及び管理者等が、事業契約の締結のために必要な内部手続を履践しているこ

と等の事業契約の適法性ないし有効性を基礎づける事実や、必要な許認可を取得している

ことや債務負担行為の設定に係る議会の議決を経ていること等のＰＦＩ事業の遂行に欠

くことのできない事実の存在について表明及び保証を行うことが規定される。 

・また、選定事業者及び管理者等が、一定の書類の提出義務、一定の事項の通知義務、さ

らに一定の行為を行う義務又は一定の行為を行わない義務をそれぞれ遵守することにつ

いて、誓約ないし約束することが規定される。 

 

２．趣旨 

・表明及び保証（representations and warranties）という概念は、もともとは欧米の契

約実務において用いられてきたものであるが、近時は我が国においても、主として協調融

資や企業の合併・買収等の複雑な企業間取引にかかる契約実務において活用される例が増

大しており、また未だ少数ながらも表明保証条項の法的効力について判断する裁判例も現

れ始めているところである。表明保証条項を契約に定める意味は、契約当事者が契約関係

に入るに際して、一定の重要な事実が存在することを相手方に言明させることにより、相

手方による契約上の義務履行に対する信頼を高めることができるとともに、仮に相手方が

表明保証した事実が存在しないことが判明した場合には、契約を解除して契約関係を解消

したり、表明保証された事実が存在すると信じたことによって被った損害の賠償を請求し

たりする等の契約上の救済措置を可能とする点にある。このように、表明保証は、それを

行う時点（通常は契約締結日）において存在する事実を言明するものであるので、その対

象は過去又は現在の事実ということになり、概念上、将来の事実について表明保証が行わ

れることはない。 

・一方、誓約（covenants）ないし約束（undertakings）という概念も、欧米の契約実務で

一般的に用いられる用語ではあるが、その内容は、契約当事者が一定の行為を行う義務又

は一定の行為を行わない義務を定めるものに過ぎず、その意味においては、当事者が遵守

すべき義務を定める我が国の一般的な契約条項と特段その機能を異にするものではない。

従って、あえて「誓約」ないし「約束」という名称の条項を定めることは必要ではなく、

通常の契約条項として規定すれば足るものではあるが、契約当事者が契約期間中に遵守す

べき事項が多数存在し、まとめて記載した方が一覧性の観点から便宜であるような場合に、

このような条項を設けることが考えられる。 
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・表明保証条項や誓約条項においていかなる事項を規定するかについては、それぞれのＰ

ＦＩ事業の事業内容やその事業の抱えるリスクの内容に応じて、個々の事業毎に検討する

必要がある。なお、過去の事例においては、事業契約において表明保証条項や誓約条項が

規定される例は多くはないが、例えば選定事業者による選定事業者自身の設立、契約締結

権限及び業務遂行能力に係る表明保証や、管理者等による債務負担行為の設定に係る表明

保証について規定される例がある。 

 

３．留意点 

・表明保証については、上記の通り、そもそも欧米の契約実務に起源する概念であり、ま

たそれに関連する我が国の裁判例等も未だ極めて少ないため、その法的性格や要件・効果

について解釈が確立していない点も多い。従って、事業契約の作成にあたっては、表明保

証の対象となる事実を規定するに留まらず、表明保証条項に違反した場合の法的効果等

（例えば、解除事由や損害賠償事由への該当性等）についても明確に規定すべきことに留

意する必要がある。 

 

４．条文例 

（事実の表明及び保証） 

条文例 9.1.1 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明

し、保証する。 

(1)乙が、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づき適法に設立され、有効に存続する株

式会社であること 

(2)乙の本店所在地は○○内であること 

(3)乙は、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力

を有し、本契約上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、乙に対して

強制執行可能であること 

(4)乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則

その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること 

(5)本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結された

こと 

(6)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令

及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙

が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令

に違反しないこと 

(7)乙の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること 

(8)乙の資本金が○円以上であること 

(9)乙が、破産手続又は民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法



 

 174

的倒産手続開始の申立てをしておらず又は、第三者によるかかる手続の申立てもなさ

れていないこと 

(10)乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことに

よって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと 

(11)乙が、公租公課を滞納していないこと 

(12)債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を

惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本事業の遂行に関し、

重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと 

(13)乙による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し又は、届

け出るべき許認可がある場合、当該許認可の一切が適法に取得され、届出が適法に完

了し、法的手続が適法に履践され、かつ、かかる許認可、手続が有効であり、また将

来取り消されるおそれがないこと 

(14)乙の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な乙の能力又は本契約上の義

務を履行するために必要な乙の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又

は調査は、乙に対して係属しておらず、その見込みもないこと 

(15)本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点

において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対

し開示されておらず、かつ開示された場合に、甲の決定に重大な影響を及ぼすことが

相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと 

(16)乙の定款に会社法第 326 条第２項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関す

る定めがあること 

２ 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証

する。 

(1)甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則上要求されてい

る授権その他一切の手続を履践していること 

(2)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執

行可能な甲の義務が生じること 

(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用されるすべての法令

及び内部規則に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に

違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと 

(4)甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債

務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本事業

の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと 

(5)［○○議会］において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされ

たこと 

(6)本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政
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府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもない

こと 

(7)本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点に

おいて一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し

開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を

及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと 

(8)本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、

調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、隣地の所有者又は占

有者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはないこと。

本件土地に対する隣接地及びその建物又は構造物による不法な侵害は存在しないこと 

 

（乙による約束） 

条文例 9.1.2 乙は、甲に対し、本契約締結後[ ]日以内に、甲が合理的に満足する形式及

び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。なお、次の各号の書面の記

載内容が変更された場合も同様とする。 

 (1)(内容については、事業の性質に応じて決定される。具体的内容については、引続き

検討が必要である。） 

 

（甲による約束） 

条文例 9.1.3 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。 

 (1)(内容については、事業の性質に応じて決定される。具体的内容については、引続き

検討が必要である。） 

 

（乙の兼業禁止） 

条文例 9.1.4 乙は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前

の書面よる承諾を得た場合は、この限りでない。 
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第１０章 契約期間及び契約の終了 

 

１０－１ ＰＦＩ事業における契約の終了（契約ＧＬ：５） 

 

・ＰＦＩ事業契約の終了には、契約期間の満了による場合の他、ＰＦＩ事業契約期間中に

おけるＰＦＩ事業契約の解除による場合がある。このＰＦＩ事業契約の解除には選定事

業者の帰責事由による場合（管理者等が解除権を有する、「１０－３ 選定事業者の債務

不履行による解除」で解説）、管理者等の帰責事由による場合（選定事業者が解除権を有

する、「１０－４ 管理者等の債務不履行による解除」で解説）、及び不可抗力や法令変

更の場合がある。なお、ＰＦＩ事業契約の解除に伴い、当事者に損害賠償又は違約金等

の支払義務が発生する（「１０－６ 解除の効力」及び「１０－７ 違約金」で解説）。 

・ＰＦＩ事業契約においては、基本方針に「当事者が協定等の規定に違反した場合に、選

定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置

等を規定すること（基本方針三２（２））」、「事業修復の可能性があり、事業を継続する

ことが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の

有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。（基本方針三２（６））」と定められてお

り、当事者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合であっても、選定事業に修復の

可能性があり、かつ、継続が合理的であるときには、当事者及び関係者が選定事業の修

復を図ることとし、修復に必要な適切かつ合理的な措置等を規定することとなる。 

・したがって、ＰＦＩ事業契約においては約定解除権が規定される（民法第５４０条第１

項）。約定解除権を規定することにより、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るた

め、法定解除権の解除事由及び解除要件を補充・修正することや、法定解除権とは別の

解除事由及び解除要件を規定することができる。 
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１０－２ 契約期間（契約ＧＬ：１－３） 

 

１．概要  

・契約期間について、始期は、契約締結日であり、その日からその効力を生じることとし、

終期は、特定の年月日、又は施設の供用開始から一定期間を経過した日である旨規定さ

れる。 

 

２．関係法令の規定 

・会計法及び予決令では、契約書に履行期限を記載することとしている（会計法第２９条

の８第１項及び予決令第１００条）。 

・支払遅延防止法においても同趣旨の規定がなされている（支払遅延防止法第４条第２号） 。 

 

３．条文例 

 

（契約期間） 

条文例 10.2.1 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、サービス提供業務等終了日をも

って終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続してい

る権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。 
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１０－３ 選定事業者の債務不履行による解除（契約ＧＬ：５－１） 

 

１．概要 

・管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合、選定事業者に対

して一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正されない場合、ＰＦＩ事業

契約を解除できる旨規定される。但し、選定事業者による契約違反が選定事業者と管理

者等の間の信頼関係を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行

の是正が図られる見込みがない場合、管理者等は無催告で解除できる旨が特約として定

められる。 

 

２．趣旨 

・管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合、基本的には選定

事業者に対して是正に必要な一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正さ

れない場合、ＰＦＩ事業契約を解除できる旨規定される。設定された是正期間以内に、

不履行の是正がなされた場合には管理者等はＰＦＩ事業契約を解除できないこととなる。

ＰＦＩ事業契約に則して公共サービスが継続的に提供されることが重要との観点から、

管理者等による解除権行使の前にまず選定事業者に自ら不履行を是正（義務の不履行を

「治癒」し、「修復」を図ること）することの経済的動機付けを与えることが必要である。

但し、選定事業者による契約違反の程度が著しく選定事業者と管理者等の間の信頼関係

を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行の是正が図られる見

込みがない場合は、管理者等は無催告で解除できる旨を特約として定められる。 

・基本方針において、「事業継続が困難となる事由をできる限り具体的に列挙し、当該事由

が発生した場合又は発生するおそれが強いと認められる場合における協定等の当事者の

とるべき措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定する

こと」、「事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事

業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規

定すること」が定められており（基本方針三２（６））、解除事由、その事由が発生した

場合又は発生のおそれが強い場合に当事者のとるべき措置等について具体的かつ明確に

規定することを要請している。 

 

３．解除事由 

・長期に亘るＰＦＩ事業契約は、当事者間の信頼関係を基礎としており、当事者のいかな

る行為が債務不履行に該当し、その場合他方の当事者はいかなる手続をもってＰＦＩ事

業契約を解除できるかについてあらかじめ合意しておくことが必要となる。かかる観点

から、債務不履行解除の要件を明確にするための規定が置かれる。また、選定事業の適

正かつ確実な実施の確保を図る観点から、法定解除事由である債務不履行の成立を必要
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としない約定解除事由を規定する場合も多い（関連：１０－５ 公共施設の管理者等に

よる任意解除）。 

・解除事由の規定については、基本方針において、「協定等の解除条件となる事由に関しそ

の要件を具体的かつ明確に規定すること、事業継続が困難となる事由をできる限り具体

的に列挙すること」（基本方針三２（６）（７））が定められており、管理者等による解除

事由について、厳格に規定する必要がある。 

・以下に解除事由を例示する。 

 

①設計・施工工事への着手の遅延 

・設計又は建設工事への着手の遅延は、ＰＦＩ事業契約の目的達成の第一段階であり、予

定した期日を過ぎてもこれらに着手しない場合、工程に無理をきたして施設の品質に重

大な悪影響を与えること等が想定され、契約関係を維持してもＰＦＩ事業契約等に従っ

た公共サービスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。 

・具体的には、選定事業者が設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設

工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても、選定事業者から管理者等に対して合

理的な説明がないとき、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得する。なお、選定事

業者が正当な理由なく設計又は建設工事への着手を遅延したとき、特段の催告をするこ

となく、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得する旨規定するという例もある。 

 

②施設の完成、引渡し（又は運営開始）の遅延 

・選定事業者が公共サービスを提供するために不可欠な施設の完成や施設の引渡し（又は

運営開始）が遅延しており、予定された期日（引渡し（又は運営開始）予定日が延期さ

れた場合には、延期後の予定日）から一定期間経過後も、なお履行される見込みが明ら

かでない場合、契約関係を維持しても公共サービスの提供が見込めないことから、管理

者等による解除事由となる。 

 

（ＢＴＯ方式の選定事業の場合） 

・選定事業者の帰責事由により、引渡し予定日から一定期間経過しても引渡しが出来ない

とき、又はその見込みが明らかでないときを管理者等による解除事由とする規定を置く

ことが通例である。運営業務の開始予定日が重視される選定事業については、履行期限

として「引渡し予定日」ではなく「運営開始予定日」を設定し、当該運営開始予定日よ

り一定期間経過しても施設の運営開始体制が整わないときを、管理者等による解除事由

とする規定を置くこともある。 

 

（ＢＯＴ方式の選定事業の場合） 

・施設の建設工事の完成に着目し、選定事業者の帰責事由によって、予定された工期内に
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施設が完成せず、かつ、予定工期の経過後相当の期間以内に建設工事を完成する見込み

が明らかにないと認められるとき、若しくは施設の運営開始時点に着眼し、選定事業者

の帰責事由により、施設の運営開始予定日から一定期間経過しても施設が運営開始出来

ないとき、又はその見込みが明らかにないと認められるときなどを、管理者等による解

除事由とする規定を置くことが通例である。 

 

③維持・管理、運営業務に関する債務不履行 

・選定事業者による維持・管理、運営業務に関し債務不履行の状況があらかじめ定めた一

定程度以上継続する場合、契約関係を維持してもＰＦＩ事業契約等に従った公共サービ

スの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。 

・例えば、具体的な解除までの手順としては、選定事業者による維持・管理、運営業務に

関し債務不履行が生じた場合、対象となる債務不履行に相当する「サービス対価」の減

額措置や支払い留保措置を講じつつ、 

１）あらかじめ定めた一定程度以上に債務不履行の状況が繰り返される場合、選定事業

者自ら履行体制を強化し、改善を図る。 

２）管理者等は選定事業者に改善措置を講じるよう通告し、改善計画書の提出を求め、

選定事業者は合意した改善計画書に基づき改善を図る。 

３）選定事業者による当該債務不履行を改善、是正する期間を設け、それでもなお改善

されず、あらかじめ定めた一定程度以上の債務不履行の状況が継続するときは、一

定の通告期間経過後、管理者等が解除権を取得する旨規定される 

ことが考えられる。（関連：７－２ 「サービス対価」の支払、１０－６ 解除の効力、

参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

 

④選定事業者の破産 

・選定事業者の破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続きの開始又はこれに類

似する手続きについて選定事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者に

よってその申立てがなされたときは、選定事業者が選定事業を継続することが不可能な

程度に経済的に破綻しており、且つ選定事業者による選定事業の修復が不可能であるた

め、管理者等による解除事由となる。  

・選定事業者が支払不能又は支払停止となったときや一定金額以上の債務の履行を一定日

数以上に亘り遅延したときなど、破産原因自体又はそれを推定させる事由の発生があり、

ＰＦＩ事業契約の目的を達することが不可能となる蓋然性が高いと判断されるときは、

選定事業者による債務不履行の成立を待たずに管理者等は解除権を取得するとすること

もあり得る。 

 

⑤選定事業者による事業放棄 
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・選定事業者が事業を放棄し、一定期間に亘りその状態が継続したときなどは、選定事業

者による選定事業の継続が不能と想定されることから、管理者等による解除事由となる。 

 

⑥その他契約違反 

・その他ＰＦＩ事業契約に違反し、その違反によりＰＦＩ事業契約の目的を達成すること

ができないと認められるときを、契約関係を維持しても公共サービスの提供が見込めな

いことから、管理者等による解除事由とする。選定事業者が業務報告書に著しい虚偽記

載を行うことも、信頼関係を破壊する重大な契約違反であることから管理者等による解

除事由となる。 

 

４．是正期間の設定 

・管理者等は選定事業者に対し一定の是正期間を設けて義務を履行するよう催告するも、

選定事業者がその義務を履行しない場合、管理者等がＰＦＩ事業契約の全部又は一部を

解除できる旨規定する。この是正期間については、選定事業者のかかる債務不履行の是

正に要すると見込まれる期間を設定する必要がある。また、契約関係の安定性を確保す

るため、是正期間についても解除事由ごとに具体的かつ明確に定めておくことが望まれ

る。 

 

５．書面主義 

・管理者等らの選定事業者に対する催告、及びＰＦＩ事業契約終了の通告又は通知につい

ては、後日の紛争回避の観点から書面により通知する旨規定することが望ましい。 

 

６．条文例 

 

（乙の債務不履行による契約解除） 

条文例 10.3 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に通知することにより、本契約の

全部を解除することができる。 

(1)乙が本事業の実施を放棄し、［ ］日間以上にわたりその状態が継続したとき 

(2)乙が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他倒産法制上の手続について

乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（乙の取締役を含む。）によっ

てその申立てがなされたとき 

(3)落札者のいずれかに、基本協定書第○条に該当する事由が発生したとき 

(4)乙が、［条文例 6.4.1 ないし条文例 6.4.3]の報告書及び［条文例 17.1.1］の計算書類

等に重大な虚偽記載を行ったとき 

(5)乙が、正当な理由なく、設計業務又は本件工事着工予定日を過ぎても設計業務又は本

件工事に着手せず、甲が、乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、乙から当該遅
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延について甲の満足する説明が得られないとき 

(6)乙の責めに帰すべき事由により、本件工事対象施設の引渡予定日から［ ］49日が経

過しても本件工事対象施設の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込み

がないとき 

(7)乙の責めに帰すべき事由により、サービス提供業務開始予定日から［ ］日が経過し

てもサービス提供業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき 

(8)乙の責めに帰すべき事由により［行政財産無償貸借契約］が解除されたとき 

(9)前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達

することができないと甲が認めたとき 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、乙が実施するサービス提供業務等の水準が業

務要求水準書に記載された業務要求水準を満たさない場合、モニタリング実施計画書の

規定に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

                                                  
49 猶予期間をどの程度認めるかについては、案件の特性によって異なる。 
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１０－４ 管理者等の債務不履行による解除（契約ＧＬ：５－２） 

 

１．概要 

・選定事業者は、管理者等が「サービス対価」の支払いを遅延し、選定事業者から催告を

受けてから一定期間を経過しても当該支払義務を履行しないとき、及び、管理者等によ

る重要な義務違反により選定事業者の選定事業の実施が困難となり選定事業者が是正期

間を設けて催告しても選定事業の実施が困難な状況が解消されないときなどには、ＰＦ

Ｉ事業契約を解除できる旨規定される。 

 

２．趣旨 

・契約関係の安定性の確保を図るため、管理者等の債務不履行による選定事業者の法定解

除の要件を約定により明確にするものである。 

 

３．解除の要件及びその効力 

・選定事業者の帰責事由によるＰＦＩ事業契約の解除の場合と同様に、管理者等の帰責事

由によるＰＦＩ事業契約の解除についても、解除要件を明確化するとともに、一定の是

正期間を設けることによって、契約関係の安定性の確保に配慮する必要がある。 

・管理者等の是正期間中に選定事業者が業務を適正に履行できないとしても、その責は管

理者等に帰するのであるから、「サービス対価」の減額はなされないものと考えられる。

また、管理者等に「サービス対価」の支払義務の不履行がある場合、選定事業者の支出

負担を軽減するために、管理者等の是正期間中、施設の維持・管理、運営義務を軽減し、

若しくは、最低限度の維持・管理、運営を行う義務のみ負うこととし、それに対応した

「サービス対価」が発生するという規定を置くことも考えられる。 

・管理者等が金銭の支払いを遅延した場合について、管理者等は選定事業者に対し、支払

うべき金額に加え、遅延損害金を支払うことが規定される。（関連：１１―１ 遅延損害

金） 

・選定事業者からの管理者等に対する支払いの催告、及びＰＦＩ事業契約終了の通知につ

いても、後日の紛争回避の観点から書面による旨規定することが望ましい。 

 

４．条文例 

 

（甲の債務不履行による契約解除） 

条文例 10.4 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に対して通知することにより、本

契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1)甲が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、乙から催告を受けてから[ ]日間当該遅滞

が治癒しないとき 
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(2)甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の乙の義務の履行が不能となったとき 

(3)甲の責めに帰すべき事由により、甲が本契約上の甲の重大な義務（金銭債務を除く。）

の不履行をし、乙から催促を受けてから［ ］月間当該不履行が治癒しないとき 
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１０－５ 管理者等による任意解除（契約ＧＬ：５－１の７） 

 

１．概要 

管理者等の政策変更や住民要請の変化等により、選定事業を実施する必要がなくなった

場合や施設の転用が必要となった場合には、管理者等は一定期間前にＰＦＩ事業契約を

解除する旨選定事業者に通知することにより、任意にＰＦＩ事業契約を解除できる旨規

定されることが多い。これは、選定事業が公共サービスを提供するものであり、不必要

なものを提供することが社会的に無駄であるという特殊性から、管理者等の解除権の要

件を約定により追加するものである。但し、ＰＦI事業契約は、その継続性、有効性に依

拠して、民間主体が投融資を実現するものである以上、管理者等による任意契約解除権

の行使は、本来想定外の事象になり、選定事業者側に、大きな費用負担を強いることを

認識することが必要である。管理者等はこれら費用を補償することが求められるととも

に、予め、補償の範囲や額に係る基本的な考えをできる限り明確に選定事業者と合意し

ておく必要がある。また、管理者等がかかる権利を行使する場合には、合理的な理由が

あるべきで、安易な任意解除権の行使は、両当事者にとり、様々な問題を生じさせるこ

とに留意する必要がある。 

 

２．問題状況 

現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除

規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていない

ことが多い。そこで、①選定事業者の保護は十分か、②補償の対象と範囲、算定方法を

いかに明確化し、補償額を確定していくかという課題が生じている。  

 

３．基本的な考え方 

(1)契約を全て履行する意図を持って契約を締結する必要性 

そもそもＰＦＩ契約の全ての当事者は、期間満了まで契約を解除することなく、契約上

の義務を全て履行する意図をもって契約締結を行い、契約関係に入るべきである50。 

(2)任意解除規定の必要性 

上記のとおり、政策変更、住民ニーズの変化などにより、管理者等による解除が必要に

なることがある。一方、官民の対等なパートナーシップというＰＦＩの本来の関係から、

官民双方の権利義務は明確に契約上に規定されることが望まれる。したがって、任意解

除の規定を設け、その場合の権利義務関係を明確にすることにより、選定事業者及び融

資機関の立場が不安定になることを防止するとともに、透明性のある手続により住民に

対する説明責任を果たすべきである。 

                                                  
50 英国 SoPC4 においても、発注者による任意解除に関する説明の冒頭で、ＰＦＩ契約の全当事

者は、契約が最後まで続くことを意図すべきである旨記載されている(21.5.1)。 
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(3)損失補償額の明確化 

官民のリスク分担を明確にすることによりＶＦＭを最大化するというＰＦＩの基本理念

に照らせば、損失補償の内容もできる限り明確化すべきである51。 

(4)補償内容 

理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること（すなわ

ち簡単に行使されないようにすること）が基本である。したがって、補償の額は、管理

者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚

して算定されるべきである52。 

  

※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム：損失補償範囲の明確化の際は、不合理な

結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。 

※解除手続に伴う負担：任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規

定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者に

とって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。 

 

４．具体的な規定の内容 

(1)任意解除規定及び損失補償 

管理者等の任意解除権及び損失補償の支払義務を規定する。特に要件の限定のない任意

解除の規定の場合には、基本的には管理者等の債務不履行による解除の場合と同様の損

失補償が認められるべきである。この場合、補償内容を明確にするため、補償の対象項

目及び算定方法を明確に規定することが望ましい。 

(2)優先貸付人への期限前弁済に伴い支払う補償 

マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、全て支払

う（ブレークファンディングコストや金利スワップ解約コスト等を含む）。 

 

合理的な慣行に従ったことを確保するため、コストに見合う場合には予め融資契約や

関連諸契約のデューデリジェンスを行うことが望ましく53、そのほかの場合であっても

                                                  
51 特に公共施設の管理者等が自治体である場合には、損失補償額が不明確であると住民訴訟を

起こされる可能性につながるため、補償額を明確化することは重要である。 
52 英国 SoPC4 中の条項例では、いつでも所定の手続きに従い解除できる旨規定されており、こ

の場合の補償額は発注者の債務不履行時と同様とされている（21.5.1、21.5.2）。 
53 デューデリジェンスについてはいくつかの検討課題がある。まずは時期の問題で、事業契約

締結時には融資契約は締結されていないので、管理者等はその内容を把握できず、デューデ

リジェンスを行うことはできない。事業契約締結前の段階で大枠を固めることは効果がある

が、現状の慣行では、コミットできる正確性と明確性が確保できるかは不明となり、拙速で

全てを固定することが関係者にとり適切かという懸念も残る。管理者等が直接契約を締結す

ることを前提にするならば、別の関連からデューデリジェンスが必要となるはずで、これに

より、正確な補償のあり方を把握できることになるとの考え方もある。管理者等がどのよう

な方法で内容を把握するのかについても様々な方法がありえるわけで、デューデリジェンス
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少なくとも選定事業者が優先貸付人に対する債務の期限前弁済を行う場合について、

当該弁済について行う補償の額に影響を与えるような条項の内容等を把握することが

望ましい。現在の実務では、通常、ＰＦＩ事業契約後に融資契約等をドラフトしてお

り、ＰＦＩ事業契約締結までに合意しているのは主要な融資条件レベルである。この

場合、ＰＦＩ事業契約前に融資契約書そのもののデューデリジェンスを行うことは困

難であり、当該案件におけるファイナンス形態・期限前弁済コスト等に関し、全体像

を融資金融機関等から説明を受けることが重要である。これらは実務的にも概ね実行

されており、特段大きな問題を生じているものではないが、融資契約締結前に特に期

限前弁済時の補償の額に大きく影響を与える条件を予め把握するとともに、その後に

管理者等の同意を経ずに変更できないものとする（又は、変更されても補償額は変更

前のものをもとに算定する）という考え方も取ることができる。一方、管理者等が後

刻、直接契約により融資金融機関と直接的な契約関係に入り、融資契約上の権利義務

関係が管理者等と選定事業者の権利義務関係に重要な影響をもたらすことを前提とす

る場合、融資契約、直接契約締結の時点で、選定事業者に融資契約の写しを管理者等

に提出する義務を課すことにより（ただし、このような義務を課すべきかどうかにつ

いては議論が分かれるところである）、管理者等は補償の額に影響を与える全ての条項

の内容等を正確に把握することができる。融資契約締結前にＰＦＩ事業契約が解除に

至ることは想定できない為、拙速に条件を固めるよりも、正確を期すことが適切とい

う声もある。 

(3)委託先への補償 

マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、基本的に

は全て支払う54。 

管理者等は関連諸契約の期限前の解除の際の支払額に影響を与えるような条項の内容

等を把握することが望ましい。そこで、例えば契約の締結時点までに、選定事業者と

運営協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を合意するこ

とや、一定の大きな枠組みを事業契約締結の段階で決めつつも、後刻、実際の委託契

約の写しを管理者等に提示し、この条件に合わせて事業契約上の条件等を調整するこ

となどが考えられる。この際、初期投資を伴うものについては、これが回収できるよ

うな金額を入れること（管理者等による買取りにより回収できる場合を除く）、また初

期投資を伴わない場合については、一定の期間（たとえば半年以上）前に通知した場

                                                                                                                                                  
のあり方や融資契約書の写しの提出義務などについては今後更に検討する必要がある。 

54 但し、選定事業者と委託先との委託契約は必ずしも長期契約としてＰＦＩ事業契約の条件を

パススルーする選択肢だけではなく、業やサービスの属性、市場における代替性や競争性か

ら短期契約ないしは複数年契約を継続し、契約を管理していくというケースもある。この場

合には任意解除に伴う（管理者が支払う）選定事業者の費用は確実に縮減できる。このよう

に、様々な選択肢がありえるため、この部分の規定の方法については、個別の事情に応じて

決定していく必要がある。 



 

 188

合には補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。これらを合意していく

手順（対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意手順等）

については、入札段階で予め示す必要がある。 

 

(4)株主劣後貸付人55、株主への支払 

例えば以下のような方法があり、いずれによるかは事業の内容等によることとなる。こ

れらの方法を、どのように使用するかについては様々な方法がありえる56が、将来の逸失

利益（得べかりし利益）をすべて補償するのではなく、一定の範囲に限るのが一般的で

ある。 

1)財務モデルに基づき算定する方法 

当事者間で予め合意した財務モデルにおいて想定されている将来の収支等をもとに

算定する方法である。 

留意点：この方法による場合、以下の点に留意すべきである。 

①財務モデルの合意：現在、我が国では詳細な財務モデルについて予め合意する

という慣行は存在しない。しかし、財務モデルを合意することは、解除の際の

損失補償の算定の根拠になるものであるので、今後は財務モデルの内容につい

て検討を進めた上で、財務モデルを合意する慣行を形成していくことも選択肢

の一つとなる。なお、サービス購入型でも比較的単純な事業については、入札

時に提出した事業計画をベースに算定することも考えられる。 

②当初の財務モデルと現実が異なる場合：当初想定していた収益率と現実が異な

る場合どちらを基準にすべきかの判断が難しい。現実の収益率をベースにする

方法もありえるが、解除時点の収益率が将来も続くと仮定することが常に合理

的とはいえないことに留意する必要がある。 

③リスクの考慮：財務モデルに基づく収入をもとに算定する場合には、その収益

が得られる確実性（すなわちリスク）にも考慮する必要がある。一般的に高い

収益が見込まれる案件は、リスクも高いために、リスクに応じた調整（割引率

                                                  
55 株主（又は株主と経済利害関係を同一にする第三者）が劣後融資をしている場合には、基本

的には株式と同様の扱いをすべきである。劣後融資は、優先貸付より返済が劣後するハイリ

スク・ハイリターンが前提である以上、優先貸付人と同様の基準で支払うことはリスクを無

視することになるからである。株主以外の者が劣後融資をしている場合、劣後融資・優先融

資の間にメザニン融資がある場合などは、それぞれの融資の性質（リスク、リターン）に応

じて扱いを決定する必要がある。ただし、現在の実務では、メザニン融資については、任意

解除のリスクを見込んでいないとの指摘もあり、この部分については更に検討を要する。 
56 例えば、英国 SoPC4 では、①予め合意した財務モデルにおけるＥＩＲＲに基づき算出した「解

除時」までのリターンに相当する額、②解除時の市場価格、③解除日以降に、予め合意した

財務モデルに基づいて受領する予定だった金額（解除日から支払予定日までの期間について

財務モデルにおけるＥＩＲＲを割り引いて算出）の３者から事業者が予め選択する額とされ

ている(21.1.3)。 
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を高く設定するなど57）が必要であることに留意する必要がある。 

④割引率：割引率（又はその算定方法）についても予め合意しておくことが望ま

しい。 

 

2)予め定めた金額・算式による方法  

財務モデル等に基づき、予め具体的金額（または具体的算定方法）を合意しておく

方法もある。 

※この方法を使用する場合、支払金額は双方にとって合理的か、議会及び住民に対

する説明という点でも問題が生じないかを検討した上で内容を定め、かつ入札段

階で民間事業者に条件を提示するべきである。 

※英国 SoPC4 では、一定の時点で解除した場合の劣後貸付人、株主への支払の定額

化（具体的金額は入札時に応札者が提案）という方法が新たに提案されている

(21.5.4)（現実的に機能するかは、まだ例がないので今後の課題である）。 

 

その他の留意点 

1) その他の補償項目：上記以外で補償すべき項目について更に検討が必要である。 

2) 補償金額算定表の利用：契約解除時期とそれぞれの時期に解除された場合の補償

金額総額のみを定めた補償金額算定表を採用した例もある。 

3) 損失補償額の算定方法を詳細には記載しない場合でも、優先貸付人に不測の損害

が及ばないことが明らかになるような書き方にすることが望ましい。 

4) 優先貸付人への利息、委託先への支払い、劣後貸付人・株主への支払いについて

は、相互に関連していること（委託先への支払いが大きくなると、株主への支払

いが小さくなるなど）に留意する必要がある。その結果、例えばＰＦＩ契約締結

前に劣後貸付人・株主への支払分だけ決めようとしても委託先への支払いが定ま

っていない段階では難しいという問題が生じうる。 

 

５．留意点 

 

(1)事業類型との関係 

逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、

サービスを担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービ

ス対価には明確に上限があるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、

事業者があえて大幅に利益を上乗せして、補償を要求することは想定しにくい。一方、

                                                  
57 現在価値の算定の際にリスクを織り込む方法としては、(1)リスクを割引率に反映させる方法、

(2)キャッシュフローにリスクを反映させて、割引率にはリスクを反映させない方法の２通り

がある。ここでいう割引率は、ＶＦＭの算定の際の割引率とは考え方が異なる。 
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選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの案件、すなわち需要リスクを大幅に選

定事業者に移転する案件については、選定事業者の収入は、推定は不可能ではないにせ

よ恣意的な要素が入るため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある。 

 

(2)解除事由を限定する考え方 

任意解除については、上記の考え方の他、任意解除を完全な任意解除とせず一定の制限

を加えるが（例：完全な任意にせず解除できる場合を限定、又は一定期間任意解除を禁

止）、損失補償の額についても債務不履行による解除に比べて軽減するという考え方もあ

る58。 

 

(3)その他の留意点 

任意解除そのものについては特に議会の議決を要する旨の規定はないが、地方自治法第

96 条第 2項は条例により議決事項を追加することを認めているため、同項により条例で

議会の議決を必要とすることも考えられる(この点については、地方自治法との関係等、

制度面についてさらに検討が必要である)。 

 

 

６．条文例59 

 

（甲の任意による契約解除） 

条文例 10.5 甲は、本契約の終了前はいつでも、[ ]月以上前に乙に対して通知すること

により本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（案１） 

２ 前項により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、当該終了により被った合理

的な損失の補償を請求することができるものとする。 

（案２） 
                                                  
58 「損失補償」は、もともと憲法上の概念であるが、通常の法律でも「損失補償」が規定され

ていることが少なくない。例えば、憲法上の損失補償と、特定の法律上の損失補償の内容が

異なることを前提とする判例があるなど、「損失補償」といっても一義的に決定されるわけで

はない。したがって、ＰＦＩ事業契約書において「損失補償」という用語と使用したとして

も、それによって直ちに支払額が決まるわけではない。ただし、行政に与えられた裁量の範

囲を逸脱に該当するような場合は（例えば、特定の業者に不利益を与える目的で解除権が行

使された場合など）、むしろ「違法」な解除がなされたとみるべきである。この場合には、国

家賠償法（国家賠償法第１条第１項の「公権力の行使」は非常に広く解釈されているので、

解除権の行使について故意又は過失があれば、これに該当する可能性がある）により損害賠

償を負うことになるとも考えられる（国家賠償法の場合には、一般論としては損失補償より

も支払額が多くなる可能性が高いと思われる）。この場合には、国家賠償法に従って、損害賠

償の範囲が定まることになる。 
59 条文例中、特に案２の部分については、これまでＰＦＩでは採用されていなかった方法に関するもので

あり、どのような条項が適切であるかは、今後さらに検討していく必要がある。 
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２ 前項により本契約の全部解除された場合、乙は、甲に対して、以下の損失補償を請求

できるものとする。60 

(1) 別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が優先貸付人に支払う必要がある額 

(2) 別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が［サービス提供業務協力企業］に対し

て支払う必要がある額 

(3) （株主劣後貸付人、株主への支払について記載） 

(4) （その他必要な調整項目を記載） 

３ （損失補償及び未払いの施設整備費相当分等の支払方法について規定） 

４  第１項により本契約の一部が解除された場合においては、以下に従うものとする。 

(1) 解除された業務の内容に応じて、サービス対価を減額するものとする。減額幅を算

定する際には、複数の業務を一括して請け負うことによる費用が削減されている場

合の効果についても配慮する。 

(2) ［特段の事情61がある場合を除き、統括管理業務の対価相当分については、減額し

ないものとする。］62 

(3) ［特段の事情がある場合を除き、［株主への利益相当分］63については、減額しない

ものとする。］ 

(4) 甲は、別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が［サービス提供業務協力企業］

に支払う必要のある額を乙に補償するものとする。 

(5) （その他必要な調整項目を記載） 

 

【任意解除に関する実務上のポイント】 

ＰＦＩ事業契約には、管理者等による契約の任意解除権及びその際の選定事業者への損失

補償について明確に規定する。本規定のポイントは以下のとおり。 

 ①ＰＦＩ事業契約の全ての当事者は、期間満了まで契約を解除することなく、契約上の

義務を全て履行する意図をもって契約締結を行い、契約関係に入ることが基本となる

ことに留意すべきである。 

 ②一方、管理者等は、合理的かつ特段の事情がある場合には、一定期間の事前通告をも

って、契約を解除できる。 

                                                  
60 案２は、契約の締結時点までに、ファイナンス関係の諸契約及び選定事業者と運営協力企業

との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を別紙として添付する方法を想定し

ている。尚、代替的に運営協力企業との契約書案を後刻管理者等に提出する義務を規定するこ

とにより、同じ効果をもたらすことができることは既に述べたとおりである。 
61 特段の事情としては、例えば統括管理業務に必要である人員を削減できる場合を想定してい

る。この部分については、予め特定できる事由については、特定することも考えられる(第 3

号も同様)。 
62 統括マネジメント業務がない場合には、本号を削除するか、修正する必要がある。 
63 株主の利益分を明示した財務モデル等をあらかじめ合意していることを前提としている。 
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 ③任意解除時の選定事業者に対する損失補償額は、管理者等に責めが帰される債務不履

行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである。

 ④補償金額の算定を客観的に行うことを可能にするため、例えば財務モデルや委託先と

の主要な契約条件について予め合意しておくなど、基準の明確化を図ることが望まし

い。 
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１０－６ 解除の効力（契約ＧＬ：５－４） 

 

１．概要 

・ＰＦＩ事業契約が解除された場合の効力として、①原状回復義務の取り扱い、具体的に

は選定事業の進捗に応じた各種の財産の取り扱い、②解除により生じた損害賠償の支払

い義務等について規定される。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業契約においては、解除の効力として、選定事業者に原状回復義務を課したな

らば、解除後の施設等の合理的な取扱いが困難になる。このため、個々の選定事業の特

性に応じた解除の効力について規定される。 

 

３．選定事業者の帰責事由による解除の効力 －施設の完工前の解除－ 

・施設の完工前にＰＦＩ事業契約が解除された場合、原状回復を図るのではなく、管理者

等が契約解除後に施設の出来形部分を利用して建設工事を継続することが妥当と判断す

るとき、又は、施設の建設工事の進捗度が高い段階にあるなど出来形部分の買受が社会

通念上合理的と認められるとき、管理者等は選定事業者から施設の出来形部分を合理的

な対価で買い受けることができる旨規定し、法定解除の効力の規定（原状回復義務を課

すこと）を約定にて修正する。施設の出来形部分の買受の判断にあたっては、①第三者

が当該出来形部分を利用して建設工事を継続した場合に瑕疵担保責任の所在の見極めが

困難になる可能性があること、②特に、サービス提供業務の比重の重い選定事業につい

ては、当該事業を継承する第三者からみた当該施設の利便性の良否という観点からの判

断が必要である一方、③選定事業者に施設の出来形部分の取り壊し及び原状回復を求め

た場合、施設の出来形部分を活用して建設工事を継続した場合よりも、公共サービスの

提供の開始が遅延する可能性があること、及びその遅延の影響について留意する必要が

ある。 

・管理者等による施設の出来形部分の買受手続きについては、管理者等が施設について検

査を実施し、検査に合格した部分の引渡しを受けることとし、かかる対価の支払い方法

については、ＰＦＩ事業契約上、管理者等が一括払い又は割賦払いとするかを選択でき

ることとし、割賦払いを選択する場合は、最長、当初定められたスケジュールに従って

支払う旨規定を置くことが通例である。支払い方法の選択に際しては、一方で、選定事

業者と融資金融機関等との間で締結されている融資契約上は、ＰＦＩ事業契約解除によ

り、選定事業者は期限の利益を喪失し、融資金融機関等は選定事業者に対して一括弁済

を求める権利を取得することとなっている。このため、実際の施設の買受対価の支払方

法の決定にあたっては、直接協定等に基づく協議が行われることなども想定される。こ

の協議の結果、割賦払いとされた場合、管理者等は財政支出を平準化できる。 
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・直接協定等による融資金融機関等と管理者等の協議の上で、選定事業者を介さずに直接、

管理者等から融資金融機関等への買受対価の支払いが行われることとなった場合には、

もはや、事業リスクの要素がなくなり管理者等の信用リスクと同視し得る場合も考えら

れる。前述の通り、管理者等と融資金融機関等の交渉の結果、割賦払いとされた場合、

融資金融機関等による新たな与信判断に基づき、支払金利に相当する額を含めた対価の

支払条件を変更すること（国の場合であれば、支払期間に対応した国債の利回り水準を

反映した支払金利水準に見直すなど）も考えられる。 

・また、ＰＦＩ事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であっ

ても、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた債務負担行為の目的、債務負

担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改めて

歳出ないし債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。  

・管理者等が施設の出来形部分を買い受ける場合のかかる支払い額は、設計図書に基づく

施設の出来高に相当する金額となることが通例である。 

・一方、管理者等が施設の出来形部分を買い受けることが適当でないと判断した場合、管

理者等は選定事業者に対して施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができ

る旨規定する。この費用は、解除の帰責に応じて選定事業者又は管理者等が負担するこ

ととし、選定事業者が正当な理由なく期間以内に原状回復の処分を行わない場合は、こ

れを放置することは経済合理性に欠くため、管理者等が自ら代わってその処分を行い、

選定事業者に対してかかる費用を請求できる旨規定される。この際、選定事業者は自ら

行うべき処分を行わないのであるから、管理者等の処分について異議を申し出ることも

できないこととする。 

・その他選定事業者に管理者等に対する違約金の支払い義務が規定される。（関連：１０－

７ 違約金、１－６ 履行保証） 

 

４．選定事業者の帰責事由による解除の効力 －施設の完工後の解除－ 

・施設の完工後、ＢＴＯ方式の選定事業においては、管理者等は施設の所有権を既に有し

ている。また、ＢＯＴ方式の選定事業においても、通例、契約解除に伴い管理者等が施

設の所有権を取得・保持する旨規定される。その際、ＢＴＯ方式の選定事業については、

施設の維持・管理状態が業務要求水準を満たしているかについて確認すること、ＢＯＴ

方式の選定事業については、施設の譲渡前検査を実施し、施設があらかじめ合意された

利用に支障のない状態にあること等を確認する必要がある（関連：１０－８ 契約期間

終了前の検査）。これらの検査によって、施設の状態が規定された水準に達していないこ

とを確認した場合には、当事者間の施設の買取価格と後述する違約金等の決済に加え、

選定事業者は管理者等に対し必要な修繕費を支払うこと、若しくは、必要な修繕を実施

することを規定する必要がある。 

・ＢＯＴ方式の選定事業の場合の施設の買取価格は、建設工事費元本の未払総額とその支
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払金利（割賦払いの場合）となることが通例である。 

・解除後の施設の買受対価の支払方法については、ＰＦＩ事業契約上、管理者等が一括払

い又は割賦払いとするかを選択できることとし、割賦払いを選択する場合は、最長、当

初定められたスケジュールに従って支払う旨規定を置くことが通例である。支払い方法

の選択に際しては、一方で、選定事業者と融資金融機関等との間で締結されている融資

契約上は、ＰＦＩ事業契約解除により、選定事業者は期限の利益を喪失し、融資金融機

関等は選定事業者に対して一括弁済を求める権利を取得することとなっている。このた

め、実際の施設の買受対価の支払方法の決定にあたっては、直接協定等に基づく協議が

行われることなども想定される。この協議の結果、割賦払いとされた場合、管理者等は

財政支出を平準化できる。 

・直接協定等による融資金融機関等と管理者等の協議の上で、選定事業者を介さずに直接、

管理者等から融資金融機関等への買受対価の支払いが行われることとなった場合には、

もはや、事業リスクの要素がなくなり管理者等の信用リスクと同視し得る場合も考えら

れる。前述の通り、管理者等と融資金融機関等の交渉の結果、割賦払いとされた場合、

融資金融機関等による新たな与信判断に基づき、支払金利に相当する額を含めた対価の

支払条件を変更すること（国の場合であれば、支払期間に対応した国債の利回り水準を

反映した支払金利水準に見直すなど）も考えられる。 

・また、ＰＦＩ事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であっ

ても、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた国庫債務負担行為の目的、債

務負担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改

めて歳出ないし国庫債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。  

・その他選定事業者に管理者等に対する違約金の支払い義務が規定される。（関連：１０－

７ 違約金、１－６ 履行保証） 

 

５．管理者等の帰責事由による解除の効力  

・管理者等の帰責事由によりＰＦＩ事業契約が解除される場合、管理者等は、施設の所有

権を取得し、その対価として、施設の完工の前後に応じて、施設の出来高に相当する金

額又は建設工事費の未払総額及びこれにかかる支払利息（割賦払いの場合）を支払う旨

規定される。こうした出来形部分又は施設の対価に加えて、選定事業者は当該解除によ

り生じた金融費用（融資の期限前弁済に伴い融資金融機関等に支払う期限前弁済費用）

を含む損害賠償請求権を取得する旨規定されることが通例である。（関連：１３－１ 不

可抗力による損害への対応）。 

・また、ＰＦＩ事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であっ

ても、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた国庫債務負担行為の目的、債

務負担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改

めて歳出ないし国庫債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。  
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・民法第４１６条は、損害賠償の範囲について、債務の不履行により通常生ずべき損害（相

当因果関係の範囲内にあるもの）は賠償されるべきであること、また、特別の事情によ

って生じた損害であっても当事者がその事情を予見し又は予見可能性があったときは、

債務者はその賠償を求めることができることを定めている。この規定から、損害賠償の

範囲に、選定事業者が既に支出した費用に加え、解除されなければ選定事業者が得たで

あろう利益を含むものと解されるものの、これに含める具体的範囲については（例えば、

得べかりし利益のうち、解除時以降に管理者等が支払う予定であった「サービス対価」

の数ヶ月分とするなど）当事者間での検討が必要な点である。 

・なお、特にサービス提供業務の比重の重い事業においては、解除後の運営業務の実施に

支障が生じないよう、運営業務にかかる仕様書や各種マニュアルの提出や引継ぎについ

て規定する必要がある。 

 

６．条文例 

 

（本件工事対象施設引渡日前の解除の効力） 

条文例 10.6.1 甲は、本件工事対象施設の引渡日前に本契約が解除された場合においては、

施設整備業務の設計業務のうち既に完了した部分（以下「既履行部分」という。）の引渡

しを受ける必要があると認めたときの既履行部分、及び本件施設（ただし、既に甲が乙

から引渡しを受けているものを除く。）の出来形部分を確認のうえ、当該確認を受けた部

分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行

部分及び出来形部分に相応する施設整備業務費を一括又は分割により乙に支払わなけれ

ばならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を事業者

に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。 

２ 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 第１項にかかわらず、本件工事対象施設の引渡前に本契約が解除された場合において、

本件解体工事終了部分及び甲に引渡し済みの本件施設があるときは、甲は、当該履行済

み分に相当する施設整備業務費の未払額を一括又は分割により乙に支払わなければなら

ない。 

４ 乙は、本件工事対象施設の引渡日前に本契約が解除された場合において、本件土地に

乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（設計協力企業若

しくは建設協力企業又は［条文例 2.2.3 若しくは条文例 3.9.1］の規定により設計協力企

業若しくは建設協力企業から施設整備業務の一部を委任され若しくは請け負った者の所

有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）があるときは、乙は、当

該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければ

ならない。 

５ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又
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は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を

処分し、本件土地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙

は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、

甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

 

（本件工事対象施設の引渡日後の解除の効力） 

条文例 10.6.2 本件工事対象施設のすべての引渡終了日後に本契約が解除された場合、本

契約は将来に向かって終了するものとする。 

２ 甲は、本契約が解除された日から［ ］日以内に、本件施設の現況を確認するものと

し、当該確認により、本件施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められる

ときは、甲は、乙に対してその修補を求めることができる。この場合において、乙は、

自らの費用で必要な修補を実施した後、速やかにその旨を甲に通知しなければならない

こととし、甲は、当該通知の受領後［ ］日以内に当該修補の完了の確認を行わなけれ

ばならない。 

３ 乙は、甲又は甲の指定する者に対して、本件施設等の運営ができるようサービス提供

業務等に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いたサービス提供業務等の業務仕様

書、業務マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わ

なければならない。 

４ 乙は、別段の合意のある場合を除き、サービス提供業務等の終了に際し、自らの費用

で整備した備品、情報システム、什器等を撤去しなければならない。 

５ 乙は、第○条により甲から提供を受けていた場所をサービス提供業務等開始前の原状

に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの

限りではない。 

６ 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲の指示に従い、自己の保有する［（運営に

関する情報を記載）］に係るデータを[（甲が管理するデータベース等を記載）]に移行し

なければならない。 

７ 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、

当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意

若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復

して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

８ 本契約が解除され、第３項の規定に従い、甲又は甲の指定する者がサービス提供業務

等の引継ぎを受けた場合、甲は、施設整備業務費の支払残額を一括又は分割にて支払う。

ただし、乙の責めに帰すべき事由により本件施設が損傷しており、全壊又は損傷がひど

く修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、甲の被る損害額が施設整備業

務費の支払残額を上回る場合には、甲は、施設整備業務費の支払残額の支払期限が到来

したものとみなして、かかる施設整備業務費の支払残額と当該損害額を相殺することに
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より、施設整備業務費の支払残額の支払義務を免れることができるものとし、なお、損

害あるときは、甲はその賠償を乙に請求することができるものとする。 

９ 乙は、別段の合意のある場合を除き、本契約が解除された後、第３項の引継ぎが終了

するまで、サービス提供業務等を継続しなければならない。 

10 本契約が解除され、第３項の引継ぎ終了後、乙は、サービス提供業務等を終了し、サ

ービス提供業務等に係る費用相当分の未払い期間についての業務報告書を速やかに甲に

提出し、その確認を受けるものとする。甲は、モニタリング実施計画書に従いモニタリ

ングを行い、必要な場合はサービス提供業務等に係る費用相当分の減額を行ったうえで、

乙の請求に基づき、未払い部分のサービス提供業務等に係る費用相当分を支払うものと

する。 

11 本契約解除後、乙にサービス提供業務等に係る費用が生じた場合は、実際のサービス

提供業務等が実施された期間に応じた日割り額を別紙［(サービス対価に関する別紙の番

号を記載)］に規定された支払のスケジュールに従って乙に支払うものとする。 

12 サービス提供業務の一部が解除された場合、「サービス提供業務等」を「当該サービス

提供業務」と読み替えて、第４項ないし第７項、第９項ないし前項を適用する。 
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１０－７ 違約金（契約ＧＬ：５－５） 

 

１．概要 

・選定事業者の義務の履行を確保するために、選定事業者の帰責事由によりＰＦＩ事業契

約が解除となった場合、①選定事業者が管理者等に対して違約金を支払うこと、支払う

べき違約金の額、②違約金と損害賠償額との関係、履行保証保険と違約金との調整、管

理者等の金銭債務と違約金との対等額の相殺決済の可否等について規定される。 

 

２．関係法令の規定 

・会計法等において、債務不履行の場合における損害金等を契約書にて定めることとされ

ている（会計法第２９条の８第１項、予決令第１００条第１項第４号及び支払遅延防止

法第４条第１項第３号 ）。 

 

３．違約金の支払い額 

（施設の完工前） 

・施設完工前の選定事業者の帰責事由による解除時に、選定事業者が管理者等に支払う違

約金の額の設定については、公共工事標準請負契約約款第４７条第２項の規定における

〔注〕を参考として、建設工事費相当の対価の額の１００分の１０（場合によっては１

００分の２０）に相当する額とする考え方などがある。 

 

（施設の完工後） 

・施設完工後の選定事業者の帰責事由による解除時に、選定事業者が管理者等に支払う違

約金の額については以下に示す例などがある。 

１）選定事業者が負担した建設工事費のうちの残額及びこれにかかる支払利息相当の合

計額のうち１００分の１０（場合によっては１００分の２０）に相当する額等、建

設工事費のうちの残額の一定割合を違約金とする考え方。 

２）残存契約期間に対応する維持・管理費及び運営費の相当の対価の１００分の１０（場

合によっては１００分の２０）に相当する額、解除された事業年度１年間分の維持・

管理費及び運営費相当の対価の１００分の１０（場合によっては１００分の２０）

に相当する額等、選定事業者に支払われる予定であった維持・管理費及び運営費の

一定割合を違約金とする考え方。 

・違約金の額の設定にあたっては、①選定事業の内容等により解除によって管理者等が被

る損害額の見込み額が異なること、②額が過小な場合には選定事業者に対する事業継続

への経済的動機付けが小さくなる一方、額が過大な場合には選定事業の資金調達費用が

高まり、これが契約金額に転嫁される結果ともなり得ること等にも留意して、適正な額

を設定する必要がある。 
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・また、違約金の額の設定について、解除時の残存契約期間に応じて設定するという考え

方においては、上記２）前段のように残存契約期間に応じて違約金の額を低減させる場

合、契約期間の初期の段階により高い違約金の額が設定されるため、一般に利益を生み

にくい初期の段階に選定事業者に対して契約上の義務の履行に相対的に強い経済的動機

付けを与えることができる一方、融資金融機関等による融資の範囲を狭める可能性があ

ることに留意が必要である。 

 

４．違約金と損害賠償額との関係 

・違約金と損害賠償額との関係について規定される。違約金が損害賠償額の予定ではない

旨が契約書上明確にされない場合、違約金は損害賠償額の予定であると推定され（民法

第４２０条第３項）、裁判所は違約金以上の金額を管理者等が被った損害額として認定す

ることはない（同条１項）。したがって、この場合における法的効果は、管理者等が被っ

た実損害額が違約金の額を超えたことを挙証しても裁判所がその超過額を損害として認

定することはないが、逆に、損害の発生及びその額を証明せずに予定賠償額を請求する

ことができるので、管理者等は損害賠償請求の困難を排除することができることである。

また、場合によっては多額になりうる賠償を限定することは、選定事業者のリスク計算

を容易にし、これが、選定事業者の事業に要する費用に影響を与え、ひいては契約価格

にも影響を与える可能性がある点に留意が必要である。 

・もっとも、違約金を損害賠償額の予定としない旨をＰＦＩ事業契約書上明確にしたうえ

で、管理者等が被った実損害額が違約金の額を超える場合、管理者等は、別途超過額に

ついて選定事業者に追徴することができる旨の規定を置くこともできる。（関連：１０－

６ 解除の効力） 

 

５．履行保証保険と違約金との調整 

・施設の建設工事について管理者等を被保険者とする履行保証保険契約が締結されている

ときは、管理者等は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違

約金に充当する規定を設ける。これは、管理者等を被保険者とする履行保証保険を付保

する場合に、管理者等が違約金と保険金を二重に受け取ることがなきよう、履行保証保

険金と違約金とを調整する規定である。（関連：１－６ 履行保証） 

・なお、選定事業者を被保険者とした履行保証保険を付保させる場合、違約金の支払いを

担保するため、選定事業者が付保する履行保証保険の保険金支払い請求権に対して選定

事業者の費用をもって管理者等を質権者とする質権を設定し、かつ、かかる質権設定に

対して第三者の対抗要件を具備させる規定を設ける。 

 

６．管理者等の金銭債務と違約金との相殺決済 

・選定事業者の債務不履行により管理者等が損害を被った場合、管理者等は、選定事業者
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に対して損害の賠償を求めることとなる。しかし、ＢＴＯ方式の選定事業の維持・管理、

運営段階においては、管理者等が損害賠償を有効に担保できる選定事業者の資産はない

事態も想定される。この場合、管理者等が契約保証金の納付を免除し、その代替として、

履行保証保険の付保を義務付けることが考えられる。（関連：１－６ 履行保証） 

・なお、管理者等が契約保証金の納付を免除し、かつ、維持・管理、運営業務について履

行保証保険が付保されていない場合においても、管理者等が損害の賠償を受けることが

できるように、別途選定事業者に対し負担する「サービス対価」の支払債務と選定事業

者が負担する損害賠償債務を対当額につき相殺することにより、損害の賠償を確実に受

けることが考えられる（民法第５０５条第１項）。 

・しかしながら、サービス対価請求債権には、融資金融機関等が質権又は譲渡担保権を設

定することが通例である。サービス対価請求債権に質権又は譲渡担保権が設定されてい

る場合、管理者等は相殺の手段によることが困難となる。すなわち、債権（サービス対

価請求債権）が譲渡された場合、債務者（管理者等）が異議を留める承諾をした場合で

あっても、債務者が債権の譲受人（融資金融機関等）に対抗できるのは管理者等が承諾

をする時点までに譲渡人（選定事業者）に対抗できる事由のみであり、管理者等が承諾

をした時点以降に生じた事由を融資金融機関等に対抗することはできない（民法第４６

７条及び第４６８条）。したがって、例えば、サービス対価請求債権の融資金融機関等へ

の譲渡を管理者等が異議を留めて承諾した場合であっても、この承諾の時点以降に選定

事業者の債務不履行が発生した場合、管理者等は、かかる選定事業者の債務不履行によ

り発生した損害賠償債権と、サービス対価支払債務とを対当額で相殺することができな

いこととなる。ここで、サービス対価請求債権が融資金融機関等に対し担保に供されて

いる場合にも、管理者等が相殺により損害の賠償を受けるためには、サービス対価請求

債権の譲渡担保等の後であっても、「サービス対価」の支払債務と選定事業者が負担する

損害賠償債務を対当額につき相殺できるとし、その協議の手続きをあらかじめ定めてお

くことなどが考えられる。 

・また、管理者等が確実に自らの債権を回収するためには、契約保証金の納付、又は、維

持・管理、運営業務について履行保証保険の付保を求めるなどの措置を講じることが必

要になると考えられる。 

・一方で、かかる措置は、選定事業者の資金調達の可能性や資金調達費用に影響を与える

点にも留意が必要である。 

 

７．条文例 

 

（違約金） 

条文例 10.7  ［条文例 10.3（ただし、同条第１項第３号を除く。）］の規定により本契約

が解除された場合、乙は、次の各号に従い、当該各号に定める額を違約金として、甲の
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指定する期限までに支払わなければならない。 

(1)本件工事対象施設引渡終了日前に解除された場合 

 施設整備業務費相当額から本件工事対象施設の設計業務費相当額及び工事監理業務費

相当額を控除した額の［ ］分の［ ］に相当する金額。 

(2)本件工事対象施設の引渡終了日後に解除された場合 

○○に相当する額に［ ］分の［ ］を乗じた金額 

２ 甲は、前項の場合において、第○条の契約保証金をもって違約金に充当することがで

きるものとする。 

３ 第１項の場合において、乙は、解除に起因して甲が被った損害額が違約金の額を上回

るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。 

４ 条文例 10.4 の規定により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、条文例 10.5

第２項以下に従い、当該終了により被った合理的な損害の賠償を請求することができる

ものとする。 
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１０－８ 契約期間終了前の検査（契約ＧＬ：３－７） 

 

１．概要 

・契約期間終了に伴う事業実施主体の交替等に備えて、管理者等が契約期間終了前に施設

の状態を検査する旨規定される。 

・選定事業者は、契約期間が終了する一定期間前までに施設の状態を検査し、その結果を

管理者等に報告する義務を負う旨規定される（関連：３－１１ 完工検査、３－１５ 施

設の引渡し（ＢＴＯ方式））。 

 

２．趣旨 

・ＢＯＴ方式の選定事業においては、契約期間の終了とともに対象施設の所有権が管理者

等に移転するため、対象施設があらかじめＰＦＩ事業契約で定められた状態にあるかを

確認する必要がある。このため、ＢＯＴ方式の選定事業は、ＢＴＯ方式のものと比べて

相対的に詳細な検査が行われる。 

・本検査の実施ための管理者等の立入り権と管理者等による検査に対する選定事業者の協

力義務が規定される必要がある。 

 

３．施設の所有形式ごとの検査内容等 

（ＢＯＴ方式の場合） 

・管理者等が契約期間終了後に施設を業務のために継続して使用することを予定している

場合には、管理者等が引渡しを受ける施設の状態が、業務のために継続して使用するに

支障のない状態にて引渡しを受けること、施設がその状態にあることを契約終了前に管

理者等が検査することが規定される。当事者間のリスク分担をあらかじめ明確にする観

点から、引渡し前に実施する検査項目及びかかる項目ごとに要求する状態を具体的に取

り決めておくことが望ましい。また、施設の状態について管理者等が要求した水準が満

たされていない場合で、かつ、選定事業者が瑕疵担保責任を負う場合又は選定事業者が

ＰＦＩ事業契約に従った適正な維持・管理業務を履行しなかったと認められる場合には、

管理者等はこれを選定事業者に通知し、選定事業者はこの通知に従い速やかに当該箇所

を修繕すべき義務を負う旨規定される。（関連：３―１７ 施設の瑕疵担保） 

・引渡し時に施設に制限物権が設定されていない状態とする旨、確認的に規定することも

考えられる。 

・ＰＦＩ事業契約の終了に伴い施設の所有権を管理者等が有償で譲り受ける場合は、その

代金の額と支払方法について規定される。 

 

（ＢＴＯ方式の場合） 

・契約終了に伴う管理者等への維持・管理業務の引継ぎの一環として、契約期間終了前に、
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施設に毀損等のないことを確認するため、管理者等は施設の状態を検査する旨規定され

る。 

 

４．瑕疵担保責任との関係 

・ＢＯＴ方式、ＢＴＯ方式ともに、管理者等への引渡し後の施設の隠れたる瑕疵について

は、瑕疵担保責任の問題となる（関連：３－１７ 施設の瑕疵担保）。 

 

５．条文例 

 

（期間満了による契約の終了） 

条文例 10.8 乙は、本契約が期間満了により終了する場合は、[条文例 10.2.1]に規定する

契約期間終了予定日の［ ］日前までに、本件施設等の現況を検査し、その結果を甲に

報告する。この場合において、本件施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷が認め

られたときは、甲は、乙に対し、その修補を求めることができる。 

２ 乙は、前項の規定により甲から修補を求められたときは、必要な修補を実施した後速

やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、前項の通知を

受領後［ ］日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。 

（以下略） 
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１０－９ 契約終了時の事務（契約ＧＬ：５－６） 

 

１．概要 

・管理者等が、ＰＦＩ事業契約期間の満了や解除によるＰＦＩ事業契約終了後も施設の継

続使用を予定する場合には、①施設から選定事業者が所有する物件の撤去と管理者等に

よるその確認、②選定事業者から事業を継承する者に対する業務の引継ぎ、業務の実施

に必要な書類一切の引渡し等について規定される。一方、管理者等が事業そのものの終

了を予定する場合には、当該施設の撤去と原状復帰義務等について規定される。 

 

２．物件撤去とその確認 

・事業終了後に管理者等又は管理者等の指示する者による施設の継続使用に支障なきよう、

選定事業終了時に施設内に選定事業者が所有する用具、機器その他の物件（「受託・請負

企業」等の所有するこれらの物件を含む。）があるときの当該物件の撤去と、管理者等に

よるその確認が規定される。この物件撤去に係る費用及び３．の業務の引継ぎに要する

費用などに関する負担（選定事業者が負担することが通例である。）も規定されることが

ある。 

・事業用地の原状回復の処分と同様に、相当な期間以内に選定事業者が正当な理由なく物

件撤去を行わない場合には管理者等が代わって自らこれを行うことができ、その費用を

選定事業者に請求する旨規定される場合もある。一方、管理者等と選定事業者間の協議

により、選定事業者等が所有する物件を購入することができる旨定める場合もある。 

 

３．業務の引継ぎと必要な書類一切の引渡し 

・ＰＦＩ事業契約終了後、円滑に事業を継承するため、選定事業者から管理者等又は管理

者等の指示する者に対し維持・管理、運営業務の引継ぎを行うことが規定される。維持・

管理、サービス提供業務の比重が重いため、申し送りやマニュアル等必要な書類の引渡

しにとどまらず、新たな職員の訓練等を行う必要がある場合には、ＰＦＩ事業終了前に

そのための期間を設けることも検討を要する。 

・また、通例、選定事業者から管理者等又は管理者等の指示する者に対し設計図書、竣工

図書等、施設の建設工事及び補修に係る書類一切その他維持・管理及び保守点検に必要

な書類一切の引渡しが規定される。円滑な事業継承の観点から、この引渡しの対象とな

る書類の詳細について定めておくことも一法である。 

 

４．条文例 

 

（期間満了による契約の終了時の事務） 

条文例 10.9.1 本契約が期間満了により終了する場合、乙は、甲又は甲の指定する者に対し
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て、本件施設等の運営ができるようサービス提供業務等に関して必要な事項を説明し、

かつ、乙が用いたサービス提供業務等の業務仕様書、業務マニュアル、申し送り事項そ

の他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。 

２ 乙は、別段の合意のある場合を除き、サービス提供業務等の終了に際し、自らの費用

で整備した備品、情報システム、什器等を撤去しなければならない。 

３ 乙は、第○条により甲から提供を受けていた場所をサービス提供業務等開始前の原状

に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの

限りではない。 

４ 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲の指示に従い、自己の保有する［（運営に

関する情報を記載）］に係るデータを［甲が管理するデータベース等を記載）］に移行し

なければならない。 

５ 乙は、サービス提供業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、

当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意

若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復

して返還し、又は返還に変えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 乙は、本契約終了日までに［条文例 10.8］及び前５項の業務をすべて終了したうえで、

最終支払対象期間に係る報告書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。 
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第１１章 損害賠償等 

 

１１－１ 遅延損害金（契約ＧＬ：６－３） 

 

１．概要 

・管理者等又は選定事業者は、ＰＦＩ事業契約に基づいて履行すべき支払いを遅延した場

合に、未払金につき遅延日数に応じ一定の割合で計算した額を遅延損害金として相手方

に支払うことが規定される。 

 

２．関係法令の規定 

・会計法令等において、各当事者の債務不履行の場合における遅延利息等を契約書にて定

めることと規定している（予決令第１００条第１項第４号及び支払遅延防止法第４条第

１項第３号 ）。したがって、管理者等が選定事業者に対して及び選定事業者が管理者等

に対して支払う遅延損害金の額等について、ＰＦＩ事業契約書に規定される。 

・管理者等が選定事業者に対して支払う遅延損害金の額は、支払遅延防止法第８条に基づ

き財務大臣が決定する率（平成２０年４月現在、年率３．７％）で計算した金額を下回

るものであってはならないと定められている（支払遅延防止法第８条、政府契約の支払

遅延に対する遅延利息の率を定める告示（平成２０年３月７日財務省告示第６６号））。 

・国の債権の管理等に関する法律において、国の金銭債権の履行の遅延にかかる賠償金そ

の他の徴収金を延滞金という。選定事業者が管理者等に対して支払う延滞金の額は、国

の債権の管理等に関する法律施行令第３７条第１項に規定する財務大臣が定める率（平

成２０年４月現在、年率５％）で算出した額を下回ってはならないと定められている（国

の債権の管理等に関する法律施行令第３６条、国の債権の管理等に関する法律施行令第

２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件及び国の債権の管理等に関

する法律施行令第３７条第１項に規定する財務大臣が定める率を定める件の一部改正に

ついて（平成１５年３月２５日財務省告示第１２９号））。 

 

３．条文例 

 

（遅延利息） 

条文例 11.1 甲又は乙が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払

を遅延した場合、当該遅延した金額につき、履行すべき日（以下、本条において「履行

期日」という。）の翌日（同日を含む。）から当該金銭債務の支払が完了した日（同日を

含む。）までの期間の日数に応じ、甲については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息

の率（昭和 24 年大蔵省告示第 991 号）に定める履行期日時点における率を乗じて計算し
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た額の遅延利息を、乙については、国の債権に関する遅延利息の率（昭和 32 年大蔵省告

示第 8 号）に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ

相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の

日割計算とする。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が、［ ］円未満であるときは、甲及び乙は、

遅延利息を支払うことを要せず、その額に［ ］円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てるものとする。 
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１１－２ 損害賠償（新設） 

 

１．概要 

・管理者等又は選定事業者の不履行により相手方に発生した損害に関する賠償請求につい

て定めるものである。 

 

２．趣旨 

・債務不履行による損害賠償は民法上契約一般に認められるものであるが、契約書上も損

害賠償請求できる旨規定するのが一般である。ただし、具体的適用においては、民法上

の一般原則によったのでは曖昧になる部分が出てくる可能性もあるため、より具体的に

どのような場合に損害賠償請求権が発生するか、どのように損害額を算定するかなどに

ついて規定することも考えられる。 

・債務不履行が生じた場合には、損害賠償の規定の他にも、サービス対価の減額規定、瑕

疵担保責任の規定など、その他の条項にも抵触する可能性がある。これらの規定の間の

関係が不明確にならないよう配慮することが必要である。 

・一定の事項についてサービス対価の減額が行われた場合には、原則として同一事項につ

いて損害賠償の請求は行わないことにすることも考えられる。ただし、この場合には、

損害賠償の請求を別途行うことを想定している場合に比べて、減額幅は大きくなる。 

・損害賠償の規定は、一方当事者に生じた損害を填補するという役割に加えて、各当事者

に適切な履行を促すという役割もある。他方では、例えば損害賠償の規定の内容が選定

事業者にとってあまりに不合理であると、ＰＦＩへの参加意欲を減退させることになる。

したがって、適切なバランスを図ることが重要である。 

 

３．条文例 

 

（損害賠償） 

条文例 11.2 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合、乙は、甲に

対し、当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。 

２ 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は

乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。 
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第１２章 法令変更 

 

１２－１ 法令変更（契約ＧＬ：５－３） 

 

１．概要 

ＰＦＩ事業期間中に生じる法令変更に伴う費用の増加等の負担者と手続について規定さ

れる。この際、基本となる考え方は、リスクを最もよく管理することができる者が当該

リスクを分担するということであり、これに従って様々な規定がなされることになる。

ただし、将来の法令変更は様々なものがありえるため、あらかじめ完全に決めることは

不可能である点にも留意する必要がある。 

 

２．問題状況 

現在、ＰＦＩで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の

変更」（特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規

定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの）についてのみ管理者等

の負担と規定されていることが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考え

られるが、具体的に適用する際に明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結

論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫

をする必要がある。 

例：入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後

改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる

増加費用（例：基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用）

の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていな

い限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応

する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範

囲（財並びに工事、単価と量、及び影響度など）に関しては、予め、費用の明細など

を了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要で

ある。 

 

３．基本的な考え方 

 

(1)法令変更への対処の困難性 

法令変更に関する対処の方法ついては、法令の属性に着目し、因果関係の明確性や影響

に応じて類型化することや、法令への効果に着目して、定義を詳細化していくことなど

が考えられる。ただし、法令変更に関する規定については、その対象、範囲、影響度を
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予め定義することが難しいという側面があり、具体的な条項の在り方については、様々

な考え方があるところであるため、容易に標準化できる部分ではない。３で示す考え方

は、現実のＰＦＩ契約をベースにしつつ修正を加えたものであるが、法令変更への対処

の方法については様々な考え方があることに留意する必要がある64。 

 

(2)リスク分担の明確化の必要性 

リスク分担の明確化というＰＦＩの基本理念からは、法令変更の際の増加費用の負担の

規定についても、基準をできる限り明確化すべきである。そこで、それぞれの事業の特

性に応じて、将来行われる可能性のある変更で重要なものについては、予め取り扱いを

明記することが望ましい。ただし、実際には予想できない変更が生じる可能性が高く、

明記できる場合は限定される。 

 

(3)リスク分担に関する考え方 

リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する、というＰＦＩの基

本理念からは、法令変更規定は選定事業者に管理できないリスクを負わせないようにす

る必要がある。法令変更は選定事業者がリスクを管理できないという考え方を前提にす

れば、①法令変更の対象者が広く一般的である場合、②選定事業者の創意工夫により費

用の増加の影響を抑えることができる場合、③（民間収益事業など）法令変更によるコ

ストの増加を一般利用者等に転嫁しうる場合を除いては、基本的には管理者等がリスク

をとるべきであると考えられる。 

 

①一般的法令変更：法令変更のうち、その影響が広範に及ぶものについては（一般的法

令変更）、法令変更の対象者が広く一般的であり、選定事業者もその効果を受忍すべ

きである。この場合、間接的には物価指数等に影響を与え、サービス対価の物価スラ

イド条項その他指標に応じた調整条項、ベンチマーキングの規定、マーケットテステ

ィングの規定など、価格調整に関する条項により最終的には一定部分費用の増加を吸

収できるため、この観点からも選定事業者の負担とすべきである。（たとえば法人税

率の変更があった場合、全国の全ての企業にとって内部コスト増になるので、コスト

増が各企業の商品の価格に上乗せされ、物価指数に反映される等）。 

②選定事業者の努力により軽減できる場合：（後述(3)参照）。 

③利用者に転嫁できる場合：利用料金の値上等によって、法令変更によるコストの増加

を一般利用者等に転嫁しうる場合は、選定事業者の負担とする。 

④通常の民間の事業との差異：民間企業においては、法令変更による事業の増加費用を、

その分野において事業活動を行わないとすることにより影響を一定の範囲内に抑え

                                                  
64 ＜参考＞において英国の例を示した。また、後述する一般的法令変更の場合や、民間収益事

業の場合でも、民間では対応できるリスクではないのではないかとの考えもある。 
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ることができる。これに対して、選定事業者の場合は、公目的達成のために契約上そ

の行動が制限されるという選定事業者の義務の特異性から、一般の企業活動に比べて

収益や支出の枠組みが固定しており、法令変更に伴う費用増を、収益を増大して吸収

できる手段が限定される場合もあることに配慮することも考えられる。 

 

(4)軽減義務 

選定事業者は、法令変更によって費用の増加が見込まれる場合、その影響を軽減するた

めに合理的な努力を行うものとする。 

 

(5)コミュニケーションの重要性 

法令変更への対処法（費用の増加を抑える方法など）について、早い段階（法令変更に

ついての具体的情報が入手した段階）から官民のコミュニケーションを密に図ることに

より、可能な限り、円滑に解決することが望ましい。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

(1)プロセス 

法令変更については、早い段階から当事者間の密度の高いコミュニケーションを行うこ

とにより、増加費用等を軽減できる場合も少なくない。そこで、法令変更が予想される

場合には、早い段階で他方の当事者に通知をした上で協議を開始し十分な時間をかけて

議論することにより、双方で情報を共有して、協力しながら、正確な影響を評価し、増

加費用の軽減に努力することが重要である。これによっても軽減できなかった増加費用

については、(2)以降の原則に従ってどちらが費用を分担するかを決定することになる。 

 

(2)費用の分担方法 

①直接法令変更及び一般法令変更 

「本事業に直接影響を与える法令の変更」（特に本事業及び本事業類似のサービスを提

供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に

影響があるもの）とそれ以外の法令変更（一般的法令変更）に分類し、後者について

は選定事業者とする（理由については３(3)①参照）。 

 

②資本的支出 

資本的支出については、個別性が高く物価スライド等で吸収することは困難と考えら

れることから、法令の種類に関わらず管理者等の負担とすることが原則と考えられる。 

 

資本的支出の内容：建設費の増額や、運営開始以降の新たな設備の導入、大規模修繕
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等が該当する。解体費についても、これと同様に扱うことも考えられる。 

 

③民間収益事業等の場合 

上記 2(2)③記載のとおり、民間収益事業等選定事業者が利用者からの利用料金を収受

するスキームの場合は、費用の増加を利用料等に反映させることができること、また、

他の民間事業者との公平を図ることから、原則として選定事業者の負担とする。ただ

し、費用の利用料への転嫁については、一定の限界があることに留意すべきである。65 

 

費用の利用料への転嫁の限界 

1)選定事業者が利用者からの利用料金を収受するスキームの場合でも、例えば指定管

理者制度が採用されている場合のように、利用料金の設定について制約がある場合

が多い。この場合、法令変更の場合は利用料金の変更に管理者等が同意する旨規定

するか、管理者等が増加費用を負担するなどの方法により、選定事業者に過大なリ

スクを負わせないようにすべきである。 

2)利用料金の値上げが可能である場合でも、値上げにより、利用者が減少し、リスク

プロファイルが変わる可能性がある。従って、利用料金値上げが可能である場合で

も、利用者にこれを転嫁することを前提に選定事業者が増加費用を負担することが

常に妥当であるとは限らない点に留意する必要がある。 

 

④税制変更 

税制の変更に起因する増加費用の負担割合については、「サービス対価」の外税とし

た消費税率の変更による増加費用を管理者等の負担とすることが通例である。加えて、

資産所有にかかる税率の変更及び新税設立による増加費用を管理者等の負担とするこ

ともあり得る。なお、法人税率の変更等、選定事業者の利益に課される税制度の変更

による増加費用は、選定事業者の負担とすることが通例である。 

 

(3)軽減義務 

上記 2(2)②記載のとおり、選定事業者の努力により法令変更による影響を押さえること

ができる部分については、管理者等は増加費用を負担すべきではない。したがって、管

理者等が法令変更リスクを負担する場合については、選定事業者に費用の増加を押さえ

るために合理的な範囲内での努力を行う義務を負わせることが適切である。 

 

軽減義務の規定方法 

1)包括的に軽減義務を規定する方法：事業者は増加費用を軽減するために合理的な範

                                                  
65 選定事業者に事業継続事務があるのであれば、むしろ管理者等がリスクを負担すべきではな

いかという考え方もあり、この点についてはさらに検討を要する。 
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囲内で努力を行うものとする旨規定する66。 

2)軽減のための協議内容を規定する方法：軽減するための努力を行ったことを示す証

拠や類似の事業に与えた影響に関する証拠の提出など、協議の内容を予め規定する

（詳細は＜参考＞英国における法令変更 参照） 

 

(4)特定の法令の変更に関する規定 

特に当該事業において将来問題になる可能性があると予想される変更については、「本事

業に直接影響を与える法令の変更」「一般的法令変更」のどちらに分類するか、あるいは

両者とも別の扱いにするかについて契約書に明記するなど、例示によって扱いを明確化

することが考えられる。 

 

1)法令変更とはいえないが法令の運用が変わった場合についても（例えば、建築確認

の運用手続が変更になった結果、費用が増加した場合）、予測可能であるものがあ

れば特定の上対処方針を規定しておくことが望ましい。 

2)一つの法令の中でも、規定によって、管理者等のリスクとすべきところ、選定事業

者のリスクとすべきところが分かれる可能性もあるため、必要があれば規定ごとに

リスク分担を記載するものとする。 

3)費用の増加については、選定事業者が立証責任を負うべきである。 

 

５．留意点 

 

(1)費用を両当事者で分担する方法 

資本的支出相当分の費用負担に関しては、管理者等が増加費用を負担することを原則と

しつつ、選定事業者の努力により増加費用を抑えることができる場合が考えられること

や、手続き負担の観点（比較的少額の変更について対価の変更のための手続を行うこと

は煩雑である）から、選定事業者も一部負担することも考えられる。 

 

例：○○万円までは選定事業者負担67、○○万円以上○○万円までは管理者等○％、

選定事業者○％を負担、○千万円以上は全額管理者等の負担とするなどの方法が考え

られる68。これにより、選定事業者が負担する最大額を示すことができ、その結果金

融機関も法令変更についてどの程度のリスクを見ればよいのかが明確になるという

                                                  
66 実際には、何をもって「合理的努力」を行ったといえるかについては、判断が難しい点に留

意する必要がある。 
67 民間が負担する金額の設定方法としては、契約金額の一定割合として示す方法もありうる。 
68 選定事業者の努力により押さえることのできる増加費用の範囲については慎重に検討する必

要がある。また、金額の設定方法によっては、民間が入札の際に予備費を積むことにより VFM

を逆に低下させる可能性があることに留意すべきである。 
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メリットもある。 

 

(2)費用の減少への対処 

運営段階において、規制緩和によって業務要求水準を変更し選定事業者の義務を軽減で

きる場合のサービス対価の変更についても、可能である限り対応方法を規定しておくこ

とが望ましい。 

 

(3)債務負担行為との関係 

管理者等は、法令の変更に基づく増加費用に備えて、債務負担行為の設定額には一定の

余裕を持たせることが望ましい。ただし、増加費用の額が大きい場合には債務負担行為

を修正することが必要と考えられ、どこまで余裕を持たせることを認めるかについては、

更に検討を要する。 
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＜参考＞英国における法令変更（概要）(SoPC4 第 14 章より) 

 

１．法令変更の定義 

「法令変更」とは、契約締結日以降に、次のいずれかが効力を生じることをいう。 

(a) 法令（契約締結日以前に以下により公表されていたものを除く） 

(i) 各省庁諮問書（Government Departmental Consultation Paper）の一部

としての法令草案。 

(ii) 法案 

(iii) 政省令の草案。 

(iv) EC 官報掲載の草案。 

(b) ガイダンス 

(c) 関係する裁判所の適用可能性のある判決で、拘束力のある判例を変更するもの。 

「法令」とは、英国における 1978 年の法令解釈に関する法律第 21 条（1）の規定の

範囲内の国会制定法又は下位の法令、国王大権の行使並びに 1972 年ヨーロッパ共同

体法第 2章に規定された強制可能な共同体権利を意味する。 

  （SoPC4 条文例 14.3 より） 

２．差別的/特別法令変更及び一般法令変更 

法令変更の内容 負担者 

差別的法令変更 

「差別的法令変更」とは、下記の対象に適用される旨明示した法

令変更を意味する。 

(a) 当該事業のみに適用され、ＰＦＩに基づく他の同種の事業に

は適用されないもの。 

(b) 当該受注者にのみ適用され、他の者には適用されないもの。

(c) ＰＦＩ事業の受注者に適用され、他の者には適用されないも

の。 

 

「特定法令変更」とは、［当該サービスと同一若しくは類似のもの]

の提供、又は［当該サービスと同一若しくは類似のサービス]の提

供が主たる業務となっている会社の株式保有に関する法令変更を

意味する。 

発注者 

サービス期間中に発効し、資本的支

出の支出を伴うもの 

発注者及び受注者が分

担 

「一般法令変更」（差別的

法令変更および特定法令

変更以外） その他 受注者 

 

３．法令変更の手続 
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(a) 法令変更が行われる又は直近に変更が行われる場合、当事者は相手方に対し、

想定される影響に関する意見を送付する。この意見には以下の詳細が含まれる。 

(i) 必要なサービス変更。 

(ii) 適格法令変更に対して本契約の条件変更が必要となる可能性。 

(iii)受注者が予定されたサービス提供開始日までにサービス提供を開始す

ること、及び/又は適格法令変更の実施期間中にパフォーマンス規定を達

成することなどについて、契約上の義務の履行の免除が必要であるか。 

(iv)適格法令変更から生じた収益の損失 

(v) 適格法令変更により直接生じるプロジェクト費用の変更見積 

(vi)事業期間中の適格法令変更により新たに必要となった、又は必要なくな

った資本的支出。いずれの場合でもサービス内容の変更の実施に関する詳

細手続を含むものとする 

実施費用（及びユニタリーチャージの変更）については、下記(b)～(f)に従うも

のとする。 

 

４．軽減義務に関する規定 

 

 (b) (a)項の通知を当事者の相手方から受領した場合はできる限り速やかに、両

当事者は(a)項に規定された問題及び受注者が適格法令変更による影響を少な

くする方法について協議を行いかつ合意するものとする。これには以下の内容

が含まれる。 

(i) 受注者が、合理的に努力して下請業者に発生する費用増加を最小化し、費

用削減を最大化するための合理的な努力を行った（相見積もりの取得（可

能である場合）を含む）ことの証拠の提供。 

(ii) 資本的支出が発生した場合又は発生すると予想される場合に、

予見できる当該法令変更を受注者が考慮したことを示すことを含め、費用

削減に効果的な方法で資本的支出の発生又は発生回避が算定されている

かについての説明。 

(iii) 当該事業会社の株主又は関係会社が運営している事業も含めて、法令

変更が当該事業と類似した事業の料金水準に与えた影響の証拠の提供。 

(iv) 当該適格法令変更によって必要となった資産の取替え又は維持

管理のために発生すると予想される費用で発生が回避できる費用の説明。

これには上記(a)(5)又は(6)の結果発生する又は要求される金額を含む。 

 

５．支払についての規定 
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(c) 受注者が適格法令変更を原因とする追加の資本的支出分を負担する旨両当事

者が合意した場合又は第 28 章「紛争解決」によりその旨決定された場合（本

項に定める一般的法令変更の結果資本的支出を受注者が負担する旨合意した

場合又は決定された場合は除く）、受注者及び優先貸出人が満足する条件によ

り、受注者は資本的支出のために必要な資金を調達するため、合理的な努力を

しなければならない。 

 

(d) 受注者分担分は受注者のみの負担とする。 

 

(e) 受注者が資本的支出のための資金調達を行うにあたって合理的な努力をした

にもかかわらず、上記(c)の合意又は決定のなされた後[60]日間経っても資金

調達できなかった場合、発注者は資本的支出の発生した日から 30 日以内に、

受注者に当該資本的支出と同額を支払わなければならない。 

 

(f) 本規定に基づく補償で、ユニタリーチャージの調整又は減額によるものについ

ては、［5.2.3 項「補償金額の算出」を参照。］ 

 

（(a)から(f)は SoPC4 条文例 14.8 より） 
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６．条文例（サービス購入型） 

 

（定義） 

「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公

共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。 

 

（通知等） 

条文例 12.1.1 甲又は乙は、法令の変更又は新設（以下「法令変更等」という。）により本

契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは業務要求水準の変更が必要にな

る場合、履行に要する費用が増加する場合には、又は、これらの事象が起こりうると合

理的に想定される場合には、速やかにその内容を本契約の相手方当事者に対して通知す

る。 

 

（協議及び増加費用の負担等） 

条文例 12.1.2 前条第１項の通知が送付された場合、甲及び乙は、本契約に別段の定めが

ある場合を除き、法令変更等に対応するため速やかに本件施設の設計・施工（改修及び

解体を含む。）、本契約又は業務要求水準書の変更並びに増加費用の負担、増加費用の軽

減方法等について協議しなければならない。乙は、法令変更又はこれに伴う業務要求水

準の変更により増減する費用の詳細（増加費用の軽減方法の検討に関する資料を含む）

について、甲に提出しなければならない。 

２ 前項の協議にかかわらず、当該法令変更等の公布日から[ ]日以内に甲及び乙が合意

に至らない場合、甲は当該法令変更等に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通

知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負

担は、別紙○に定める負担割合によるものとする。 

３ 法令変更等により乙がサービス提供業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙

が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から

減額することができるものとする。 

４ 甲又は乙は、前３項の場合において、サービス対価の減額を目的とした業務要求水準

の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対してサ

ービス対価の減額等について協議を行うことを求めることができる。 

５ 法令変更等に起因して、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び

乙は協議のうえ、本件工事対象施設の引渡予定日を変更することができる。 

６ 前条の場合において、本契約上の義務の履行が不能となる旨の通知を行った者は、当

該法令変更等が発生した日以降、当該法令変更等により履行不能となった義務について、
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本契約に基づく履行義務を免れる69。但し、本条に定める手続により本契約上の義務が変

更され、履行不能でなくなった場合を除く。 

 

 

（法令変更等による契約の終了） 

条文例 12.1.3 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更等により、甲

が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると

判断した場合、甲は、乙と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させる

ことができる。 

２ 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、［条文例 10.6.1］ないし

［条文例 10.6.2］の規定に従う。 

３ 第１項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した増加費

用の甲と乙の負担割合は、別紙○のとおりとする。 

 

条文例 12.1.4 前３条の規定に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、［条文例 14.1.1 以

下］に定める紛争解決手続によるものとする。 

 

別紙○ 法令変更等による増加費用の負担割合 

 

１ 第［ ］条に規定する法令変更等に基づいて増加費用が発生する場合の費用負担の割

合は以下のとおりとする。 

       甲負担割合 

① 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合  100％ 

② ①以外の法令の変更の場合    0％ 

 

＜別案＞ 

       甲負担割合 

① 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち［項目を特定］ 

    ○○円以下（１事業年度）の部分   0％ 

  ○○円を超え○○円未満の部分    ［ ］％ 

  ○○円を超え○○円未満の部分    ［ ］％ 

  ○○円を超える部分     100％ 

② 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち①以外 100％ 

③  ①②以外の法令の変更の場合    0％ 

                                                  
69 本項では、履行不能になった場合に履行義務を免れる旨規定しているが、効力の発生日は法

令改正の施行日としている。 
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２ 本別紙において「本事業に直接影響を与える法令の変更」とは、特に本事業及び本事

業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法

令で事業者の費用に影響があるものを意味することとし、以下の場合を含むものとする。 

 ①消費税率の変更 

 ②［施設所有に係る税率の変更］ 

③乙が本契約上の義務を遂行するために必要な資本的支出の額の増加を生じさせる変更 

④・・・・・ 

 

３ 以下の場合は「本事業に直接影響を与える法令の変更」に含まれないものとする。 

 ①法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令の変更 

②・・・・・ 

③・・・・・ 

 

４ 本別紙の規定により甲が増加費用を負担する場合、乙は増加費用を軽減するために合

理的な範囲内で努力を行うものとする。 

 

【法令変更に関する実務上のポイント】 

法令変更の取り扱いについては、変更対象となる法令の属性や事業に与える影響等に応じ

て類型化して規定することが望ましいが、予め全てを明確に規定することは難しい。事業

契約への規定のみならず、その背景にある以下の考え方を理解した上で運用することが必

要である。 

 ①法令変更は選定事業者に管理できないリスクであるから原則として管理者等の負担と

する。 

②ただし、法令変更の影響が広範に及ぶものについては、法令変更の対象者が広く一般

的であり、選定事業者もその効果を受忍すべきであること、また物価スライドにより

最終的にサービス対価に反映されうることから、選定事業者の負担とする。 

 ③資本的支出については、個別性が高く物価スライド等で吸収することは困難と考えら

れることから、法令の種類に関わらず管理者等の負担とする。 

④いずれの場合も選定事業者に費用の軽減義務を負わせることが妥当である。 

⑤法令変更に関する通知、協議（費用の軽減方法を含む）等の手順についても、契約書

に規定する必要がある。 
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第１３章 不可抗力 

 

１３－１ 不可抗力による損害への対応（契約ＧＬ：６－８） 

 

１．不可抗力の定義の考え方 

・不可抗力とは、協定等の当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で通常必要と認

められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものと考えられる。管理者等及

び選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等、具体的には、暴風、豪雨、洪水、

高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生等の自然災害に属するものと、

騒乱、暴動、戦争、テロ行為等の人為災害に属するものとに分類できる。最終的には当

事者間の合意するところに委ねられる（参考：リスクガイドライン二６（１））。 

 

２．概要（設計、施工段階） 

・施設の設計、施工段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設

計・施工業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時における

債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、不可

抗力に起因する損害等の分担、施設の引渡し（又は運営開始）予定日の変更などについ

て規定される。 

 

（１）不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設計又は建設工事業務の全部又

は一部の履行が不能となった場合、選定事業者はその履行不能の内容の詳細及びその理

由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、

この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履行期日に

おけるＰＦＩ事業契約等に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける

範囲において業務履行義務が免除される。但し、選定事業者は損害を最小限にする義務

を負う。 

・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状

況の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。ま

た、管理者等は、設計や建設工事等の内容の変更、引渡し（又は運営開始）の遅延、当

該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担等対応方法につき選定事業者と

協議を行うことが規定される。 

・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、かかる対応方法に従

い選定事業を継続する義務を負うことが規定される。また、選定事業者の履行不能の状
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態が永続的なものと判断されるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときなど

には、管理者等は、選定事業者と事業の継続の是非について協議の上、ＰＦＩ事業契約

の一部又は全部を解除できることが規定される。なお、管理者等と選定事業者の当事者

双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

（２）不可抗力による損害等の分担 

・設計、施工段階に、不可抗力の発生により施設及び仮設物、工事現場に搬入済みの工事

材料、その他建設機械器具等に対し損害が生じた場合、選定事業者に不可抗力等による

損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与えるため、生じた損害又は増加費用の一部

を選定事業者が負担することとし、その余を管理者等が負担する規定を置くことが通例

である。例えば、同期間中の累計で建設工事費に相当する金額に一定比率を乗じた額に

至るまでの額、又は一定金額に至るまでの額を選定事業者の負担とし、これを超過する

部分については、「合理的な範囲」で管理者等が負担すると規定されることが考えられる。

選定事業者の負担割合の検討にあたっては、選定事業者がより多くの不可抗力の損害金

を負担することとした場合、不可抗力のリスクを適正に定量化できないこと及び保険技

術上の制約から、選定事業者が不可抗力のリスクを負担するための費用が過大となり、

結果として、かかる費用が契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに留意する必要

がある。なお、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する

損害等については、選定事業者が負担するものと規定される。 

・ここでの損害の範囲について検討が必要である。具体的には、損害の範囲を積極損害（施

設、仮設物等のみを対象とした損害）のみとするか、あるいはこれらに関連する選定事

業者の損害と増加費用一般まで含むか、という点を明確にすることが望ましい。 

・建設工事費に相当する額に一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分について、

「合理的な範囲」で管理者等が不可抗力による損害又は増加費用を負担する旨規定され

ることが通例である。この場合、この一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分

についても選定事業者が不可抗力による損害等を負担することが想定され、かかる負担

についてできる限り具体的に規定することも考えられる。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、請負代金額の１００分の１を超える部分を管

理者等が負うことにより請負者の負担を軽減している（公共工事標準請負契約約款第２

９条第４項）。かかる規定は、不可抗力による損害の負担をすべて請負者に帰するのでは

なく、何らかの形で管理者等が負担しているという実態をも考慮し、請負契約における

片務性の排除、建設業の健全な発達の促進をも考慮して、損害の負担を転嫁している。 

 

（３）引渡し（又は運営開始）予定日の変更 

・上記の損害の範囲と関連する問題として、不可抗力に起因する損害負担とあわせて、引

渡し（又は運営開始）予定日の延期について検討が必要である点に留意が必要である。
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対応の選択肢としては、当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、その

引渡し（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提とした損害額（増加

費用等を含む）を負担の基礎とするというものと、逆に合理的な期間引渡し（又は運営

開始）予定日を延期した上で、それを前提とした損害額（積極損害のみ）を負担の基礎

とする、というものが考えられる。一定の期日までに施設の運営が開始されることを重

視するならば、前者が選択されることになる。この場合、負担の基礎となる損害額は相

対的に大きくなることが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡し

（又は運営開始）予定日が当初より遅れる以上、当然に「サービス対価」の支払開始も

遅れることになる。従って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者によ

る融資返済に与える影響、ひいては、管理者等の負担に与える影響について留意する必

要がある。 

・上記に関し、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、

運営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せ

ず、維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題について検討を要す

る。前者を選択した場合、維持・管理、運営の期間は変わらないが、「サービス対価」の

支払が全体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選

定事業者が失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要す

る。（関連：１－５ 事業日程） 

 

（４）保険金の不可抗力による損害等の分担額からの控除 

・不可抗力に起因して損害が生じたことにより選定事業者が施設の保全に関する保険の保

険金を受領した場合で、当該保険金の額が選定事業者の負担する損害等の額を超えると

きには、当該超過額は管理者等が負担すべき損害等の金額から控除する（選定事業者の

負担とし、保険金から支払われるようにする）ものとする規定を置くことが通例である。 

 

３．概要（維持・管理、運営段階） 

・施設の維持・管理、運営段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従

った維持・管理、運営業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発

生時における債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の

手続き、不可抗力に起因する損害等の分担などが規定される。 

 

（１）不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った維持・管理業務又は運営業務の

一部又は全部の履行が不能となった場合、選定事業者は、その履行不能の内容の詳細及

びその理由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事

業者は、この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履
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行期日におけるＰＦＩ事業契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を

受ける範囲において業務履行義務が免除される。但し、選定事業者は、損害を最小限に

する義務を負う。 

・管理者等は、業務履行不能の状態が存続している間、選定事業者が業務を履行できなか

ったことによって免れた費用を控除して選定事業者が実際に行ったその他の業務の内容

に応じた支払いを行う旨規定されることが考えられる。 

・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状

況の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。ま

た、管理者等は、業務内容の変更、当該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用

の分担等対応方法につき選定事業者と協議を行うことが規定される。 

・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、この対応方法に従い

選定事業を継続する義務を負う。また、選定事業者の履行不能が永続的であると判断さ

れるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときには、管理者等は、選定事業者

と協議の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部解除できることとなる。なお、管理者等と

選定事業者の当事者双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

（２）不可抗力による損害等の分担 

・維持・管理、運営期間中に、不可抗力事由の発生による損害が生じた場合、選定事業者

に対し不可抗力による損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与える必要がある。そ

こで、不可抗力に起因する選定事業者の損害又は増加費用のうちの一部を選定事業者が

負担し、それを超過する部分について、合理的な範囲で、管理者等が負担する規定を置

くことが通例である。選定事業者の負担する損害等の額としては、 

１）維持・管理、運営期間中の累計で、維持・管理、運営期間中の維持・管理費及び運

営費の総額に相当する額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

２）一事業年度中に生じた不可抗力に起因する損害金の累計で、一事業年度の維持・管

理費及び運営費に相当する金額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

３）定額 

等が考えられる。 

・但し、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害につ

いては、選定事業者が負担することが規定される。 

 

４．概要（不可抗力による解除権の行使） 

・不可抗力により選定事業者による業務の全て又は一部の履行が不能となった場合、当事

者間の協議の上、管理者等は契約の全部又は一部を解除することができる旨規定される。 
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（１）不可抗力の発生による解除権の行使 

・不可抗力により、ＰＦＩ事業契約等に従った建設工事業務、維持・管理業務又は運営業

務の履行が不能になった場合、あらかじめ設定された業務要求水準を満たすために必要

な人員若しくは器具等を追加する費用負担、業務要求水準若しくはＰＦＩ事業契約等の

変更が必要な事項について、当事者間で一定の協議期間を設けて協議を行うことが規定

される。 

・一定の協議期間以内に、かかる協議について合意が成立しない場合、管理者等は不可抗

力に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者がこれに従い選定事業を

継続させるものとする。但し、選定事業の履行不能が永続的なものと判断される場合、

又は選定事業の継続に過分の費用を要する場合など、選定事業の継続に経済合理性のな

い事態も想定されることから、こうした場合には管理者等は、相手方当事者の選定事業

者と協議の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部を解除することが可能である旨規定され

る。 

・なお、不可抗力等によるＰＦＩ事業契約の一部又は全部解除権を、一方の当事者たる管

理者等のみが有する契約構成とするか、当事者双方が有する契約構成とするか、につい

ては検討を要する点である。 

・不可抗力によるＰＦＩ事業契約の解除の効力については、管理者等が施設を買い受ける

こととし、かかる対価とその他選定事業者に生じる合理的費用を負担することが考えら

れる。その他合理的費用については、選定事業者が開業に要した費用及び解散に要した

費用があげられる。 

・事業用地の瑕疵及び埋蔵文化財の発見等により選定事業者の業務の履行が不能となった

場合についても不可抗力等により業務の履行が不能となった場合と同様の措置がとられ

ることと規定する場合が多い。 

 

（２）不可抗力による義務履行の免除と「サービス対価」の支払 

・不可抗力により選定事業者による義務の全部又は一部が履行不能となった場合、選定事

業者は、管理者等に対し不可抗力による履行不能の内容の詳細及びその理由についての

通知を発した後、履行不能の状態が継続し協議が整うまでの間、履行期日における、当

該不可抗力による影響を受ける範囲において、その履行義務が免除される。併せて、管

理者等は、選定事業者が業務を履行できないことによって免れた費用を控除し選定事業

者が実際に行ったその他の業務の内容に応じた支払いを行うことが通例である。 

 

（３）不可抗力による損害等の分担 

・選定事業者により不可抗力の発生による履行不能通知の発出後、管理者等が選定事業を

継続することを判断し、かつ、一定の期間以内において、当該不可抗力による損害又は

増加費用の負担等対応方法について上述の当事者間協議が合意に達しない場合、あらか
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じめ定められた損害等の負担割合等対応方法によることを管理者等が選定事業者に通知

し、選定事業者はこれに従う旨規定される。 

 

５．条文例 

 

（通知の付与） 

条文例 13.1.1 70 甲又は乙は、不可抗力により本契約上の義務の履行が不能となった場合

には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、

当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能

となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った

本契約の当事者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限

にするよう努めなければならない。 

 

（協議及び損害額の負担等） 

条文例 13.1.2 甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力に対応する

ため速やかに本件施設の設計・施工（改修及び解体を含む。）、本契約又は業務要求水準

書の変更及び損害額の負担等について協議しなければならない。 

２ 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に甲及び乙が合意に

至らない場合、甲は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、

乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における損害の負担割合は、

別紙○の定めによるものとする。 

３ 不可抗力により乙がサービス提供業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が

当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減

額することができるものとする。 

４ 不可抗力に起因して、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙

は協議のうえ、引渡予定日を変更することができる。 

 

（不可抗力への対応） 

条文例 13.1.3 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は本

件施設に重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、業

務要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。 

 

（不可抗力による契約の終了） 

                                                  
70 不可抗力により履行が不能になった場合についても、直ちに履行不能になるのではなく、時

間の経過とともに履行不能になる場合もあり、この場合には法令変更の場合と同様の手続を

規定することが考えられ、この点については更に検討を要する。 
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条文例 13.1.4 [条文例 13.1.2]の規定にかかわらず、不可抗力により、甲が本事業の継続

が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、

甲は、乙と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。 

２ 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、［条文例 10.6.1］ないし

［条文例 10.6.2］の規定に従う。 

３ 第１項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した損害の

甲と乙の負担割合は、別紙○のとおりとする。 

 

「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の

自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象（ただし、業務要求水準書又は入札

説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。）のうち、通

常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない

ものをいう。 

 

別紙○ 不可抗力による損害等の負担割合 

 

１. 不可抗力による損害の対象 

不可抗力による損害の対象は、以下のとおりとする。 

①設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備業務費及びサービ

ス提供業務費 

②原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び事

業者提案又は設計図書の変更等に伴う増加費用 

③損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用 

④損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費

用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用 

⑤設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う各種契約条件変更及び解除

に伴う増加費用 

⑥設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損害及び出費（経

常費、営業継続費用等。ただし、乙の逸失利益は除く。） 

 

２. 不可抗力による損害の分担 

(1)設計・施工期間 

設計・施工期間中に不可抗力が生じ、施設整備業務に関して事業者に損害が発生した場

合、合理的な範囲における当該損害に関しては、設計・施工期間中の累計で施設整備業

務費相当額の［ ］分の［ ］に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額につい

ては甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、



 

 229

当該保険金相当額のうち設計・施工期間中は施設整備業務費等相当額の 100 分の１を超

える部分を甲の負担部分から控除する。 

(2)運営期間中 

運営期間中に不可抗力が生じ、サービス提供業務等に関して乙に損害が発生した場合、

合理的な範囲における当該損害に関しては、事業年度ごとに累計し71、当該事業年度の統

括マネジメント業務費相当額及びサービス提供業務費相当額の合計額（別紙［(サービス

対価に関する別紙の番号を記載)］の改定がなされ、かつ別紙［(サービス対価に関する

別紙の番号を記載)］の減額がなされていない金額とする。以下本号において「サービス

提供業務費相当額」という。）の［ ］分の［ ］に至る金額までは乙が負担し、これを

超える金額については、甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支

払われた場合には、当該保険金相当額のうちサービス提供業務費相当額の［ ］分の［ ］

を超える部分は甲の負担部分から控除する。 

(3)前２号に定める金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。 

 

 

                                                  
71 １事業年度で複数の不可抗力事由があった場合でも、選定事業者の責任の分担額の合計額は運営業務費

相当額の［ ］分の［ ］が上限となるという趣旨である。 
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第１４章 紛争解決 

 

１４－１ 紛争解決（新設） 

 

１．概要 

ＰＦＩ事業契約締結時には想定し得ないリスクの顕在化などＰＦＩ事業契約に定めのな

い事項、その他ＰＦＩ事業契約の実施にあたって生じた疑義について解決しなければな

らないことも起こり得る。こうした場合に備えて、当事者間の協議の在り方について規

定し、さらに当事者間での協議が整わないこともあるため、紛争が生じる場合に備え、

中立的第三者が関与した紛争の処理方法を規定する72。 

 

２．問題状況 

(1)両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多

い。さらに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではな

いことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある。 

(2)協議によって解決しなかった場合でも、良好な関係を継続したまま、迅速に解決する

ことが必要である。さらにＰＦＩをめぐる紛争は高度な専門知識を要求されることが多

いと予想される。したがって、紛争が生じた場合に、裁判よりも迅速かつ専門的事項に

十分対応できる紛争解決の枠組みを迅速に設定できるような契約条項が求められる。 

 

３．基本的な考え方 

 

(1)コミュニケーションの場の設定：両当事者間の不断のコミュニケーションをとってお

くことにより、相互の信頼関係を醸成しておくことが、紛争を予防する観点からは重要

である。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの場を設定し、フェイストゥフェ

イスでコミュニケーションを行う機会を設けて信頼関係の構築に当たるべきである。 

 

なお、当事者のコミュニケーションを図るためには、以下の点に留意することが必要で

ある73。 

• 官民双方の見解を理解し、また尊重すること 

                                                  
72 支払遅延防止法第４条第４号及び予決令第１００条第１項第７号。地方公共団体が管理者等

となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第１４条の規定により準用される。 
73 英国では両当事者の継続的コミュニケーションの重要性が強調されており、定期的なコミュ

ニケーションの場を確保するべきとされ、ここに記載した留意点はこれを参考に作成してい

る。（英国財務省 Operational Taskforce Note2: Project transition guidance（2007 年 3

月）参照）。 
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• 知識と目的を共有すること 

• 契約及び契約関係書類を正確に理解すること 

• 情報の相互提供をスムーズに行い、またコミュニケーションのチャンネルをオ

ープンにしておくこと 

• 両方の組織内に存在する課題を解決する意欲を有すること 

• 効果的な意思決定プロセスが設定されていること 

• 事業を成功させようという強い意欲を有すること 

(2)紛争調整会議：紛争が生じた際には、まずは両当事者間で協議することが考えられる。

そこで、紛争が生じた際に、いずれかの当事者の要求により会議を招集し、解決を図る

紛争調整会議について規定する。 

(3)中立的第三者の関与：官民が対等の立場というＰＦＩの基本原理からすれば、協議が

整わない場合に一方が他方に結論を押しつけることは厳に慎まなければならない。そこ

で中立的な専門家が関与して、紛争を迅速に解決する仕組みが必要である。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

(1)紛争調整会議 

 紛争解決のための場として紛争調整会議（仮称）を設ける。なお、このような機能を

果たす場が既に存在している場合には、いたずらに屋上屋を架す趣旨ではないことに

留意する必要がある。メンバーについては両当事者により構成することとする。 

 

(2)中立的専門家による裁定手続創設 

  

 紛争調整会議と、裁判による解決の中間に、中立的専門家（裁定人）による紛争解決

手続を規定することが考えられる。この際、裁定手続きになじまない紛争も想定され

るため、あくまでもこの手続きを選択肢としたり、あらかじめ裁定手続きの対象とな

る事項（又は対象とならない事項）を契約書で特定したりしておくことなども考えら

れる。中立的専門家の判断に拘束力を持たせるか否かについては、拘束力があるとす

ると、中立的専門家の選任が困難になり、手続自体が使用されなくなる可能性がある

ため、当面は、中立的専門家の判断に拘束力を持たせない手続（一種の調停手続）と

することが考えられる。中立的専門家の選任方法は、両当事者の合意によることとし、

選任時点については、紛争が生じた際に選任することが考えられる。 

 

 調停に関する規定を設ける場合において、調停の場で合意できなかったとき、又は調

停の対象外の事項に関する紛争が生じたときについては、裁判又は仲裁（調停と異な

り裁定人の判断が両当事者を拘束する）によって解決されることになる。 
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裁定人の人数：仲裁として行う場合（すなわち裁定人の判断に拘束力を持たせる場

合）については、他分野の国際的な契約では３名と規定されることが多い（また

ＵＮＣＩＴＲＡＬ国際商事仲裁モデル法では、別途当事者間で合意がない限り３

名とされている）74。一方、調停の場合は、ＵＮＣＩＴＲＡＬ国際商事調停モデル

法では別途当事者間で合意がない限り１名とされているが、場合により３名とす

ることも考えられる。 

裁定人選定方法： 

1)選定時点：裁定人の選定方法については、裁定人（又は裁定人を選任するため

のパネル）は、①内容に応じて、事業契約締結後に予め両当事者で合意してお

き、欠員が出た場合には、速やかに共同で選任する方法75、②紛争が生じた際

に両当事者間の合意により裁定人を選定する方法がある76。日本では、中立的

な専門家を関与させる枠組みが定着していないこと等を考慮すると、②の方法

が当面は現実的であると考えられる。これらの方法のメリット、デメリットを

整理すると以下のようになる。 

(ア)紛争が生じた際に裁定人を選定する方法：人選について合意できないリ

スクが高まる（実際に紛争が生じている場合両当事者がより慎重になる）。

人選について合意できない場合、迅速な解決は期待できない。しかし、

紛争となっている分野にあわせて専門家を選ぶことができるというメリ

ットがある。 

(イ)裁定人をあらかじめ決める方法：事業契約締結後の手続負担は重いこと、

また選任した段階から裁定人に報酬を払わなければならなくなること、

利益相反の問題がより複雑になることなどの問題がある。しかし、実際

に裁定人による紛争解決が必要になった場合は、迅速な解決が期待でき

るというメリットがある。なお、この方法でも複数の分野の専門家を選

任することは可能であるが、当初段階での両当事者の手続的な負担がさ

らに重くなる77。この方法は、現時点では課題も多いため、以下の条文例

                                                  
74 人数の決め方は仲裁規則により異なる。国際商工会議所（ICC）の仲裁規則第 8条では、１名

か３名かを当事者の合意により定める（当事者が人数に合意できない場合には、原則１名だ

が、ICC Court of Arbitration が３名が妥当だと判断した場合には３名とすることができる

とされる）。ロンドン国際仲裁裁判所（LICA）の仲裁規則第５条も類似の内容になっている。 
75 この場合は、複数の分野の専門家について合意しておき、紛争の内容に応じて適切な専門家

を選任できるようにすることが望ましい。 
76 ３名とした場合には、各当事者が１名ずつを選任し、選任された２人の裁定人が第三の裁定

人を選任するという方法が考えられる。１人とした場合は、両当事者が共同で選任する。 
77 英国 SoPC4 中の条文例では、契約締結後に両当事者があらかじめ紛争が生じた場合に備えて

中立的な専門家のリストについて合意し（建設パネルと運営パネルからなり、それぞれたと

えば 3名の専門家から構成される）、紛争が生じた場合に当該リストから機械的に裁定人を指

名し、当該裁定人に判断してもらうという仕組みが採用されている。(28 章) 



 

 233

では採用していない。 

2)中立的第三者の候補者：中立的第三者の候補者としては、受任することについ

て利益相反がないことに加えて、紛争の分野に応じて必要な専門的知識を有し

ていること、両当事者が納得できるだけの中立性を有していることなどが必要

になる。裁定人が両当事者との間で信頼関係を築けることが重要であるため、

選任に関する規定はあくまでも両当事者が平等である必要がある。したがって、

一方の当事者のみが「中立的」裁定人を選ぶ権利を有するという規定は適切で

ない。あくまで、両当事者が了解した方法で裁定人を選定することが重要であ

る。 

3)選任について合意できない場合：選任について意見が一致しない場合の手続の

規定が必要である。 

※例えば英国では両者が合意できない場合には、「公認仲裁人協会長」(the 

President for the time being of the Chartered Institute of 

Arbitrators)への選任の依頼が挙げられている。今後ＰＦＩの専門家を選

任できる体制が整うことが前提であるが、例えば、日本商事仲裁協会、国

際商工会議所などに選任を依頼することが考えられる。この点については、

実務的に問題になる可能性が高い部分であるので、選任候補者のリストの

作成方法・手続なども含めて、今後議論が必要である。 

裁定手続の内容：両当事者の意見及び証拠の提出期限、聴聞、裁定人の判断の期限等

の手続を定める。 

裁定人の判断の拘束力：以下の案が考えられる。 

①完全に両当事者を拘束する（裁判所は覆すことはできない）。 

②裁判所が覆さない限り両当事者を拘束する（裁判所により覆される可能性があ

る）（英国 SoPC4 はこの立場に近い）。 

③判断がなされた後、不服のある当事者が一定期間内に裁判を提起しなかった場合、

両当事者を拘束する（裁判が提起された場合は両当事者を拘束しない）。 

④参考意見として取り扱う（調停：条文例はこれを前提としている）。 

※我が国のＰＦＩでは中立的第三者に関与させて紛争を解決するという慣行は存

在していないため選任が困難になる可能性があり、その結果中立的第三者を関与

させる手続きが実務から敬遠されてしまう可能性があることから、以下の条文例

は「調停」（調停人の判断に拘束力を持たせない）としている。今後、第三者を

用いる手法に対する信頼の向上、中立的な第三者機関の設立（または既存の機関

の活用）、紛争解決のための基準の明確化などによって、徐々に拘束力を持たせ

る方法が採用されるようになることが期待される。 

調停 

・紛争解決にあたる第三者の判断に拘束力がある場合は仲裁、拘束力がない場合
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は調停になる。調停には、簡易裁判所等で行なわれる法定の調停と、民間機関

（又は民間人）によって行われる任意の調停がある。 

・民間機関によって行われる調停については、ＡＤＲ法（裁判外紛争解決手続の

利用の促進に関する法律）による認証制度がある。この認証制度については弁

護士以外の調停人の活用、時効の中断等でメリットがある。ＰＦＩ事業契約に

中立的な専門家による判断を盛り込む場合も、弁護士法との関係で問題が生じ

ないようにするため、認証された調停機関・手続を利用することも考えられる。

なお、仲裁には適用されない。 

費用分担：紛争解決に要する費用分担は、予め公平にこれを取り決めておく必要が

ある。 

 

５．留意点 

 

(1)議会との関係 

議会対策、予算との関係などについても配慮が必要である。また、和解、調停、仲裁

などについては、地方自治法第 96 条第１項第 12 号に定める地方公共団体の議会の議

決事項に含まれている点その他地方自治法等との関係について整理する必要がある。 

 

(2)費用 

1) 裁定人の報酬水準及び負担者についても予め合意しておくことが必要である。現

実的には、両当事者が共同で裁定人を探し、三者間で報酬水準について合意して

おくことが考えられる。78 

2) 調停人や弁護士への報酬などについて必要な予算を確保できるようにすることも

重要である。 

 

(3)サービスの継続 

紛争解決の手続の期間中、建設やサービスの提供が中断されることのないよう、原則と

して79建設及びサービスの提供を中断してはならない旨を規定する必要がある。 

 

英国 SoPC4 では、受注者は紛争が生じたことのみを理由として「仕事を中断する」こ

とは認められず、紛争解決期間中、受注者は発注者の希望に従ってサービスを提供す

る義務を負うが、紛争が受注者に有利に決着した場合、適切な補償が支払われるべき

とされている。一方、管理者等は、業務の一部について紛争が生じている場合に、サ

                                                  
78 なお、裁定人の報酬は、組織などの場合には、一定の水準が決まっていることが多く、自由

な交渉の対象とはなりにくい事情もあることに留意する必要がある。 
79 不可抗力事由等により義務履行ができない場合は例外となる。 
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ービスの提供がなされている部分についてまで支払をとめるようなことはすべきで

はなく、この旨の契約規定を取り決めておく必要がある。 

 

(4)契約に携わった弁護士の関与の有効性 

第三者が入る手続に先立ち、契約締結の際と同じ弁護士又はこの分野に知見を有する弁

護士を当事者のアドバイザーとして関与させて協議を行うことも有効である。 

 

特に契約締結に携わった弁護士の場合、契約の交渉過程、文言の変更、覚書の締結な

ど、一貫して担当している場合が多いため、契約書の条項と当該紛争の関係が整理さ

れ、当事者が納得して紛争が解決する場合もありうる。ただし、この場合弁護士は当

事者のアドバイザーとして関与するのであり、中立的な第三者とは役割が異なる点に

留意する必要がある。 
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＜参考＞英国 SoPC4 に示されている紛争解決方法 

英国 SoPC4 では、①まず当事者間で解決を試みる、②合意できない場合には中立的な第

三者（専門家）による迅速な判断を求める、③第三者による判断に対して合意できない場

合については、より時間をかけて仲裁を実施する、又は、裁判所に提訴するという流れの

紛争処理規定が採用されている。具体的には以下のようになっている。 

①当事者間での協議 

②中立的な第三者（専門家）による判断 

あらかじめ紛争がおこった場合に備えて中立的な専門家の指定方法を決定しておき、

紛争が生じた場合に、当該専門家が迅速に判断できるようにしている。専門家の判断

には、拘束力がある場合（いわば仲裁型80）と、拘束力がない場合（いわば調停型）の

双方があるが、SoPC4 に付されている条項例では、仲裁などで否定されるまでは拘束力

があるとしている。 

SoPC4 では、判断までの期間は 28 日と短く、不服申立てが可能だが（仲裁に移行）、

仲裁などで否定されるまでは拘束力があるとすることで業務の中断を防いでいる。 

③仲裁（又は裁判） 

仲裁は、当事者の合意（仲裁合意）に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が事案

の内容を調べた上で判断（仲裁判断）を示す手続である。仲裁判断が両当事者を拘束

する点で調停とは異なる（通常、裁判所への不服申立てもできない）。非公開というメ

リットに加え、一審制であるので時間、費用を節約できるが、中立性、専門性の高い

仲裁人を選任することが重要となる。 

SoPC4 では、両当事者が共同で弁護士又は仲裁人協会認定の仲裁人の中から仲裁人を

選任する（合意できない場合は弁護士会会長が選任）。 

 

 

                                                  
80 第三者による決定に拘束力があっても「仲裁」とは呼ばれないことがあり、SoPC4 でもこの手

続は「仲裁」とは位置づけられていない。 
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紛争解決手続の概要 

 

 

   

 

 

 

 

 

       当事者間での協議                  紛争調整会議 

                                                  における協議 

 

 

 

 

 

         裁定人選任請求            調停申立て 

                      

              予め同意した名簿の        ○○日以内 

順番に従って裁定人 

              を選任                 調停人の意見 

            

             28 日以内        ○○日以内 

 

 

         裁定人による判断           合意 or 不合意 

 

 

 

             28 日以内 

 

 

 

      仲裁開始請求                仲裁・裁判 

                   

        仲裁人の選任 

 

             3 ヶ月以内 

 

         仲裁判断 

 

 

 

※紛争解決手続は、その内容によって適切な手続が異なる。したがって、紛争の性質に応

じて（例えば、事実認定のみが問題なのか、契約書の解釈が争いになっているのか、金

額で合意ができていないのかなど）、別の手続の流れを規定することも考えられる。

当
事
者
間
で
の
解
決 

中
立
的
第
三
者
の
判
断

仲
裁
・
裁
判 

SoPC 4 条文例 

（又は裁判） 
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６．条文例（調停とする場合） 

 

民事調停法など法定の調停ではなく、任意の調停を想定 

。 

（紛争調整会議） 

条文例 14.1.1  甲及び乙は、本契約に関する紛争を解決することを目的として、相手方に

書面により通知することにより、紛争調整会議を招集することができる。 

2.紛争調整会議は、甲及び乙の代表者により構成されるものとする。また、両当事者が合

意した場合には、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができる。 

3.紛争調整会議の構成の詳細、議事進行方法、議事録の作成等に関する事項は、第１回目

の関係者協議会までに甲と乙との協議により別途定める。 

4. 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合でも、本条に定める協議及び次条に定

める中立的第三者による調停を経た後でなければ、訴訟を提起することができない。た

だし、これにより甲又は乙の権利が著しく害される場合を除く。また、［（協議及び調停

が不要である紛争の類型を記載）］の場合については、本条に定める協議及び次条に定め

る調停を経ることなく訴訟を提起できるものとし、また、［（調停が不要である紛争の類

型を記載）］の場合については、本条第１項に定める通知が送付された後、［ ］日以内

に合意ができなかった場合には、次条に定める調停を経ることなく、訴訟を提起できる

ものとする。 

 

（中立的第三者による調停） 

条文例 14.1.2 ［条文例 14.1.1］第１項に基づく紛争調整会議による協議を一方の当事者

が他方の当事者に申し入れてから[ ]日以内に解決できない紛争については、いずれの

当事者も中立的な調停人による調停を申し入れることができる。 

2.調停人は、[本契約締結後[ ]日以内に／調停の申し入れがなされてから[ ]日以内に]、

両当事者の合意により選定する。調停人が欠けた場合には、調停人が欠けた日から[ ]

日以内に両当事者の合意により新たな調停人を選任するものとする。[調停人は、建設、

運営及び財務に関する専門家がそれぞれ１名ずつ選任され、紛争の内容に応じて単数又

は複数の調停人がその任に当たるものとする]。 

3.調停人の地位を受任することにより利益相反が生じるものは、調停人に選任されること

はできない。 

4.両当事者が選任について合意できなかった場合には、［中立的な第三者機関］に選任を依

頼するものとする。 

5.調停の申し立てがなされてから［ ］日以内に、両当事者は調停人に対してそれぞれの

主張を書面にて提出するものとする。 
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6.調停人は、両当事者が合意に達した場合を除き、両当事者から書面を受け取ってから［ ］

日以内に調停案を示すものとする。調停案は両当事者を拘束しない。  

7.調停案が示された後［ ］日以内に合意ができなかった場合には、甲及び乙は訴訟を提

起することができる。 

8.乙が金銭的賠償により回復することができない重大な損害を被る場合を除き、前条によ

る協議、本条による調停及び訴訟の期間中、乙は甲の指示に従って業務を履行しなけれ

ばならず、また、甲は乙による業務の履行の確認が完了した部分についてサービス対価

の支払を拒むことができない。ただし、本項は乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。 

9.調停人は、調停案の提示前に最低２回以上、調停案提示後[ ]日以内に最低２回以上調

停期日を開催し、両当事者の合意による解決を促すものとする。調停期日には、乙から

業務の委託を受けている者その他の利害関係人も出席できるものとする。 

10.調停に要する費用は各自が負担する。 

 

（管轄裁判所） 

条文例 14.1.3 本契約に関して発生したすべての紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。 

 

【紛争解決に関する実務上のポイント】 

管理者等と選定事業者間の紛争に対しては、当事者間での協議⇒中立的第三者の判断⇒仲

裁・裁判、と段階的に解決のための枠組みを規定する必要がある。本規定及びその背景と

なる考え方のポイントは以下のとおり。 

①紛争を防止するために通常時からのコミュニケーションを蜜に行い、相互の信頼関係

の醸成を図ることが必要である。 

②紛争が生じた場合は、紛争調整会議により、まず両当事者の間で紛争の解決を図る。

③紛争調整会議による協議が整わなかった場合は、紛争の内容に応じた中立的専門家を

両当事者間の合意により選任し、調停する手続き（中立的専門家の判断に拘束力を持

たせない手続）を規定することも一つの選択肢として考えられる。 
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第１５章 直接協定 

 

１５－１ 直接協定（契約ＧＬ：５－１の５，６） 

 

１．融資金融機関等の介入（Step－in） 

・選定事業者に無催告解除事由が生じた時点、又は、管理者等が催告したにもかかわらず

不履行が是正されないまま一定の是正期間が経過した時点において、管理者等はＰＦＩ

事業契約の解除権を取得する。しかしながら、管理者等が選定事業を継続させる必要が

あると判断した場合、管理者等が解除権の行使を留保し、管理者等と融資金融機関等の

当事者双方が認める第三者に選定事業を継承させることが考えられる。このような融資

金融機関等の介入については、継続的かつ安定的な公共サービスの提供という管理者等

の目的の達成をも図られることになる上、融資金融機関等が選定事業の継続に利害関係

を持つが故に、融資金融機関等の持つ情報等を利用して、選定事業の継承に適した第三

者を見い出し、管理者等が適正な手続に従い選定することが可能となることが考えられ

る。この場合、融資金融機関等は、直接協定に従って選定事業に介入し、選定事業者が

発行する株式等にあらかじめ設定しておいた担保権を利用して、融資金融機関等が推薦

し、かつ、管理者等がその推薦を考慮した上で選定する第三者に当該株式を取得させる

こと等で選定事業を引継がせることが想定される。（関連：１７－３ 選定事業者の権利

義務の処分） 

・基本方針においては、管理者等は「選定事業者の責任により組成される金融の仕組みに

よって、選定事業者の破綻に伴い、金融機関等第三者が選定事業の継承を要求し得る場

合には、公共性、公平性の観点に基づき、継続的な公共サービスの提供を確保するため

に合理的である限りにおいて、あらかじめ、協定等において適切な取決めを行うこと。」

とされている（基本方針三２（９））。 管理者等は、自らの解除権の行使の制約になる

ものの、融資金融機関等の介入により継続的かつ安定的な公共サービスの提供を維持す

る可能性が高まることから、管理者等にとって合理的な範囲内で融資金融機関等による

介入を可能とする規定を設けることは意義あるものとも成り得る。なお、管理者等が解

除権の行使を留保する期間については、事業を継承する第三者を探すための期間として

合理的な期間を定める必要がある。 

 

２．直接協定の意義 

・直接協定は、ダイレクトアグリーメント（Direct Agreement）、又は、略して D／Ａとも

いう。 

・基本方針では、直接協定に関して、管理者等は、「当該選定事業が破綻した場合、公共施

設等の管理者等と融資金融機関等との間で、事業及び資産の処理に関し直接交渉するこ
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とが適切であると判断されるときは、融資金融機関等の債権保全等その権利の保護に配

慮しつつ、あらかじめ、当該選定事業の態様に応じて適切な取決めを行うこと。」とされ

ている（基本方針三２（８））。 

・直接協定は、選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合、若しくは、困難と

見込まれる場合、融資金融機関等が、管理者等によるＰＦＩ事業契約の解除権の行使を

一定期間留保することを求め、選定事業に関して有する担保権を利用して選定事業に対

し介入（Step-in）することを可能にするための必要事項を規定する、管理者等と融資金

融機関等との間で締結される契約をいう。 

・ＰＦＩ事業契約は、契約の一方の当事者である選定事業者に加え、融資金融機関等も事

業のリスクを資金面で負担している点が、従来型の公共事業の請負契約と異なっている。

ＰＦＩ事業にかかるリスクをそれぞれ分担している管理者等と融資金融機関等との間に

契約関係がない場合、融資金融機関等が自らの債権の保全を図るために管理者等の承諾

なくして、資金供給を停止し、担保権の実行や強制執行により事業資産等の処分を図る

といった事態も生じ得る。事業の継続によって公共サービスの継続的かつ安定的な供給

を図ろうとする管理者等は、こうした事態の発生は回避したい。そこで、管理者等が融

資金融機関等との間で締結する直接協定は、融資金融機関等の資金供給停止や担保権実

行等に際して事前調整を行えるようにするとともに、融資金融機関等による事業修復へ

の介入（Step-in）の機会を与える観点から、管理者等にとっても意義あるものと成り得

る。なお、直接協定の締結をもって、管理者等が直接に事業修復を行うことは妨げられ

るものではないこととし、また、融資金融機関等が事業修復のための介入を試みても、

直接協定に定めた一定の期間以内に事業修復を管理者等及び融資金融機関等が見込めな

い場合には、管理者等はＰＦＩ事業契約を解除することができるものとする。 

・現在のところ、我が国のＰＦＩ事業の直接協定において規定が置かれることが想定され

る主な内容は以下のとおりである。 

１）ＰＦＩ事業契約上の選定事業者の権利、選定事業者発行株式や事業用資産に対する

融資金融機関等による担保権設定についての管理者等の承諾 

２）融資契約上の期限の利益喪失事由その他融資金融機関等の有する債権の保全につい

て選定事業者に懸念が生じている場合の融資金融機関等から管理者等に対する通知 

３）ＰＦＩ事業契約上、選定事業者の責に帰すべき解除事由などが生じた場合の管理者

等から融資金融機関等に対する通知 

４）２）又は３）の場合の協議 

５）融資金融機関等が担保権を利用して介入する場合の管理者等の関与（担保権実行等

の前に行われる管理者等との協議等） 等 

・管理者等による解除権行使の留保を期待していた選定事業者が、融資金融機関等による

介入がなされずＰＦＩ事業契約が解除となることを了知していないといった事態を避け

るため、管理者等と融資金融機関等に加えて、選定事業者も直接協定の当事者とするか、
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若しくは、管理者等と融資金融機関等が締結した直接協定の内容を選定事業者が確認し

た旨、選定事業者の記名捺印を求めることとなる。 

・さらに、選定事業者に代わって事業を継承する第三者の選定手順等についての規定が直

接協定に設けられることも考えられる。（関連：１７－３ 選定事業者の権利義務の処分） 

 

３．条文例 

 

（金融機関との協議） 

条文例 15.1 甲は、本事業の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う金融機関等

と協議し、直接協定を締結することができる。 
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第１６章 著作権等 

 

１６－１ 著作権等（新設） 

 

１．概要 

・管理者等が、入札手続において又は事業契約に基づき、選定事業者に提供した情報、書

類、図面等の著作権の帰属や、選定事業者が、事業契約及び業務要求水準書等に従い作成

する設計図書、竣工図書その他の成果物等の著作権の帰属について規定されるとともに、

それらの著作物に関する管理者等の利用権について規定される。また、ＰＦＩ事業に関連

して問題となる著作権以外の知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取

扱いについても規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業者が事業契約及び業務要求水準書に基づいて作成する設計図書等の成果物につ

いては、著作権法に基づいて著作権が発生する場合があるが、従前のＰＦＩ事業において

は、それらの著作権を、選定事業者又はその他の著作権者から管理者等へ譲渡することま

では要求しない例が多い。なお、従来の設計委託契約では設計図書の著作権を管理者等に

譲渡させていることが通常であることから、ＰＦＩ事業においても管理者に著作権を譲渡

させるべきなのか、譲渡させなくても使用権のみ確保されればよいのかという点について

問題となっている案件も存在する。 

・著作権による保護の対象となる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであ 

って、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう（著作権法 2 条 1 項 1 号）。

著作権は、著作物のさまざまな利用を他人にさせないことができる権利であり、具体的な

権利内容としては、複製権、展示権、頒布権、譲渡権、翻案権等がある（同法 21 条乃至

27 条）。さらに、著作物の著作者には著作者人格権が発生する（同法 18 条乃至 20 条）。

この著作者人格権には、著作物の同一性を保持する権利（同一性保持権。同法 20 条）等

が含まれ、これが著作物の利用の障害となることがあるが、この権利は著作者の一身に専

属し、譲渡することができない（同法 59 条）。従って、設計図書等の成果物の著作者がこ

の権利を行使することにより管理者等が成果物の利用を阻害されないよう、事業契約にお

いては、成果物の著作者による著作者人格権の行使について一定の制約を課す必要がある。 

・設計図書等の成果物の著作権を管理者等に譲渡させない場合、選定事業者又はその他の

著作権者（設計企業等）が著作権を引き続き保有することになるので、著作権者により著

作権を主張された場合には、管理者等が成果物を複製ないし公表等することが制約される

おそれがある。そこで、事業契約においては、管理者等が成果物を利用する権利について

規定するとともに、著作権者がそれを阻害しない旨を規定することが必要となる。 
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・さらに、選定事業者又はその他の著作権者が管理者等に無断で著作権を譲渡した場合に

は、その譲受人は事業契約の条項に拘束されないため、事業契約に管理者等の権利を規定

したとしても、それを著作権の譲受人には主張できなくなるおそれがある。そこで、選定

事業者又はその他の著作権者は、管理者等の承諾なくして著作権を譲渡することができな

い旨規定する必要がある。 

 

３．条文例 

 

（著作権等の帰属） 

条文例 16.1.1 甲が、本事業の入札手続において又は本契約に基づき、乙又は落札者に対

して提供した情報、書類、図面等（甲が著作権を有しないものを除く。）の著作権等は、

甲に帰属する。 

 

（著作権の譲渡等） 

条文例 16.1.2 甲は、成果物について甲の裁量により利用する権利及び権限を有するもの

とし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。 

２ 成果物のうち著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に定める著作物

に該当するものに係る同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利（次条において「著

作者の権利」という。）の帰属は、同法の定めるところによる。 

３ 乙は、甲が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしな

ければならず、自ら又は著作者（甲を除く。）をして、著作権法第 19 条第１項又は第 20

条第１項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。 

(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設等の内容を自

ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しく

は広報に使用させること。 

(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

(3)本件施設等の完成、補修等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成

果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 

４ 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさ

せてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

(1)成果物の内容を公表すること。 

(2)本件施設等に乙の実名又は変名を表示すること。 

(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

 

（著作権等の譲渡禁止） 

条文例 16.1.3 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡
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し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらか

じめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（第三者の知的財産権等の侵害） 

条文例 16.1.4 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠

権、商標権、著作権及びその他の知的財産権（以下「知的財産権等」という。）を侵害し

ないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を

侵害していないことを甲に対して保証する。 

２ 乙が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は乙が甲に対し

て提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、

乙は、乙の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して甲に直

接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、甲に対して補償及び賠償し、

又は甲が指示する必要な措置を行う。ただし、乙の当該侵害が、甲の指定する工事材料、

施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。 

 

（工業所有権） 

条文例 16.1.5 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指

定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がそ

の使用に関して要した費用（損害賠償に要するものを含む。）を負担しなければならない。 
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第１７章 雑則 

 

１７－１ 経営状況の報告（契約ＧＬ：６－２） 

 

１．概要 

・管理者等は選定事業者が継続的な公共サービスの提供が可能な財務状況であることを確

認するため、公認会計士による監査済みの財務書類を提出させるなど経営状況の報告を

求める旨規定される。（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

 

２．趣旨 

・基本方針において、管理者等が、「選定事業者から、定期的に協定等の義務履行に係る事

業の実施状況報告の提出を求めることができること。」、「選定事業者から、公認会計士等

による監査を経た財務の状況についての報告書（選定事業の実施に影響する可能性のあ

る範囲内に限る。）の提出を定期的に求めることができること。」と定められている（基

本方針三２（１）（ロ）及び（ハ））。 

・また、リスクガイドラインにおいて、管理者等と選定事業者が、「選定事業者に対する関

与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、協定等であらかじめ分担を取り決めた

リスクの顕在化又はそのおそれを速やかに認知できるよう、協定等で選定事業の実施状

況報告等について合意しておく必要がある」と定めている（リスクガイドライン三５）。 

・選定事業者の維持・管理業務及び運営業務が適正に実施されている場合においても、選

定事業者の財務状況が悪化し、結果として選定事業者の債務不履行その他のＰＦＩ事業

契約の解除事由が発生することも想定される。このため、選定事業者の財務状況のうち

選定事業の実施に影響する可能性のある範囲について定期的に（年に１回又は２回等）

把握することを目的として、公認会計士による監査済みの財務書類を提出させるなど経

営状況の報告を求める規定が置かれる。例えば、各事業年度の最終日以前に翌事業年度

の事業計画等の提出や、会社法に基づく一連の財務書類の開示、及び株主総会の承認・

報告のスケジュールと連動して、各事業年度の最終日より一定の期間以内に、公認会計

士の監査済みの財務書類の提出を、選定事業者に対し義務づける規定が置かれる。また、

管理者等は、当該監査済み財務書類又はこれらの概要を公開することができる旨規定さ

れる。 

 

３．随時の調査 

・基本方針において、「選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生し

たときには、公共施設等の管理者等は選定事業者に対し報告を求めることができるとと

もに、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることがで
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きること。」と定められている（基本方針三２（３）（ニ））。 

・したがって、選定事業者による定期的な監査済み財務書類の提出に加え、選定事業の実

施に悪影響を及ぼす事態の発生を早期にかつ確実に把握することを目的として、管理者

等が自己の指名する公認会計士に選定事業者の財務状況を調査させることができること

などを規定することも考えられる。 

 

４．公認会計士の監査の趣旨 

・選定事業者が公認会計士の監査済み財務書類を管理者等に提出することが規定される。

これは選定事業者の資本金又は負債総額にかかわらず、適正な会計処理等を確保するた

め、会社法上の大会社（資本金５億円以上又は負債の合計額が２００億円以上の株式会

社）と同等の会計監査を受けることを規定するものである（会社法第３２８条）。この会

計監査の目的は、基本的には財務書類が法令・定款に従い会社の財産・損益の状況を正

しく示しているかどうかを監査するものである。なお、会社法上の大会社が公認会計士

の監査を受けなければならないとされる財務書類は、会社法第４３５条第２項に掲げる

貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにその附属明細書、臨時計算書類（会社法

第４４１条第１項）、連結計算書類（会社法第４４４条第１項）である（会社法第３９６

条第 1項前段）。 

 

５．条文例 

 

（計算書類等の提出） 

条文例 17.1.1 乙は、本契約締結後事業期間終了まで、各事業年度の終了の日から３月以

内に、当該事業年度の計算書類等（会社法第 435 条第２項にいう計算書類及び事業報告

並びにこれらの附属明細書をいう。）を作成し、会社法第４章第９節及び第５章の規定に

従い会計監査人による監査を受けたうえで、甲に提出しなければならない。なお、甲は、

当該計算書類等を公開することができる。 
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１７－２ 守秘義務（契約ＧＬ：６－６） 

 

１．概要 

・管理者等及び選定事業者は、互いにＰＦＩ事業契約の履行過程で知り得た相手方の秘密

に属する事項を、相手方以外の第三者に漏らしてはならないことが規定される。 

 

２．管理者等の負う守秘義務 

・管理者等は、ＰＦＩ事業契約の履行過程で知り得た選定事業者の秘密を漏らしてはなら

ないことが規定される。 

・しかしながら、選定事業者にかかる情報が情報公開の関連法令等の対象となる場合、そ

の対象となる事項について、守秘義務の対象の例外となる。但し、選定事業者の企業秘

密に関する情報については開示の対象とならない場合が多い。 

 

３．情報公開法の規定 

・情報公開法においては、各行政機関の長は、開示しないことに合理的な理由がある情報

を不開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定め、この不開示情報が記録されてい

ない限り、開示請求に係る行政文書を開示しなければならないことと規定している（情

報公開法第５条）。ＰＦＩ事業契約書は、行政機関の職員が職務上作成した文書であって、

当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもので

あることから、同法上の行政文書に該当する（情報公開法第２条第２項）。したがって、

ＰＦＩ事業契約書の開示請求があったときは、管理者等は、原則としてＰＦＩ事業契約

書を開示請求者に対して開示しなければならない。また、情報公開法は、法人等に関す

る情報の不開示情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報の不開示情報の要件と

して、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの」と規定しており、ＰＦＩ事業契約書においてこれに

該当する情報は不開示情報となる（情報公開法第５条第２号イ）。但し、開示請求に係る

行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されて

いる部分を容易に区分して除くことができるときは、管理者等は、開示請求者に対し、

当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと規定されている（ただし、当該

部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでは

ない）（情報公開法第６条第１項）。なお、「害するおそれ」があるかどうかの判断にあた

っては、選定事業者の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、選定事業者と管理者等と

の関係等を十分考慮して適切に判断する必要があるとされている。 

 

４．選定事業者の負う守秘義務 

・選定事業者は契約の履行過程で知り得た管理者等の秘密、及び施設の利用者や入居者等
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の個人情報を漏らしてはならないことが規定される。例えば、官公庁庁舎の建設工事等

においては、その施設の設計・施工状況等が漏れることによって、安全上、警備上の問

題が生じること等の懸念に対応する規定である。 

・選定事業者の契約締結や業務履行の便宜から、①選定事業者の役員や従業員、②弁護士、

会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う専門家、③コンサルタント、及び④融資金融

機関等に対しては、選定事業者が一定の情報を開示することを、管理者等が認めること

が通例となっている。なお、管理者等と融資金融機関等との間で直接協定が締結される

場合には、管理者等と融資金融機関等相互の守秘義務はこの直接協定に規定される。 

 

５．コンソーシアム構成企業等第三者の負う守秘義務 

・選定事業者は業務を実際に履行するコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請

企業から、これら企業が、業務の実施に際して知り得た管理者等の秘密や施設の利用者

又は入居者等の個人情報を漏らさない旨の確認書を提出させることも考えられる。 

 

６．条文例 

 

（秘密保持･個人情報保護等） 

条文例 17.2 甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互い

に本事業に関して知りえたすべての情報（第２項の個人情報を除く。）の内容を自己の役

員、従業員、代理人及びコンサルタント、協力企業等又は出資者（以下、本条において

「役員等」という。）以外の第三者に漏らし、及び本契約の履行以外の目的以外に使用し

てはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、本事業に関し

て知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本

事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、及び本事業に関して

知った後正当な利益を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課せられることなしに

取得したものについては、この限りではない。 

２～９ （略） 

10 乙は、乙の役員及び従業員並びに乙の代理人及びコンサルタントが、第１項及び第２

項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。 

11 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業等に前 10 項に定める乙の義務と同様の

義務を課すものとし、協力企業等をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入

れさせる。 
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１７－３ 選定事業者の権利義務の処分（契約ＧＬ：６－１） 

 

１．概要 

・選定事業者のＰＦＩ契約上の権利義務の処分に関して規定される。選定事業者は、あら

かじめ管理者等の承諾を得なければ、①ＰＦＩ事業契約上の権利義務を第三者に対して

譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならないこと、②株式、新株予約権及

び新株予約権付社債の発行をしてはならないこと、③他の法人と合併をしてはならない

こと等が規定される。 

 

２．選定事業者の権利義務等の譲渡 

・選定事業者とは、ＰＦＩ法第７条第１項の規定により選定事業を実施する者として選定

された者であることから（ＰＦＩ法第２条第５項）、ＰＦＩ事業契約上の権利義務を選定

事業者から譲渡された第三者が新たな選定事業者として選定事業を実施するためには、

管理者等により当該第三者が選定事業者として選定されることが不可欠となる。このた

め、選定事業者によるＰＦＩ事業契約上の権利義務の譲渡については、あらかじめ管理

者等の承諾を得なければならない旨規定される。 

・選定事業者のＰＦＩ事業契約上の権利義務の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合

としては、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得した際に、融資金融機関等の介入

による選定事業の修復が合理的であると判断し、融資資金融機関等の推薦する新たな民

間事業者に選定事業を実施させることが適当と判断する場合が想定される。 

・なお、選定事業者の株式の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合についても、同様

に、融資金融機関等による選定事業者の株式に設定した担保権の利用によって、選定事

業者の株式を第三者に譲渡する方法により、譲受人の人的、物的支援を期待し、選定事

業の修復を図る場合等が想定されている。この場合は、選定事業者たる株式会社の出資

構成が変更するにとどまり、選定事業者の地位は同一であるため、ＰＦＩ事業契約の相

手方の変更はない。（関連：「Ⅱ 基本協定」） 

・ＰＦＩ事業契約にかかる権利義務に対する担保設定について、あらかじめ管理者等の承

諾を得なければならない旨規定される。融資金融機関等がプロジェクトファイナンスに

より選定事業者に対して融資を行う際には、選定事業者の返済原資の担保として、選定

事業者の事業資産、並びにＰＦＩ事業契約、及び選定事業者とコンソーシアム構成企業

や受託・請負企業との契約等により選定事業者が保有する債権に対して担保権を設定す

ることを融資の条件とすることが通例である。融資金融機関等によるこれらの担保設定

は、担保権対象の売却を通じた融資回収を想定しているのではなく、選定事業の継続を

図ることを通じた融資回収を想定し、事業修復を行うことを企図しているものであり、

担保権者として他の債権者に対する優先権を保持して、他の債権者等が選定事業にかか

る資産等を差し押さえる利益を失わせることにより、第三者の介入を排除し、円滑な事
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業継続により融資回収を確実にすることを目的としている。仮に事業が行き詰まったと

しても、融資金融機関等がこれらの権利義務等をこれまでの選定事業者に代わる第三者

に移転し、この第三者により事業を継続させる可能性を求めるものである。管理者等は、

別途、融資金融機関等と直接協定を締結し、選定事業の安定的な実施と公共サービスの

水準の維持が図られるなど管理者等の利益を侵害しないと認められる限りにおいて、融

資金融機関等によるこれら担保設定について承諾することが規定されることが通例であ

る。（関連：１０－５  管理者等による任意解除） 

・選定事業者が他の法人と合併、又は第三者に対して新株等を発行することについては、

コンソーシアムの構成企業による選定事業者たる株式会社の出資比率に影響を与えるた

め、管理者等による承諾を必要とする旨規定される。（関連：「Ⅱ 基本協定」） 

・特に選定事業者が他の法人を合併する場合は、「事業を担う企業体の法人格の独立性又は

事業部門の区分、経理上の独立性の確保」（基本方針本文）の観点からも慎重な対応が必

要である。 

 

３．条文例 

 

（契約上の地位の譲渡） 

条文例 17.3.1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約又は本事業に関し

て甲との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は債権を第三者に譲渡し、

又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分を行ってはならない。 

２ 乙は、事業期間中においては、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、出資者以外

の第三者に対して、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き

受ける権利を出資者以外の第三者に与え、又は他の法人との合併、事業譲渡、会社分割

等、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならないものとする。 

３ 甲は、前２項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又

は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合には、

承諾を与えないことができる。 

 

・ＢＯＴ方式の場合の追加の条文例 

条文例 17.3.2 乙は，あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き，本施設及び本施設に附帯

する工作物並びに民間収益施設について，抵当権その他の担保権の設定その他一切の権

利の処分を行ってはならない。 
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Ⅱ 基本協定 

 

１．基本協定締結の目的 

・基本協定とは、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、ＰＦＩ事業契

約の当該コンソーシアムの設立する株式会社（ＰＦＩ事業契約締結により「選定事業者」

となる。）と管理者等との間でのＰＦＩ事業契約の締結に向けて、管理者等と当該コンソ

ーシアム構成企業との間でその義務について必要な事項を定めるものである。 

・基本協定においては、選定事業の落札者であるコンソーシアム構成企業による株式会社

の設立及び選定事業の準備等について明記される。 

 

（コンソーシアム構成企業による株式会社の設立） 

・ＰＦＩ事業の入札においては、コンソーシアムが落札者であり、実際に選定事業者とし

てＰＦＩ事業契約を管理者等と締結する主体は選定事業の実施を目的に設立される株式

会社である。落札者決定の時点では、管理者等の相手方契約当事者が存在していないた

め、入札時のコンソーシアムが提案した事業スキーム（コンソーシアム構成企業による

株式会社への出資や、選定事業者たる株式会社からコンソーシアム構成企業への業務委

託等）が実施できる状態に至っていないことになる。従って、ＰＦＩ事業契約締結時ま

でに、コンソーシアム構成企業にＰＦＩ事業契約締結をする株式会社を設立させる必要

がある。 

・なお、選定事業において、落札者の入札参加者提案の内容に適合した履行を確保するこ

とをＰＦＩ事業契約書等に規定し、発注者たる管理者等は、落札者たるコンソーシアム

が設立した株式会社とＰＦＩ事業契約を締結することとなる。この際、民間事業者間の

公正な競争を確保する観点から、こうした措置を講じることが予想される場合、管理者

等は、あらかじめ実施方針や入札説明書等において対外的にこれを明らかにしなければ

ならない。 

 

（コンソーシアム構成企業による選定事業の準備） 

・コンソーシアムが落札者として決定された後、一定期間、管理者等と落札者たるコンソ

ーシアムの構成企業との間で、ＰＦＩ事業契約の締結に向けて、契約内容の具体化等に

ついての協議が行われる。また、実務上は、ＰＦＩ事業契約の当事者である選定事業者

はＰＦＩ事業契約の締結直前に設立されることが多く、ＰＦＩ事業契約締結前に、ＰＦ

Ｉ事業契約の締結を前提として、コンソーシアム構成企業が設計準備作業等選定事業に

関して必要な準備行為を開始することも考えられる。このため、落札者決定後、ＰＦＩ

事業契約締結までの間にコンソーシアム構成企業が行った行為を選定事業者に引き継ぐ

ことが必要になる。 
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・なお、コンソーシアムは「設立中の会社」であり、この法的性格については、法人格を

有しないため権利能力が認められないものの、「設立中の会社」と成立後の会社とは実質

的に同一のものであることが認められており、コンソーシアム構成企業の名義とした権

利義務を設立される株式会社に形式的に移転する手続きがとられる。 

 

２．基本協定の概要 

・基本協定においては、上述の目的達成のため、 

１）コンソーシアム構成企業及び管理者等当事者のＰＦＩ事業契約締結に向けた努力義

務 

２）コンソーシアム構成企業が株式会社設立義務を負うこと 

３）コンソーシアム構成企業が株式会社の株式の譲渡等処分の制限を受けること 

４）コンソーシアム構成企業が株式会社をしてＰＦＩ事業契約の履行に必要な業務をコ

ンソーシアム構成企業等に委託し又は請け負わせる義務を負うこと 

５）コンソーシアム構成企業が新設する株式会社と管理者等との間で定める日までに、

ＰＦＩ事業契約を締結させる義務を負うこと 

６）コンソーシアム構成企業及び新設する株式会社が選定事業に関して必要な準備行為

が実施できること、及び、その結果をＰＦＩ事業契約締結後に選定事業者に速やか

に引き継ぐ義務を負うこと 

７）ＰＦＩ事業契約締結不調の場合、コンソーシアム構成企業及び管理者等が選定事業

の準備に関して支出した費用は各自の負担とすること 

等について規定される。 

 

３．株式会社の設立 

・管理者等が入札説明書等に提示した条件及び落札者の入札参加者提案を踏まえ、コンソ

ーシアム構成企業による株式会社の設立に関し、コンソーシアム構成企業による出資比

率、出資額、出資形態等についての規定が置かれる。 

①コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は、設立される株式会社

の全議決権の２分の１を超える議決権（株主総会において出席する株主による普通決

議の成立に必要な議決権）を保有するとともに、コンソーシアム構成企業のいずれか

が筆頭株主であること、 

又は、 

②コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は選定事業者たる株式会

社の全議決権の３分の２を超える議決権（株主総会において出席する株主の特別決議

の成立に必要な議決権）を保有することとし、 

①又は②の条件をＰＦＩ事業契約終了まで維持することなどをコンソーシアム構成企業

に義務付けることなどによって、コンソーシアム構成企業が選定事業者たる株式会社の
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経営の支配権を維持するよう規定することが考えられる。 

・なお、事業譲渡（会社法第４６７条第１項、同法第３０９条第２項第１１号）、資本減少

（同法第４４７条第１項、同法３０９条第２項第９号）、解散（同法第４７１条第３号、

同法第３０９条第２項第１１号）、定款の変更（同法第４６６条、同法第３０９条第２項

第１１号）、合併（同法第７８３条第１項、同法第３０９条第２項第１２号）など、いわ

ゆる会社の基礎的変更にあたる事項には、株主総会の特別決議が必要とされている。 

 

４．株式等の譲渡等処分の制限 

・３．に記述した規定に従いコンソーシアム構成企業等の保有する議決権比率が維持され

るよう、コンソーシアム構成企業は設立される株式会社の株式の譲渡、担保権の設定及

びその他の処分を行う場合、管理者等に株式処分にかかる申請書を提出し、事前の承諾

を得なければならないことなどが規定される。（参照：１７－３ 選定事業者の権利義務

の処分） 

・さらに、設立される株式会社の定款に、会社法第２条第１７号、第１０７条第１項第１

号、第１０８条第１項第４号に基づく株式の譲渡制限を規定する旨を基本協定に定める

ことも考えられる。これを規定することにより、定款をもって、株式の譲渡につき取締

役会の承諾を要することが規定される。 

 

５．業務の委託、請負 

・管理者等が、入札説明書等において、コンソーシアム構成企業の資格要件を提示し、コ

ンソーシアム構成企業それぞれに対し、設立する株式会社から各業務を受託し、又は請

け負うことを求めた場合に、コンソーシアム構成企業それぞれが入札参加者提案におい

て提示した各業務について委託を受け、又は請け負うことが規定される。 

・コンソーシアム構成企業それぞれが、各業務の委託を受ける又は請け負う期間と株式会

社に対する出資金の拠出又は劣後融資等の義務を負う期間とを一致させるという考え方

もある。 

 

６．ＰＦＩ事業契約の締結 

・管理者等と設立される株式会社との間のＰＦＩ事業契約の締結期限が規定される。 

 

７．ＰＦＩ事業契約の締結の不調 

・事由の如何を問わずＰＦＩ事業契約の締結に至らなかった場合、既に、管理者等とコン

ソーシアム構成企業が選定事業の準備に関して支出した費用は各自が負担することとし、

相互に債権債務関係の生じないことを確認する旨規定される。具体的には、コンソーシ

アム構成企業間の選定事業にかかる調整が整わない場合等が想定される。 
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条項例で使用されている用語のリスト 

 

1 「運営期間」とは、サービス提供業務開始日から本契約終了日までの期間をいう。 

 

2 「基本協定書」とは、甲と本事業の落札者の代表企業である[   ]、構成員である

[   ]及び応募者協力企業である[   ]との間で平成○年○月○日付で締結され

た○○事業 基本協定書をいう。 

 

3 「行政財産無償貸付契約」とは、甲が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 11 条の２第６項の規定に基づき、

本件土地を乙に無償で貸し付ける契約書をいう。 

 

4 「業務要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、業務要求水準書に基づき乙に履

行を求めるサービスの水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が業務要

求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。 

 

5 「業務要求水準書」とは、入札説明書等に添付された「○○事業 業務要求水準書」

（その後の追加及び変更を含む。）及びそれに係る質問回答書をいう。 

 

6 「協力企業」とは、乙から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者をいう。 

 

7 「協力企業等」とは、協力企業及び協力企業から本事業に関する業務を受託し又は請

け負うこと等により当該業務を実施する者の全部又は一部をいう。 

 

8 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共

団体によるこれらに類似する処分行為をいう。 

 

9 「建設業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事に係る業務をいい、詳細は業務要

求水準書○○に規定される業務をいう。 

 

10 「建設協力企業」とは、乙から直接建設業務を受託し又は請け負う者である［   ］

をいう。 

 

11 「工事監理業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事監理に係る業務をいい、詳細

は業務要求水準書○○に規定される業務をいう。 
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12 「工事監理協力企業」とは、乙から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である

［   ］をいう。 

 

13 「サービス対価」とは、甲が乙に支払う本事業の実施によるサービス対価の総額をい

い、その算定方法は別紙［(支払メカニズムに関する別紙の番号を記載)］によるもの

とする。 

 

14 「サービス提供業務」とは、［条文例 5.2.1］に列挙された業務の全部又は一部をいい、

詳細は業務要求水準書○○に規定される業務をいう。 

 

15 「サービス提供業務開始日」とは、乙が本契約に従ってサービス提供業務を開始した

日をいう。 

 

16 「サービス提供業務開始予定日」とは、平成○年○月○日をいう。 

 

17 「サービス提供業務等」とは、統括マネジメント業務及びサービス提供業務の全部又

は一部をいう。 

 

18 「サービス提供業務等終了日」とは、統括マネジメント業務及びサービス提供業務の

終了予定日である平成○年○月○日をいう。 

 

19 「サービス提供業務協力企業」とは、乙から直接サービス提供業務を受託し又は請け

負う者をいう。 

 

20 「サービス提供業務協力企業等」とは、サービス提供業務協力企業及びサービス提供

業務協力企業からサービス提供業務を受託し又は請け負うこと等によりサービス提供

業務を実施する者の全部又は一部をいう。 

 

21 「サービス提供業務等協力企業」とは、統括業マネジメント業務協力企業及びサービ

ス提供業務協力企業の全部又は一部をいう。 

 

22 「サービス提供業務等協力企業等」とは、サービス提供業務等協力企業及びサービス

提供業務等協力企業からサービス提供業務等を受託し又は請け負うこと等によりサー

ビス提供業務等を実施する者の全部又は一部をいう。 

 

23 「事業期間」とは、本契約締結日から［条文例 10.2.1］に定める本契約期間の終了日
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又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。 

 

24 「事業者提案」とは、本事業の落札者が甲に対して平成○年○月○日付けで提出した

本事業の実施に係る提案書類一式（その後の甲の同意に基づく明確化事項を含む。）

をいう。 

 

25 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の４月１日に始まり、翌暦年の３月 31 日に終

了する１年間をいう（ただし、初年度は、本契約締結日から平成○年○月○日までの

期間をいう。）。 

 

26 「施設整備業務費」とは、別紙[(支払メカニズムに関する別紙の番号を記載)]に規定

する施設整備業務費相当額をいう。 

 

27 「竣工図書」とは、各本件新設工事対象施設及び各本件改修工事対象施設の引渡し時

に乙から甲に提出される設計図書であって、別紙○に記載される書類等をいう。 

 

28 「情報システム」とは、乙がサービス提供業務等について業務要求水準を満たすサー

ビスを事業期間にわたり確実に提供するために必要なコンピュータ・システムをいう。 

 

29 「成果物」とは、設計図書、竣工図書その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出

した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。 

 

30 「施工期間」とは、本件工事着工日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間を

いう。 

 

31 「施工計画書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手

順や方法等を記載した計画書をいう。 

 

32 「設計業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事対象施設の設計に係る業務をいい、

詳細は業務要求水準書○○に規定される業務をいう。 

 

33 「設計協力企業」とは、直接乙から設計業務を受託し又は請け負う者である［   ］

をいう。 

 

34 「設計・施工期間」とは、本契約締結日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期

間をいう 
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35 「設計図書」とは、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に基づき乙が作成する本

件工事対象施設の実施設計の内容を示す設計図書であって、別紙○に記載される書類

等をいう。 

 

36 「統括管理業務」とは、業務要求水準書○○に記載される統括管理業務の全部又は一

部をいう。 

 

37 「統括管理業務協力企業」とは、乙から直接統括管理業務の一部を受託し又は請け負

う者である[   ]をいう。 

 

38 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及びその添付資料（ただし、業務要

求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書（案）を除く。）並びにそれに係る質問回

答書（ただし、業務要求水準書に係る質問回答書、基本協定書(案)及び事業契約書（案）

に係る質問回答書を除く。）をいう。 

 

39 「引渡予定日」とは、別紙○に規定された各本件工事対象施設の引渡予定日をいう。 

 

40 「施設整備業務」とは、本件工事対象施設の設計及び建設工事に関する業務をいい、

詳細は業務要求水準書 第２業務要求水準 １施設整備業務に規定される業務をいう。 

 

41 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その

他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象（ただし、業務要求水準書

又は入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限

る。）のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めに

も帰すことのできないものをいう。 

 

42 「紛争調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本事業又は本契約に

関する一切の係争について調整を行う会議をいう。 

 

43 「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地

方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。 

 

44 「本契約」とは、平成○年○月○日付「○○事業 事業契約書」をいう。 

 

45 「本件改修工事」とは、本件改修工事に係る改修工事をいう。 
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46 「本件改修工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち［     ］の全部又は

一部をいう。 

 

47 「本件解体工事」とは、本件解体工事対象施設に係る解体工事をいう。 

 

48 「本件解体工事終了予定日」とは、別紙○に規定する本件解体工事終了予定日の全部

又は一部をいう。 

 

49 「本件解体工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち［     ］の全部又は

一部をいう。 

 

50 「本件工事」とは、本件解体工事、本件改修工事及び本件新設工事の全部又は一部を

いう。 

 

51 「本件工事対象施設」とは、［     ］の全部又は一部をいう。 

 

52 「本件工事対象施設のすべての引渡終了日」とは、乙から甲に対する本件工事対象施

設の引渡しが終了した日をいう。 

 

53 「本件工事着工日」とは、乙が本件工事に着工した日をいう。 

 

54 「本件工事着工予定日」とは、平成○年○月○日をいう。 

 

55 「本件新設工事」とは、本件新設工事対象施設に係る建設工事をいう。 

 

56 「本件新設工事対象施設」とは、［     ]の全部又は一部をいう。 

 

57 「本件土地」とは、別紙○に示す本事業の実施区域をいう。 

 

58 「本件施設」とは、［     ］の全部又は一部をいう。 

 

59 「本件施設等」とは、［     ］等その他平成○年○月○日以降本件土地内に存

在するすべての構造物をいう。 

 

60 「本事業」とは、○○事業をいう。 
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61 「落札者」とは、本事業に関し甲が実施した総合評価一般競争入札により落札者とし

て選定された［   ］をいう。 

 

62 「利便施設」とは、○○をいう。 

 


